
消費税と国際課税への大きな潮流

公益社団法人　日本租税研究協会

（公社）日本租税研究協会

第65回租税研究大会記録

　　　　　　　　　2013
［ ］

公
益
社
団
法
人
　
日
本
租
税
研
究
協
会

消
費
税
と
国
際
課
税
へ
の
大
き
な
潮
流

ISBN978-4-930964-54-0　¥1905E
本体1,905円 （税別）



消費税と国際課税への大きな潮流

公益社団法人　日本租税研究協会

（公社）日本租税研究協会

第65回租税研究大会記録

　　　　　　　　　2013
［ ］



消費税と国際課税への大きな潮流
日本租税研究協会第６５回租税研究大会記録

東京大会 於 日本工業倶楽部 平成２５年９月１０日�～１１日�

第６５回租税研究大会開催にあたり………………………………………………西田厚聰
会長挨拶

〈第１日〉
◆報告 多国籍企業の利子費用控除に関する最近の議論 …………………増井良啓

◇討論会 税制を巡る現状と課題 ……………………………………岩﨑政明（司会）
谷口進一／土居丈朗／平嶋彰英／星野次彦

〈第２日〉
◆報告 消費課税とヒューマン・キャピタル ………………………………岡村忠生

◇討論会 国際課税を巡る現状と課題 ………………………………渡辺裕泰（司会）
青山慶二／栗原正明／日置重人／吉村政穂

大阪大会 於 関電会館 平成２５年９月１９日�

第６５回租税研究大会大阪大会開催にあたり……………………………………宇野郁夫
副会長挨拶

◆報告 過年度の誤った課税処理の是正方法
―過年度遡及修正の可否― ……………………………………………田中 治

◇討論会 税制改革を巡る現状と課題 ………………………………林 宜嗣（司会）
戸谷裕之／橋本恭之／濵田省司／藤井健志



目 次

東京大会（日本工業倶楽部）

第６５回租税研究大会開催にあたり――――――――――――――――――１
会長挨拶

公益社団法人日本租税研究協会会長 西田 厚聰
（株式会社東芝 会長）

◆報告 ９月１０日�・午前

多国籍企業の利子費用控除に関する最近の議論 ――――――４

東京大学大学院法学政治学研究科教授 増井 良啓

１．はじめに………………………………………………………………………………………４
�１ BEPS 行動計画………４
�２ この報告の趣旨………４

２．多国籍企業の課税にとってなぜ利子費用控除が問題となるか？………………………５
２―１．収益と費用の地理的マッチング………５
�１ ３か国モデルの導入………５
�２ どの国で収益と費用を計上するか………５
�３ 裁定行動の発生………６
�４ 無形資産と金融資産………６

２―２．負債と株式の利用による事実上の納税地選択・その１………６
�１ 事例の説明………６
�２ 事例の分析………７

２―３．負債と株式の利用による事実上の納税地選択・その２………８
�１ 組み合わせた事例………８
�２ 歯止め………８

２―４．まとめ………８
３．利子費用控除の個別的制限措置はどうなっているか？…………………………………９

３―１．主にインバウンド直接投資に着目した日本の立法的対応………９
３―２．各国の幅広い対応………１０
３―３．アウトバウンド直接投資をめぐるカナダの議論………１０

― i ―



３―４．まとめ………１１
４．グループ内借入れはほんらい、法人税法上負債として扱うべきものか？……………１２

４―１．企業グループ内取引の特性………１２
４―２．各国の論者によるより根本的な検討………１２
�１ Graetz 提案………１２
�２ Benshalom 論文………１３
�３ カナダの論者たち………１４
�４ Ault 講演による概観………１４

４―３．今後の検討の方向性………１４
４―４．まとめ………１５

５．おわりに………………………………………………………………………………………１５

◆討論会 ９月１０日�・午後

税制を巡る現状と課題 ―――――――――――――――――――――――１９

司 会 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 岩﨑 政明
参加者（五十音順）

新日鐵住金㈱常任顧問（租研副会長） 谷口 進一
慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗
総務省大臣官房審議官 平嶋 彰英
財務省大臣官房審議官 星野 次彦

はじめに……………………………………………………………………………………………２０
Ⅰ．財政・税制（総論）の現状と課題…………………………………………………………２０

１．財政の現状………２０
２．税制抜本改革法………２１
３．消費税率引上げと今後の経済財政動向等………２２
４．財政健全化………２４
５．我が国の税収の現状………２５

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と課題（総論）………………………………………………２６
１．税制抜本改革法………２６
２．地方財政の現状………２８
３．地方消費税率引上げと今後の経済財政動向等………３０

Ⅲ．財政・税制の総論への意見…………………………………………………………………３１
（谷口）
１．我が国の経済・政治環境………３１
２．財政健全化と社会保障の持続可能性………３１
３．税制改革の方向性………３２

― ii ―



４．地方税制改革の方向性………３３
（土居）
１．財政健全化の道筋と税制の対応………３４
２．グローバル化の進展と法人課税の在り方………３５
（星野）
１．財政健全化法について………３６
２．税制改革の方向性………３６
３．財政健全化の道筋と税制の対応………３６
４．グローバル化の進展と法人課税の在り方………３７
（平嶋）
１．地方税改革の方向性………３７
２．財政健全化の道筋と税制の対応………３７
３．グローバル化の進展と地方法人課税の在り方………３８

Ⅳ．個別税制の現状と課題………………………………………………………………………３８
１．消費税………３８
２．法人課税………３９
３．国際課税………４１

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題…………………………………………………………………４２
１．秋の税制改正における検討項目………４２
２．地方法人課税………４３
３．車体課税………４５
４．ゴルフ場利用税………４６

Ⅵ．個別税制の現状と課題についての討論……………………………………………………４６
（谷口）
１．法人税………４７

（法人実効税率）（研究開発費）
２．消費税………４７
３．所得税………４７
４．地方法人課税………４７
５．国際課税………４７
６．償却資産に係る固定資産税………４７
（土居）
１．所得税………４７
２．償却資産に係る固定資産税………４８
３．地方法人課税………４８
（星野）
１．法人税………４８

（法人実効税率）（研究開発税制）
２．消費税………４９
３．所得税………４９

― iii ―



４．国際課税………４９
５．所得税………４９
（平嶋）
１．地方法人課税………５０
２．償却資産に係る固定資産税………５１

おわりに……………………………………………………………………………………………５１

◆報告 ９月１１日�・午前

消費課税とヒューマン・キャピタル――――――――――――――５２

京都大学大学院法学研究科教授 岡村 忠生

はじめに……………………………………………………………………………………………５２
ヒューマン・キャピタルの捉え方………５２
消費課税の影響………５３
適正課税、租税優遇………５４

１ 消費課税と人的役務…………………………………………………………………………５５
１―１ 個人消費への課税………５５

小売売上税から多段階付加価値税へ………５５
課税売上げと仕入税額控除のチェーン………５６
課税ベースの拡大………５７

１―２ 直接課税と間接課税………５８
１―２―１ 消費課税と転嫁………５８
１―２―２ 消費への直接課税（Personal Expenditure Tax，PET）………５９

所得税における消費への課税………５９
消費の概念………６０

１―２―３ 消費課税とは何か（経済学的定義）………６１
現在の消費と将来の消費への課税の中立性………６１
支出（キャッシュ・フロー）＝消費といえるか？………６１
税率の硬直化………６１
中立性論の限界…勤労意欲（work incentive）の歪曲………６２

１―２―４ 賃金税と消費課税………６２
消費課税と賃金税の等価性………６２
賃金税は、消費課税といえるか………６２
「賃金」の定義………６３
投資所得非課税の範囲………６３

１―２―５ 間接税（消費税、VAT）における「消費」………６４

― iv ―



間接税における課税要件論………６４
課税事業者の身分………６５
課税時期など………６５

１―２―６ 執行上の負担………６６

２ 歪曲の是正……………………………………………………………………………………６６
２―１ 消費課税の今後………６６

２―１―１ 消費税の性質の確認………６６
２―１―２ 課税ベース・納税義務者の拡大………６７

非課税の縮小………６７
免税となる者の範囲の縮小………６８

２―１―３ 課税時期………６９
キャッシュ・フロー課税………６９
仕入税額控除の繰延べについての ABA 提案………６９

２―２ 解決の方向………７０
形成………７０
実現………７０
移転、喪失………７１

おわりに……………………………………………………………………………………………７２
消費課税を捉える目………７２
ヒューマン・キャピタル………７２

資料編 消費課税とヒューマン・キャピタル………７３

◆討論会 ９月１１日�・午後

国際課税を巡る現状と課題 ――――――――――――――――――――８５

司 会 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 渡辺 裕泰
参加者（五十音順）

早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
東レ㈱経理部税務担当部長（租研理事） 栗原 正明
財務省主税局参事官 日置 重人
一橋大学大学院国際企業戦略科准教授 吉村 政穂

はじめに……………………………………………………………………………………………８６
Ⅰ．最近の国際課税の動向と課題………………………………………………………………８７

１．国際課税の現状………８７

― v ―



国際課税の基本的考え方／国内法に定める国際課税／わが国の課税権の範囲／個人
納税者の区分と課税所得の範囲／法人納税者の区分と課税所得の範囲／外国税額控
除制度の概要／外国子会社からの受取配当に関する二重課税調整措置の見直し（平
成２１年度改正）／外国子会社合算税制について／外国子会社合算税制の概要／移転
価格税制について／過少資本税制の仕組み／関連者間の利子を利用した租税回避へ
の対応／過大支払利子税制について

２．平成２５年度税制改正の概要………８８
国際課税関係の主な平成２５年度税制改正事項／社債利子の非課税制度の恒久化等／
外国子会社合算税制に係る外国税額控除の見通し／移転価格税制による独立企業間
価格算定におけるベリー比の追加／上場株式等の配当等に係る租税条約適用手続き
の簡素化

３．今後の課題………９０
平成２５年度税制改正大綱（抄）／総合主義と帰属主義の違い／総合主義と帰属主義
の違いの具体的なイメージ／外国法人及び非居住者に対する課税原則を帰属主義に
見直す場合の考え方の骨子（案）／帰属主義に見直すことの意義／対比表（総合主
義・帰属主義）／総合主義（全所得主義）と帰属主義の課税方式の違い（所得の種
類別）／内部取引の認識／帰属主義へ移行した場合の内国法人のための外国税額控
除のイメージ

Ⅱ．最近の国際課税の動向と課題への意見……………………………………………………９３
（青山）
２５年度改正及び今後の課題－国内法への帰属主義の導入について／過渡期における対
応／無形資産への対応／国外 PE の外税控除について／
（吉村）
外国子会社合算税制について／帰属主義への変更について／
（栗原）
ベリー比の使用方法について／ベリー比の適正水準の開示／APA 手続きの簡素化に
ついて／一時的に PE を持つケースについて／
（日置）
過渡期における対応／無形資産への対応／国外 PE の外税控除について／外国子会社
合算税制について／帰属主義への変更について／ベリー比について／APA 手続きの
簡素化について／一時的に PE を持つケースについて

Ⅲ．国際協力に向けたトピックスについて……………………………………………………９９
１．わが国の租税条約ネットワークの拡充等………９９

租税条約の概要／わが国の租税条約ネットワーク／租税条約交渉の現状／日米租税
条約の一部改正／最近の日本の租税条約締結本数の推移（基本合意）／徴収共助に
ついて／税務行政執行共助条約の概要

２．OECD 等における国際的な議論の動向………１００
１）OECD の組織等………１００

租税委員会の組織と活動の概要（２０１３年７月時点）／グーグルの租税回避に関する
イギリス下院決算委員会報告書（２０１３年６月）／多国籍企業の租税回避が国際的な

― vi ―



批判を浴びている（報道ベース）
２）BEPS への対応………１０１

税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画／OECD 租税委員会 BEPS 行動計画（概
要）／行動１ 電子商取引への課題の在り方を検討／行動３ 外国子会社合算税制
の普及／行動４ 利子損金算入制限措置の普及／行動６ 租税条約の濫用防止規定
の普及／行動８ 無形資産の移転価格ルールの策定／BEPS の考え方について

３）情報交換を巡る最近の動向………１０４
租税回避を巡る国際的議論の経緯／OECD 事務局が公表している実効的な税の情
報交換基準に関する各国の実施状況リスト／OECD モデル租税条約第２６条（２００５
年改訂）／グローバル・フォーラムについて／ピア・レビュー報告書の評価（G７
諸国）／米国の外国口座コンプライアンス法（Foreign Account Tax Compliance
Act）の概要／日本の米 FATCA への対応／欧州５カ国（英独仏伊西）の米 FATCA
への対応／自動的情報交換

Ⅳ．国際協力に向けたトピックスへの意見 …………………………………………………１０６
（青山）
BEPS プロジェクトを巡る課題について／租税回避規定について／新興国を含めて
の議論について／自動的情報交換への取組みの方針について／
（吉村）
BEPS と日本企業との関わりについて／BEPS の検証について／過剰な課税につな
がる懸念について／電子商取引について／外国子会社合算税制の強化の見通しにつ
いて／移転価格税制の文書化について／
（栗原）
海外子会社の配当に係る源泉税の免税化について／BEPS 議論における認められな
い行為の特定について／
（日置）
租税回避規定について／新興国を含めての議論について／自動的情報交換への取組
みの方針について／BEPS の検証について／過剰な課税につながる懸念について／
電子商取引について／外国子会社合算税制の強化の見通しについて／海外子会社の
配当に係る源泉税の免税化について／BEPS の議論における認められない行為の特
定と包括的租税回避否認規定について

おわりに …………………………………………………………………………………………１１５

― vii ―



大阪大会（関電会館）

第６５回租税研究大会大阪大会開催にあたり――――――――――――１１７
副会長挨拶

公益社団法人日本租税研究協会副会長 宇野 郁夫
（日本生命保険相互会社相談役）

◆報告 ９月１９日�・午前

過年度の誤った課税処理の是正方法 ―――――――――――――１１９

―過年度遡及修正の可否―
同志社大学法学部教授 田中 治

１．はじめに ……………………………………………………………………………………１１９
２．期間税としての所得課税と当初申告の誤りの是正方法 ………………………………１２２
３．課税のタイミングと年度帰属との関係 …………………………………………………１２２

３―１．概要………１２２
３―２．裁判例の対立と不統一………１２６
�１ 年金裁定事件－権利確定主義の過度の抽象性の例………１２６
�２ 過大電力料金事件－権利確定主義と年度帰属の混同………１２８

４．後発的違法と特別の更正の請求 …………………………………………………………１３１
４―１．基本的な仕組み………１３１
�１ 後発的違法の是正方法………１３１
�２ 更正の請求の位置付け………１３２
�３ 特別の更正の請求と通常の更正の請求との関係………１３２

４―２．前期損益修正との関係………１３２
５．おわりに ……………………………………………………………………………………１３４

― viii ―



◆討論会 ９月１９日�・午後

税制改革を巡る現状と課題――――――――――――――――――――１３６

司 会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣
参加者（五十音順）

大阪産業大学経済学部教授 戸谷 裕之
関西大学経済学部教授 橋本 恭之
総務省自治税務局企画課長 濵田 省司
財務省大臣官房審議官 藤井 健志

はじめに …………………………………………………………………………………………１３７
Ⅰ．財政・税制（総論）の現状と課題 ………………………………………………………１３７

１．財政の現状………１３７
２．税制抜本改革法………１３８
３．消費税率引上げと今後の経済財政動向等………１３９
４．財政健全化………１４０
５．我が国の税収の現状………１４１

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と課題（総論） ……………………………………………１４２
１．税制抜本改革法………１４２
２．地方財政の現状………１４３
３．地方消費税率引上げと今後の経済財政動向等………１４５

Ⅲ．財政・税制の総論への意見 ………………………………………………………………１４６
（戸谷）
消費税／地方税／………１４６
（橋本）
消費税／地方消費税の決め方／三位一体改革の総括／………１４８
（藤井）
消費税の使途／１０％で足りるか………１４９
（濵田）
地方法人二税の在り方／地方消費税／三位一体改革の総括………１５１

Ⅳ．個別税制の現状と課題 ……………………………………………………………………１５２
１．消費税………１５２
２．法人課税………１５３
３．所得税………１５４
４．国際課税………１５４

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題 ………………………………………………………………１５５
１．秋の税制改正における検討項目………１５５
２．地方法人課税………１５６

― ix ―



３．車体課税………１５７
４．ゴルフ場利用税………１５８

Ⅵ．個別税制の現状と課題についての討論 …………………………………………………１５８
（戸谷）
法人税率引下げ競争／外形標準課税／償却資産課税の在り方／………１５８
（橋本）
所得税／償却資産課税の在り方／………１５９
（藤井）
法人税率引下げ競争／所得税／………１６０
（濵田）
外形標準課税／償却資産課税の在り方………１６１

おわりに …………………………………………………………………………………………１６２

＜資料編＞
◎財政・税制関係資料（財務省主税局）

目次
資料①～53

◎地方税制関係資料（総務省自治税務局）
目次
資料❶～53

◎国際課税関係資料（主税局参事官室）
目次
資料１～５５

― x ―



東東
京京
大大
会会



第６５回租税研究大会開催にあたり
会長挨拶

公益社団法人日本租税研究協会会長

西田 厚聰
（株式会社東芝 会長）

本日は，第６５回の開催となります租税研究大
会に多数の皆様と講師の方々にご参加いただき，
心から御礼申し上げます。特に，財務省星野大
臣官房審議官，総務省平嶋大臣官房審議官には，
業務ご多忙中にもかかわらず，パネリストとし
てご出席をいただき，誠にありがとうございま
す。また，ご出席の皆様方には常日頃，租研の
事業活動にひとかたならぬご支援・ご協力を賜
っております。本席をお借りいたしまして，あ
らためて厚く御礼申し上げます。

さて，平成２４年１２月に安倍政権が発足致しま
して，日本の政治，経済情勢には劇的な変化が
見られるようになりました。安倍政権は，いわ
ゆるアベノミクスの「三本の矢」によって，強
い日本，強い経済を取り戻すとして，強いリー
ダーシップを発揮されておりますが，その効果
もあり日本経済には，為替相場や株式市場に大
きな変化が出ており，実体経済に回復の兆しが
見え始めております。

世界経済・金融情勢による景気の下振れリス
クや，アベノミクスに対する批判が一部にはご
ざいますものの，２０年近く続いたデフレからの
脱却と持続的な成長への期待が一層高まってお
ります。

日本経済の持続的成長には，長年にわたる構
造問題の原因を取り除き，規制改革などの構造
改革を早期に進め，成長戦略の確実な実行に努
力し，経済の構造転換を加速することが，何よ
りも重要であるといえます。

日本経済は，長年の低成長等によりまして，
世界における経済的地位が著しく低下しており
ますことは皆様ご承知のとおりであります。経
済活動を活性化するためには，構造改革を進め
ることにより，弛みなくイノベーションを創出
し，国際競争力を強化するとともに，生産性を
上げ，企業収益を拡大し，雇用，所得を増大さ
せ，経済成長に好ましい正のスパイラルをもた
らすことが重要であります。そのためにも，経
済活動のグローバル化時代に相応しい成長戦略
の確実な実施に官民を上げて，早急に取組んで
いかなければなりません。

少子・高齢化の急速な進行に伴いまして，社
会保障の給付は既に１０９兆円を超える水準にま
で膨張し，一方，税と社会保険料をあわせた国
民負担は横這いないし減少しており，世界に例
を見ないほど受益と負担のアンバランスが拡大
しております。
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税制抜本改革法による消費税率の引き上げは，
財政健全化に向けた大きな一歩ではありますが，
今後は税率引き上げを確実に実施していくこと
が何よりも重要です。しかし，この引き上げだ
けでは受益と負担のアンバランスを解消するこ
とはできません。今後も社会保障費は拡大して
いくことが見込まれますので，社会保障制度の
思い切った重点化・効率化によって給付の抑制
を進めるとともに，新たな税収の確保が不可欠
となっております。

わが国の長期債務残高は，既に歴史的，国際
的に最悪の水準となっております。財政健全化
を確保することが持続的成長を支え，社会保障
をはじめ国民生活を維持していく基盤ともなり
ますので，中長期の財政計画において，財政健
全化への取り組みを一段と強化することが必要
です。

財政健全化目標に基づく改革案とその実行ス
ケジュールを明確なものとし，確実に実行する
ことによって，国民からの信認のみならず，日
本に対する国際的な信認を得ることが必須要件
であります。これからの日本が，安心で豊かな
国民生活を維持し，世界における超高齢社会の
指導的な国となり得るのか，今，正に岐路に立
っております。日本は，この歴史的転換点にお

いて国民の力を結集し，新たな「日本」を創造
していかなければならないと思います。

私ども租研は，民間の立場から，税・財政の
問題を調査・研究し，毎年，中長期的な課題を
含め，あるべき税制改革について提言を行って
おります。当協会では，これまでも成長戦略と
財政の健全化，社会保障制度改革を一体的に推
進するためには，「経済活力の強化」と「安定
財源の確保」をキーワードとして，消費税率の
引き上げの着実な実施と新たな税制改革への取
組みが必要であると考えてきました。

税制抜本改革法による消費税率の引上げは，
この当協会の提言にも沿ったものであります。
これを確実に実施するとともに，中長期の財政
健全化目標を達成する確固たる姿勢を提示し，
国内ばかりでなく，国際的な信認を高めること
が必要です。さらに，経済成長戦略を早期かつ
確実に実行することにより，わが国が直面する
歴史的転換点を乗り越え，新たな「日本」が創
造されることを期待しております。

本東京大会におきましては，本日午前中の増
井教授，明日午前の岡村教授からの研究報告，
そして，これから開催いたします討論会「税制
改革を巡る現状と課題」と明日の「国際課税を
巡る現状と課題」の２つの討論会を予定してお
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ります。ご参加いただく皆様は税制，財政に精
通された方々ばかりでございまして，大変有意
義なお話を伺えるものと思います。皆様ととも
に，大きな期待を込めて拝聴したいと存じます。

最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後

ますますのご発展をお祈り申し上げますととも
に，当協会の活動につきましても，今後とも一
層のご支援，ご協力を賜りますよう，切にお願
い申し上げまして私の開会の挨拶とさせていた
だきます。

― 3 ―



１．はじめに

�１ BEPS行動計画
２０１３年２月，OECD が BEPS 報告書を公表

しました１。BEPS 報告書は，税源浸食の鍵と
なっている事項を列挙し，各国に対応を促して
います。そのひとつが，本日の論題である，企
業グループ内金融取引（intra―group financial
transactions）です。

２０１３年７月には，BEPS 行動計画が公表され
ました２。１５の行動計画のうち，行動４は，負
債利子の損金算入などによる税源浸食につい
て，２つのことを計画に盛り込みました。
＊国内法の設計に関するベスト・プラクティス

の策定
＊移転価格ガイドラインの改正

それぞれ，２０１５年の９月と１２月を目標にして
います。

こうして現在，多国籍企業グループの利子費
用控除は，ホットなテーマになってきています。

英国上院，豪財務省も，これに対応するペー
パーを出しています３。

�２ この報告の趣旨
こういった動きが顕在化する以前から，理論

的な研究がされてまいりました。企業グループ
内部の負債は，独立企業間の負債と経済的性質
が異なります。にもかかわらず，税制は，負債
について利子費用が発生すれば損金算入を認め
ます。これと対照的に，株式について配当を支

―――――――――――――――
１ OECD（２０１３a）．引用文献については，末尾のリストを参照。
２ OECD（２０１３b）．
３ House of Lords（２０１３），Australian Government Treasury（２０１３）．

報告 ９月１０日�・午前

多国籍企業の利子費用控除に
関する最近の議論

東京大学大学院法学政治学研究科教授

増井 良啓
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払っても損金に算入しません。つまり，負債
（debt）と株式（equity）とで，対照的な扱い
を維持している。このような基本構造が，問題
の根っこにあります。

本報告では，株式と負債の区別がなぜ国家間
税源移転につながってしまうかをご説明し，多
国籍企業の利子費用控除についてどういう議論
がされているかを簡単にご紹介します。

そのさい，とくに金融機関に限定せず，一般
の事業会社を念頭におきます。BEPS の議論が
ここまで政治的にハイレベルの支持を得るよう
になった背景には，２００８年の国際金融危機があ
ります。金融危機の発生に税制も一役買ってい
たのではないかという議論があり，まさに負債
の課税取り扱いが問題とされました４。しかし，
本日は，法人税制一般の課題として，多国籍企
業の利子費用控除の問題に接近します。

２．多国籍企業の課税にとってな
ぜ利子費用控除が問題となる
か？

２－１．収益と費用の地理的マッチング

�１ ３か国モデルの導入
まず，図表１をごらんください。３つの国が

あります。議論を簡単にするため，この３つの
国の法人税制は日本のそれとほぼ同一であると
仮定します。ただ，A 国の法人税率が３０％，B
国の法人税率が０％，C 国の法人税率が１５％で
す。

この税率は限界税率（marginal tax rate）で
す。追加的に１単位の所得を稼得した場合に企
業が直面する税率でありまして，法定税率とは
必ずしも一致しません。法定税率が３０％であっ
ても，過去に赤字続きでその事業年度に繰越欠
損金を利用できるような場合には，追加的に１

単位分の所得を稼得しても限界的には法人税を
余分に支払う必要がない，つまり限界税率が
０％になります。逆に，何らかの理由で適正な
費用控除ができない場合などには，法定税率よ
りも高い限界税率に直面します。ここで限界税
率を問題にする理由は，収益の益金計上と費用
の損金算入が企業行動に与える影響を考えたい
からです。

�２ どの国で収益と費用を計上するか
この例で，多国籍企業が税引後利益を最大化

するには，どの国で収益を計上するのが得策で
しょうか？もちろん，B 国で収益を計上するこ
とです。B 国の税率が０％ですから，A 国や C
国で収益を計上する場合と違って，追加的な収
益に対して法人税がかかりません。もし他のコ
ストが変わらなければ，収益計上は低課税国に
もっていきたいのが，多国籍企業の行動原理で
す。

それでは，費用計上については，どの国で行
うのが有利でしょうか？これは，税率の高い国，
A 国です。A 国で費用控除を行うことで，費
用控除額の３０％分の法人税額が減少します。こ
れに対し，C 国で費用計上しても１５％分しか法
人税額が減りません。B 国に至ってはもともと
税率が０％ですので，B 国で費用控除を行って
も，法人税額の減少は見込めません。もし他の
コストが変わらないのであれば，多国籍企業と
しては，高課税国で費用計上を行いたい。

―――――――――――――――
４ キーン（２０１１），藤谷（２０１３）。

図表１ 収益と費用の地理的マッチング
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これを組み合わせると，各国の税率格差を利
用した裁定行動が可能になります。収益は B
国で計上し，費用は A 国で計上する。収益と
費用の地理的ミスマッチが，税引後の利益を最
大化する手だてになるのです。

�３ 裁定行動の発生
実際には，多国籍企業がどこでもうけをだし

て，どこで費用をつけるかは，事業戦略上の必
要に迫られて行うことが多いでしょう。企業は
税引後の利益を最大化したいのであって，ただ
単に税金を減らしたいわけではありません。事
業の存続のためには本業がうまくいくことが前
提になります。皆が皆，法人税を減らすだけの
ために血眼になって，費用や収益の計上地を人
為的に操作するというわけではありません。

けれども，大きな構図としては，いまご説明
したような力学が確実に働いています。そして，
もし小さなコストで収益や費用の計上地を操作
できる環境が与えられれば，実際にも裁定行動
が生じます。

�４ 無形資産と金融資産
その典型例が，高課税国で R＆D 控除を利用

し，できあがった無形資産を低課税国に配置し
て収益をためこむやり方です。アップルやグー
グルなど著名企業について近年報道されている
事案は，ほぼ例外なく，このやり方を組み込ん
でいます。たとえば，米国内で長年 R＆D を行
って費用を控除しておいて，ある時点で国外関
連会社と費用分担契約を結び無形資産をタック
ス・ヘイブンに出し，成果が実ったあとはタッ
クス・ヘイブン関連会社が全世界から使用料を
集金する。こうすることで，セオリー通り，高
課税国で費用を控除し，低課税国で収益を計上
します。これが可能になるのは，無形資産につ
いて地理的な所在の特定が困難であり，しかも
その評価が難しいという特性があるからです。

無形資産と並んでもうひとつ，よく利用され
るのが，金融資産です。金融資産も，地理的な

所在の特定が困難です。金融資産の代表格が株
式や社債です。これらについては，土地や建物
のように物理的に所在地を特定することは意味
を持たず，発行体や債務者の居住地をもって地
理的なつながりを決する他はありません。

２－２．負債と株式の利用による事実
上の納税地選択・その１

�１ 事例の説明
では，負債の利子費用控除は，どういうふう

に利用できるのでしょうか？このことをイメー
ジするために，図表２をごらんください。

いま，多国籍企業グループが C 国で生産活
動を行うとします。この企業グループには，A
国に親会社があり，C 国に完全子会社がありま
す。ここで，C 国子会社が自分自身で借り入れ
をおこすのでは，同じ国の同じ税制の内部で収
益と費用がマッチしますから，地理的ミスマッ
チは出てきません。これに対し，この例では，
有利な地理的ミスマッチを生じさせるために，
A 国の親会社が借り入れて，C 国の子会社に増
資払込みをします。

その結果，次のようになります。C 国子会社
が利益をかせぐと，１５％の税率が適用されます。
税引後の利益から A 国親会社に配当を支払う
と，A 国では外国子会社からの受取配当の益
金不算入制度が利用できます。また，A 国親
会社は，借り入れについて発生した利子費用を
損金に算入します。これによって何が達成でき
るかというと，C 国に課税所得を集中して，A
国よりも低い税率の適用を受けます。税率の高
い A 国でどうなるかというと，益金側がほぼ

図表２ A国の親会社がC国に子会社を設立
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非課税になるばかりでなく，損金側で利子費用
を控除できます。

さきほど，C 国子会社が自分自身で借り入れ
をおこすのでは，地理的ミスマッチが出てこな
いと申しました。収益をだしても１５％の税率に
直面しますし，費用をだしても控除による節税
分は同じ１５％でカウントするからです。これに
対し，この例では，A 国親会社が借り入れを
おこすことで，利子費用控除が３０％分の価値を
持ちます。このような地理的ミスマッチがある
からこそ，企業グループ全体でみた節税につな
がってくるわけです。

�２ 事例の分析
この例は単純に見えますが，良く見てみると，

いくつかのからくりが組み合わさっています。
重要なポイントが３つあります。

ポイント１は，利子費用控除の可否を単体
ベースで判定していることです。企業グループ
としては，親会社が借り入れようが，子会社が
借り入れようが，グループ全体で最適な資金調
達ができれば差し支えありません。しかし，税
制との関係では，グループベースではなく，あ
くまで単体ベースで考えています。言い換えれ
ば，私法上の債務者であるそれぞれの単体法人
の手元で，個々の法人の借り入れに着目して，
費用控除を行っています。これは，特別に国際
的連結納税制度のようなしくみを導入していな
い税制の下では，自然にそうなってしまいます。
日本のグループ法人税制も，国際的な局面には
適用がありません。こうして，多国籍企業はグ
ループベースで意思決定を行うのに，税制は単
体ベースで対応するというズレが生じています。

ポイント２は，C 国子会社が増資しているこ
とです。A 国親会社から借り入れることもで
きたはずですが，そうせずに，新株発行によっ
て資金調達をしています。いま，資金調達のや
り方として，負債（debt）による場合と株式
（equity）による場合を比較してみたのが，図
表３です。

一方で，負債シナリオでは，C 国子会社から
A 国親会社に利子が支払われます。A 国親会
社は，受取利子を益金に計上します。C 国子会
社は，支払利子を損金に計上します。その結果，
法人税の課税は A 国でなされることになりま
す。

他方で，株式シナリオでは，法人税の課税は
C 国でなされます。というのも，C 国子会社か
ら A 国親会社に配当が支払われる場合，課税
取扱いが利子の場合とは逆転するからです。A
国親会社は，受取配当がほぼ益金不算入になり
ます。C 国子会社は，税引後の利益から配当を
行うのであって，支払配当を損金に計上できま
せん。

要するに，株式シナリオを選ぶことによって，
A 国ではなく C 国で法人税が課税されるよう
にしているのです。もちろん，A 国よりも C
国の税率が低いので，こうすることが多国籍企
業にとって有利になります。

ポイント３は，源泉徴収税です。企業にとっ
ては，法人税に加えて，源泉徴収税の考慮も大
切です。この点，二国間租税条約は，親子会社
間配当に係る源泉税を軽減しており，全面的に
免税する条約例も増えています。この例でも，
A 国と C 国の間の条約によって，C 国は源泉
税を軽減するか，免除するかという場合が多い
でしょう。そうなると，源泉徴収税の考慮はほ
とんど不要になります。

このようなからくりがあるため，C 国で負債
をおこすか株式を発行するかにより，事実上の
納税地選択が可能になります。低課税国で納税
することを選択できるのです。これは，C 国で

A 国 C 国

負債シナリオ：
利子支払

益金計上（法人
税○）

損金計上（法人
税×）

株式シナリオ：
配当支払

益金不算入（法
人税×）

損金不算入（法
人税○）

図表３ 負債シナリオと株式シナリオの比較
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直接に借り入れる場合にはできないことです。
また，A 国親会社が C 国子会社に融資する場
合にもできないことです。

２－３．負債と株式の利用による事実
上の納税地選択・その２

�１ 組み合わせた事例
この例を一歩進めてみましょう。図表４をご

覧ください。

この多国籍企業が，B 国にも関連会社を有し
ていたとしましょう。この関連会社は，A 国
親会社の完全子会社です。つまり，B 国子会社
と C 国子会社は，共通親会社の傘の下にぶら
さがった姉妹会社という関係にあります。

いま，C 国子会社が生産活動を行うにあたり，
その資金調達を次のようにします。まず，A
国親会社が資金を借り入れて，B 国子会社に増
資払込みをする。B 国子会社から，C 国子会社
に融資を行う。

これによって，次のことが可能になります。
C 国子会社は，B 国子会社に負債の利子を支払
うと，損金に算入できます。B 国子会社は，利
子を受け取りますが，それにかかる税率は０％
です。B 国子会社が A 国親会社に配当を支払
いますと，A 国親会社は，受取配当益金不算
入制度を利用できます。A 国親会社は負債利
子を損金に算入し，３０％の税率分の節税効果を
享受します。

こうして，C 国では損金算入によって課税所
得が消え，B 国にためこんだ利益に適用する税
率は０％であり，高課税国の A 国では益金不
算入と利子費用損金算入となります。ABC い
ずれの国においても課税されないどころか，経
済的にはマイナスの課税になります。事実上，
補助金を与えているのと同じ結果になるのです。

�２ 歯止め
以上のご説明に対しては，そんなにスムーズ

にいくわけがないという感想をお持ちの方もい
らっしゃるでしょう。たしかに，現実の税制に
は，いくつもの歯止めが設けられています。た
とえば，次のような歯止めです。
＊源泉税。B 国が自他共に認める歴然としたタ

ックス・ヘイブンであったとすれば５，A 国
や C 国が，B 国との間の二国間租税条約で
源泉税を軽減することはありません。

＊CFC 税制。B 国子会社が受動的所得を貯め
込むだけの機能を果たしている場合，A 国
の CFC 税制が適用される可能性があります。

＊過少資本税制。C 国が利子費用控除を制限す
る立法措置を講ずることがあります。

＊所得の人的帰属の認定。これは事実認定の問
題ですが，B 国子会社が単なるペーパー・カ
ンパニーであり，名義を貸しているだけであ
って，私法上の取引の実質が C 国子会社か
ら A 国親会社に直接に支払いがなされたも
のとして認定される可能性もあります。
このような点に留意すべきではありますが，

ここで申し上げたい根本の点はゆらぎません。
それは，多国籍企業グループが低課税国に課税
所得を集中する手法として，負債と株式の区別
を利用できる，ということです。

２－４．まとめ

以上のことを一般化すると，次の命題に集約

―――――――――――――――
５ この例では限界税率で０％になる場合を考えているから，B 国は必ずしも無税の国である必要はない。B 国が A

国や C 国と二国間租税条約を締結している可能性も，十分に想定できる。

図表４ 姉妹会社間利子と親子会社間配当の
組み合わせ
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できます。すなわち，高課税国で debt―finance
し，低課税国で equity―finance するのが，多
国籍企業グループにとって有利である。

ご説明では具体的な国名をあげませんでした。
しかし，法定税率が高い国では，限界税率も高
くなりがちです。したがって，日本の法人税率
が近隣諸国に比べて相対的に高い状態が続きま
すと，日本で debt―finance しようとするバイ
アスが残ります。つまり，日本国は A 国のよ
うな立場に置かれることが多いと考えてよろし
いということです。

なお，BEPS 行動計画では，ハイブリッド・
ミスマッチ・アレンジメントについて，特に対
応をとることにしています６。この例でも，株
式と負債のハイブリッド証券を使えば，魔法の
ように課税所得が消えます。たとえば，図表２
に戻って申しますと，A 国親会社が C 国子会
社に資金を供与する際に，A 国の税制から見
ると株式であり，C 国の税制からみると負債で
ある，というハイブリッド証券を使います。ハ
イブリッドですから，あいのこです。ヌエのよ
うなもので，頭はサルで，体はタヌキです。A
国は頭をみてサルだと認識し，C 国は体をみて
タヌキだと認識します。国によって異なったも
のと性質決定されるので，ミスマッチが出てき
ます。このようなハイブリッド・ミスマッチ・
アレンジメントは，C 国子会社を二重居住法人
にするとか，ハイブリッド・エンティティーを
介在させるとか，他にもいろいろな実例があり
ます７。本日の本題はあくまでストレートな利
子費用控除にありますので，これ以上は述べま
せん。

３．利子費用控除の個別的制限措
置はどうなっているか？

３－１．主にインバウンド直接投資に
着目した日本の立法的対応

それでは，多国籍企業の利子費用控除につい
ては，どのような措置が講ぜられているでしょ
うか？日本の立法的対応は，外国からの借り入
れに着目しています。図表５をごらんください。

移転価格税制は，さまざまな取引につき独立
企業間価格であるかどうかを審査します。国外
関連者に対する利子支払いも，審査の対象にな
ります。これに対し，国内関連者に過大な利率
で利子を支払う場合，対象になりません。

過少資本税制は，国外支配株主等に係る負債
の利子に適用されます。これは，資本に対して
過大な負債の利子に対処するものです。国外か
ら融資を受けて過少資本になる場合を念頭にお
いています。

過大支払利子税制は，所得金額に対して過大
な支払利子に対応するもので，２０１２年に新設さ
れました。関連者支払利子等を対象にしており，
国外関連者に対する支払利子に限定していない

―――――――――――――――
６ OECD（２０１３b）at １５．
７ OECD（２０１２）．

移転価格税制
（１９８６年）

租特６６条の４ 国外関連者との
取引→利子支払
いに限らない

過少資本税制
（１９９２年）

租特６６条の５ 国外支配株主等
に係る負債の利
子等

過大支払利子税
制（２０１２年）

租特６６条の５の
２

関連者支払利子
等→国外関連者
に対する支払利
子に限らない

図表５ 日本の個別的制限措置
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点が注目されます。国際的な局面では，もっぱ
ら国外への利子支払いが標的になります。ここ
でも，国外から融資を受けることで日本の課税
所得が減ることに対処しています。

このように，日本の個別的制限措置は，国外
関連者が日本にインバウンド直接投資を行う場
面を主に念頭において，利子費用控除による課
税所得の減少に対応しています。

３－２．各国の幅広い対応

この点に関する各国の対応は，実に幅広いも
のがあります。IFA でも２００８年のブリュッセ
ル大会に続き，２０１２年のボストン大会で，各国
の対応を集約しました８。日本では，税務大学
校の小島教授の研究があります９。図表６
は，２０１２年ボストン大会の Cahier をもとに，
有名どころをピンポイントで列挙したものです。

対照的なポリシーをとるのが，ドイツとベル
ギーです。ドイツは，利子費用控除には上限が
設けられており，いわゆる EBITDA，つまり
利子・租税・減価償却を行う前の収益の３０％が
限度になります。逆に，ベルギーは，株式によ

る資金調達の扱いを負債のそれにあわせる観点
から，株式につき想定利子控除を認めます。こ
れは，廃止されたコーディネーション・セン
ターの代わりという意味があるようです。

グループ単位の規律を設ける例として，英蘭
があります。英国の Worldwide debt cap は，
英国内での企業買収にあたって利子費用控除に
上限を設け，その限度額を企業グループの連結
総金融費用額によって決めています。オランダ
は，group interest box を設けてグループ内利
子の８０％を損益計算からはずすこととしました
が，選択制であったため EU 委員会の物言いが
つき，２００９年にこれを延期しました。

米国の過少資本税制については日本でもよく
知られていますし，オーストラリアのように過
少資本税制がアウトバウンド直接投資の局面に
も適用される例もあります。

なお，IFA ボストン大会の General Report
は，各国の動きを通覧して，一般的租税回避否
認規定の適用は理論上の可能性にとどまり，政
府にとって成功する戦略ではないように見受け
られる，と述べています１０。

３－３．アウトバウンド直接投資をめ
ぐるカナダの議論

多国籍企業の利子費用控除に関する各国の租
税政策は，それぞれの経済的立場を反映してい
て，興味がつきません。特に興味深いのが，カ
ナダの議論です。カナダでは，かねてより外国
子会社配当を益金不算入にしており，２０００年台
後半にその範囲の拡大が議論されたおりに，利
子費用控除の可否が激しく議論されました。ま
さに，アウトバウンド直接投資との関係で，対
立する考え方が激突したのです。図表７の年表
をごらんください。

―――――――――――――――
８ IFA（２００８），IFA（２０１０）．
９ 小島（２０１１）。
１０ IFA（２０１０）at ３７．

ドイツ 利子費用控除を EBITDA の３０％
までに制限

ベルギー 株式につき１０年物国債の利率を基
準に想定利子控除

英国 Worldwide debt cap

オランダ 選択制の group interest box の提
案

米国 Earnings stripping rule

オーストラリア Inbound/outbound の両方に適用
のある過少資本税制

図表６ 各国の対応（IFA（２０１２）による）

― 10 ―



２００７年３月の段階で，政府はいったん，国外
関係会社取得のための借入金につき，利子費用
控除を制限する意図を発表しました。これに対
して産業界を中心に強い反対がまきおこり，５
月にはこれを取り下げました。その代わりに，
適用範囲の狭い措置を設けて，２０１２年からこれ
を実施することにしました。これがいわゆる
１８．２条で，ダブル・ディップのスキームに対
抗する個別的否認規定です。

ところが，２００８年の Advisory Panel は，国
外関係会社を取得するための負債利子について，
控除制限を一切撤廃することを提言しました。
その理由とするところは３つありました。
＊他の国が控除を認めていること

＊カナダ法人の海外での競争に不利益を与えて
はいけないこと

＊グローバル金融危機の現在がタイミングとし
て不適切であることです。

これに対し，かねてより控除制限を置くべ
きだという論陣を張っていた Arnold 教授は，
次の批判を加えました１１。

＊各国で制限にむけた流れがあること
＊海外での競争はここでの問題ではなく，問題

はカナダ国内への投資であれば課税されるの
にカナダ国外への投資が優遇されてしまうこ
とにあること

＊タイミングが不適切であれば検討したうえで
適切な実施時期を決めればよいこと
このように，対立する意見が激しくぶつかり

ました。結局，政府は Advisory Panel の提言
に従い，２００９年には１８．２条を廃止しました１２。
カナダの経験は，一国のみで課税強化すること
の難しさを示しています。

３－４．まとめ

まとめます。日本の立法対応は，インバウン
ド直接投資を主に念頭においています。これに
対し，各国の対応にはより幅広いものがあり，
アウトバウンド直接投資についても検討がなさ
れています。

日本でも，２００９年に外国子会社配当の益金不
算入制度を導入した際に，アウトバウンド直接
投資における費用控除のあり方が論点になりま
した。当時，益金不算入額に対して５％の概算
経費を対応させることとし，それ以上の措置を
とりませんでした。カナダのように立法過程で
激しい議論がたたかわされたわけではありませ
ん。今後，BEPS の議論が進展しますと，日本
でも，外国子会社配当が益金不算入であること
に対応して，利子費用控除制限の是非を再検討
する必要があるかもしれません。

１９７２年 国外関係会社（foreign affiliate）取得
に係る利子費用控除が認められるよう
になる

１９９２年 Auditor General of Canada が，国外
関係会社取得に係る利子費用控除はカ
ナダの課税ベースを浸食していると指
摘

１９９８年 Technical Committee on Business
Taxation（Mintz Committee）が，国
外関係会社取得のための借入金につき
利子費用控除の制限措置を提言

２００２年 Auditor General of Canada が，課税
ベース浸食を再度指摘

２００７年３月 政府が予算において利子費用制限
措置導入の意図を発表

２００７年５月 政府が利子費用制限措置の導入を
取り下げ，適用範囲の狭いいわゆる
anti―double―dip rules（Section１８．２）
を提案

２００８年１２月 Final Report of the Advisory
Panel on Canada’s System of Interna-
tional Taxation が，国外関係会社取
得に係る利子費用制限措置の撤廃を提
言

２００９年 Section１８．２の廃止

―――――――――――――――
１１ Arnold（２００９b）at ３５３．
１２ Boidman et al．（２０１２）at footnote１４．

図表７ カナダにおける議論（主にArnold
（２００９a）１８７―１８８による）
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４．グループ内借入れはほんらい，
法人税法上負債として扱うべき
ものか？

４－１．企業グループ内取引の特性

すこし理論的な話に移りましょう。グループ
内融資の場合，株式と負債が束になっています。
そのため，負債といっても，独立当事者間にお
ける負債とは経済的性質が異なります。このこ
とは，かねてより識者によって指摘されてきた
ことです１３。

次の例で考えます。いま，親会社 P が子会
社 S に融資を行います。この場合，P 社は債権
者であるだけでなく，同時に，支配株主でもあ
ります。図表８のような状況です。

図表８において，P 社はそこいらの債権者で
はありません。いわば，スーパー債権者です。
なぜなら，P 社は S 社の親会社だからです。す
なわち，
＊S 社の事業活動を支配できます。独立の債権

者が直面するような情報の非対称性や機会主
義的行動の問題に，P 社が直面することはあ
りません。

＊リターンの取り分として，株主としての取り
分と債権者としての取り分の両方があります。
S 社の業績が悪くても利子は約定どおり（多

くの場合定期定率で）受け取るし，S 社の業
績が良いとその分は配当やキャピタル・ゲイ
ンの形で受け取ります。
このような経済的性質がありますから，S 社

が P 社からの負債を抱えているからといって，
独立企業間の負債とはわけが違います。

この事実は，実際の税制改革でも，認識され
てきたことです。たとえば２０１２年に過大利子支
払税制を導入したとき，「改正税法のすべて」
は，「企業グループ内のような関連者間におい
ては，借り入れを比較的容易に設定できるため，
関連者間の租税回避の手段として用いられるお
それが高い」と述べていました１４。企業グルー
プ内では借り入れを容易に設定できる。貸し手
と借り手の関係はツーカーであって，グループ
の同じ財布の中で資金をころがすにすぎない，
というわけです。この解説は租税回避に力点を
置いていますが，問題の根っこをたどれば，関
連者による融資が第三者による融資と経済的性
質が異なるというところにいきつきます。

４－２．各国の論者によるより根本的
な検討

�１ Graetz 提案
ここから，多国籍企業グループの利子費用控

除について，全世界配賦を行い，しかも，その
配賦基準を多国間協定で調和させよう，という
提案が出てきます。この提案の代表的な主張者
が，米国の Graetz 教授です１５。

Graetz 提案では，すべての関係国が，どこ
で借り入れを行なうかにかかわらず，統一的な
全世界ベースの資産を基準にして，その比例的
割合につき利子費用を損金算入します。これに
よって，過大な借り入れをある国でおこしたと
しても，世界平均水準を超える超過部分につい
ては損金算入が否定されます。このやり方は，

―――――――――――――――
１３ Edgar（１９９２）at ７―８，Rosenbloom（２００４）at ２９，Schön（２０１０）at ２４０．
１４ 大蔵財務協会（２０１２）５５９頁。
１５ Graetz（２００８）．

図表８ 親会社Pが子会社Sに融資
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アウトバウンドとインバウンドの両面を一挙に
解決します。一方で，アウトバウンド直接投資
については，高課税国で借り入れた資金を用い
て対外投資するゆがみが消えます。他方で，イ
ンバウンド直接投資についても，ホスト国とし
ては過少資本による課税ベース浸食をおそれる
必要がありません。しかも，多国間で協調して
統一的な配賦基準を設けますので，控除不足や
二重控除も起こらず，理論的にはクリアーな解
決になります。

この提案は，単体法人ベースの独立会計を基
準とする伝統的な独立企業原則から離れていま
す。つまり，利子費用という操作性の高い項目
について，定式分配法の考え方を部分的に導入
しようとしているのです。

�２ Benshalom 論文
同様の方向性を複数の論文で粘り強く追求し

ているのが，イスラエルの Benshalom 教授で
す。彼は２００８年の論文１６で，利子費用の扱いに
ついての歴史を通覧しました。そして，１９８０年
代以降の各国の税制が「租税回避否認の段階
（Anti―avoidance Phase）」に入ったと整理し
て，既存の過少資本税制では不十分であると批
判しました。そして，それに引き続く同年の姉
妹論文１７で，世界の今後の税制は「配賦の段階
（Allocation Phase）」に移行すべきだと主張し，
具体的には金融仲介機能を営む多国籍企業の金
融所得について，有形資産と給与をキーとする
定式分配法を採用すべきであるとします。

いずれも長大な論文で，論旨は複雑ですが，
Graetz 提案と同様の方向性を有しているとみ
てよいでしょう。なお，Benshalom 教授はさ
らに２０１３年にも新しい論文を書き，今度は，よ
り政治的に受け入れられやすい提案として，独
立企業原則を前提としつつも，グループ内株式

―――――――――――――――
１６ Benshalom（２００８a）．
１７ Benshalom（２００８b）．
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を劣後債とみなして法人税法上扱うことで，利
益移転の問題に対処できると主張しています１８。

�３ カナダの論者たち
先にご紹介したように，カナダでは，この問

題をめぐって激しい議論がありました。Cana-
dian Tax Foundation でも特集が組まれていま
す１９。利子費用控除の制限を主張した陣営は現
実の政策決定に敗れましたが，いくつかの教訓
を残しています。

そのひとつが，利子費用控除を地理的にどう
割り付けるかです。これは地味にみえて，大変
重要な論題です。ひも付きで控除の可否を決す
るトレーシング法と，何らかの定式で割り付け
る配賦法があります。配賦法には，さらに，全
世界資産に占める国内資産の比例的割合を基準
にするやり方と，法定の順番で優先的に内外い
ずれかの所得から先に控除していくやり方があ
ります。

何事につけてもはっきり物をいう Arnold 教
授は，トレーシング法は稚拙な方法であって，
そんなものを採用するならそもそも控除制限な
どはやめておいたほうがよいとまでいっていま
す２０。彼の結論は，配賦法を採用し，全世界資
産に占めるカナダ資産の比例的割合に従って利
子費用を配賦すべきであるというものです。こ
れは，Graetz 提案の方向と同様ですが，それ
をカナダ一国だけでもやってしまえと主張した
わけです。

より分析的な論文を書いているのが，Edgar
教授です。Edgar 教授もかねてからの利子費
用控除制限派です２１。彼は，全世界資産を基準
に比例配賦するやり方よりも，カナダ資産の一

定割合をもって控除の上限とする過少資本アプ
ローチのほうが望ましいと結論し，適切なセー
フ・ハーバー率を実証研究によって明らかにし
ようとしています２２。

彼らの主張は採用されませんでしたが，議論
の質は高く，提案に具体性があります。

�４ Ault 講演による概観
議論の状況をまとめる意味で，Ault 教授の

講演をみておきましょう２３。この講演は，２０１３
年２月に BEPS 報告書が出たあと，５月にミ
ュンヘンで行った講演の記録です。そこでは，
ドイツの利子控除制限措置に触れつつ，今後の
方向としていくつかの可能性を示唆しています。
＊利子費用の損金算入方式から，利子受取国の

税額に相当する金額を税額控除する方式への
転換

＊全世界のグループ利子費用を定式に基づいて
各国に配賦

＊負債と株式の取り扱いをそろえる（ACE，
CBIT）
このうち二つ目のものが，Graetz 提案の方

向です。

４－３．今後の検討の方向性

それでは，以上にかんがみますと，今後の検
討の方向性はどうあるべきでしょうか？３点に
分けて，申し上げます。

第１は，より根本的な対応の可能性を視野に
入れることです。
＊単体だけでなく，グループ単位での規律を考

えること。
＊インバウンド直接投資だけでなく，アウトバ

―――――――――――――――
１８ Benshalom（２０１３）．
１９ Huynh et al．（２００７），Lanthier et al．（２００７），and Slaats（２００７）．
２０ Arnold（２００９a）at ２５０．この主張については，Shaviro（２００１）の指摘をふまえ，一国限りで採用した場合の他国

の反応や，ルールの複雑さの評価などの点につき，さらに検討を要する。
２１ Edgar（１９９２）．
２２ Edgar（２００８）．
２３ Ault（２０１３）at １１９７．

― 14 ―



ウンド直接投資にも目配りすること２４。
＊配当だけでなく，子会社株式に係るキャピタ

ル・ゲインも視野に入れること。
＊子会社だけでなく，支店 PE についても平仄

をあわせること
＊一国だけの対応に加え，多国間の協調を考え

ること（おそらくこれが一番大事でしょう）
第２は，根幹の問題と枝葉の問題を区別する

ことです。BEPS 行動計画には，木にたとえて
いえば，幹に相当するものと，枝に相当するも
のが混在しています。私は研究者ですので幹や
根っこに関心が向きがちですが，実社会では枝
にこそ花がつき実が成ります。たとえば，利子
費用控除に関する行動計画には，移転価格ガイ
ドラインの改訂が盛り込まれています。これは
基本的には独立企業原則をどう適用するかとい
う話であり，移転価格税制の適用基準を精緻化
することになるでしょう。７月末に出された無
形資産に関する移転価格ガイドラインのディス
カッション・ドラフトでも，グループの借り入
れに係る適正利率の決め方が例示されていま
す２５。企業金融の先端的な領域で，多国籍企業
の財務機能や，債務保証，キヤッシュ管理，フ
ァクタリング，キャプティブなど，論点は目白
押しです２６。これらはそれ自体として重要な課
題であり，別途検討していく必要があります。

第３は，より一般的な法人税改革の議論につ
なげることです。２１世紀に資本所得課税を存続
させるのであれば，法人税の抜本的改革の方向
として，負債と株式の間の取り扱いの差異は小

さくしていかねばなりません。Ault 講演の最
後に触れられていたのが，この点にかかわりま
す。ふたつの方向を視野に入れるべきでしょう。
＊ACE（equity について notional な利子相当

分控除）
＊CBIT（debt について利子費用控除否定）

４－４．まとめ

まとめます。グループ企業内の負債には，独
立企業間の負債と異なる経済的性質があります。
BEPS の議論は，そこから派生しているのです。

法人税の課税ベースをそれほど変更せず，各
国ばらばらの税率設定を与件とする限り，多国
籍企業利子費用控除の改革のためにできること
は限られています。理論的にすっきりするのは
Graetz 提案のように企業グループを一体とみ
て定式配分することですが，各国のコンセンサ
スがとれるかどうかが現実の課題として残りま
す。そういう課題は残りますものの，どのよう
な出口がありうるかを検討するうえで，ひとつ
の指針になると考えます。

５．おわりに

２年前のこの大会で，私は，内国法人の全世
界所得課税について報告する機会を与えられま
した。そこでは，法人税の今後を考える上で，
多国籍企業に幅広い選択可能性があることを重
視すべきであると主張しました２７。本日のご報
告は，この主張を具体的に展開するものになり

―――――――――――――――
２４ 研究大会の当日，フロアーの谷隆二氏から，この点に関する過去の分とこれからの分の違いについてご質問をい

ただいた。たしかに，すでに投資の成果があがっておりそれを回収する段階と，これから新規投資を行う場合とで
は，企業の意思決定に与える税制の影響は区別して論ずる必要がある。なお，過去の取り扱いという点でいえば，
日本から外国へのアウトバウンド直接投資の場合，２００９年の外国子会社配当益金不算入制度の導入以前から，同様
の問題は存在していた。すなわち，間接外国税額控除の限度額を算定するうえで，企業グループの利子費用を国外
所得金額と国内所得金額にどのようにチャージすべきか，という問題である。その意味では，２００９年改正は，９５％
益金不算入というしくみを採用することによって，問題の所在をより見えやすくしたにすぎないとも考えることが
できる。

２５ OECD（２０１３c）para．２４．
２６ Bakker et al．（２０１２）．
２７ 増井（２０１１）。

― 15 ―



ました。お話ししたのは，多国籍企業の利子費
用控除という特定の側面についてだけです。し
かし，お聴きくださっておわかりのように，検
討内容は，どの国で借り入れるか，負債と株式
の選択をどうするか，といった具合に，まさに
多国籍企業の選択可能性の幅広さに対処するも
のでした。

企業グループの課税は私にとって，１９８７年以
来取り組んでいる大きなテーマです。研究を進
めれば進めるほど，奥の深い論題だと思います。
アダム・スミスの『国富論』は，ピン工場にお
ける従業員の分業の様子をくわしく観察すると
ころからはじまります。工場の現場を観察し，
そこから議論を組み立てているのです。本日の
ご報告は，企業金融の現場でお話をうかがった
ものではなく，書斎での研究成果にとどまりま
す。ご出席の皆様には是非，豊富な実務のご経
験を踏まえ，このような方向にもっていけばよ
いとか，そのような方向ではうまくいかないと
か，ご指摘いただければ幸いです。
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討論会 ９月１０日�・午後

税制を巡る現状と課題

●参加者（五十音順）

新日鐵住金（株）常任顧問（租研副会長） 谷口 進一
慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗
総務省大臣官房審議官 平嶋 彰英
財務省大臣官房審議官 星野 次彦

司会 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 岩﨑 政明

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編１頁～６４頁」に掲載されています。
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました横浜国立大学
の岩﨑政明でございます。法科大学院で租税法
を担当しております。本日は進行役を務めさせ
ていただきます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

今年はアベノミクスの３本目の矢，つまり，
成長戦略の実行の年でございます。概算要求で
は多くの新しい事業の申請があり，また，多額
の予算が申請されておりました。しかしながら，
無制限に公債金を増発するわけにはいかないと
いう状況の下で新しい事業を実現していくため
には，それにふさわしい税制改革がぜひとも必
要になるということで，今後活発な議論が行わ
れていくことと思っております。本日はそのよ
うな時期に専門家の皆さんにお集まりいただき
まして，今後の課題と方策について議論を展開
させていただければと思っております。

それでは，早速議論の方に入らせていただき
ます。まず「財政・税制の現状と課題」と題し
まして，財政・税制の総論的な内容につきまし
てご説明とご意見の開陳をお願いしたいと思い
ます。

まず星野審議官から国税に関する概要につき
ましてご説明をお願いいたします。

Ⅰ．財政・税制（総論）の現状と
課題

（星野） 財務省主税局の星野でございます。
よろしくお願いいたします。お手元の資料「財
務省主税局」に基づきましてご説明させていた
だきます。

租研の関係の皆様方には日ごろから税務行政
につきましていろいろとご指導いただいており
まして，この場をお借りして厚く御礼を申し上
げます。

アベノミクスということで新政権になって，

税制の話が現在進行形でまさに動いているとこ
ろです。

本日はちょっと多めに資料を用意させていた
だきました。後でご参考にいろいろしていただ
くということで，かいつまんでご説明をさせて
いただければと思います。

１．財政の現状

冒頭は社会保障と税の一体改革の関連という
ことで，２つのワニの口の資料を説明させてい
ただきます。１つ目は，資料①年金や医療関係
の給付と財政の関係です。この資料で，左側の
上あごが社会保障給付費，下あごが社会保険料
の収入で，上あごと下あごがだんだん開いてい
くということです。

高齢化の進展に伴いまして社会保障給付費が
大きく伸びることで，平成２５年度予算で給付費
が１１０兆円に達しております。一方で，社会保
険料収入は横ばいで推移しており，その差額は
大きくなりつつあります。その差額は主に国や
地方の税負担で賄われています。この国税負担
が一般会計との関係で社会保障関係費になりま
す。この部分は税で賄われていればいいわけで
すけれども，半分が公債金の収入で，将来のツ
ケに回っています。

社会保障給付費が保険料だけでは賄い切れず
に，国の財政からの補填をもって成り立ってい
るわけですが，その実，国の財政が非常に厳し
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い状況になっていて，社会保障制度を支えるた
めにも国の財政を何とかやっていかないといけ
ないという問題意識の下に社会保障と税の一体
改革がまさに考えられました。

もう１つのワニの口が資料②です。この絵は
有名で，結構ご覧になったことがあろうかと思
います。上あごが一般会計の歳出，下あごが税
収ですけれども，その差がどんどん開いていっ
ているということです。この差はほぼ下の棒グ
ラフに表れております公債の発行額にあたり，
最近この棒が下あごを貫いているということで
す。公債発行額が税収を上回っている，税収が
その歳出の半分に満たないという状況が続いて
いるということです。

これを予算から見ていただいたのが資料③２５
年度一般会計予算から見る財政の現状です。歳
出については社会保障が一番大きく，一般歳出
の中に占める比率は毎年大きくなっています。
社会保障と地方交付税，それから，公債費を合
わせて全体の約７割を占めております。

歳入の方は，税収で賄われているのが５割に
満たず，５割弱は将来世代の負担となる借金に
依存しています。

その結果，資料④を見ていただきますと，公
債の残高が累増しております。
資料⑤は，利払費と金利の推移です。金利は

基本的にずっと低下してきましたけれども，残
高ベースの平均金利も十分低いものになってし
まったために，最近では国債の残高の増加に合
わせて利払費が徐々に増えてきていることがお
わかりいただけようかと思います。今後金利が
上昇すれば，利払費の大幅な増加が懸念される
状況になっております。

２．税制抜本改革法

平成２４年の８月１０日に税制の抜本改革法が成
立して，社会保障と税の一体改革で，消費税率
の引上げと使途の明確化が図られました。

エッセンスは資料⑥にあるとおり，消費税率
の２回にわたる引上げと消費税収の使途の明確

化にあり，消費税の社会保障目的税化，具体的
には年金，医療，介護，そして，少子化に対処
するための財源として消費税を位置づけること
になったわけです。

これまで消費税収は，資料⑦に見るとおり，
基礎年金と老人医療，介護の費用といわゆる高
齢者３経費に充てられることを予算総則に規定
し，国会の議決を経ることで，いわゆる福祉目
的化と呼ばれている位置づけがなされておりま
した。

平成１１年からこの位置づけになっております
が，最初のころはほぼ高齢者３経費は消費税収
で賄われていて，いわゆる足りない分，隙間と
呼ばれている分が当時は１．５兆円ぐらいだった
わけですけれども，その後，どんどんこの隙間
が広がっていきまして，直近では１０兆円を超え
る財源不足に陥っており，この状況を何とかし
ないといけないということです。
資料⑧は，消費税収の国・地方の配分と使途

です。今回の消費税率の引上げに伴いまして，
消費税収は，社会保障の４経費に充てられるこ
とになりました。

地方分につきましても，これまでの地方消費
税収１％分を除いて，社会保障財源化というこ
とで使途が特定されることになりました。基本
的に消費税収については今後必要となる社会保
障財源に充てられていくという枠組みが作られ
たということです。

ざっと背景となる財政の状況をご説明いたし
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ましたけれども，最近の動きについてご説明し
たいと思います。
資料⑨は，税制抜本改革法の附則１８条です。

ここには消費税率の引上げに当たっての措置と
して第１項で必要な経済的な措置を取るという
ことです。

具体的に条文を見ていただきますと，１８条の
２行目ですが，平成２３年度から平成３２年度まで
の平均において名目経済成長率で３％，実質で
２％程度を目指した望ましい経済成長の在り方
に早期に近づけるための総合的な施策といった
措置を講ずるということが第１項に書かれてお
ります。消費税率の引上げに当たって適切に経
済的な措置を取っていくことがうたわれており
ます。

第３項は，８％，１０％に消費税率を引き上げ
るそれぞれの施行前に経済状況の好転について
名目及び実質の経済成長率，それから，物価の
動向といった種々の経済指標を確認し，経済状
況等を総合的に勘案した上で所要の措置を講ず
ることが書かれております。消費税率の引上げ
に当たっては適切に経済状況を判断して，仮に
必要があれば，何らかの措置を取るということ
が法律上政府に要請されているわけです。

３．消費税率引上げと今後の経済財政
動向等

こういった枠組みを受けて，今回８％への引
上げを来年４月に行うかどうかということにつ
きまして８月２６日から３１日にいわゆる有識者ヒ
アリング，集中点検会合が行われました。今日
ご出席の土居先生も参加されたと承知をしてお
ります。そこでは消費税率の引上げがどのよう
に経済に影響を与えるかといった話も含めて，
いろいろとヒアリングがなされました。

具体的には資料⑩，集中点検会合の概要報告
という形で９月６日に公表され，同じ週に甘利
大臣から総理への報告がなされております。こ
の報告を踏まえて，最終的に総理がご判断をさ
れるという状況になっております。

この概要報告を見てみますと，消費税率引上
げの判断に関するいろいろな論点がかなり網羅
的に的確に盛り込まれておりますので，ちょっ
と見ていただきたいと思います。

まず１の景気の現状と見通しです。１行目に
景気は回復過程にあるとの意見が比較的多数の
有識者・専門家から述べられたということが触
れられております。

それから，２番目の消費税率引上げの判断で
すけれども，予定どおりの引上げということ
で，７割を超える有識者・専門家から現行法が
予定するとおり消費税率を引き上げることが適
当，又はやむを得ないとする意見が述べられま
した。その理由として，財政健全化が急務であ
ること，社会保障の充実とそのための財源を確
保すること，それから，将来世代への負担の先
送りをやめて，世代間格差の是正を図ること，
地方においても財源確保の必要性が高いこと，
国際社会や市場からの信認の保持等が挙げられ
たということが述べられております。

それから，予定変更により社会保障の議論が
振出しに戻るというコストの方が増税の景気の
押下げ効果に比して大きいとの指摘もあったと
いうことです。経済・金融の専門家から，１９９７
年の景気後退の主因は消費税率引上げとは言え
ず，予定どおり実施しない理由にはならないと
の指摘があったということです。

他方，予定変更をすべきであるという１割超
の有識者・専門家からですけれども，デフレ脱
却を確実なものにするなどのために予定を変更
して実施すべきとの意見が述べられました。来
年の４月はデフレ脱却にとって重要なタイミン
グであるので，デフレ脱却が確実になるまで先
送る，あるいは引上げ幅を小さくして，景気の
押下げ効果を小さくするのが望ましいといった
指摘があったということです。

それから，下から４行目です。小刻みな引上
げで，１％ずつ引き上げたらどうかといったよ
うな議論も行われましたけれども，こういった
小刻みな引上げについては，実務上のコストを
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懸念する意見，転嫁を円滑に行うことができな
いことを懸念する意見が実業界を中心に出され
ました。一方，このコストはさほど大きくはな
いのではないかといった意見もあったというこ
とが述べられております。

引上げに当たって今後の経済財政運営をどう
するかということです。これにつきましては「３
今後の経済財政運営の在り方」の１行目ですけ
れども，消費税率を引き上げる際に，景気の変
動や影響を緩和するための政策対応として，景
気下振れリスクへの対応，経済の自律的成長力
を高める政策を求める意見が多数出されました。
それから，低所得者対策の必要性の指摘もあっ
たということです。

引き上げるとした場合の景気対策等というこ
とです。この中でもろもろ税による対策につい
てもかなりの指摘があったということです。そ
れから，低所得者対策の必要性についても一時
的な給付金，給付付き税額控除の早期実現など
の指摘がなされたということです。

引き上げる場合の負担緩和策として，引き上
げた際の軽減税率の導入を求める意見があった
が，これに反対する意見も多かったということ
です。それから，価格転嫁対策の重要性につい
ての指摘があったということです。特に外税方
式を選択できることが重要であるとの意見もあ
ったといったところが税の関連の指摘としては
挙げられております。

その他経済財政運営に当たって留意すべき事
項としては，社会保障の財源としてどのように
用いるかを明確にし，国民の理解を求めること
は非常に重要であるとの指摘が多くなされてお
ります。一番最後ですが，長期的に持続可能な
財政を実現するためには，消費税率を１０％まで
引き上げるだけでは十分ではなく，その後も消
費税率の引上げや社会保障費の抑制などが必要
との意見があったということです。

今，申し述べましたとおり，この問題に関し
ての意見が網羅的に盛り込まれております。こ
の関係で幾つか事実関係をご紹介いたしますと，

資料⑪は，まず景気の現状で，昨日４―６月期
の GDP２次速報が出ております。

結果としては１次速報が上方改定をされ，前
期比プラス０．９％，年率換算で３．８％の増という
ことです。設 備 投 資 の１次 QE で▲０．１％が
１．３％と伸びております。それから，公共投資
の１．８％が３．０％と，公共投資も伸びているとい
ったあたりがかなりプラスに作用いたしまして，
今申し上げたような数字になっております。

個人消費が持ち直す中で生産も緩やかに増加
するといった景気の自律的回復に向けた動きが
見られることを確認できているものだと考えて
おります。安倍内閣の経済政策の効果が着実に
表れているということが言えるのではないかと
考えております。
資料⑫，資料⑬は，９７年当時の消費税率の引

上げに関する幾つかの指標です。
９７年の消費税率の引上げによって経済にマイ

ナスがかなりあったのではないかという指摘に
関しては，資料⑫は最終消費支出，設備投資，
輸出，それから，地価公示価格指数の推移を並
べております。

これを見ていただきますと，民間消費に関し
ましては，ちょっと小さくて恐縮ですが，消費
税率の引上げ前後で駆け込み，それから，反動
減が見られるわけですけれども，７―９月期に
は消費は回復をしております。その後，ほぼ安
定的に横ばいぐらいで推移しておりまして，消
費についてはそれほど大きな影響を受けていな
いということが言えようかと思います。

他方，設備投資ですけれども，アジア通貨危
機，それから，金融システム不安などの影響を
受けて，９８年に入ってから急激に悪化して，そ
の後，設備投資は低迷するということが見て取
れようかと思います。輸出についても同じこと
が言えます。９８年に入ってから相当急激な悪化
が見られることです。
資料⑬は，平成９年当時と現在の経済状況の

比較です。先ほど見ていただきました財政状況
のワニの口とか，公債残高の累増を見ますと，
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平成９年と現在とでは圧倒的に財政が悪化して
いることです。国債がものすごく増えた結果，
どこがその国債を持っているかというのが左上
です。市中の金融機関が平成９年当時は１１３兆
円だったものが２４年には６３５兆円ということで，
市中の金融機関が圧倒的に国債を保有するとい
うことになっています。

その下が格付です。平成９年当時はいずれの
格付も日本の国債は AAA だったわけですけれ
ども，現在は AA―のところが２社，A＋のと
ころが１社ということになっております。

それから，例えば民間の過剰債務問題を見て
みますと，有利子負債キャッシュフローの比率
で見て，非金融法人部門ですけれども，民間部
門のリスクがかなり低下しているということが
おわかりいただけるかと思います。不良債権問
題につきましても，平成９年当時と比べてかな
り改善をしていることです。それから，法人企
業の経常利益の推移を見ていただきますと，製
造業はほぼ横ばいですけれども，非製造業と金
融，全国銀行では明らかに経常利益は良くなっ
ていることです。

一言で言うと，民間部門のリスクがこの間か
なり減少してきている一方，そのリスクを国債，
公的部門が引き受けて，そこのリスクだけが非
常に高まっているということが言えるのではな
いかと思います。

４．財政健全化

今後の財政の見通しを国際社会と市場からの
信認の維持という観点で見ますと，１つは，資
料⑭にあるように６月１４日の閣議決定で財政健
全化の目標をあらためて確認をしています。

国・地方のプライマリーバランスについ
て，２０１５年度までに２０１０年度に比べて赤字の対
GDP 比の半減，２０２０年度までに黒字化，その
後の債務残高の対 GDP 比の安定的な引き下げ
を目指すということで，これまでの財政健全化
目標を維持して，これを閣議決定しております。

この目標は資料⑮の G２０のトロント・サミッ

トのコミットメントでも盛り込まれております。
実はこのサミットは各国とも財政健全化につい
て，財政計画のコミットをしているわけです。

日本の目標は，下の左側の箱を見ていただき
ますと，日本以外の先進国に比べて，１つは半
減の目標年次が遅くなっています。それから，
内容としても，各国は財政赤字の半減になって
いるのに対して日本は PB，基礎的財政収支の
半減で，目標の内容自体が緩やかになっていま
す。日本の深刻な財政状況を勘案して，やや緩
やかな健全化目標で許してもらっているという
状況になっています。
資料⑯は，各国の財政赤字対ＧＤＰ比削減状

況です。トロント・サミットのコミットメント
で先進国はかなり順調に削減を行ってきており
ます。

これに対して日本は足元の PB が若干悪化し
ている状況になっておりまして，何とか経済状
況の好転を生かして，財政状況を立て直してい
かないといけないということです。
資料⑰は，主要格付け会社による格付けです。

ムーディーズ，S&P どちらも AA―になってい
るわけです。これが A 格になると一部の外国
の金融機関が日本の国債を保有する際にリスク
資産に分類する必要が生じることで，ここで１
つ格下げがあるとかなり質的にも影響を受ける
ということです。

事実ムーディーズのレポートの最後のところ
を見ていただきますと，政策転換，又は低調な
経済状況によってその実施が遅れれば，ムーデ
ィーズは信用上ネガティブと見るといったよう
なことが書かれております。
資料⑱は，中期財政計画の概要です。８月８

日に閣議了解されました中期財政計画の中では，
今申し上げました財政の健全化目標とともに，
その目標達成に向けてどうしていくかというこ
とが書かれております。

Ⅲの１の基本的な取り組みの２つ目の○です
けれども，国の一般会計 PB について，少なく
とも平成２６・２７各年度に４兆円程度を改善する
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ということです。平成２６年度予算においては１９
兆円程度の PB の赤，平成２７年度予算において
は１５兆円程度の赤ということで，これをもって
半減目標を達成していくということが掲げられ
ております。

具体的には中期財政計画と一緒に出されまし
た内閣府のいわゆる中長期試算に載っておりま
す見通しとして，資料⑲をご覧いただきたいと
思います。

この下に書かれております折れ線グラフを見
ていただきますと，PB の目標自体は２０１０年の
▲６．６％が基準年になっておりまして，２０１５年
にこれを半減するということで，▲３．３％を達
成できるかどうかということです。

いわゆる経済運営がうまくいった経済再生
ケースのパスによると，２０１５年で▲３．３％を達
成できるということです。そのときには各年度
４兆円程度ずつ一般会計における PB が改善し
ていることが内閣府のモデルを動かした中長期
試算から一応導き出されることになっています。

片や，これを達成するためには歳出について
もかなり効率化を図っていかないといけないこ
とです。１つは社会保障について充実を図りな
がらも効率化を図っていかないといけないこと
です。
資料⑳は，今後の社会保障についてどうして

いくかということです。昨年，社会保障制度改
革推進法を定めるときに国民会議を作って，１
年程度議論をしていくということになっており，
それに基づく検討の結果がここに書かれている
ということです。

例えば子ども・子育て支援の充実から始まっ
て，医療・介護サービスの提供体制の改革とか，
医療・介護保険制度の改革といったもろもろの
事柄につきまして今後こういうことで取り組ん
でいくのだという枠組みが作られて，今後これ
に基づいてプログラム法が作られるという予定
になっております。

５．我が国の税収の現状

この後は税収について簡単に述べたいと思い
ます。資料㉑は，主要税目の税収の推移です。
累次の改正によりまして所得税，法人税につい
ては，景気による変動はありますものの，税収
がかなり低迷してきております。他方，消費税
につきましてはかなり安定的に推移しています。

こういう中でそれぞれの税目についてどのぐ
らいの負担水準になっているかというのを国際
比較するために，国民所得，或いは GDP で税
収を割って，負担率で比較をしてみました。資
料㉒は，その総括図です。

対国民所得費の国民負担率ですけれども，欧
米各国と比較していただくと，相対的に個人所
得課税，消費課税あたりが低くなっております。
法人所得課税は若干高いかなという感じですけ
れども，全体として国民負担率については，い
わゆる財政赤字を含んだ潜在的な国民負担率も
含めて，ヨーロッパの各国よりは低い状況にな
っております。

これを経年比較ということで，租税負担率
（対 GDP 比）の推移を全体と各税目別に取っ
て並べてみました。
資料㉓は，全体ですけれども，日本の租税負

担率は各国に比べてかなり低い状況になるとい
うことが見て取れるかと思います。

興味深いのは資料㉔の法人所得課税です。今
日も多少議論になるかと思いますけれども，日
本の法人税の税率水準は高いと言われているわ
けです。実際の税収の GDP 比で見てみますと，
日本の法人の負担率については下がってきてお
ります。要因はいろいろあるかと思いますけれ
ども，表面の税率だけではなくて，いろいろな
租税特別措置等々も効いてきているのではない
かと思います。

ドイツ，アメリカについては，実は一部の法
人には所得税がかかっています。アメリカにつ
いてはいわゆる州法人，ドイツについては人的
会社ですけれども，そういったものが仮に法人
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税がかかっていると仮定して，修正をすると，
日本の法人の負担率の水準というのはそれほど
高いということではないのが見てわかると思い
ます。
資料㉕，㉖が，それぞれ個人所得課税と消費

税，付加価値税収ですけれども，この２つは明
らかに日本の租税負担率が低くなっております。

今後の税収の推移を先ほど申し上げました内
閣府の試算に基づいてどのように見込んでいる
かということを簡単に申し上げますと，資料㉗
です。

中長期試算の中では名目の GDP が順調に増
えていて，それに基づいて税収も入ってくるこ
とです。平成２６年度以降は４０兆円台になった税
収が平成２９年には６０兆円台になっていて，順調
に増えていくということです。こういった仮定
の下にある程度財政が健全化して，PB の半減
等が図られていくという試算になっているわけ
で，経済運営がかなりうまくいくという前提に
立った試算になっているということです。

ちなみに法人税収について見ていただきます
と，資料㉘です。棒グラフが具体的な法人税収
で，平成元年，２年のころに一番税収が入って
きております。直近では９兆円前後です。片や，
折れ線になっているグラフを見ていただきます
と，法人の繰欠控除前の所得金額になっており
ます。それで見ると，リーマンショック前がバ
ブルのころよりも実は法人所得が上がっていた
ということがおわかりいただけようかと思いま
す。

法人税率の水準が下がってきたことと法人の
繰越損失がかなり増えて，その部分のマイナス
が効いていることもあって，バブルのころの法
人税収よりも平成１８年，１９年ころの税収が少な
くなっております。法人の所得の水準がリーマ
ンショック前の過去最高の今の所得水準の１．５
倍ぐらいまで仮に戻っていくとした場合に，今
の８兆円から９兆円の法人税収は，２５．５％の税
率の下で，計算をし直すと大体１２兆円に届くぐ
らいの水準になります。

ですから，今後順調に日本の経済が回復して
いって，法人所得が伸びていったときに法人税
収が伸びることを期待しておりますけれども，
それでも１２兆円ぐらいが結構順調にいったとき
の仮定です。ものすごく法人税収が伸びるとい
う印象があるわけですけれども，実際に計算し
てみると，なかなかそこまではいかないという
ことです。

以上が前半部分の説明です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
続きまして，平嶋審議官から「地方財政・地方
税制の現状と課題」についてご説明をお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と
課題（総論）

１．税制抜本改革法

（平嶋） ご紹介いただきました平嶋でござい
ます。お手元の資料は「地方財政・地方税制の
現状と課題」に基づき，総論的なお話をさせて
いただきます。

今ご説明された財務省の星野審議官がちょう
ど２年前に着任されたころ，その直後ぐらいに
私も税の担当となりました。どういう時期だっ
たかと申しますと，２年前の今ごろといいます
のは，３月に東日本大震災があったわけです
が，６月末に社会保障と税の一体改革の成案が
民主党政権でとりまとめをされました。その後，
菅総理から野田総理に代わり，そして，秋に復
興増税が行われたというのがちょうど２年前で
した。

その２年前からずっとこの間，国と地方も合
わさった税制抜本改革というのがわが国全体の
税制の課題でした。私がご説明することは星野
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審議官がご説明されたことを二重にやっている
ような部分がございますので，その部分はでき
るだけスキップしながら行きたいと思っており
ますが，その２年前から何が起こったか一度振
り返っていただけるとありがたいなと思うわけ
です。

先ほど申しましたように２年前の今ごろは復
興増税の話が進んでおりました。国の方の復興
特別法人税，復興特別所得税，それから，私ど
もの住民税とか，たばこ税はどうするかとか，
いろいろな議論があったのですが，同時に税制
改正の当初からのものがきちんと整理がついて
いない中で国会運営をしておりました。それが
片付いたのが１１月ごろでした。それから一月く
らいで年度改正をやって，年末にいよいよ社会
保障・税の一体改革の議論が行われました。

今でも覚えておりますけれども，インドに行
っておられた野田総理が帰ってこられて，民主
党の税制調査会の議論に参加されて，「もう役
人は入るな」ということで，政治家の先生方だ
けで５時間ぐらい議論されて，ひととおりの議
論をまとめられたということです。まとめられ
たけれども，それで党内がまとまる雰囲気も全
然ございません。与野党協議を持ちかけられた
ものの，なかなか乗っていただけないというこ
とでした。

そういう中で附則１０４条といわれます自公政
権で作った法律により法制上の措置を３月３１日
までに講じるということになっておりましたの
で，３月３０日の法案提出に向けて民主党内議論
でまた１週間か１０日ぐらい夜まで議論が行われ
て，最後は大騒動の中で法案を閣議決定したと
いうことです。

しかし，閣議決定したものの，それから閣僚
の皆さんの問責決議案が出たり，いろいろなこ
とがございまして，法案の審議に入れませんで
したが，連休明けの５月か６月ぐらいから社会
保障と税の一体改革特別委員会で議論が始まり
ました。

議論を進めていくとだんだんだんだんに詰ま

っていくものでありまして，６月に入ったころ
から与野党協議が始まり，そして，６月１５日に
は３党の協議がまとまったわけです。３党の協
議がまとまってスムーズにいくかと思った
ら，３党の協議に反発して，採決の際には民主
党から大量の造反が出たということです。

その後，７月に入って参議院の審議が始まり
ました。参議院の審議は衆議院で通ったのだか
らさっさといくかと思ったら，参議院の終盤に
なって，３党協議を行った民主党，自民党，公
明党以外の野党から不信任決議が出て，それへ
の対応を巡って自民党の中も大揺れに揺れると
いうことがございました。覚えておられると思
いますが，「近いうちに」という合意があっ
て，８月１０日に通ったわけです。その両方の法
案は８月２２日に公布されました。今，思います
と，それからまだ１年しかたっていないわけで
す。本当に早いものだと思います。

それから，野田総理がインドから帰ってきた
ときに変更されたのですけれども，そのときま
での当初の提案では今年の１０月から消費税を引
き上げるということになっていたということも
思い出したりしますと，時の流れは早いなと思
うわけです。

そんなことで，星野審議官のご説明に付け加
えることがどれぐらいあるかと思うのですが，
私の方からは，今回消費税の引き上げと合わせ
て地方消費税も引き上げて，それから，地方交
付税の消費税リンク分も引き上げております。
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その意味をもう一度振り返らせていただきたい
と思っております。

それが資料❶で，税制抜本改革の目的です。
これは去年もご説明したことですけれども，も
う一度振り返っていただきますと，これは国税
の法案の第１条で，濃い部分にございますよう
に，社会保障の安定財源の確保及び財政の健全
化を同時に達成することを目指す観点から，消
費税の使途の明確化及び税率の引き上げを行う
という内容です。

地方の方について見ていただきますと，理由
の中ですけれども，同じように，地方における
社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全
化を同時に達成することを目指す観点から，地
方消費税の使途の明確化及び税率の引き上げを
行うとされております。
資料❷は，引上げ後の消費税収の国・地方の

配分等です。消費税と地方消費税を併せた税率
は５％，そのうち消費税が４％で，地方消費税
が１％ですが，国の消費税のうち２９．５％は交付
税財源になっておりますので，地方分の配分が
２．１８％となっております。

それに加えて，今回８％，１０％の段階でそれ
ぞれ引き上げていくわけですが，地方消費税の
方も１％から１．７％，２．２％に引き上がって，地
方分の合計は２．１８％から３．１０％，３．７２％と上が
っていくわけです。この引き上げの必要性は先
ほど申しました社会保障の安定財源の確保と財
政の健全化です。

２．地方財政の現状

国の方の必要性については，資料❸です。わ
が国一般会計は一般会計の歳出に対して税収が
大きく下回っている状況が続いていて，公債発
行額の方が税収を上回るという事態まで生じた
という構図はよく新聞でもご覧になりますので，
皆さんはよくご案内のとおりだと思うのです。

その一方，地方財政というのがそんなに厳し
いのかという情報については意外に皆さんのお
手元に届いていないのではないかと思うのです

が，資料❹が地方財政の方の財源不足の状況で
す。

見ていただきますと，地方の方は平成３年ご
ろのバブルの景気が良かったころから，現在で
はリーマンショックの後の最悪の事態からは回
復しておりますけれども，いまだに１３兆円もの
財源不足がありまして，やはり赤字地方債の発
行と赤字国債による交付税の補填で埋めていた
だいているという状況です。

これを先ほどのグラフと一緒に並べたのが，
資料❺です。上のところに書いておりますが，
地方財政は，国の財政政策の影響を大きく受け
る他，税収構造も類似しているため，国の公債
依存度と地方の財源不足はほぼ同じ傾向をたど
っております。

バブルのころの平成元年から３年ごろにほと
んど不足がなかった事態から，景気対策で平成
５年，６年ごろに悪くなったというのも同じで
すし，平成９年の俗に言う財政構造改革のとき
に良くなったものの，その後のアジア金融危機
以降，景気が悪化いたしまして，そのときに景
気対策を行い，減税を行った関係もあって平成
１５年ごろまで悪化していきました。

その後，景気の回復によりましてだんだんと
縮まっていったものの，平成１９年のリーマンシ
ョックの時点を境にまた一気に悪くなって，高
止まりしているということです。基本的に同じ
ような構造になっているということです。

それがなぜかというのが，資料❻の国民経済
と地方財政です。地方政府の方が最終消費支出
ベースでは中央政府の２．５倍であるという構造
になっております。
資料❼は，国と地方の役割分担です。どうい

う分野で国と地方が分け合っているかというこ
とが書いてあります。

それぞれの分野でございますが，資料❽を見
ていただきますと，例えば法人実効税率の議論
とか，固定資産税の議論とかで国・地方の税収
についておっしゃるときに，地方の歳出構造の
方もちゃんと見ていただきたいというのが私ど
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ものお願いです。
と申しますのは，例えばここにございます国

の中でアメリカ，カナダ，ドイツの３つはどう
いう国かといいますと，俗に言う連邦制の国で
す。中央政府に比べて州政府が大きな力を持っ
ている国です。ですから，地方と国の歳出のウ
エートを見ていただきますと，アメリカでは州
政府を含む地方の方が国よりも倍ぐらいあるわ
けです。カナダも３倍から４倍あります。ドイ
ツも相当程度地方のウエートが多いわけです。

これに対して右側のイギリス，フランスは俗
に言う地方自治の国で，国の権限が強いと言わ
れております。それと比べて，日本の左上を見
ていただきますと，一見して国・地方を合わせ
た政府の規模が小さいという事実に気づかれる
と思うのですが，その他に地方と国の割合を見
ていただくと，地方の割合が高いという特色を
持っているわけです。

それでは，その歳出構造というのが日本はア
メリカやカナダ，ドイツと同じような傾向をた
どっているかというと，違いますということが
資料❾にございます。
資料❾は，地方財政計画の歳出の分析です。

左下の８１兆円の中を見ていただきまして，網が
かかっているのは何かと申しますと，国がおお
むね歳出の基準を決めてしまっているものを示
しております。どこの会社でも最も自主的に決
めているのは人員の採用と給与水準のはずなの
ですが，日本の場合は基本的に給与水準につい
ては国・地方ともに人事院勧告ベースでやるこ
とになっております。

また，どの程度の職員を置くかということに
関して，小中学校の教職員，それから，地方警
察官，消防職員，高校教職員については国の方
で基準を決めていただいているということです。
大体それに沿って職員を配置しなければいけな
いことになっておりますので，国の方で大体給
与費の大枠を決めてしまっております。

一般行政経費の補助というところに生活保護，
介護保険と書いてあります。ここの部分に実は

地方の社会保障関係費が入っております。それ
をちょっと見ていただきたいというのが資料10
です。

社会保障制度というと，国の制度だとお考え
になると思うのです。そういう中でなぜ地方の
方は社会保障の安定財源が必要かということな
のですが，年金に関しては地方公務員の共済年
金以外はほとんど国がやっております。しかし，
他のこれから伸びていく医療とか，介護に関し
ては国と地方がそれぞれお金を出し合ってやる
という仕組みを取っているわけです。

左の国民健康保険を見ていただきますと，国
が４３％，都道府県が７％，それから，市町村が
取っている保険料が５０％となっています。後期
高 齢 者 医 療 は 国 が３３．３％，都 道 府 県 が
８．３％，８．３％です。要するに，３分の２と３分
の１の割合で分け合っているということになっ
ているわけです。

介護保険制度のところを見ていただきますと，
施設と在宅で異なりますが，国と地方が半々ず
つ，或いは地方の方が多少多いウエートでやっ
ています。障害者自立支援は半々というような
ことになっているわけです。

国の社会保障制度が大体１兆円増えていくと，
地方の方も８，０００億円，７，０００億円ぐらい増える
というのが今の相場感になっているわけです。
資料11がその推計です。平成２２年度ベースで

２７兆円あったのが３年たって国の方は，３０．９兆
円に増えているわけですが，地方の方もこの間
に１６．８兆円が１９．２兆円と，一定の割合で負担が
増えていく構造になっています。

ですから，今回社会保障財源としてお願いし
ております消費税の増税も一部を国で，一部を
地方でということで分け合う構造になっている
わけです。
資料12が，国・地方の税収内訳です。一番上

の国税と地方税のところを見ていただきますと，
地方の方は若干小さいわけですけれども，構造
として所得税と個人住民税，俗に言う個人所得
課税の割合が両方３割ぐらいです。それから，
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法人の所得課税他，付加価値割も入っています
が，法人税関係は国の方が２割，地方も１８．４％
ですから，おおむね２割です。

その他に安定している財源としては，国は消
費税が２３．６％あり，地方の方は固定資産税と地
方消費税を併せて３割ぐらいは安定した財源と
してあります。つまり，景気の影響も同じよう
な税収構造なので同じように受けることになっ
ています。
資料13は，主要税目（地方税）の税収の推移

です。これは国税と同じで，地方消費税と固定
資産税が極めて安定している一方で，地方法人
二税に関しては大幅な乱高下をしています。

その上，資料14のとおり，地方法人二税につ
いては東京とそれ以外の地域で相当なばらつき
があるという構造になっているとお考えいただ
ければと思います。

最後に地方には無駄があるのではないかとい
うご議論があると思いますので，その点だけご
紹介させていただきます。
資料16は，地方公務員数の状況です。総職員

数が現在２７６万人で，平成６年のピークから比
較いたしますと，５０万人減っております。

地方公務員の給与の状況につきましては，資
料17で，今年国の方は給与カットをしておりま
して，民主党政権では地方に求めませんでした
ので，２４年度はラスパイレス指数が高くなって
おりますが，今年は多くの団体でまた給与カッ
トをしていることで，また低くなっているかと
思います。もともと給与の削減をやっている団
体もたくさんあります。
資料18は，究極の行革ということでしょうか。

平成の大合併がございました。ご覧いただきま
すと，平成１１年のときに市町村数は３，２２９ござ
い ま し た が，平 成２２年 の 時 点 で１，７２７
へ，４６．５％減少しております。

特に見ていただきたいのはそこの役員の三役
計というところです。首長と副市町村長，収入
役を入れて９，８９５人おりましたのが，平成２２年
には４，０５５人，平成２２年には３，７２８人と６割減っ

ております。
それから，５万８，０００人おりました議会議員

が平成２２年には３万２，０００人にまで減っている
ということです。他の特別職の方も相当程度減
っているというリストラが行われております。

職員数については先ほど５０万人減ったと申し
ましたが，この効果が今後も出ていくものと思
っているところです。

そういう状況で，われわれはこの１年間何を
してきたかというと，税制抜本改革法が成立い
たしましたが，それに付属しているさまざまな
検討条項に基づく検討をさせていただいている
と言っていいのだと思います。それが資料19に
あります税制抜本改革法に基づく７条の規定で
す。
資料20は，そのときの課題ですので，省略さ

せていただきます。
資料21が今年の税制改正でやった内容です。

後ほど軽減税率とか，転嫁対策とか，今後の課
題についてはまた財務省の星野審議官からご説
明がありますので，省略をさせていただきます。

３．地方消費税率引上げと今後の経済
財政動向等

私どもの方の資料25をご覧いただきますと，
国税の方の附則１８条に消費税の引き上げに当た
っての措置についての条文がございます。われ
われの地方税の方の附則の１９条にもほぼ同じ条
文がございまして，検討するということになっ
ております。

これについては先ほどもご説明があったとお
り，資料26のとおり今後の経済財政動向等につ
いての点検会合というのが８月２６日から３１日に
かけて行われております。
資料27には GDP 速報が出ています。これら

に基づき適切なご判断をいただけるものと思い
ます。

ちょっと飛んでいただきまして，資料37をご
覧いただきたいと思います。消費税の引き上げ
について地方公共団体側はどういうスタンスを
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取っているかということだけ見ていただきたい
のです。

地方税源の確保につきまして自由民主党総務
部会合同会議に地方側が出した資料ですが，そ
の１番目にあります。平成２６年４月における消
費税及び地方消費税の確実な引き上げの実現が
図れるよう，着実に経済の状況の好転を図るこ
とということで要望が出されています。

そのことだけ申し上げて，前半の私の説明を
終わらせていただきます。

―――――――――――――――――――――

Ⅲ．財政・税制の総論への意見

（岩﨑） それでは，ただ今ご説明がありまし
た国・地方の財政・税制の現状につきまして，
まず谷口様からご意見をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――
（谷口） 新日鐵住金の谷口でございます。よ
ろしくお願いいたします。ただ今財務省の星野
審議官並びに総務省の平嶋審議官にはわかりや
すくご説明いただきました。ありがとうござい
ます。お２人のご説明を受けまして，私の方か
ら納税者であります企業サイドからのコメント
ということで幾つか発言させていただきたいと
思っております。

１．我が国の経済・政治環境

まず世界経済の環境認識ですが全体としては
順調な回復ということです。中国の成長の鈍化
や，まだ全貌はわかりませんがシャドーバンキ
ングの問題とか，或いは欧州経済についても景
気の低迷もございますし，ソブリンリスクもま
だ十分に収まっていないとか，或いは中東の情
勢がいろいろ動いている中での地政学上の原油
の高騰等，いろいろリスクが起こったり，或い
はあったりはするようですが，他方米国が順調
に回復してきているということ，それから
ASEAN は絶好調ではないのですけれども，そ
の中からも成長の軌道に回復しつつあるという
ようなことで，世界全体としては緩やかな成長
過程にあるという認識です。

次に国内の経済ですが，先ほどもお話があり
ましたように，アベノミクスの効果が発現しつ
つあるという認識で，為替の修正や生産活動の
回復，これによります企業の収益の持ち直しが
見込まれております。それから，株式市場の回
復，個人消費の増加も期待されているというこ
とで，景気は着実に持ち直していて，デフレか
ら脱却しつつあるというのが基本的な認識だろ
うと思っておりますが，全体としてまた，オリ
ンピックも２０２０年東京開催が決まりまして，こ
れもマインド的にも実体経済面からも今後好影
響が期待されると思っています。

ただ，各産業や個別企業によりましてその回
復のスピードには少しずつ差があるというのが
事実であろうと思います。８月の月例報告にご
ざいましたような「デフレ状況ではなくなりつ
つある」という評価が出ているわけですが，個
人的にはもう少し強い手応えが出てきているの
ではないかと思います。

また，７月の参議院議員の選挙の結果，政治
のねじれがなくなったので，ここ数年の間，最
大の課題であった日本の再建に向けた取り組み
を強力かつ着実に進めることができる土壌がで
きたと認識しております。逆に言えば，今から
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数年が最後のチャンスかもしれないと認識して
おります。

まだ経済そのものが巡航速度に達していない
わけですが，これから成長軌道に乗せるための
いろいろな施策を総動員するということで，日
本再建のファンダメンタルズをここ何年間かで
積極的に作っていく時期なのだという認識です。

TPP の議論も始まっておりますけれども，
これを見据えて，日本の各産業の創生なり，再
編というものをしっかりやるために，今まで３
本の矢が放たれていますが，必要なら４本
目，５本目もきちっとやっていくという決意を
持って日本再建に取り組むべき時期になってい
るという認識です。

２．財政健全化と社会保障の持続可能
性

それから，ご説明がございました財政の健全
化の関係ですが，財政の状況は相当ひどい状況
にあるということは紛れもない事実です。税収
が歳出の４割強しかないという状況は極めて異
常だという認識は経済界も同様です。

従来から歳出を増やすということに重点を置
いて，増税などの歳入拡大を行わなかったとい
うことが続いているなかで，国債が国内で消化
されている限りは，日本の国民の中の貸し借り
だから，問題は少ないという意見もあるのです
が，それも限界に近づいていると認識しており
ます。いろいろな国が財政再建に取り組んで来
ている中で，日本の財政の健全化が海外からも
当然注目されています。日本としてもこのタイ
ミングでしっかりやっていかなければいけない
と思います。

歳出については当然各項目を効率的に見直す
という必要がありますが，構造的に増加傾向に
あります社会保障費の抑制が一番の課題だろう
と思っております。国民会議の報告にもありま
すように，少子高齢化における社会保障制度と
して全ての世代が相互に支え合う方針並びにそ
れを徹底した給付の重点化・効率化に取り組む

必要があるのだろうと思っております。
歳入面についても税収における所得の弾力性

に期待してはいるものの，国民に対して受益に
見合う負担を求めることを回避するわけにはい
かないと思います。今回の消費税の増税の議論
におきましても，負担が増えると言うとすぐに
問題にされるわけですが，社会保障費との連動
ということになっておりますので，その社会保
障の性格から言って広く国民に負担を求め，景
気変動からも影響を受けにくい歳入項目として，
その税源のふさわしさ，或いは過去からの累積
を含めた受益という視点からの点を強調して，
消費税の増税というものをしっかりやることが
必要ではないかと思います。

従来から言われていますように，まさに歳入
欠陥といいますか，歳入が４割しかないという
ことで，逆に増えている公債費は将来にツケを
回していることになるので，その将来の不安と
いうものがいろいろなことに影響を与えてきて
しまうということです。まずは消費税を上げて，
国民の納得感とともに国際的な信認も得るとい
うことが第一義ということだろうと思っていま
す。

それから，国と地方はご説明がありましたよ
うに財政的に連動しているわけですので，歳出
削減のためには役割を見直すとか，効率化を図
るということを一体で見直す必要があるのでは
ないかと思います。

３．税制改革の方向性

財政再建についてはいろいろな議論が進んで
いるところですが，まだ結論を得るというレベ
ルには至っておりません。ただし，将来の国の
ありようというものをしっかり見据えた上で議
論していく必要があろうかと思います。

少子高齢化と一言で言ってしまっております
けれども，これから起こることというのは，ま
さに生産労働人口が大きく減っていき，年少人
口が大きく減っていくという２つが大きくござ
います。つまり，働き手，或いは次の働き手の
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世代がいなくなっていくということです。
結果としてそういうことが起こることを前提

に置きながら，インフラなり，社会制度をどう
作っていくのかということを考える必要があり
ます。都市と地方のバランスとか，産業配置の
在り方とか，逆に限界的な生活圏もかなり出て
くると思っております。そういう意味でその視
点を置いた上で歳出の重点化なり，効率化，受
益負担の適正化などの国民的合意を得ていくこ
とを通じて財政再建をぶれずにきちっとやって
いくということが必要と思います。

そのためには，財政健全化法のような法的な
規制も導入するという必要があるのではないか
と考えています。これにつきましては政策運営
を担う御立場からのコメントも後で頂ければと
思っています。

また，税の抜本改革を踏まえて税制改革が実
行されてきているわけですが，結果として財政
健全化の裏づけの伴わない改革というのはまだ
まだ不十分だろうと考えております。税という
のは公平，中立，簡素という原則に乗っている
わけですけれども，この原則・原点に従って，
もう一回税体系を見直す必要があるということ
です。

それから，税は構造的に累進性のもの，或い
は安定的なもの，或いは応益的なもの，応能的
なもの，国と地方とか，直接間接等，いろいろ
な性格なり性質があるわけですが，様々な経緯
から積み上げられた税の体系をもう一度考え直
して，組み立て直していく必要があるのではな
いかと思っております。

その１つの視点として消費税の重要性が増し
てくるということを含め，所得・資産・消費に
対する課税の再構築を図ることを通じて税収を
確保し，納税者の納得のいく偏りのない制度を
作るということを考えていく必要があろうと思
います。

租研のアンケートでも税は公平性が一番の基
本だということが出ていますので，「公平性と
いうものを原点にする」というところは重要だ

ろうと思います。大きな社会の変化，時代の流
れに応じて税体系は見直す必要があり，今は，
まさにその時期にあるといえるのではないでし
ょうか。

４．地方税制改革の方向性

それから，わが国経済の再生につきましては，
地方の成長も不可欠です。そういう意味では先
ほどお話しいただきましたけれども，地方が自
主性，自立性を保てるように安定した財政基盤
を作るということが必要と思っております。そ
の点，地方税制というのは，歳出の内容を十分
に踏まえた応益原則に基づく必要があろうと思
います。

それにふさわしい税源が紐付けられる様に再
構築の中で進めていく必要があるのではないか
と考えております。そういう意味では国から地
方への財源配分ということも不可欠だろうと思
っておりまして，地方の行財政改革を促すとい
うことのために，その成果を適正に評価して，
反映するための仕組みを確立していく必要があ
るのではないかというところです。

総論につきましては終了させていただきます。
ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。引き続き
まして，土居先生の方からコメントをお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

（土居） 慶應義塾大学の土居でございます。
今日はこのような機会をいただきまして誠にあ
りがとうございます。私は日ごろ税財政につい
て経済学の立場から研究をしておりまして，租
税研究協会にもいろいろとお世話になっており
ます。

私自身は星野審議官，平嶋審議官のお話を承
りまして，今の国税，地方税それぞれの現状を
非常に端的にご説明いただいたのではないかと
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思っておりまして，感謝申し上げます。まず総
論について私なりに討論と申しますか，両審議
官にご質問させていただきたいと思っておりま
す。

１．財政健全化の道筋と税制の対応

皆さまもご承知のように今は消費税率を予定
どおり引き上げるかどうかということで議論に
なっております。非常に素人的な邪推ではあり
ますけれども，私は予定どおりに引き上げられ
ることは決まったのではないかと思っておりま
す。

それはなぜかと申しますと，この前の GDP
の４－６月期の第２次速報を受けて，甘利大臣
から「安倍総理は１０月１日に決断をなさるので
はないか」というようなご趣旨の発言がありま
した。

ところが，法令上ないしは商取引慣行上，ま
さに経過措置を考えますと，来年４月１日の税
率を半年前の１０月１日時点で確定しないと商取
引契約に差し障ることになります。４月１日以
降の税率が１０月１日の段階で未定であるという
ことになりますと，契約書も交わせないことに
なります。それは重大な問題です。

消費税をもし予定どおり引き上げたら，どれ
だけ景気が悪くなるかという心配以上に今年度
の後半の商取引契約をどうするのだということ
すら心配になるわけです。この決断の時期を９
月中ではなく１０月になさったということは予定
どおり引き上げる以外にほとんど物理的な要因
としてはないということなのかなと思っており
ます。

これから議論させていただくのは私なりの邪
推に基づいてということですので，若干税務当
局の両審議官にはそんな話は今まだできないと
いうぐらい気をもんでおられるかもしれません
が，少し気の早い話をさせていただきたいと思
います。

先ほど谷口様からもお話がありましたように，
わが国の財政健全化は非常に重要になってくる

のは言うまでもないことだと思います。それに
当たって経済学者の間では消費税率を１０％まで
上げるということだけでは不十分なのではない
かという議論も出ています。２０２０年代以降のこ
とを考えると，消費税率は１０％よりも上げると
いうことだとか，それ以外の所得税や法人税の
改革も併せて進めていかなければいけないので
はないかということです。

そういう意味では社会保障・税一体改革とい
うのは極めて重要な取り組みだと私自身も評価
しておりますけれども，さらなる税制改革は今
後いろいろな形で問われ続けることにしばらく
はなるのではないかと思うわけです。

そこで，両審議官にご質問させていただきた
いのは，国税と地方税それぞれの税目において
今後どのような税の在り方，つまり，所得税，
法人税，消費税，相続税など，それから，地方
税でいえば個人住民税，法人住民税，それから，
固定資産税，地方消費税などなど，それぞれの
お立場で今後改革課題としてどのような税目で，
どういうあたりに議論が及ぶ可能性があるのか。
ないしは議論する必要性が生じているというこ
となのかということについて，少し先走った話
で，まだ，行政当局としては予定どおりに消費
税率が引き上げられると決まったわけではない
というお立場かもしれませんが，そのポスト社
会保障・税一体改革というようなことをにらみ
ながら，少しご議論させていただきたいと思い
ますので，ご質問させていただきました。
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２．グローバル化の進展と法人課税の
在り方

それから，この場におられる方の関心のおあ
りの点だと思いますけれども，法人課税の問題
です。この秋にも臨時国会で成長戦略に付随す
る法人課税の在り方ということが俎上に上って
くるのではないかといろいろ巷間言われており
ます。

私自身も法人課税については経済学の立場か
らは，いわゆる学説で申しますと，法人擬制説
の立場です。つまり，法人税の負担は法人なる
怪物が税負担をするのではなくて，従業員や株
主や顧客や企業を取り巻くステークホルダーの
方々が法人税の負担を暗黙のうちに分け合って
いるという税の性質を持っているのではないか
と私自身は捉えております。

そう考えますと，法人税という税は暗黙のう
ちに働いた人たちの給与から法人税の負担の一
部を転嫁する形で徴税をするということです。
ないしは株主に対してはもし法人税がなければ，
配当がもっと増えていたかもしれないけれども，
暗黙のうちに得べかりし配当が得られないとい
うような形で法人税の一部の負担が転嫁される
とか，そういうような形で給与とか，配当とか，
さまざまな所得に転嫁される形で法人税の負担
が委ねられているのではないかと思います。

所得税の場合，ないしは地方税では個人住民
税ですが，給与に対してどういう形で所得税を
かけるかということは事前に決められます。金
融所得に対してこういう形で所得税なり，住民
税をかけるということが事前に決められた上で
課税されるということですが，法人課税は事前
には決められない形で，企業が生み出した付加
価値をどういう分配をするかという企業の行動
に基づいて課税されます。つまり，給与に一部
が転嫁されたり，配当に一部が転嫁されたりす
るというような形で，結局は誰に税を負担させ
るかというのが企業行動に丸投げにされている
ような性質を持っている税ではないかというの

が法人擬制説の立場から見た法人課税という考
え方になろうかと思います。

ただ，ご承知のように，今後グローバル化が
ますます進むという中で資本は国境を越えて足
が速く移り行くということになります。できる
だけ収益が高いところへ移転するという性質を
より多く持つわけですが，それに対して働く者
はそう容易に国境を越えられないというような
状況を考えますと，いつまでも法人課税に頼り
続けてよいのかという思いもあるわけです。

ただ，星野審議官がご説明になられた財務省
の資料㉘，それから，平嶋審議官がご説明にな
られた総務省の資料13にありますように，わが
国の法人税ないし地方法人二税をいきなりなく
してしまうと，税収に大きく穴が開いてしまう
というぐらい大きな割合を占めています。

私はそれを称して，too big too fail と言って，
税収が大き過ぎて，なかなか法人課税をやめら
れないと，つぶせないという状況に陥っている
のではないかなと思ったりもするのですが，急
には変えられないというような状況にはありま
す。

ですから，代替財源といいましょうか。しか
るべき法人課税のより良い在り方を考えながら，
今の法人課税をできるだけ経済成長や企業行動
を妨げないようなものにしていくということが
１つのパズルとしてあるのかなと思っておりま
す。

そこで考えますと，実はわが国の法人住民税
には均等割という形で課税される課税の仕方が
ございます。どれだけ利益を上げるかに関わら
ず，資本金によって金額は若干変わりますけれ
ども，基本的にはその法人に対して一定額の税
を課すということです。どれだけ利益が上がろ
うが，どれだけ従業員を雇おうが，それ以上の
均等割は課税しないという形の税です。

もちろん裏を返すと，どれだけ赤字でも均等
割は払っていただくということが起こり得ると
いう経済的な性質はございますが，そういう企
業活動を妨げない形で企業からしかるべき税負
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担をお願いするということであるならば，今の
ような法人所得に比例する形とか，従業員に比
例する形ではなくて，むしろあまり企業活動に
よらず，一定額の税負担を求めるという形の税
の在り方というのは今後の法人課税としてはあ
るのかなと思ったりするのですが，その考え方
についてどのようにお感じになられたかという
ご感想を聞かせていただければと思います。私
からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。ただ今の
ご意見について，現段階でお答えできる限りで
結構ですので，両審議官からお話をしていただ
ければと思います。

それでは，よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（星野） まず谷口様から網羅的なご指摘をい
ただきまして，どうなるのかなとお聞きしたと
ころです。

１．財政健全化法について
２点ございまして，１つは財政健全化法につ

いてどう考えるかというお話がございました。
いつも税制を国会に出して，それを通すという
ことで私どもは苦労しているわけです。今後は
社会保障の枠組みも含めて，税制，財政をどの
ように運営していくかということについて何が
しか国会の場で法案化されて，それに基づいて
政策立案が安定的に行われていくということ自
体は極めて望ましいことではないかと考えてお
ります。

どのように財政健全化の枠組みを作るのかと
か，どの程度の強制力があるのかとか，そうい
ったことはいろいろなバリエーションがあるの
だとは思いますけれども，いずれにしても与野
党を超えて，国会の場で財政について議論が行
われるという意味では財政健全化法というよう
な考え方というのはこちらとしても参考にさせ

ていただきたい考え方だと思いますし，それぞ
れの党がそういった考え方を持っているとこち
らとしても考えておりますので，今後もそうい
った方向については検討を続けたいと思ってお
ります。

２．税制改革の方向性
それから，もう１点はまさに税制について転

換期にあるのではないかというご指摘です。先
ほど総論でご説明をさせていただいた資料㉙で
すけれども，税制抜本改革関係の課題について
ということで，最近行った税制改正について網
羅的に書いているのですけれども，実は税制の
課題についてはいろいろあって，消費税だけで
はなくて，例えば所得税の今回の最高税率の見
直しについてある程度所得再分配機能を多少で
も取り戻そうとか，資産課税の見直しによって
資産の再配分の機能をもうちょっと強化しよう
といったようなこととか，法人税の引下げとい
ったようなことで，当面する課題については何
とか取り組もうということでここ２～３年やっ
て，１つの区切りがついたところではあります。

ただ，谷口様のご指摘のとおり，さまざまな
課題は非常に多いので，もう一度原点に立ち返
って検討していかないといけないとか，その際
に今のいろいろな経済社会構造の変化みたいな
ものを当然踏まえて対応を考えていかないとい
けないと考えております。

３．財政健全化の道筋と税制の対応
それから，土居先生からですけれども，大変

難しいご指摘で，どこに増税余地があるかとい
うことです。先ほど私の説明の中で租税負担率
の話をさせていただきました。

今後税負担を求めていくということを考えた
ときに，１つは国際的な水準とのギャップとい
うか，国際的な水準から見て，無理な負担はな
かなか求められないということはあるかなと思
います。そういう意味では消費課税と個人所得
課税について国際的な水準に比べてみれば，負
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担は低いというようなことがありますので，そ
こをどう考えていくかということです。ただ，
税収力という意味で考えますと，消費税が一番
大きいかなと思います。社会保障を展望して考
えていくという際には消費税が中心になるのか
なと考えております。

４．グローバル化の進展と法人課税の在り方
それから，法人税の話ですけれども，これは

この後，各税のところでまた法人税について述
べさせていただきたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 星野審議官，ありがとうございまし
た。続きまして，平嶋審議官からお願いいたし
ます。
―――――――――――――――――――――

（平嶋） まず，谷口さんから包括的なお話を
いただきまして大変勉強になったところです。

１．地方税改革の方向性
お話しいただいた項目の中で申しますと，私

の方から先ほど財政の健全化法のお話をいたし
ましたが，もちろんその法律そのものをどうし
ていくかというのは国政レベルのお話ですし，
国家財政中心ということだと思いますが，国と
地方は非常に財政が緊密な関係にあるというの
を先ほどご説明いたしました。その関係で，過
去に財政構造改革法というのが橋本内閣で通っ
たことがありましたが，あのときに地方財政と
か，地方自治に関してどの程度その部分に議論
を重ねていくのかは，国の法律と地方自治の関
係ということで議論がございました。その点を
頭に置いてやっていかなければいけないのかな
というのが１つの感想です。

それから，「わが国の経済の再生には地域の
成長が不可欠です」とおっしゃっていただきま
した。これは私どもの新藤大臣のモットーで，
日々そういうことでわれわれは叱咤激励をされ

ておりますので，大変いいご指摘を頂いたと思
っています。その中で税制は応益原則に沿った
税源確保で，きちんと確保していくことが重要
だと言っていただきました。

今まで地域で受益と負担が一致して，地域の
民主主義の中で財政の効率化が図られていくこ
とがいいという認識でやってまいりました。で
すから，まずは適正に評価するのは地域の住民
でしょうけれども，政府の方でも地方公共団体
間の効率性をきちんと評価できる仕組みとか，
その到達状況がどこかというような指標を出す
ことで，適正な競争を促していきたいと考えて
いるところです。

２．財政健全化の道筋と税制の対応
土居先生からいただいたご質問は，増税余地

ということですが，そのことを行政の立場から
言うということは，大変に難しいわけです。た
だ，星野審議官からありましたように，そもそ
も今回の消費税増税は国・地方の財政再建がで
きるところまで上げるとしたら１０％ということ
ではなくて，現時点で経済との関係を考えたら，
大きなショックにならない範囲内でやっていく
ためには５％引き上げが限界だろうということ
で決まった引上げ幅です。この時点での引き上
げは５％が限界だろうということでやったわけ
ですので，長期的に考えれば，消費税・地方消
費税には，まだ，増税の余地があるという議論
がもともとあったと思います。

その他に幾つか，私の意見ではなくて，こう
いう議論がありましたということでご紹介をさ
せていただきますと，個別の税制のところで出
てきますけれども，社会保障制度国民会議の議
論の中では，年金課税の見直しが言われており
ました。それから，環境問題の中ではアメリカ
と比較すると高いと言われつつ，燃料課税が
ヨーロッパに比べて日本は低いのではないかと
いう議論がございました。これは法人実効税率
の見直しの議論との関連で出てくることですけ
れども，法人実効税率をもし下げるという前提
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で行くと，配当譲渡益の課税を強化すべきでは
ないか。或いは地方財政で行きますと，法人の
所得課税を引き下げる代わりに，外形課税であ
る付加価値割を広げていくべきではないかとい
う議論がよく出てまいります。

それから，私ども自身が要求したものとして
申しますと，地方税では固定資産税で，バブル
期の影響がありましたので，住宅の２００�まで
の小規模宅地の特例が一般の商業地に比べてあ
まりに低いのではないかという議論がございま
した。そういう議論を私どもも一昨年は提起し
たことがございますが，現実に消費税の増税を
お願いしているときに，小規模な宅地の固定資
産税を上げていくことが実際にできるかという
と，負担増というのは厳しいものがありますの
で，消費税，地方消費税の増税が行われた後に
またあらためて慎重に検討することが必要なの
だろうと思っています。

３．グローバル化の進展と地方法人課税の在り
方
法人課税の方は後ほどまた出てまいりますが，

法人住民税均等割の引上げはどうか，というお
話がありました。確かに，法人所得課税が地方
税として向いているのかという議論があるので，
地方の法人課税のあり方の議論はしなくてはい
けないと思っておりますが，均等割というと，
どうしても中小法人の方に重たくなってしまう
という傾向があるということがございます。

外形的に課税するなら，われわれとしては事
業規模に応じて，事業規模が大体行政サービス
の応益を示すと思えば，付加価値割のようなも
のの方がいいのではないかなというのが率直な
感想です。以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。

それでは，個別税制の現状と課題につきまし
て議論をさせていただきたいと思います。まず，
財務省の星野審議官から，国税に関する個別税
制の問題についてご教示ください。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．個別税制の現状と課題

１．消費税

（星野） 最近議論になっている事柄について，
さっと触れさせていただけたらと思います。

まず消費税についてです。資料㉚は，低所得
者への配慮です。１つは，低所得者への配慮で，
複数税率の扱いをどうするのか，今回８％への
引上げの局面で，簡素な給付措置をどうするの
かといったことが議論になっています。
資料㉛は，軽減税率です。今年の１月に税制

改正大綱を与党でまとめる際に，自民党と公明
党との間で，消費税率の１０％への引上げ時に軽
減税率制度を導入することを目指すことで合意
がなされております。この合意に基づいて与党
の税制協議会で，この軽減税率導入に伴うさま
ざまな検討項目について協議が行われており，
関係団体からヒアリングが行われています。

課題としては，対象品目をどうするか，その
際の税率をどうするか。それから，軽減税率を
導入することになると，その財源の確保，イン
ボイス制度を導入する必要が出てくるかどうか。
仮に出てきた場合に，それをどうするか。区分
経理をするためにどのように対応していくのか。

それから，中小事業者の事務負担の増加です
とか，免税事業者が課税選択を余儀なくされる
といった問題が出てまいりますので，そういっ
た問題への対応が議論になっています。この年
末に向けて議論をしていくことになります。
資料32は，複数税率です。集中点検会合の中

でも，この複数税率については賛否がございま
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した。論点としては，今申し上げたようなこと
ですけれども，ヨーロッパを見ると，歴史的な
経緯もあって，食料品等について軽減税率を導
入している国が結構ありますけれども，逆に，
付加価値税を導入したのが遅い国で見ると，か
なり単一税率でやっている国もございます。

それから，EU 諸国の食料品に対する適用税
率から単純に平均を取ってみますと，１１％程度
になっておりまして，１０％段階で食料品につい
て軽減税率を入れるかどうかということについ
ても議論があるところかと思います。

何を軽減税率にするかといったことについて
も，かなり議論が分かれるところで，また，高
所得者の方に相対的に負担軽減効果が及ぶこと
で，低所得者対策としては非効率ではないかと
いった指摘もありまして，そういうことも含め
て今後議論がされることになります。

それからもう１点，消費税に関しましては，
転嫁対策の話がございます。これをちゃんとや
ってほしいということが，点検会合でも指摘さ
れたところです。
資料34は，消費税率の引上げに伴う転嫁対策

等です。この前の国会で転嫁対策特別措置法と
いう法案が成立し，１０月１日から施行される予
定です。この円滑な施行に向けて，同時並行的
に準備をしていますが，１つは，事業者間の取
引において弱い取引相手先に買いたたきなどが
起こることを防ぐための措置が盛り込まれてお
ります。独禁法や，下請法よりも広い取引関係
をカバーし，なおかつ迅速に勧告・公表ができ
るような枠組みを作ることで，法律の仕組みが
取られております。

もう１つは，転嫁を阻害する表示の是正で，
消費者に誤認を与えないようにするとともに，
納入業者に対する買いたたきや，競合する小売
店の転嫁を阻害することにつながらないように，
消費税を転嫁していないという旨の表示や，消
費税をおまけしますといった表示については，
行ってはいけないことが法律に規定されていま
す。

それから，価格表示に関する特別措置で，い
わゆる総額表示義務を緩和しております。表示
する価格が税込価格であると誤認されないため
の措置を講じているときに限り，税込価格を表
示することを要しないことで，仮に４月に消費
税率が変わったときに，値札の付け替え等々に
ついて，ある程度弾力的な対応ができるような
措置が盛り込まれております。

その他，転嫁・表示カルテルについて，独禁
法の適用除外とするといったようなことが盛り
込まれています。

この法律に伴いまして，事業者に対する転嫁
状況に関する調査を幅広く今後実施していくこ
とで，対策を取ることになっています。また，
広報・相談体制をちゃんと敷いていこうという
議論がされています。

２．法人課税

次に法人課税の関係です。資料35は，法人実
効税率引下げと復興特別法人税です。先ほど土
居先生から，法人税についていろいろなご指摘
がございました。法人税については，今，党税
調それから政府の方でも，この秋，投資減税を
中心とした対策を検討すべくいろいろと議論が
行われているところです。

法人税は，平成２３年度の改正で実効税率の引
き下げが行われて，５％の引き下げが行われた
わけですけれども，復興特別法人税で，法人税
額の１０％の付加税が今課されていて，平成２７年
度以降にフルに５％の引き下げが効いてくると
いう状況になっています。
資料36は，法人所得課税の実効税率の国際比

較です。表面税率の国際比較をすると，確かに
日本の法人税の税率は，アメリカと並んで高い
水準になっておりまして，ヨーロッパのその他
の国，またアジアの各国と比べると高い水準に
なっていて，これを下げるかどうかといったよ
うなことについても議論がいろいろと出ている
ところです。

ただ，法人税の引き下げを仮に１％行うにし
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ても，国・地方も含めて，４，０００億円の財源が
かかることで，財政が非常に厳しい中で，その
財源をどのように見つけていくかということを
同時に議論しないと，財政への信認が保てない
のではないかと考えております。そういった中
で，例えば，外形課税みたいなことを国として
考えるかどうかということについても，１つの
お考えだなということではあると思っています。

今後，法人税を考えるに当たって，１つは，
国外に企業が出ていってしまうという話，それ
から，海外からどういった企業を呼び込んでく
るかといったような話，それから，企業に対し
て減税を行うことによって，それが例えば雇用
とか賃金に好影響を与えるとか，又は設備投資
に好影響を与えるといった，そういったさまざ
まな切り口から検討する必要があると考えてい
ます。仮に企業流出という面で考えると，国際
競争にさらされている製造業を中心に，製造業
に対する，設備投資減税等々も含めて，ある程
度の軽減措置を考えていくかどうかということ
が１つの論点になると思っています。

それから，海外からの企業誘致の関係につい
て言いますと，結局は最終的なトータルの日本
における魅力はどうかということが，やはり問
題になってこようかと思います。マーケットに
近い，需要に近いところにどうしても企業は誘
致いたしますので，どうやってトータルの魅力
を高めていくか，例えば企業にとっての社会保
険の制度なども含めて，トータルに考えていく
必要があろうかと思っています。

それから，雇用，賃金，投資といったことに
どのぐらい効くかといったことを考えると，ど
の税制が一番効くのか，やはり財源と効果の関
係を総合的に考えていく必要があるのではない
か。法人税は，まだいろいろと議論を行ってい
く必要があると思っています。

前半で法人税収の話をさせていただいたとき
に，繰越欠損金の話をちょっとさせていただき
ました。資料37は，その繰越欠損金額の状況で
す。直近で見ていただいても，この下に伸びて

いる棒，これが繰越欠損金額の残高でございま
して，７６兆円たまっています。

このうち大体５０兆円ぐらいがリーマンショッ
ク後に新たに発生した繰越欠損金になっており
ます。今後まだまだこれが繰り越されて残って
いくことで，上の方の棒を見ていただいても，
法人の所得金額から繰越欠損金の控除額が大体
１０兆円ぐらい控除されるような構造になってお
り，法人税収にかなり利いてくる構造になって
います。
資料38は，法人数と欠損法人割合の推移です。

やはり欠損法人割合が日本の場合は非常に高い
という問題があります。全法人の７割を超える
企業，大企業で見ても大体半分ぐらいの企業が
欠損法人になっています。日本の企業の収益構
造をどのように高めていくかといったことを考
えていく必要が同時にあろうかと思っています。
資料39は，業種別法人税額です。参考までに，

業種別の法人税額ということで付けております。
真ん中の丸が平成２３年度全体，９兆３，６００億円
の法人関係の税額のうち，どういった業種が払
っているかという内訳ですけれども，例えば国
際競争に中心としてさらされている製造業につ
いて見ていただきますと，大体４分の１，２６％
ぐらいの納税額になっています。

それぞれの業態の内訳を，ご参考までに掲げ
ておりますけれども，こういった税収がどこま
で上がるのか，収益構造がどうなっているかと
いったことについても，もう少しきめ細かく見
ながら，政策立案していかなければいけないと
考えております。
資料40は，法人の設備投資の推移です。設備

投資については，今いろいろ議論しているとこ
ろですけれども，近年，キャッシュフローより
もかなり低い水準でしか設備投資が行われてい
ません。

減価償却費と比べて見ても，設備投資の金額
が低くなっていまして，企業にお金がたまって
いるけれども，それが設備投資に回っていない
という状況が如実に見てとれます。今回，経済
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環境がかなり好転してきていることを受けて，
企業の設備投資意欲を何とか引き出して，質の
いい設備投資に向かわせるために，どういった
施策を取るのがいいのかということを中心に議
論が行われております。
資料41は，６月に閣議決定された日本再興戦

略です。この中で下線を引いていますけれども，
設備投資や事業の新陳代謝を促す枠組みを構築
し，思い切った投資減税で法人負担を軽減する
ことによって企業を大胆に支援していくことが
掲げられています。大きく分けて３つの柱があ
ります。経産省が考えている産業競争力強化法
案をこの秋，国会に提出して，その法案を中心
として，第１は先端設備の投資促進をする。そ
れによって生産設備の新陳代謝を図っていく。

第２は，ベンチャー投資に対して，法人の資
金を向かわせることで，良質なベンチャーファ
ンドを作るとともに，そこに対する企業の投資
を誘導できないかといったような議論も関係省
庁としています。

第３は，事業再編・事業組換の促進で，事業
再編でスピンオフ，カーブアウトを行った企業
に対して，元の関連企業から何らかの支援を行
う，それに対して税制上の優遇措置を与えられ
ないかといったような議論をしておりまして，
事業再編についても何とか今後進めていくよう
な枠組みを作りたいと考えています。

３．国際課税

最後に国際課税の話をさせていただきたいと
思います。資料45は，税源浸食と利益移転
（BEPS）行動計画です。OECD の租税委員会
で，税源浸食と利益移転（BEPS）に関するプ
ロジェクトが動いておりまして，この根っこに
はリーマンショック後の所得格差の意識と，財
政的な措置の問題が背景にあると考えておりま
す。

概要を資料45にまとめておりますが，結局，
グローバル企業が税制の隙間や抜け穴を利用し
た節税対策によって税負担を軽減しているとい

う問題が，例えばスターバックスの英国子会社
において顕在化して，こうした問題を OECD
の租税委員会で，BEPS に関するプロジェクト
を立ち上げて検討をしております。ちなみにこ
の租税委員会は，財務省の浅川総括審議官が議
長をしております。

これが単なる OECD の議論にとどまらず
に，２０１２年１１月以降，ヨーロッパの財務大臣が
これを支持する共同声明を公表し，２０１３年２月
に G２０財務大臣・中央銀行総裁会議で取り上げ
られ，さらに６月の G８サミットでも，議題の
１つとして取り上げられてきております。

BEPS 行動計画というものが，７月にモスク
ワで行われた G２０財務大臣・中央銀行総裁会議
で提出されまして，今後この１５のアジェンダに
基づいて，１年から２年半ぐらいかけて，新た
な国際的な税制の調和を図る方策を勧告すべく
検討を行っていきます。その際に，OECD 非
加盟国の G２０メンバー８カ国も，この議論に参
加しうる枠組みとしてプロジェクトを設けるこ
とになっています。

この関連で，資料46，47には，サミットにお
ける安倍総理の発言，コミュニケ等々を載せて
います。
資料48，49は，具体的な事例です。
今申し上げた BEPS の１５のアジェンダは，

資料50です。例えば，電子商取引課税について，
行動１に載っています。例えば消費税に関して
言えば，今アメリカの企業から音楽を買って聴
いている日本の消費者には消費税がかかってい
ない。それから，アメリカの企業には，日本の
消費者に提供した音楽で得た所得に対して日本
の法人税がかかっていない。

こういった議論をどう処理するかという問題
がありますけれども，これをあまり厳しくやる，
PE があるから法人税をかけようということに
すると，例えばある新興国に進出した企業が，
同じように PE があるではないかということで
課税をされるといったような事態も起こり得る
ので，なかなか議論は単純ではございません。
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いずれにしても，こういった国際的な枠組み
で，いろいろなルールをまとめ上げていく，そ
こに中国・インドといった OECD 非加盟の国
も参加させていくことが何よりも大事ではない
かというふうに考えております。

BEPS と並んで，もう１つ OECD の議論の
ポイントは，資料51の自動的情報交換です。自
動的情報交換とは，相手国の納税者が行う取引
等の税関連情報を，相手国税務当局に対し，ま
とめて自動的に提供する仕組みです。

２つ目の「○」に書かれておりますとおり，
現状におきましても，毎年相当な件数が交換さ
れてきています。

この仕組みを国際的に整えていこうという議
論が OECD で行われているのですが，資料52
には，情報交換をめぐる国際的議論の経緯をま
とめております。

１つは，２００８年にスイスの UBS 事件が起こ
って，スイスがそれを契機にアメリカとの間で
情報提供をするようになり，それから，それま
で銀行機密を保護していた法律を改正して，各
国と情報交換規定を含む租税条約を結ぶように
なりました。日本とも結んでいます。こういっ
たことをきっかけに，これまでいろいろな金融
関係の情報を秘密にしていた国が，情報を提供
するようになりました。

OECD でも，資料52に書かれておりますけ
れども，OECD のグローバルフォーラムで，
各国の税制の透明性や情報交換の実施状況につ
いて，お互いに審査をしようということで，そ
ういった枠組みを実施してきております。順次，
この枠組みの参加国が増えてきています。

私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。

平嶋審議官から，個別地方税制についてご
教示ください。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題

１．秋の税制改正における検討項目

（平嶋） 今，地方税制で課題になっているこ
と，個別の論点を，資料28に基づきご説明させ
ていただきます。

先ほど日本再興戦略のお話が星野審議官から
ありましたが，これは現在，まさに秋の税制改
正プロセスにおける検討項目として，自民党税
調で検討することとされている項目です。

基本的考え方は，日本再興戦略に盛り込まれ
た緊急構造改革プログラムに係る税制上の対応
を検討しこれらにより，民間投資の活性化を図
るといたしまして，１番目に先端設備の投資を
促す税制，２番目に民間企業等によるベンチ
ャー投資の促進のための税制，３番目に収益力
の飛躍的な向上に向けた経営改革を促進するた
めの税制，さらに，設備投資につながる制度・
規制面での環境整備に応じ必要となる税制とあ
りまして，その具体的な環境整備は別紙にござ
います。

これらの項目については，まさに今現在議論
中でございまして，地方税制におきましても，
国の法人税で対応されたものにつきましては，
法人住民税の法人税割，さらには法人事業税の
所得割で，それに準じた措置を講じていくこと
が予定になっているわけです。その他に今回，
経済産業省からは，固定資産税の償却資産に係
る抜本的な見直しという提案がございます。

それについて，幾つかお話をさせていただき
たいわけですが，資料29には，この日本再興戦
略に基づく税制措置に関する提言として，経団
連から提言が出ておりまして，その中でも，法
人税の減税及び資産については，地方税も整合
性を図ってほしいという要望をいただいている
わけです。残念ながら私どもはそう簡単にやる
わけにはいかないというご説明になるわけです。
私どもは，資料29は，要望を見もしないでお断
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りしているのではなくて，ちゃんと要望は咀嚼
した上でお断りをさせていただきたいな，と思
って，資料として付けさせていただいたという
ことと御理解いただければと思います。
資料30は，償却資産税収です。償却資産です

ので，投資に応じて税が相当大きく変化してい
るのではないかと思われている方も多いのでは
ないかと思うのですが，実際は，償却資産課税
はストックに対してかかっておりますので，１
兆６，０００億円から１兆７，０００億円と，安定した税
になっています。非常に貴重な税源になってい
ます。

その上で，資料31を見ていただきますと，償
却資産課税は個々の市町村にとって極めて大き
な税収になっています。

左側が，例えばダムのあるところですとか，
福島県の市町村があるように，原発があるとこ
ろにとって，極めて大きな税収になっています。
それから，右側にありますように，例えば７番
目の北九州市，三重県の四日市市，こういうと
ころは人口に比べて製造業が多くて，大きな税
収をここから生んでいるということです。

そういうこともありまして，資料32にありま
すように，償却資産課税については，地方６団
体から，堅持してほしいという要望があるわけ
です。
資料33は，資産税制の国際比較（償却資産関

係）です。よく経済産業省からご指摘を受けま
すのは，償却資産課税というのは国際的に見て
まれであると，日本独自の税であるかのごとく
ご説明されるのですが，償却資産課税というの
は実はアメリカから輸入した税で，固定資産税
というのは土地と家屋と償却資産にかかってい
るわけですが，土地というのは戦前の地租にあ
り，それから家屋は，家屋税というのが戦前か
らございましたが，償却資産は戦後，シャウプ
勧告でアメリカの税制を導入しろということで，
シャウプさんが導入するように勧めて，それで
日本で導入したもので，日本独自の課税ではな
くて，アメリカでは一般的な税です。

資料33を見ていただきますと，一番左にアメ
リカがありまして，５０州のうち３８州で機械設備
にかかっています。これも，アメリカでも機械
設備にかかる償却資産の見直しの動きがあるで
はないかというようなご指摘もあるのですが，
やっているところは，この間破産したデトロイ
ト市のあるミシガン州のようなところで，経済
的に日本企業もたくさん立地しているカリフォ
ルニア州にはそういう動きはありません。償却
資産課税の有無というのが企業立地に大きな影
響を与えているというのは，若干違うのではな
いかと，私どもは思っています。

もう１つ，法人税と固定資産税の償却の考え
方を合わせてほしいという議論があります。資
料34は，法人税と固定資産税の償却資産の考え
方の資料です。基本的には，法人税における減
価償却は，資産の取得価額をどういうふうに費
用に計上していくかという問題なのに対して，
固定資産税は，そのまま財産価値に着目して課
税しておりますので，効果も，いずれも発生す
るところが違いまして，これは第一次安倍内閣
のときに，平成１９年度に，法人の方で見直した
ときも，固定資産税の方は見直していないとい
う状況があることです。

いずれにしても，ただ，固定資産税の償却資
産でも，一定の公益性のあるものなどについて
特例は講じていることはありますので，もちろ
ん議論はさせていただきますけれども，基礎的
な税収ということについてぜひ誤解を正した上
で，ご議論をいただければと思っている次第で
す。

２．地方法人課税

２番目の議論は，資料35の平成２６年度税制改
正における地方税に関する主な減税要望につい
てです。先ほど申しましたように，消費税の増
税によりましても，全然財政の健全化は保証さ
れているわけでもなく，また，消費税の税収は
社会保障に使われるので，消費税を引き上げる
ことで減税余地が生まれるということはないの
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ですけれども，やはり減税の要望を多々いただ
いているわけです。
資料35にありますように，今年度税制改正で

も，法人所得課税の実効税率の引き下げ，自動
車取得税の廃止，それから固定資産税の償却資
産課税の抜本的見直し，ゴルフ場利用税の廃止，
このようなご要望を頂戴しているわけです。

しかし，資料36の地方税収と地方財政の財源
不足の状況にありますように，地方税収は３５．８
兆円，地方財政の４割に相当する財源不足が生
じています。消費税・地方消費税引き上げによ
る増収は４．２兆円，社会保障の充実もあります
ので，実際は３．３兆円ぐらいしか財政の健全化
には寄与しません。

そういった中で，具体的な代替財源のない地
方税の軽減というのは，やはり慎重に検討して
いきたいと思っています。

そういう観点で，資料37に，地方六団体から
の要望がございまして，いろいろなことについ
て，やはり，慎重に検討しろというご要望を頂
戴しているということをご紹介させていただい
ています。

その中で非常に大きな課題が資料38にありま
す税制抜本改革法に基づく法人実効税率の見直
しがあるのですが，それ以外に，地方法人特別
税・譲与税制度の見直しの問題がございます。

これは税制抜本改革法のところの第７条３号
に，法人課税の見直しのことと，５号で地方税
制について見直しの項目が入っているわけです
が，まず１つ，一番大きな課題は，資料39の地
方法人特別税・譲与税についてです。

現在，もともと法人事業税の所得割につきま
して，地方法人特別税・譲与税というのを設け
まして，富裕な県であるとされておりました東
京都その他から，その税収を納めていただいて，
各県に人口・従業者数という，地方消費税とほ
ぼ同じ割合で交付するという制度を取っていま
す。

これがもともとの法律を作ったときの経緯か
ら，税制の抜本的な改革において遍在性の小さ

い地方税体系の構築が行われるまでの間の措置
ということで行われているわけです。これにつ
いて，税制の抜本的な改革と併せて抜本的に見
直しをするということがいわれておりますので，
この取り扱いが今年は地方税制にとっては非常
に大きな問題の１つにもなっています。

基本的には，取り上げられている東京都や愛
知県は，「今回，消費税の引き上げも行われた
のだから，これは解消してほしい」というご要
望ですが，片や，地方の県におきましては，
「これは極めて重要な制度である。今回の地方
消費税の引き上げで，むしろ東京都や愛知県の
方が潤っているのだから，この制度は存続する
だけではなくて強化すべきである」というのが
真っ向から対立しておりまして，私ども大変に
その取り扱いには苦慮しているところです。
資料40にありますように，「地方法人課税の

在り方に関する検討会」というのを地方財政審
議会において検討させていただいているところ
でして，その富裕県と，それから貧乏県の間の
争いに苦慮しているところに乱入をされたのが
経団連でございます。
資料41を見ていただきますと，これは今年の

５月ぐらいに出た経団連のご要望なのですが，
地方法人課税の負担軽減といたしまして，ここ
の�１の２番目の「○」に，「地方法人特別税に
ついては，遅くとも消費税率の１０％への引き上
げ時までに確実に廃止すべく，平成２６年度税制
改正で成案。制度の創設経緯からして，本来で
あれば単純廃止が当然」ということで，これを
廃止することで法人実効税率の引き下げを実現
したらどうかというご提案を頂いています。

しかし，そのすぐ下に，「万が一，単純廃止
が困難である場合」というふうに書いてありま
すので，多分，経団連さんも，万が９，９９９は単
純廃止は無理なのだろうなと思っていただいて
いるのだと思いますが，いずれにしても，国税
に統一した上で，段階的に縮減というご提案を
頂いております。

それから，資料42は経済同友会から頂戴した
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提案です。地方法人特別税部分とか地方税部分
について，個人住民税の所得割とか固定資産税
の土地を引き上げて，１回下げて，最後は地方
消費税でもう１回下げてはどうかというご提案
も頂戴しております。

これも，私ども，ご提案を見もしないで反論
するということではなくて，ちゃんと勉強させ
ていただいているという証拠のようなもので出
させていただいているわけですが，やはり地方
消費税を引き上げて国民の皆さんの負担を広く
お願いしているときに，現実に今，住民税，固
定資産税（土地）というのを引き上げることが
可能かというと，これはなかなか厳しいものも
あるなと思っております。いずれにしても，法
人実効税率の問題と併せて，この辺も議論にな
っていく可能性がございますが，それはそれと
して，富裕県と貧乏県の問題は解決していきた
いと考えている次第です。

３．車体課税

資料43は，車体課税の見直しです。自動車取
得税，自動車重量税については，税制抜本改革
法の中で見直しということになっておりまして，
特に（イ）のところに，自動車取得税は，２段
階で引き下げ，消費税率１０％の時点で廃止する。
消費税率８％段階では，エコカー減税の拡充な
どグリーン化を強化するというふうに書いてい
ます。

その一方，消費税１０％段階で，自動車税にお
いて自動車取得税のグリーン化機能を踏まえつ
つ，一層のグリーン化の維持・強化及び安定的
な財源確保の観点から，環境性能等に応じた課
税を実施するとなっています。

その上で，安定的な財源を確保して地方財政
の影響に対する適切な補てん措置を講じるとい
うことになっておりますので，そういう枠組み
の中で検討することになっています。

よく新聞記事の中で，自動車取得税は消費税
との二重課税であるから廃止することが決まっ
たような記事が出ておりますが，二重課税だか

ら廃止するということは，どこにも政府の決定
にも，与党の決定にも出ておりませんで，もと
もとの法律の規定に「簡素化を図る」というの
がございまして，自動車に関しては，市町村は
軽自動車税，国は自動車重量税をかけておりま
すが，都道府県だけが自動車税と自動車取得税
の２つの税をかけているということもありまし
て，われわれとして，簡素化は必要であるとい
う観点から自動車取得税の廃止ということは提
言されたと思っていますけれども，その機能は
自動車税の方で維持をするというふうなことが
書いてありますので，どういうふうな機能，財
源を確保するという機能をどうするか，グリー
ン化をどうするのか，そういう点について与党
の議論をいただきたいと思っています。

そういう中で資料44は，地方にとって自動車
重量税・取得税，両方とも貴重な税源であると
いうことを書いています。
資料45は，地方六団体からの要望なのですけ

れども，廃止することだけを決めて，代替財源
が明記されていないのは遺憾であるといわれて
おりますので，われわれもちょっとどうしたら
いいか検討しているところです。

そして，資料46のとおり，そのために検討会
を作って議論させていただいているところです。
資料47は，自動車取得税の適用状況です。こ

れは何を申し上げたいかといいますと，現に今，
自動車取得税を廃止すると何が起こるかという
ことで，例えば一番上の輸入車，１，３２０万円と
書いてありますが，９km/L のものについては，
現時点で自動車取得税がほぼ６０万円かかってい
ます。これに対して上から４番目，３２km/L 走
る国産ハイブリッド車については，エコカー減
税によりまして，現在は１円も自動車取得税は
かかっていません。

これを，このまま消費税率引き上げのときに
廃止したら何が起こるかというと，輸入車 A
には６０万円の税廃止によるメリットが生じ，国
産ハイブリッドの方には全く生じないというこ
とで，今までやってきたエコカーを推進すると
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いうことについて逆行する制度になってしまう。
このことをどう考えるかということが，先ほど
のグリーン化の維持をどう考えるかという論点
ということです。

その上にまたもう１つややこしい論点があり
ま す の が資料48で，TPP の 際 に，「自 動 車
TOR」というのが決定されまして，３番にご
ざいますように，TPP 交渉と並行して自動車
貿易に関する交渉を行うことを決定した。対象
事項として透明性，流通，基準，環境対応車／
新技術搭載車，財政上のインセンティブと，こ
ういうふうに書いてありまして，その財政上の
インセンティブの中身は，一番下にございます
ように，税制の運営に関する政府の主権的な権
利を害することなく（中略）差別的な効果を与
えないことを確保するため，取り上げられると
いうことになっています。

これに関する交渉は，１回だけ行われたとい
うのが新聞に出ています。TPP と同じで，保
秘がかかっておりまして，内容についてはお話
しできないわけですけれども，こういった要素
も考えながら議論をさせていただかなくてはな
らないと思っています。

４．ゴルフ場利用税

最後にゴルフ場利用税の廃止というのが文部
科学省から要求されています。スポーツにかけ
るのはけしからんということですけれども，資
料50を見ていただきますと，多分ここにおられ
る方は東京におられる方が多いと思うのですが，
東京におられる方が，多分東京外の関東圏に
９００万回ゴルフに行っておられまして，それに
ついて，道路も使っておられますけれども，税
負担をしておられません。若い１８歳未満の方の
ゴルフは非課税になっています。それから，あ
まりビールも飲まれない７０歳以上の方のゴルフ
も，もう既に非課税になっておりますので，ぜ
ひブレザーを着て昼休みにビールを飲むような
方は，ビール１杯分の８００円ぐらいを置いてき
ていただくというつもりで，ぜひお払いいただ

けないかなというお願いをして，残りはちょっ
と説明を省略させていただきます。

以上です。

―――――――――――――――――――――

Ⅵ．個別税制の現状と課題につい
ての討論

（岩﨑） ありがとうございました。既に時間
をだいぶ経過しておりますので，論点を絞って
議論をしていただければと思います。まず谷口
様から，ご意見をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（谷口） 各論の方で，ポイントだけコメント
させていただきます。

１．法人税
（法人実効税率）

法人実効税率につきましてはいろいろとご説
明をしていただきましたが，われわれとしては，
戦っているアジアの諸国に比べて法人実効税率
が高いという認識です。ただ，いろいろ，先ほ
ど星野審議官からもお話がありましたように，
製造業を中心に投資減税をするという流れが出
て来ておりますが，われわれとしては国内だけ
の投資促進ではなくて，海外からの投資を呼び
込んで，国内の雇用拡大も図れるように，何と
か実効税率の問題は今後も議論していただきた
いということです。
（研究開発費）

研究開発費は，先ほども話がありましたけれ
ども，これから成長軌道に乗せていくという課
題に非常に大きな役割を負っていると思います。
特に，生産年齢人口つまり働き手が減っていく
中で，１人当たりの GDP を稼いで成長させて
いかなければいけない，その裏付けはやはり研
究開発を通じた生産性・付加価値向上なのでは
ないかと思っています。
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そういう意味では，研究開発にいろいろな手
当てをしていただいていますけれども，海外で
はさらにそれを上回っているという面もありま
すので，やはりこの面につきましても，今後検
討をぜひしていただきたい。

２．消費税
消費税については，足元の上げるか上げない

かの次に，さらにどうするのかという議論が多
分来ると思います。

それで，番号制度，この法律が成立いたしま
したので，逆進性対策も含めて，ベースを整え
ていくことで，いろいろとうまく使っていただ
きたいなと思っています。

情報の漏えい問題とか，いろいろリスクはあ
るのですけれども，これはこれでまたちゃんと
手当てするということで，まさに，先ほどの公
平性を裏付けるための番号制度の活用というこ
とを提言したいと思います。

３．所得税
所得税の所得再分配機能が，去年の最高税率

の引き上げぐらいではまだまだ足らないと思っ
ております。所得税について再分配機能なり，
徴収機能を，もう一段，高める必要があるだろ
うということです。

４．地方法人課税
地方税につきましては，税源の性格からいっ

て，地方法人二税というのは，応益原則の観点
からちょっと違うのではないかという意味です。

当然，税源が何かないと，単純にやめるわけ
にいかないというのはよくわかるわけですので，
やはり税源の入れ替えも含めて，この辺をきち
んと検討して，地方税にふさわしい税源という
ものを確保していくことが必要なのではないか
と思っています。

５．国際課税
それから国際課税については，今日の午前中

の増井先生のお話，それから先程の星野審議官
からのご説明にありますように，いろいろと進
み出しています。

これは，企業のファンダメンタルであります。
後から脱税だったとか，二重課税されるという
のはたまりませんので，ぜひ官民で議論してい
ただいた上で，OECD 等の場で，早めにコン
センサスを形成していただきたいと思っており
ます。

６．償却資産に係る固定資産税
それから，１点だけ，固定資産税の償却資産

課税の話を先ほど平嶋審議官がおっしゃってい
たのですが，やはり私どもとしては，償却資産
課税そのものが，やはり地方の応益関係のバラ
ンスでいうと，ちょっと合わないのではないか
という認識がございまして，やはりこれについ
ても，十分な議論をさせていただきたいという
ことです。

以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 続きまして，土居先生からご議論く
ださい。
―――――――――――――――――――――

（土居） 手短に申し上げます。

１．所得税
まず星野審議官に，所得税に関して質問させ

ていただきます。所得税は，先ほど谷口さんか
らお話がありましたけれど，所得再分配機能を
いかにこれからさらに発揮させるかというとこ
ろは重要なポイントになってくると思います。
特に社会保障にまつわる給付と負担の世代間格
差のことを考えますと，公的年金等控除が手厚
過ぎるのではないかという批判が経済学者から
は以前から言われております。この点について，
今後の公的年金等控除の改革の方向性はどうい
うふうにお考えであるかということについて，
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今お話しいただける範囲でお聞かせいただけれ
ばと思います。

特に，既にご承知のように，給与所得控除は，
民主党政権の中で改められまして，上限が設け
られました。上限以下の方は，特にそれで大き
く変更があるわけではなかったけれども，役員
報酬等々で控除などが減るということはありま
す。しかし，上限だけではなくて，全体として
控除の額自体を抑制するという方向も考えられ
るとは思うのですが，そのあたりの方向性につ
いて伺えればと思います。

２．償却資産に係る固定資産税
それから，平嶋審議官には２点ほどありまし

て，先ほど償却資産にかかる固定資産税につい
ては，かなりゼロ回答というようなお話であり
ました。ただやはり，課税するにしても，応益
課税だということをかなり地方自治体側が訴え
て，応益課税だからこそ償却資産に課税するの
だというような説明の仕方は，なかなか通らな
いのではないかと思うわけです。

Too big too fail 式というのでしょうか，税
収が多過ぎて，なかなか急には減らせないとい
うことなのか，しばらくの間はやむを得ないと
しても，償却資産に課税するぐらいならば，先
ほど平嶋審議官がお触れになったように，小規
模宅地，それから農地の優遇策を，固定資産税
に関しては縮小していくこととの対応で代替財
源という可能性というのは，今すぐは無理にし
ても，将来考えられるかどうかということをお
伺いしたいと思います。

３．地方法人課税
それから最後の１点は，地方法人特別税に関

して，最終的には利害が錯綜しているので，政
治決断を求めることになるとは思うのですけれ
ども，政治決断を下すということになったとし
ても，今いろいろ挙がっている論点で，これだ
けはさすがに欠かせない，配慮せざるを得ない，
そういうような論点として浮かび上がってきて

いるものが現時点であるとすれば，どのような
ものがあるかということをご紹介いただければ
幸いです。

以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。難しい論
点がいろいろ出ましたが，それぞれ審議官から，
今の段階でお答えできる範囲でお答えいただけ
ればと思います。まず星野審議官からお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

（星野） まず，谷口様からのご質問です。

１．法人税
（法人実効税率）

法人実効税率について，縷々こちらも述べさ
せていただきましたけれども，今後，この問題
についてはまだまだ議論が続いていくことだと
思っています。

繰り返しになりますけれども，１％下げるこ
とによって，国・地方で４，０００億円の財源がか
かるということについて，代替財源も含めて考
えていかなければいけないということと，法人
税に対するアプローチとして，一律の税率引き
下げがいいのか，ターゲットを絞った何らかの
法人の特別措置がいいのかということについて
も，今後さらに議論を深めていきたいと考えて
おります。
（研究開発税制）

研究開発税制についてご指摘がございました。
これは日本の制度自体もかなり思い切った制度
になっておりまして，最大限で法人税収の４割
をカットできるということになっておりまして，
この制度を利用することによって，実際の出来
上がりの法人税率，例えば国税ですと２５％の水
準から１５％ぐらいに水準が下がるということで
す。

海外もいろいろやっているという話ではござ
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いますけれども，つぶさに制度を比較すると，
対象が限定されていたりとか，例えば減価償却
費が含まれていないとか，日本の制度よりも若
干使い勝手が悪いようなこともいろいろありま
して，そういう意味では今の日本の制度は，か
なりのものだなとは思っています。

ただ，研究開発については，いずれにしても，
企業の足腰を強化するという意味では非常に重
要ですので，今回，この秋の法人税の検討に当
たっても，研究開発税制については議論の俎上
に載っておりますので，今後とも研究開発税制
について検討していきたいと考えております。

２．消費税
それから，消費税の関係で，番号制度を使っ

て逆進性対策ということです。番号制度につい
ては，ご案内のとおり，法律が成立して，導入
が図られるということになりました。先ほど資
料の中でもちょっと見ていただきましたけれど
も，対策としては，当面は簡素な給付措置を行
っていくということになっているわけですけれ
ども，番号制度が実施された暁には，給付措置
についてもう少しきめ細かい制度にするのか，
はたまた軽減税率をやっていくのかといったよ
うなことについて，さらに議論をしていかなけ
ればいけないと思っています。

いずれにしても，番号制度を活用して，税制
をきめ細かく行っていく。それから，社会保障
制度も含めて，給付と負担の在り方をもう少し
きめ細かく見た制度設計をやっていかなければ
いけないということで，番号制度の活用につい
ては今後とも検討していきたいと考えておりま
す。

３．所得税
それから，所得再分配機能の話でご指摘がご

ざいました。所得税については，実は今日お配
りした資料の中で，資料42，資料43にあります。
資料43を見ていただくと，個人所得課税の実

効税率の国際比較という表を載せたのですけれ

ども，これを見てわかっていただけるかと思う
のですが，日本は低所得者，要するに１，０００万
円からもうちょっとのところまでの負担の率が，
諸外国に比べてものすごく低いということにな
っています。

所得再分配機能の強化といったときに，非常
に難しいのは，実は日本はものすごく税率が寝
ていて，相対的に低い所得の人があまり所得税
を負担していないという構造になっている中で，
国際水準も見ながら，どのように所得税の課税
強化をしていくかという問題がございます。

これは，今後消費税をどうしていくかという
ことも絡むわけですけれども，担税力なり，社
会保障の負担も含めて，総合的に考えていく必
要があって，所得再分配機能を高めるという話
と，結構，中低所得者に効くような税制改正を
やっていかないと，構造論としてはなかなか難
しいものがあるのだということをご理解いただ
ければと思います。今後とも所得税については
引き続き議論をしていかなければいけないと思
っています。

４．国際課税
国際課税については，官民での議論，早めの

コンセンサス形成をというご意見でしたが，私
どもも国際課税については，なるべく議論を明
らかにして，民間の意見もなるべく取り入れて，
いろいろな議論に臨んでいきたいと考えていま
す。

５．所得税
それから，土居先生からは所得税の関係で，

公的年金等控除についての改革の方向性という
ことで，ご質問がございました。

この問題については，先般出ました国民会議
の議論の中でも，年金制度の改革に伴って，例
えば高所得者の年金給付の在り方と並んで，公
的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直
しを進めなさいといったような提言がなされて
おりますので，ある程度高い方の所得について
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公的年金等控除をどうするかという点について
は，土居先生もご指摘されているとおり，給与
所得控除との関係，上の方のキャップを設ける
といったような話も含めて，やはり制度のある
程度の統一性を図っていく必要があろうかと思
っています。

全体として控除の抑制をどうするかというこ
とについては，これはなかなか今の時点で，ど
のようにやっていくかということについては，
なかなかお答えしにくい面もありますけれども，
ただ，公的年金等控除については，今申し上げ
た国民会議でも指摘がなされているところです
ので，課題としていろいろと検討していきたい
と思っています。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） それでは，平嶋審議官，お願い申し
上げます。
―――――――――――――――――――――

１．地方法人課税
（平嶋） 私の方は，法人課税と償却資産のお

話を頂いたと思っております。この２つは関係
をしておりまして，地方法人二税の引き下げで，
実効税率を引き下げてほしいという議論の一方
で，先ほど法人擬制説の立場から，やはり法人
所得課税というのは，地方課税には向かないの
ではないかというご議論も頂いています。

そうしますと，では法人は地方の行政サービ
スから受益を受けていないのかといわれれば，
法人の営業活動・生産活動で道路も使うし，事
故が起きることもありますし，救急が行くこと
もあるということで，一定の負担はしていただ
かなければいけない。

そのときに，外形的な標準でかけていくとい
うのが１つの方法でございまして，私どもとし
ては，実際に外形標準課税は地域の遍在性も是
正することが私どもの調査でわかってまいりま
したので，できましたら外形標準課税を拡大し
ていきたいという気持ちはございます。

ただ，これに関しては，１億円以上の大企業
の中でも議論が分かれておりますし，ましてや，
赤字法人の多い１億円以下の中小企業に関して
は，外形標準課税の導入に極めて消極的なご意
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見を頂戴しているということで，極めて難しい
問題と思っています。

２．償却資産に係る固定資産税
その中で，一種のこの償却資産に対する固定

資産税というのも，法人の外形課税の１つと見
ることも可能なわけで，全体として法人が地方
に対してどういうふうな負担をするのかという
議論が，やはり必要なのかなと率直に思ってい
ます。

固定資産税の償却資産に関して，動くもの，
機械装置を念頭におっしゃる方が多いのですが，
先ほど申しましたように，例えばダムですとか，
それから電気会社の送電用の鉄塔とか，こうい
ったものも実は償却資産ということで課税をさ
せていただいているわけで，家屋にも課税して
いることの関係も考えていただいたり，やはり
資産としての価値を考えていただいたりすると，
そうそう不公平ということでもないのかなと思
っています。

特に，例えば１億円の償却資産を購入されて，
例えば５年で償却するというものになります
と，５年目，６年目になりますと，もう５％に
なってしまいますので，１億円の資産に６年

後，７年後にかかっているのは，元が５００万円
の 残 価 し か な い の で，実 の こ と を 言 え
ば，１．４％掛けて７万円ですか，それだけがか
かっているということになるわけですので，そ
んなにものすごく重たい税ではないと思ってい
ますが，いずれにしても，いろいろなご意見を
いただいていることは，よく勉強させていただ
いて，議論させていただきたいと思っています。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。

おわりに

（岩﨑） 大変ホットな議論を展開していただ
きました。本日予定していた終了時間を大変
オーバーしてしまいましたが，今後，年度末に
かけて政治的にはますます議論はヒートしてい
くと思いますので，その際の検討の基礎を提供
できたのではないかと思っております。

本日はご清聴ありがとうございました。これ
で本日の討論を終了させていただきます。どう
もありがとうございました。
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はじめに

ヒューマン・キャピタルの捉え方
初めに，この報告の概略を述べます。本日の

報告では，消費課税におけるヒューマン・キャ
ピタルを形成し向上するための経済活動に対す
る適正な課税を検討します。その中では，ヒ
ューマン・キャピタルの形成や実現への租税優
遇措置のあり方にも触れたいと思います。また，
報告の前提として，消費税の位置付けを確認す
る作業も行います。消費税は，個人消費に対す
る課税であること，言い換えれば，企業活動に
対する課税ではないことを，制度の検討から明
確にし，その上で，ヒューマン・キャピタルに
対する課税の問題を考えていきます。この報告
では，人の所得獲得能力をヒューマン・キャピ
タルと呼び，これを一種の資産と考えます。

資産については，昨年のこの租税研究大会で，
所得課税の中で，ヒューマン・キャピタルを資
産として把握し，キャピタル・ゲイン課税が行

われる可能性について報告しました１。その中
で，資産には，将来利益の見込み（その資産が
将来生み出すと予測される利益の現在価値評
価）と，その資産に投じられたコスト（歴史的
原価）との２つの側面を持っていることを述べ
ました。もちろん，資産を取得するときには，
市場において独立当事者が取引をするわけです
から，この２つの数値，つまり将来収益の見込
みとその時に投下したコスト（原価）は，一致

―――――――――――――――
１ 岡村忠生「人と資産－キャピタル・ゲイン課税の可能性－」日本租税研究協会『税制抜本改革と国際課税等の潮

流』（２０１２年）４頁。

報告 ９月１１日�・午前

消費課税とヒューマン・キャピタル

京都大学大学院法学研究科教授

岡村 忠生
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しているわけです。しかしながら，時の経過に
従って将来利益の見込みは変化しますので，歴
史的原価と時価とは乖離することになります。
この差額が，キャピタル・ゲイン／ロスになる
わけです。ヒューマン・キャピタルについても，
人の将来利益の現在価値は日々変動していきま
すので，キャピタル・ゲイン課税の可能性が理
解していただけるでしょう。

もっとも，このような見方とは異なり，ヒ
ューマン・キャピタルとは，人が生まれながら
にして有するものであり，教育や研修といった
誕生後の改善は，もう既に生まれたときに織り
込み済みであるという考え方もあります。たと
えば，高名な税財政の研究者である Louis
Kaplow は，そのように考えていると思います２。

しかし，この報告では，そのような決定論で
はなく，人が生まれた後に，費用を費やし努力
をして，ヒューマン・キャピタル（所得獲得能
力）を向上させていくと考えることにします。
そして，３つのフェーズ，すなわち，形成（教
育，研修），実現（生産活動，所得獲得），移転
や喪失の３つの段階を考えていきます。

昨年は，個人ひとりひとりが自らの能力を錬
磨し，向上させるための支出は，資産化という
方向で所得課税に反映させるべきではないかと
お話ししました。最近改正のあった特定支出控
除にも触れ，専門職に就くための支出を考える
と，その資格を得る前に支出が行われ，専門職
の資格を取った後にそれが実現していくので，
費用収益の時間的対応から，資産という概念が
必要ではないかと申し上げました。

消費課税の影響
消費課税におけるヒューマン・キャピタルの

扱いについては，４つの問題があります。
第１は，ヒューマン・キャピタルの形成のた

めの支出をする＜主体＞の問題です。これは，
先に挙げた３つのフェーズのうちの形成段階に
関する問題です。所得税では，給与所得者であ
っても，限られた範囲ですが，自己研鑽などの
ための支出を特定支出控除として控除する道が
開かれています（所法５７条の２）。これに対し
て，消費税では，給与所得者によるこのような
支出は，事業者において課税の対象とされ，給
与所得者において税額控除することはできませ
ん。しかし他方で，企業が被用者のために支出
する研修費などは，課税仕入れとなり，課税売
上げに対応して，その全部または一部を税額控
除することができます。

企業の支出する研修費用などについては，所
得税と法人税では，少なくとも理論的には，資
産計上の要否が問題となります。将来の収益に
結び付くようなヒューマン・キャピタルの形成
費用は，将来の収益に対応して控除しなければ
ならないはずだからです。これに対して，現在
の消費税は，課税ベースをキャッシュ・フロー
で算定するので，資産計上のようなことは必要
ありません。そうすると，企業にとっては，消
費税における処理の方がやりやすいだろうと思
われます。

このように見ると，消費税は，ヒューマン・
キャピタル形成のための支出をする主体に関し
て，給与所得者を雇用者よりも不利に扱ってい
ると思われます。もちろん，この議論の背景に
は，自分のための教育や研修といったものが消
費に当たるのか否か，という問題があります。
この消費とは何かという問題は，後に議論をし
ます。

第２は，実現における＜身分＞の問題です。
これは，先に挙げた３つのフェーズのうちの実
現（ヒューマン・キャピタルに基づく所得獲
得）の段階に関する問題です。人的役務提供に

―――――――――――――――
２ Louis Kaplow，Human Capital under an Ideal Income Tax，８０Va．L．Rev．１４７７（１９９４）．
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関して，消費税では，雇用のための費用，つま
り支払賃金や給与といったものは，仕入税額控
除の対象とならないことになっています。それ
がなぜかは，はっきりしません。しかし，どこ
の国でもそうなっています。これに対して，請
負のような外注費用になると，仕入税額控除の
対象になります。そのため，これはよく言われ
ることですが，アウトソーシングというのでし
ょうか，自らの被用者を辞めさせて外注に切り
替えると節税になるわけです。また，機械を買
う費用は税額控除できるけれど，人を雇う費用
は税額控除できないので，人を減らして機械化
をすれば節税になります。そうすると，この限
りでは，雇用に対してバイアスがあることにな
ります。正社員としてきちんと人を雇うことに
対して，消費税にはバイアスがあるのではない
かという問題がかねてより指摘されてきている
わけです。

この問題の背景には，消費税が，課税事業者
になることができる人と，そうなれない人（消
費者，給与所得者），この２つを身分として区
別をしていることが指摘できます。この点につ
いても，後ほど検討を進めていきます。

第３は，形成と実現の＜時間差＞です。これ
ら２つのフェーズのギャップから来る問題，課
税時期の問題になります。身分の問題にも関係
がありますが，消費税が資産という概念を持た
ず，実質的にはキャッシュ・フローによって課
税を行っていることから，給与所得者や消費者
であるときに支出したヒューマン・キャピタル
の形成費用を，課税事業者となってから控除す
ることができないという問題があるわけです。
たとえば，専門職である弁護士や公認会計士，
税理士になるための支出に伴う消費税額は，そ
うした資格を取得して獲得した収益に対応する
消費税額から税額控除することができません。
自己研修費用は，資格取得後であれば仕入税額
控除の対象になりますが，取得前の支出は控除
できないわけです。

しかし，なぜそうなのかは，自明ではありま

せん。どこの国の多段階付加価値税（消費税，
VAT（Value Added Tax），GST（Goods and
Services Tax））も，キャッシュ・フローまた
は譲渡の時点で課税をし，資産という概念を持
っていません。しかし，ここには検討の余地が
あります。実際，外国ではそういった検討がさ
れている例があります。たとえば，住宅や耐久
消費財に見られるように，支出の時点と消費が
行われる時点が異なる，消費がずっと長期間に
わたるものがあります。こうしたものの扱いに
ついての検討の例を，後ほど紹介します。

第４は，ヒューマン・キャピタルの移転の問
題です。たとえば，消費税法上，事業譲渡は課
税売上げになりますが，事業譲渡に際してのれ
んが計上されることがあります。のれんとは，
事業譲渡の対価のうち，個々の資産時価の合計
額を超える金額をいいます。その内容は，ブラ
ンドやノウハウのような無形資産がまず考えら
れますが，さらに，被用者の人的組織，訓練を
受けたチームといったものも存在します。人的
組織をそのまま買い取りたいから，事業譲渡と
いう方法を取る場合がしばしば見られます。こ
のときは課税売上げの中にヒューマン・キャピ
タルを譲渡する対価が含まれることになります。
このようなヒューマン・キャピタルの形成には，
当然，その人達を雇い続けるための給与の支払
いが必要であったわけですが，それは課税仕入
れの対象には含まれていません。そうすると，
課税仕入れにならないけれども，事業譲渡での
れんとして認識され，課税売上げになって課税
が及ぶ，ということが起こるわけです。

以上のように見て来ると，消費税は，ヒュー
マン・キャピタル（人の所得獲得能力）を不利
に扱うバイアスがあると思われます。

適正課税，租税優遇
このバイアスを是正する方法として取りあえ

ず思い付くのは，非課税（免税），ゼロ税率，
軽減税率といった手法になります。しかし，こ
れらによって，バイアスを解消できるかどうか
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といわれると，無理ではないかと思います。む
しろ，ヒューマン・キャピタルを形成するため
の支出については，仕入税額控除の時期を繰り
延べる，課税売上げに応じて遅らせるという制
度を検討すべきであると思います。これは，所
得課税における資産，すなわち，支出があって
もまだ控除できない数値に相当するものです。
消費税の世界にも，一種の資産を導入すること
になります。たとえば，弁護士になるための教
育支出に係る消費税額を，支出時には資産のよ
うに認識し，弁護士になってからの収益にかか
る消費税額から控除することになります。これ
は，素直な思い付きではないかと思います。

それからもう１つ，本日の報告では，十分な
検討はできませんが，租税優遇（優遇措置）を
どう考えていくかということも，消費税シフト
の中では検討されるべきだろうと思います。こ
れまでは，主に法人税において租税特別措置を
与え，国の経済施策を実現してきたわけですが，
今後，税源として消費税が重みを増し，法人税
が後退していきますと，当然，法人税に関する
租税特別措置の効き目は弱くなっていくわけで
す。そうすると，消費税における租税特別措置
といったものとして考えなければならないと思
います。

前置きが随分長くなりましたが，以上が序論
です。

１ 消費課税と人的役務

１―１ 個人消費への課税

小売売上税から多段階付加価値税へ
まず，消費税課税とは何かを，確認したいと

思います。問題は，消費とは何かということに
なりますが，消費の概念を正面からきちんと説
明することは，容易ではありません。もちろん，
消費は，サイモンズなどが提唱した包括的所得
概念における所得＝消費＋貯蓄という恒等式か
ら，所得－貯蓄として導けるはずです。しかし，

そのような引き算ではなく，積極的に個人消費
を定義することは，非常に難しいと思います。

制度の仕組みに目を向けましょう。消費課税
は，日本を含む多くの国で，現在，多段階付加
価値税として実施されていますが，歴史的には，
小売売上税や蔵出し税が進化したものと考えら
れます。このときには，消費とは何かというこ
とを特に定義する必要はありませんでした。消
費に対する課税という性質も，制度としては前
面には出ていなかったといえるでしょう。

しかし，たとえば，自動車の販売を考えると，
全く同じ車種が，自家用車として購入されるこ
とも事業用に購入されることもあります。鉛筆
などの文房具もそうでしょう。小売売上税の課
税対象となる資産を事業者が取得し，事業のた
めに使ったとすると，消費者に対する課税では
なく，事業者に対する課税になります。その税
負担が消費者に転嫁されるのであれば，消費者
は，累積した税を負担することになります。い
ずれにしても，事業者が取得する資産に小売売
上税が課されると，そうでない場合に比べて税
負担が重くなり，税の中立性や公平な競争が損
なわれます。

そうならないようにするには，事業を統合し
て課税を受ける機会を減らすことや，事業者へ
の販売には小売売上税を課さないことが考えら
れます。しかし，前者は，税負担のために法人
の合併などをすることとなり，経済活動を歪曲
します。また，そもそも事業者間の取引をなく
すことはできません。後者についても，売主に
とって，相手が消費者なのか事業者なのか，最
近の言葉を使えば，B２C（Business to Con-
sumer）か B２B（Business to Business）かを
判断することは難しく，また，Mirrlees Re-
view でも指摘されていますが，その区別をす
るインセンティブを持っていないと思われます。

そこで，VAT のような多段階付加価値税が
入ってきたわけです。多段階付加価値税は，相
手が事業者なのか消費者なのか，取引が B２B
なのか B２C なのかを区別せず，全て売上げに
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課税をしてしまうという仕組みを取ります。た
だし，課税をしたという事実をインボイスによ
って相手に伝達し，相手が事業者であれば，そ
の税額の税額控除を認める，すなわち，前段階
控除（日本の消費税での仕入税額控除に相当）
を行うシステムになっています。VAT を課税
したことを証明する書類として，インボイスが
用いられてきているわけです。最初の多段階付
加価値税は，フランスで１９５４年に導入され，著
しい勢いで世界各国に広まりました。最も成功
した租税だと思われます。

VAT は，小売売上税であれば消費者への販
売の段階で課していた税を，消費者に至る全て
の段階の取引に対して課すものであり，小売売
上税を事業者の間で分割したものです。VAT
において，事業者間取引では，インボイスのや
り取りによる牽制が作用します。すなわち，買
主は，前段階で課税が行われたことを示すイン
ボイスがないと前段階控除ができないこととさ
れていますので，買主は売主に対して，インボ
イスの交付を求めます。インボイスを交付する
ために，売主は VAT をきちんと納付すること
になります。事業者間でのこの牽制が働くので，
制度としてうまくいくとされているのです。も
ちろん，インボイス，特に伝統的なペーパー・
インボイスについては，いろいろな不正はある
のですが，インボイスの不正発行をしても，そ
こで脱税できるのは一段階だけですので，その
被害は小売売上税よりも少ないという利点があ
ります。

VAT が小売売上税を多段階化したものであ
ることは，重要です。小売売上税が商品の購入
という個人消費を対象にした租税であったよう
に，VAT も個人消費を対象とした租税です。
企業に負担を求める租税ではありません。多段
階付加価値税が消費者に対する租税であること

を，しっかり確認しておきたいと思います。

課税売上げと仕入税額控除のチェーン
資料２ページ中ほどに，ノーベル賞学者の

JamesMirrlees 氏らが著した「The MirrleesRe-
view」から，税率２０％の VAT における供給段
階の＜チェーン＞という図を出しておきまし
た３。この種の図はどこにでもあり，特に
Mirrlees Review にしかないといったものでは
ありません。多段階付加価値税の仕組みが，よ
く分かると思います。FirmA が対価１００で商品
を Firm B に販売します。VAT が２０発生しま
す。Firm A には，課税仕入れはありません。
Firm B は，それを対価３００で次の Firm C に販
売します。このときの VAT は６０です。そして，
Firm C は，対価５００で消費者に販売します。
VAT は１００です。

この図は，私たちにとっては，下半分の
「Analysis of firms」というところから見た方
が分かりやすいでしょう。左の列に，２０，６０，
１００の金額が見えます。次の中央の列には，そ
れぞれの事業者がどれだけの仕入税額控除を請
求するがあります。それは，前段階で課された
税額ですね。そこで，それぞれの事業者が支払
うべき VAT は，一番右側の２０，４０，４０になる
というわけです。

興味深いのは，上半分にある「Analysis of
transactions」です。最初の Firm A から Firm
B への譲渡では，Firm A に２０の VAT が課さ
れるけれども，Firm B がこれを税額控除する
ので，この第１の段階では，課税は結局なくな
っていることが示されています。Firm B から
Firm C への譲渡についても，同じように，
Firm B には６０が課されるけれども，それは
Firm C で税額控除されるので，ここでも課税
はありません。つまり，B２B（事業者間）取

―――――――――――――――
３ James Mirrlees，et al．，Tax by Design : the Mirrlees Review，（Oxford University Press，２０１１）at１６９．
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引では税負担を生じさせないということです。
課税が発生するのは，最後の消費者に譲渡をし
た段階であって，消費者が VAT の税額控除を
請求できないことによって，この課税が発生し
ている，こういう説明をしているわけです。

この関係が VAT のチェーンと呼ばれるもの
です。このチェーンをきちんとつないでいくと
いうことが，VAT のような多段階付加価値税
を，小売売上税と同じものにすることになりま
す。ただ，その納税を事業者間で分割して行う
ことになるわけです。

このことは，日本の消費税でも同じであると
思われますし，また，同じであるべきだと考え
られます。消費税は，ご承知のように，個別物
品税を統合して設けられたものです。その創設
を定めた１９８８年（昭和６３年）制定の税制改革法
の第１０条には，「消費に広く薄く負担を求める
消費税を創設する。」と規定されています。消
費税は，VAT をモデルにしています。インボ
イスが導入されていないといった不完全さはあ
りますし，この後述べる転嫁の問題はあります。
しかし，法的な制度として見たときは，現行消
費税が個人消費以外のもの，たとえば，一定の
事業活動の指標（支払利子＋支払賃金といった
もの）に対する事業者への課税と捉えることは，
全くの誤りです。

消費税の解釈論や立法論は，課税売上げと仕
入税額控除のチェーンをきちんと確保する方向
を目指すべきです。つまり，前段階の人が課税
を受けているから，その分をその次の段階の人
は税額控除できる，この連関を確立する，この
チェーンを確保すべきであると思います。この
ことによって初めて，消費税は消費に対する税
として成立し得るわけです。消費税が個人消費
に対する租税であることを，本日のお話の大前
提としたいと思います。

課税ベースの拡大
消費税がこのように個人消費を広く包摂する

課税である，あるいは，そうなるべきだとする

と，現在の課税ベースが十分なものかどうかが
問われることになります。VAT においても，
課税ベースの拡大の議論が行われています。

今申しました歴史的な経緯，すなわち，小売
売上税というものを多段階化して，VAT を作
ったというこの経緯から，直感的には，小売売
上税になじむようなものがまず課税の対象とし
て浮かび上がります。消費者が購入する消費財
がまず対象になるわけです。しかし，課税を多
段階化する中で，小売売上税では B２B（事業
者間）取引には課税を考えなかったのですが，
VAT では B２B 取引にも課税が及ぶので，消
費財ではないようなものについても課税の網が
かぶせられ，しかし同時にそれは税額控除の対
象ともされてきた，という経緯があるわけです。

そうすると，多段階付加価値税では，消費財，
物品だけではなくて，役務，サービスも，課税
の対象になってきます。現在，日本を含むさま
ざまな国で，課税の対象から除外されているも
のとしては，利子などの金融取引，支払給与，
医療費，教育費といったものが存在しています。
問題は，なぜそうなのかという理由が必ずしも
明らかではない，理論的には説明しにくいこと
です。

個人所得税では，理念として包括的所得概念
があり，ただ執行上の便宜から，実現主義によ
り含み損益は課税の対象にしない，帰属所得に
も課税をしない，ということになっています。
所得課税におけるこのような課税の制限は，包
括的所得概念からは正当化できるものではあり
ません。これに対して，消費税における消費の
概念というものは，先ほども申しましたことか
ら，議論の余地がまだ残されているように思い
ます。たとえば，今申しました Mirrlees Re-
view もそうですし，それから英国でもっと古
い総合的な研究として１９７８年のミード報告書が
ありますけれども，ここでも金融や保険サービ
スといったものに対する課税が具体的に検討さ
れています４。

これらの検討で常に意識されてきた問題は，
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課税対象に入らなかったとき（非課税）の効果
がどう出るかということです。「非課税」とは，
一定の課税物件を課税の対象としないことだと
講学上説明されています。消費税では，「非課
税」とか「不課税」とか「免税」とか，いろい
ろとややこしい言葉が出てきまして，このよう
なものを授業で説明する必要があるのか，疑問
に思っているのですけれども，とにかく講学上
の非課税，要するに課税の対象外にするという
ことが起こってくると，先ほど申した課税のチ
ェーンがつながらなくなります。

Mirrlees Review は，このチェーンが切れる
ことを強く懸念し，非課税は VAT のロジック
にとって anathema（のろい）であり，cancer
（癌）であると述べています５。後者は，フラ
ンスで１９５４年に導入された VAT（Taxe sur la
Valeur Ajoutée，TVA）の 法 案 を 作 っ た
Maurice Laureé（VAT の父）の言葉です。
Mirrlees Review は，できる限りこのチェーン
をつないでいく方向，金融・保険サービスなど
も VAT の対象にする方向を検討しています。

注意すべきことは，こうしたものを対象にす
ることは，B２B 取引を VAT の負担の外に置
くという意味を持つことです。逆に，（講学上
の意味での）非課税を設けることは，実質的に
企業に VAT を負担させることになりかねませ
ん。どういうことかと申しますと，たとえば金
融サービスを行うためにも，さまざまな仕入れ
が必要ですが，その仕入れが非課税である金融
サービスに対応していると，その部分の仕入税
額控除ができなくなります。そうすると，前段
階の VAT は，実質的にはその金融機関が負担
するか，次の段階に転嫁されることになります。
次の段階は事業者かもしれませんが，やはり仕

入税額控除はできませんので，税の累積が生じ
ます。消費税における非課税は，決して実質的
な税負担がないという意味ではない，としばし
ばいわれています。取引段階に非課税が挿入さ
れてチェーンが切れてしまうと，税負担がどう
なるかということについての制度的な説明がで
きなくなるのです。

１―２ 直接課税と間接課税

１―２―１ 消費課税と転嫁
いま，転嫁や実質的な意味での税負担という

ことを申しましたが，転嫁という言葉について，
その意味をはっきりさせたいと思います。資料
３ページの図は，やはりノーベル賞学者の
Joseph E．Stiglitz が著した教科書から取ったも
のです６。同じ図は，他の多くの教科書にもあ
り，ご存じの方も多いと思います。

どういうことを表しているかというと，供給
曲線が左下から右上の方に引かれ，需要曲線が
左上から右下に引かれており，最初，税のない
世界で，E０というところで需要と供給の均衡が
ありました。ここで，税が課されます。税は左
側の幅として表されています。税がこの幅で課
されると，売上高が減ります。値段が上がるの
で，課税前と同じ量は売れなくなるわけです。
生産者の利益は減少するでしょう。したがって，
税を導入したことによる不利益を誰が被るかと
いうと，消費者も被るし，生産者も被ることが
分かります。どちらがどれだけ被るかは，需
要・供給の関係に依拠することも分かります。
つまり，需要曲線と供給曲線の角度，どれだけ
水平または垂直に近いかによって，税の負担の
割合が決まる，これは経済学では初歩的な議論
です。

―――――――――――――――
４ Meade, J., The Structure and Reform of Direct Taxation : Report of a Committee Chaired by Professor J.E.Me-
ade for the Institute for Fiscal Studies, at 259―260（London : George Allen & Unwin, 1978）, available at http : //www.
ifs.org.uk/publications/3433．
５ Mirrlees，supra note ３，at１７５―１７６．
６ J．E．スティグリッツ著，藪下史郎訳『公共経済学〈下〉』（東洋経済新報社，１９９６年）３８３頁。
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これをもって消費税は，全部を消費者に転嫁
することができないといった議論が行われてい
るわけですが，これは当たり前のことです。あ
る税を課せば，その分だけその商品の値段は上
がるので，売れ行きは落ちます。そこで，生産
者としては一番売れるポイントを求めていくと，
新たな均衡点は，少し値段を下げたところにな
るだろうというわけです。

問題は，法律学の議論として，このような税
の転嫁による事実上の負担を，どこまで考える
べきかになると思います。転嫁の問題は，個人
所得税や賃金税などでも起こります。所得税や
賃金税を徴収したときにも，やはり消費者の購
買能力が落ちますから，生産者は，最大の利潤
を得ようとすると価格を下げざるを得ません。
しかし，消費者に課された所得税を事業者が負
担しているといった議論は，所得税の解釈論や
立法論ではやらないと思います。もっと言うと，
世帯主に対して所得税を課すと，世帯主だけが
貧しくなるのではなく，効果はその家族みんな
に波及すると思います。たとえば，一家の今夜
のおかずの内容が悪くなるとか，そういうこと
で，実質的な転嫁というのは起こっているわけ
です。けれども，そういうことまでは法律学の
議論としてはしていないと思います。刑罰であ
っても，その刑罰を科された本人だけでなく，
家族などの周りの人々にさまざまな不利益を与
えるわけですが，しかし，この人を刑務所に入
れると家族がかわいそうだから執行猶予にする
とか，そういうことはあまり考えないわけです。
ですから，法律的な議論，制度論としては，転
嫁の問題はあるところで遮蔽してしまわないと，
議論が進まないだろうと思います。これは，法

人税の議論でもそうです。
消費税は，個人消費に対する税として設計さ

れており，そのようなものとして施行されるべ
きですから，転嫁の議論は考慮の枠外に置くと
いうことで，議論を進めたいと思います。

１―２―２ 消費への直接課税（Personal Expen-
diture Tax，PET）

所得税における消費への課税
次に，消費への直接課税について考えたいと

思います。Personal Expenditure Tax（PET）
と呼ばれているものです。基本的には，包括的
所得概念から消費を捉える（消費＝所得－貯
蓄）ことになります。

日本では，消費に対する税は間接税だという
固定観念があるのですが，アメリカやイギリス
では，直接税として消費課税がしばしば議論の
対象とされてきました。有名なものとしては，
Nicholas Kaldor という人が『総合消費税』と
いう著述の中で検討をした税制があります７。
ごく短期間，インドとスリランカで実施された
といわれています。前述の Meade 報告書も検
討をしていますし８，William Andrews という
ハーバード大学の教授も，キャッシュ・フロー
型個人消費税というものを提唱しています９。
また，USA（Unlimited Savings Allowance）
Tax という税制もアメリカでは提案されてい
ます１０。

さらに，この後に述べる２段階消費課税とい
うものも提案されています。The Flat Tax１１や
X―Tax１２がそれです。企業段階では比例税率の
キャッシュ・フロー税を課しますが，VAT と
は異なり，賃金や支払給与については控除を認

―――――――――――――――
７ ニコラス・カレドア著，時子山常三郎監訳『総合消費税』（東洋経済新報社，１９６３年）。
８ Meade，supra note ４，at１５０―２１５．
９ William D．Andrews，A Consumption―Type or Cash Flow Personal Income Tax，８７Harv．L．Rev．１１１３（１９７４）．
１０ Paul H．O’Neill & Robert A．Lutz，Unlimited Savings Allowance（USA）Tax System，６６Tax Notes１４８５（１９９５）．
１１ Robert E．Hall & Alvin Rabushka，The Flat Tax（２d ed．，Hoover Institutional Press１９９５）．
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めます。その代わり，給与等を受け取った被用
者に対して賃金税を課します。この賃金税では，
基礎控除を与えたり，累進税率を適用したりす
るということができるという税です。

消費の概念
さて，消費の概念がいろいろと問題になると

申しましたが，直接税においては，消費とは何
かということが正面から問われることになりま
す。たとえば，教育は消費かという問題がある
わけです。教育が教育を受ける人だけに便益を
与えているのかというと，これはそうではない
だろう，さまざまな外部経済，いわゆるスピル
オーバーの現象，つまり，その人もよくなるけ
れども，教育を受けることによってその周りも
よくなるといったことがあるのだろうと思いま
す。アメリカではクリントン政権下で，高等教
育のための支出に対する税額控除や所得控除の
制度が拡充されましたが１３，租税優遇措置とし
て捉えられ，その効果の点から批判がありま
す１４。消費と消費でないものを区別する非常に
難しいと思います。

なお，先ほど，仕入税額控除が認められる課
税事業者たる身分ということを申し上げました
が，よく考えると，事業者であっても，個人で
あれば消費をするので，消費者としての顔，側
面を必ず持っています。つまり，税額控除が認
められる課税事業者という身分を決めても，消
費とは何かの問題は残るということです。課税
事業者が物品やサービスを購入したとき，それ
が事業のために使われるのか，個人消費なのか

を，切り分けなければならないのです。
消費の範囲について，消費税は，所得税での

切り分けを借用しています。所得税の世界では
消費という言葉は使わず，家事費といいますが，
この家事費の範囲（所法４５条）を，消費税基本
通達は利用しているのです（消基通１１―１―
１，１１―１―４，１１―１―５）。

たとえば，最近の有名な事件で，日本弁護士
会副会長の立候補費用の必要経費控除を認めた
東京高裁判決があります１５。この事件の課税庁
の主張を見ると，「これと連動して」（資料１２
ページ右側下線部）と書かれています。要する
に，所得税で必要経費になれば消費税で仕入税
額控除になるし，所得税で必要経費でなければ
消費税でも課税仕入れとは認めないということ
です。さすがに裁判所は，仕入税額控除は前段
階課税による税の累積を防ぐためという正しい
判示をしていますが，所得税の基準が消費税に
持ち込まれていることに注意すべきです。

ドイツ，ミュンヘンの事件の欧州裁判所の先
決裁定も挙げています１６。これは，自家用とし
て購入した自動車を事業に使ったときに，事業
のために使った分については仕入税額控除を認
めて欲しいと納税者が請求し，ドイツの裁判所
は，それは国内法に照らしてできないと判決し
たのですが，欧州裁判所は，税額控除を認める
べきだという納税者に有利な判定をした事件で
す。自家用車を事業のために使った割合は，大
体６分の１ぐらいでした。それでも，その分の
仕入税額控除を認めるべきだという裁定です。
日本で同じことを請求すると，所得税法４５条１

―――――――――――――――
１２ David F．Bradford，Untangling the Income Tax，（Harvard University Press，１９８６）；Robert Carroll & Alan D．
Viard，Progressive Consumption Taxation : The X Tax Revisited（AEI Press．２０１２）．
１３ Kerry A．Ryan，Access Assured : Restoring Progressivity in the Tax and Spending Programs for Higher Edu-
cation，３８Seton Hall L．Rev．１，８―９（２００８）．
１４ Deborah H．Schenk & Andrew L．Grossman，The Failure of Tax Incentives for Education，６１ Tax L．Rev．２９５
（２００８）．
１５ 東京高判平成２４年９月１９日判時２１７０号２０頁。
１６ ECoJ１１July１９９１，C―９７／９０（Lennartz）．
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項１号の文言からは難しいのではないかと思い
ます。ただし，青色申告をし，「取引の記録等
に基づいて……業務の遂行上直接必要であった
ことが明らかにされる部分」（所令９６条２号）
を明らかにできれば認められそうですが，この
事案では普通は難しいだろうと思います。

１―２―３ 消費課税とは何か（経済学的定義）
現在の消費と将来の消費への課税の中立性

消費課税とは何かについては，経済学的な定
義が行われてきました。課税が現在の消費と将
来の消費との間で中立的であれば，消費課税で
あるという考え方です。資料４ページ中ほどに
その例が示してあります。包括的所得概念が消
費とは何かをしっかりと定義しておいてくれな
かったので，消費を正面から定義するとなると，
こういった経済学的な議論が出てくるわけです。
経済学では，法律学での包括的所得概念とは全
然違う方向から，消費課税の定義をしようとし
ているわけです。

支出（キャッシュ・フロー）＝消費といえ
るか？
しかし，ここで法律学側から問題を提起する

と，支出時点が消費の時だといえるかというこ
とがあります。中立性の議論は，支出時＝消費
時であることを前提とし，支出時点で現在価値
割引率によって割引計算をして中立性を論証し
ています。しかし，先ほど申した住宅や耐久消
費財のような例，そして場合によってはヒュー
マン・キャピタルがまさにそうなのですが，こ
のような長期的な効果がある支出については，
大いに異論の余地があります。

包括的所得概念から，たとえば住宅による消
費の中身は何かといわれると，帰属家賃になり
ます。それは，時の経過とともに観念される資
産の利用価値です。もちろん，住宅を購入する
時点では，その現在価値を支払っているので，
キャッシュ・フローで考えれば，支出額が帰属
家賃であるといえそうです。

しかし，問題は，住宅について保有期間中に
生じるキャピタル・ゲイン／ロス（含み損益）
です。キャピタル・ゲイン／ロスがなぜ生じる
かといえば，言うまでもなく，将来の利用価値
の現在価値が変わるからです。たとえば，住宅
の近くに電車の駅ができたということになれば，
住宅の値段が値上がりする。それは近くに駅が
あるので，その利用価値が高まっているわけで
すから，帰属家賃も増えます。

そうすると，もし実現すれば課税の対象とな
るキャピタル・ゲイン／ロスを，消費課税はど
う考えるのか，何らかの修正をしなくていいの
かが問われます。包括的所得概念から考えれば，
帰属家賃が上がっているので，消費の量が増加
し，当然，課税を増やすべきことになりますが，
キャッシュ・フロー税ですと，そこのところが
抜け落ちてしまうことになります。

ヒューマン・キャピタルの耐用年数は，多分
住宅よりも長いかもしれません。人の所得獲得
能力が変化することを，消費課税がどう考えて
いくか，キャッシュ・フロー税として捨象して
しまっていいのかといったことが問題になって
くるわけです。

税率の硬直化
それから，このような中立性の主張は，税率

の硬直化を伴うという問題があります。つまり，
税率を変えてしまうと，もう中立性は成り立ち
ません。累進課税もできませんし，基礎控除の
ような所得控除も，実質的な税率を動かすこと
になるので，できないことになります。さらに，
給付付き税額控除や社会保障給付も，税と一体
として考えると，やはり中立性を歪曲すること
になります。

また，経済学者たちの多くは，Tax Mix の
議論，つまり，消費税，所得税，財産税などを
適宜ミックスする議論をしますが，しかしミッ
クスしてしまうと，中立性は成り立たないこと
になります。消費課税だけ中立性を確保しても，
意味がないはずです。
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中立性論の限界…勤労意欲（work incen-
tive）の歪曲
より重要なことは，この中立性の議論の限界

です。すなわち，この中立性の議論が前提とし
ているのは，この設例でもそうですが，勤労者
が毎年同じだけの賃金を得る，同じだけの生産
をするということにあります。しかしながら，
勤労する人たちには，勤労しないという選択肢
もあるわけです。

しばしば，資産性所得は逃げ足が速い，勤労
性所得というのはなかなか逃げないと言われま
すが，よく考えると，資産性所得が逃げようと
すると，これは外国に行かなければなりません。
そして，逆に，資産（金融資産）は，お休みす
ることが許されていません。機関投資家が持っ
ている資金などは，常に最大の収益を得るよう，
いわば必死で働き続けなければならないわけで
す。

これに対して，勤労性所得が逃げようとする
と，これは非常に簡単です。別に外国まで行か
なくても，お茶の間でテレビを見ていれば，課
税対象となる所得を獲得しないことができます。
包括的所得概念から考えれば，お茶の間でテレ
ビを見ても，帰属所得が生じます。しかし，そ
れには課税しないわけですから，勤労性所得も，
こうして帰属所得の領域に入ってしまうことで，
簡単に逃げ出せるわけです。

帰属所得を含む包括的課税ができないとする
と，このような勤労性所得の逃避，言い換えれ
ば，人々の勤労インセンティブに対する阻害を
どう防止するかは，消費課税に課せられた大き
な課題と考えられます。実際，たとえば，
Mirrlees Review は，ご承知のように軽減課税
とかゼロ税率をできるだけやめようと提唱して
いますが，しかし，勤労インセンティブが関係
する消費，具体的には育児費用については，非

課税を認めてはどうかと言っているのです１７。
消費課税に限られないと思いますが，勤労イン
センティブの問題がどれだけ大事かということ
を示していると思います。

消費税は逆進的である言われます。たしかに，
所得を基準としてある条件で計算をすれば，所
得税よりも逆進的になります。そして，逆進性
を緩和するためには，給付付き税額控除や社会
保障給付のような措置を充実すべきだという議
論も有力です。しかし，これらの措置と勤労イ
ンセンティブとの関係には注意が必要だと思わ
れます。アメリカの稼得所得税額控除（Earned
Income Tax Credit）では，税額控除が勤労に
結び付けられていますので，参考にできそうで
す。もちろん，税制として逆進性を少なくでき
るのであれば，その努力はすべきだろうと思い
ます。

１―２―４ 賃金税と消費課税
消費課税と賃金税の等価性

次に，消費税と賃金税との等価性について，
資料５ページ中ほどに例示による説明を載せて
います。これも，多くの公共経済学・財政学の
教科書などで出てきている例です。毎年同額の
賃金を獲得する勤労者を考え，そして相続や贈
与によって利益を得ることがないという前提を
置きますと，賃金税と消費税というものは同じ
ようなものになることが示されています。

賃金税は，消費課税といえるか
ただし，もし，直接税としての消費税を考え

るのであれば，賃金だけが消費されるのではあ
りませんから，賃金税だけでは無理です。金融
取引（貯蓄と借入れ）を課税ベースに入れる必
要があると思われます。もちろん，相続や贈与
を考えないのであれば，貯蓄はそのための賃金

―――――――――――――――
１７ Mirrlees，supra note ３，at１６１―１６２．
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が獲得されたときに課税されているはずですし，
借入れは返済のための資金を賃金として獲得し
たときに課税されますから，問題はないのかも
しれません。

「賃金」の定義
また，ここでの「賃金」の意味については，

すべての人的役務提供（勤労）の対価を含むも
のであり，所得税法上の給与所得には限定され
るものではないと考えられます。もし，自営業
者の勤労による所得が課税されないのであれば，
そうした所得が消費された場合に，消費税と同
じだとはいえなくなるからです。

投資所得非課税の範囲
ここまでの議論では，現在の消費と将来の消

費が中立的であれば消費課税であり，消費課税
と資産性所得非課税（賃金税）とは同じものだ
といえました。しかし，消費課税と同じになる
資産性所得非課税は，通常利益を非課税にする
場合だけです。経済的レントと呼ばれるような
超過利潤が投資から生じたときは，これに課税
をしておかないと消費課税と同じにはなりませ
ん。つまり，直接税型の場合，資産性所得のう
ち超過利潤から成る部分には，きっちり課税を
する枠組みを作っておかないと，消費課税には
ならないわけです。ここは，直接税としての消
費課税を実現するためには難しいところです。

たとえば，通常利益率を１％とすると，通常
利益率の投資１００を行うと，１０１の収益が得られ
ます。現在の消費（１００）と将来の消費（１０１）
の等価性は，通常利益率の投資について確保さ
れるべきことになります。消費税率を２０％とす
ると，政府は，投資時に２０の税収を失い，回収
時に２０．２を得ることになります。注意すべきこ
とは，消費課税では，政府がこの投資から税収
を得ることはできないということです。なぜな
ら，通常利益率１％で割り引いた税収２０．２の現
在価値は２０になるからです。通常利益率１％に
よる割引計算は，この投資を，消費の観点から，

投資がなかった場合と同じ結果とする（undo）
ことができます。しかし，１０１を超える収益が
得られる投資であれば，将来の税収の現在価値
は２０を超えるので，消費課税においても政府は
税収を得るべきであり，そのような税制を作る
べきことになります。

所得課税から消費課税に移行したとき，税の
持つ再分配効果がどのように変化するかについ
て，超過利潤の存在は重要です。もし，富裕層
の持つ資産の大部分が通常利益しか生み出さな
い投資や貯蓄に向けられているとすると，消費
課税の下では通常利益は非課税になりますから，
彼らは大きな利益を得ることになり，税の持つ
再分配効果は弱められることになります。逆に
超過利潤の部分が大きければ，それがきちんと
課税される限りにおいて，再分配効果が維持で
きます。

直接税型の消費課税では，投資や貯蓄の金額
を課税標準から控除します。たとえば１００の賃
金を得て，５０の投資をすれば，その５０は課税
ベースから控除されます。５０の控除をするとい
うことは，５０×税率，税率が２０％であれば１０に
なりますが，その１０だけ税金が減るので，納税
者としては，この出てきた１０というものを，さ
らに投資に回すことができます。そうすると，
所得課税では５０しか投資ができなかったのに，
個人消費課税になると，６０の投資ができること
になり，収益もその分増えます。もちろん，投
資が回収されたときに税金もかかります。この
ように見ると，政府としては，この１０を，納税
者と共同で投資をしていると考えることができ
ます。つまり，消費課税においては，政府は投
資のパートナーとなるという理解をするわけで
す。

このことは，ヒューマン・キャピタルに関し
て重要です。教育や研修のための投資を実資産
投資と同じように扱うのであれば，消費課税の
世界では，政府はヒューマン・キャピタルへの
投資を共同して行う，行うべきであるという議
論が成り立ちます。自己研修費用を課税仕入れ
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として扱うことは，政府が一緒に投資をしてく
れていることになります。

ただし，ヒューマン・キャピタルへの投資に
は，リスクが伴います。先に，超過利潤には課
税をしなければならないと述べましたが，リス
クのある投資をどのように課税すべきかについ
ては，経済学者の間で意見が分かれているよう
です１８。

たとえば，１００の投資を行い，５０％の確率で
１０％の利益が，５０％の確率で５％の損失が生じ
る場合を考えます。期待値は２．５になります。
通常利益率を１％とすると，リスク・プレミア
ムは１．５％です。直接税型の消費課税の税率を
２０％とすると，政府は，投資時点で１００の控除
により２０の税収を失い，回収時点で１１０の収益
があれば２２の税収，９５では１９の税収を得ます。
このとき，１％の割引率を使って，成功する場
合には１．７８（２２／１．０１－２０），失敗する場合に
は－１．１９（１９／１．０１－２０）の税収を得る（べき
である），あるいは，成功と失敗を平均した０．３
（２０．５／１．０１－２０）の税収を得る（べきである）
という考え方が主張されています。

しかし，これに対して，通常利益率１％によ
る現在価値計算はおかしいとする考え方があり
ます。投資時点でリスクがある（結果が分から
ない）のであるから，１％による現在価値計算
をしても投資をなかったこと（undo）にはで
きない，というのがその論拠です。そして，こ
の考え方では，政府にとってこの投資の価値は，
投資時点で実際に失われた税収２０とする他なく，
したがって，この投資から税収を得ることはで
きないことになります。超過利潤に対して課税
すべきことは否定されませんが，超過利潤とは，
リスクのないものに限られることになります。

いずれにしても，リスクの議論がヒューマ
ン・キャピタルへの投資に対する課税に与える

影響について，検討を進める必要がありそうで
す。

１―２―５ 間接税（消費税，VAT）における「消
費」

さて，以上のように，経済学的な消費課税の
定義ができるとしても，そこでの消費とは何か，
というより，投資とは何かを決めることは，や
はり困難です。

しかし，消費税やＶＡＴは，消費とは何かが
問われる場面を，制度的に限定しています。こ
れは，理論的なものではなく，法的紛争の回避
を含めた執行上の便宜に基づくと思われます。
ただ，その代償は発生しているように思います。
すなわち，人的役務の提供，ヒューマン・キャ
ピタルの実現が，課税において捨象されてはい
ないかということです。

間接税における課税要件論
従来，所得税を中心に課税要件論というもの

を研究者たちは議論してきました。しかし，消
費税においては，担税者（個人消費者）や課税
ベース（個人消費）が，法的な納税義務者や法
的な課税物件とは一致していません。そうする
と，解釈論や立法論において，こういったもの
をどう考えていくかが問題になります。

別の言い方をすれば，課税要件論における納
税義務者と課税物件の議論が，担税者と納税義
務者の不一致，実質的な課税ベースと課税物件
の不一致から，余り役に立たなくなっていると
いえるかもしれません。これは，所得概念が繰
り返し議論されてきた所得税とは異なる世界と
いえます。少なくとも租税政策論では，実質的
な担税者である消費者と，課税ベースである個
人消費を対象とする議論をすべきであると思い
ます。

―――――――――――――――
１８ Carroll & Viard，supra note１２，at５１―５２．
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課税事業者の身分
とりわけ問題になるのは，課税事業者という

身分です。前述のように，個人の課税事業者は
個人の消費者でもあります。つまり，みんな消
費をしなければ生きていけないので，消費者で
もあるという２つの顔を持っているわけです。
これに対して，課税事業者でない者は，免税事
業者を含めて，消費者としての顔を持っている
に過ぎません。

制度的に問題となるのは，課税事業者と，そ
うではない者との間を行ったり来たりしたとき
にどうなるかです。たとえば，課税事業者でな
い時に買ったものを，課税事業者になってから
事業のために使い始めた場合に，それは仕入税
額控除できるかが問題になります。理屈から考
えれば，事業開始時におけるその資産の時価を
仕入税額控除すべきはずですが，そういうこと
は，認められていません（消基通１１―１―７）。

逆に，課税事業者であったときに仕入税額控
除の対象にして購入した資産を，使わずに事業
を廃止してしまったらどうなるでしょうか。消
費税法は，自家消費のみなし譲渡の規定は置い
ていますが（消法４条４項），消費をせずに置
いていて，課税事業者でなくなった後に使い始
めたら，少なくとも文言上は，みなし譲渡の規
定は働かないはずです。課税事業者の身分を失
っただけでは，この規定の要件に該当しないか
らです。

課税時期など
このような問題は，消費税の課税時期が「資

産の譲渡等」の時点，実質的にはキャッシュ・
フロー（ただし，金銭債権の発生を含む。）に
よって決められていることにも由来しています。
実際，納税者の身分に変化がなくても，仕入税
額控除の計算方法に影響する場合が考えられま
す。すなわち，仕入税額控除の原則的な計算方

法は，個別対応方式と考えられますが，個別対
応方式により仕入れに係る消費税額の全額を税
額控除できるのは，「課税資産の譲渡等にのみ
要する課税仕入れ」（消法３０条２項１号）とさ
れています。そこで，ある資産を取得して後の
年度に譲渡した場合，「課税資産の譲渡等にの
み要する」という判断をどのようにするのかが
問われると思います。この規定通りに判断する
のであれば，たとえば，仕入れた商品で仕入税
額控除の対象となったものを，後の年度に無償
譲渡や現物配当した場合，無償譲渡や現物配当
は「課税資産の譲渡等」（消法２条１項８号）
には該当しないので，遡及的に調整すべきでは
ないかとも考えられます。

消費に対する課税では，課税時期も消費をし
た時点とするのが原則となるはずです。たとえ
ば住宅であれば，居住利益である帰属家賃が生
まれた時に課税をすることになるはずです。け
れども，消費税法は，それを「資産の譲渡等」
（消法４条１項）という事実への課税に置き換
えています。このことから，不動産や耐久消費
財について，前述のような問題が生じます。
Mirrlees Review も，耐久消費財のような長期
的に消費が起こってくるようなものは，問題と
なり得ることに言及しています１９。

また，この後述べますが，米国法曹協会
（American Bar Association，ABA）が，内国
歳入法典を改正し，連邦税として多段階付加価
値税を導入する法律案を策定したときには，住
宅のような耐久消費財を消費者が購入し，後に
再譲渡する場合について，再譲渡時に購入時の
仕入に係る税額控除を認める，つまり，購入時
の仕入税額控除を再譲渡時まで繰り延べる規定
を入れています２０。所得課税での資産のような
概念を導入しているわけです。

関連しますが，消費税法は，課税標準を「対
価の額」（消法２８条１項）としていることから，

―――――――――――――――
１９ Mirrlees，supra note ３，at１４９．
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無償譲渡については，「資産の譲渡等」があっ
ても，課税が行われていません。しかし，でき
るだけ課税ベースを広げる方向からは，課税を
及ぼすべきではないかと考えられます。法律に
は「収受すべき一切の金銭」（同項括弧書）と
書かれているので，解釈により時価譲渡があっ
たとして課税をする余地があるのかもしれませ
んが，やはり時価譲渡のみなし規定を置いた方
が，はっきりするように思います。

もちろん，無償譲渡が事業者間で行われた場
合については，前段階で課税されないので，次
の段階では仕入税額控除ができない，したがっ
て，無償譲渡課税をしなくてもかまわないはず
です（関連者間取引では消費税の税負担が移転
する問題がありますが…）。しかし，これは課
税のチェーンがきちんと繋がっていることを前
提とする議論であり，日本の消費税では，前段
階で課税をされていなくても次の段階では仕入
税額控除ができるという，課税のチェーンの考
え方からは容認できないことが残されているの
で，無償譲渡などの非正常取引への対処の必要
があると思われます。

さらに，たとえば，課税事業者たる法人が仕
入れた商品を現物分配すればどうなるでしょう
か。現物分配は，課税売上げではありません。
したがって，課税仕入れをした資産を株主に現
物分配して，その株主が消費者であれば，ゼロ
税率のようなことになりそうです。

１―２―６ 執行上の負担
執行上の負担について，直接課税と間接課税

を簡単に比較します。
VAT など間接税である多段階付加価値税で

は，課税事業者による申告とインボイスの授受
が必要になります。インボイスは，課税のチ
ェーンを確保するために必須なものと考えられ
てきました。虚偽のインボイスを受け取った場
合にどうなるかといった問題があります。

これに対して，日本では，前段階で課税を受
けていなくても仕入税額控除を認める制度とな
っており，帳簿および請求書の保存が求められ
ています。この保存義務をどのように考えるか
は，実体法上，なぜ仕入税額控除が認められる
か，という仕入税額控除の制度趣旨に関連する
問題であると思います２１。

前述の PET など直接税型の消費課税では，
所得税の申告と同様のものになります。もちろ
ん，インボイスは必要ありません。

XTax は，後述のように，事業者段階での課
税と被用者段階の課税の２段階の課税を行う税
制です。どちらもが，現在の所得課税と同様，
申告納税によって行われます。

２ 歪曲の是正

２―１ 消費課税の今後

２―１―１ 消費税の性質の確認
それでは，このような消費課税の中で，勤労

インセンティブをできるだけ阻害しない消費課
税はどのようなものか，ヒューマン・キャピタ
ルの形成や実現を適正に捉える課税が，どうす
れば実現できるかを考えていきたいと思います。

もう一度確認しておきたいことは，消費税の
性質です。消費税は，あくまでも個人消費に対
する租税であり，その実質的な担税者は消費者

―――――――――――――――
２０ Alan Schenk，reporter，Value Added Tax : A Model Statute And Commentary，A Report of the Committee on
Value Added Tax of the American Bar Association Section of Taxation，at７７―７８（１９８９）．
２１ 最判平成１６年１２月１６日民集５８巻９号２４５８頁は，「このような法的不利益（帳簿や請求書等を保存していなければ仕
入税額控除が認められないこと）が特に定められたのは，資産の譲渡等が連鎖的に行われる中で，広く，かつ，薄く
資産の譲渡等に課税するという消費税により適正な税収を確保するには，上記帳簿又は請求書等という確実な資料を
保存させることが必要不可欠であると判断されたためであると考えられる。」と述べています。
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であること，特殊な事業税や取引税ではないと
いうことです。消費税が消費者の個人消費を課
税ベースとする税であることを基礎に据え，制
度設計や解釈論をすべきだと思います。そして，
その中で重要なのは，課税のチェーンを確保し
ていくことです。つまり，前段階で課税があっ
たから次の段階で事業者は仕入税額控除をする
のだということです。仕入税額控除は，必要経
費控除の税額控除版ではありません。この点で，
所得税での家事費・家事関連費といったものを
消費税に持ち込むことには，疑問があります。

２―１―２ 課税ベース・納税義務者の拡大
非課税の縮小

課税ベースや納税義務者の拡大は，Mirrlees
Review にも見られるように，国際的潮流とな
っているように思われます。試金石と考えられ
るのは，金融取引や金融機関に対する課税です。
なかなか難しいところはあるのですが，前述の

ように，事業者間取引では税負担を発生させな
いことが原則ですから，金融機関に消費税の実
質的な負担を負わせないために，むしろ金融
サービスを消費税の枠内に取り込むことによっ
て，消費者が消費税を負担するシステムをきち
んと機能させることができると思われます。
資料７ページ中ほどに，Mirrlees Review に

おける提案の図を記しました２２。例示されてい
る取引は，銀行が１，０００の預金を受け入れ，そ
の中から５００を貸し付けます。利子率は，預金
が５％，貸付けは１５％で，金利スプレッドが
１０％あります。VAT の税率は２０％です。

一番左の列�１と書いてある縦の欄は，キャッ
シュ・フローを書いてあります。１，０００の預金
が入り，５０の利子を第２年度に支払います。第
３年度には，２年目の利子の５０と元金１，０００を
加えた１，０５０を預金者に支払います。

列�２のところが，VAT を課税したらどうな
る か と い う こ と で，素 直 な や り 方 と し

―――――――――――――――
２２ Mirrlees，supra note ３，at２０６．

― 67 ―



て，１，０００の預金を受け入れるということは，
これは１，０００の何かを預金者に売ったというよ
うに考えます。「何か」という表現を Mirrlees
Review はしており，何か売ったというように
考えましょうということです。そうすると，２００
の VAT が出てきます。２年目には，利子を支
払っています。支払いなので仕入税額控除が認
められ，１０の税額控除があります。３年目
は，１，０５０を支払っているので，２１０の仕入税額
控除があります。

貸出しについては，列�４になります。１年目
には５００が出ていきますので，１００の仕入税額控
除があります。銀行は，５００の何か（貸付債権）
を買ったというわけです。２年目には，７５の利
子を得て，課税売上げになります。第３年も同
じような計算をしています。

Mirrlees Review は，このようなキャッシ
ュ・フロータイプの VAT をまずは考えていま
す。これは，ミード報告の（R+F）タイプの
キャッシュ・フロー法人税を思い起こさせま
す２３。

もう１つの課税方法は，TCA（Tax Calcula-
tion Account）です。この方法は，キャッシュ・
フローそのものを VAT の対象にしてしまうの
ではなく，現在価値で評価をした上で課税をす
るものです。具体的には，リスクのない普通の
現在価値割引率を考えます。この表では８％で
す。この８％と実際の金利の差とを課税の対象
とします。表の列�３を見てください。この例で
は，預金者について，通常利率８％と実際の利
率５％との差である３％に，元金１，０００を掛け
た３０が課税標準になります。そして，３０に
VAT の税率２０％を掛けた６という税額が出て
くるわけです。元金は対象にしないが，利子は
対象にするということになります。貸付けの方

は，列�６になります。通常利率が８％，貸出利
率が１５％ですから，スプレッドが７％あります。
元金５００×７％＝３５が，課税標準になります。
２０％の VAT 税率を掛けて，３５×２０％＝７の税
額が出ます。このような Tax Calculation Ac-
count という方法も，既に１９９０年代に考案され
ている方法です２４。興味深いことは，一番下に
ある Present value というところでの数値です。
課税される金額は，VAT 方式でも TCA 方式
でも同じものになります。

Mirrlees Review は，VAT 方式を金融機関
以外に導入することはできないとしつつ，
TCA 方式は一般企業の金融取引全般（売掛け，
買掛け，借入れ）に使えると述べています。

いずれにしても，金融取引を課税の対象とし，
非課税（対価が非課税で，対応する仕入れに税
額控除が認められない取引）の領域を縮小すれ
ば，金融機関は仕入税額控除の範囲を拡大する
ことができます。

このようにして課税ベースを金融取引に拡大
してゆくとき，給与はどうかということが問題
になります。原則論をすれば，人的役務提供は，
雇用契約であろうが請負契約であろうが，その
実質はサービスの提供（実取引）ですから，法
形式に拘わらず課税の対象にすることが当然で
あろうと考えられます。課税の対象にしない理
由は，執行上の便宜以外には，ないだろうと思
われます。

免税となる者の範囲の縮小
課税ベースの拡大と並行して，免税事業者な

ど免税となる者の範囲も，縮小が検討されるべ
きだと思われます。免税事業者については，免
税点の引下げも考えられますが，同時に，仕入
税額控除を適正化する，つまり，前段階の事業

―――――――――――――――
２３ Meade，supra note ４，at２３３．
２４ Satya Poddar & Morley English，Taxation of Financial Services under a Value―Added Tax :
Applying the Cash―Flow Method’，５０National Tax J．５０，８９―１１１（１９９７）．
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者が実際に課税を受けたときに限り，次の段階
の事業者に仕入税額控除を認めるという，仕入
税額控除の制度趣旨からは当然であり，EU の
VAT では当たり前のことを，日本の消費税に
導入することで，自発的な課税事業者への移行
が促されると考えられます。

そのことを例で説明します。資料２ページの
表で，Firm B が免税事業者であるとします。
Firm B は，Firm A に支払った２０の VAT を税
額控除できません。また，Firm B が免税なの
で，Firm C も仕入税額控除ができません。市
場競争が働いているとすると，Firm B が Firm
C に請求できる対価は，２４０になります。なぜ
なら，Firm C は，６０の仕入税額控除ができな
いからです。そうすると，Firm B は，２４０の売
上げから１２０の仕入れを控除し，１２０の利益を得
ることになります。これに対して，課税事業者
を選択すると，３００の売上げから１００の仕入れを
控除した２００の利益があります。

このように見ると，仕入税額控除を適正化し
た場合，課税事業者の地位は，仕入税額控除を
受けることのできる地位であり，納税者に有利
に働くことの多い地位であることが分かります。
VAT において，この地位は事業者の登録に基
づいて与えられますが２５，課税庁が登録を解除
する場合もあります２６。

２―１―３ 課税時期
キャッシュ・フロー課税

前述のように，消費税は，資産の譲渡等の時
点，実際には，キャッシュ・フローに類する基
準で課税をしています。しかし，それが必然的
なものなのかどうかには，検討の余地がありま

す。消費に対する課税であるとすると，消費時
点で課税をすべきことになるはずです。

関連して，無償取引課税についても検討の余
地があることを，既に述べました。課税時期を
キャッシュ・フローで決めたとしても，課税範
囲を現実に授受された対価の額に限定する必然
性はないように思います。現物配当，現物寄附，
低額譲渡などが問題となり，事業者間取引であ
れば，次の段階で仕入税額控除が減少するので，
あまり弊害はないと思いますが，免税事業者や
消費者との取引では，問題が生じそうに思いま
す。

仕入税額控除の繰延べについてのＡＢＡ提案
資料８ページ中ほどに，先ほど少し触れた仕

入税額控除の繰延べについての ABA（Ameri-
can Bar Association）提案の図を掲載しました２７。
アメリカは，やはり包括的所得概念，総合課税
の考え方が強い国です。耐久消費財，特に住宅
のような何十年もかかって消費が行われ，その
間に時価が大きく変わるようなものについては，
消費の内容が帰属家賃にあることが明確に意識
されています。理念的には，消費課税として課
税されるべきものは帰属家賃であるべきことが，
スタートラインになっています。帰属家賃に対
する消費課税では，消費者は，住宅を取得した
ときにその購入対価を仕入税額控除し，その後
生じる帰属家賃を課税売上げとすべきことにな
ります。なお，土地からも帰属所得は生じます
ので，課税の対象とすべきことになります。以
下の記述では，住宅には土地を含みます。

ABA 提案は，帰属家賃への課税は執行上難
しいため，妥協をするとはっきり述べていま

―――――――――――――――
２５ EU の付加価値税指令（COUNCIL DIRECTIVE２００６／１１２／EC of２８Nov．２００６on the common system of value
added tax）では，identification と呼ばれる手続が置かれ（Art．２１３―２１６），この手続で identification ナンバーが振ら
れます（Art．２１４）。インボイスには，買主と売主の identification ナンバーを記載しなければなりません（Art．２２６�３，
�４）。インボイスは，前段階控除のために必要です（Art．１７８（a））。
２６ Alan Schenk & Oliver Oldman，Value Added Tax（Cambridge，２００７）at８７．
２７ Schenk，supra note２０，at７８；Schenk & Oldman，supra note２６，at４３０．
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す２８。どう妥協するかですが，まず，消費者が
支払った住宅の購入対価を，将来の帰属家賃の
現在価値とみなし，仕入税額控除を認めません。

問題となるのは，消費者がその住宅を再譲渡
する場合です。ABA 提案では，一定の金額を
超える対価を得た場合，消費者による譲渡も課
税の対象とします。その理由は，アメリカでは
住宅関連の消費が個人消費税全体の１５％を占め，
消費者による譲渡を非課税とすると市場を歪曲
することにあります。

ここで興味深いのは，仕入税額控除をどうす
るかです。ABA 提案では，消費者による再譲
渡の時点で，購入時の購入対価に係る仕入税額
控除が認められます。つまり，仕入税額控除が
繰り延べられているのです。資料の図に Defer-
ral と書いているのは，そういう意味です。こ
のような課税方法は，日本でも，不動産取引に
は登記があり，所得課税もありますから，執行
可能だろうと思われます。

この税額控除の繰延べは，所得課税における
資産概念に相当するものです。資産に計上する
ことは，控除を遅らせることを意味するからで
す。この方法は，ヒューマン・キャピタルの形
成費用に係る仕入税額控除を，対応する収益に
係る税額から控除することを示唆していると思
います。

２―２ 解決の方向

最後に，以上の様々な考え方を取り入れなが
ら，ヒューマン・キャピタルに対する消費課税
のあるべき姿を，３つのフェーズについて探り
たいと思います。

形成
ヒューマン・キャピタルの形成に関して考え

られるのは，消費者や免税事業者における資産

化（仕入税額控除の繰延べ）です。資産化する
範囲，言い換えれば，個人消費との区別の問題
は，資産化と個別対応により，ある程度解決で
きそうに思います。たとえば，専門職課程のよ
うな教育については，個別対応が付けられると
思います。もちろん，専門職課程を修了しても，
その専門職に就けなければ，税額控除の余地は
ありません。

課税事業者については，ヒューマン・キャピ
タルの形成費用に係る消費税額は，現在と同様
に即時に仕入税額控除をしますが，課税売上げ
との対応は個別対応方式が現在では原則となっ
ているので（消法３０条の２項１号），対応関係
をどう考えるかが問題となります。場合によっ
ては，資産計上して個別対応を考えていく方が
いいのかもしれません。

さらに問題となるのは，このような措置の対
象となる範囲です。消費とは何かが正面から問
われるような問題が出てくるだろうと思います。
きちんとした答えは出せませんが，先ほど触れ
たクリントン政権下での高度高等教育に関する
租税上の措置といったものが参考になるだろう
と思います。基本的には，大学や大学院に行く
ための費用全般がその対象になってくるだろう
と思われます。

実現
実現のフェーズでは，給与所得者を課税事業

者と同じように消費税の対象として扱うことが
考えられます。つまり，雇用者は支払給与を仕
入税額控除の対象とし，被用者は，消費税の納
税義務を負うということです。ただし，具体的
な執行としては，一種のリバース・チャージの
ような方法を取り，給与の支払者が給与所得者
に関する消費税を徴収してしまうやり方を取る
ことができます。その場合，通常は，支払者の

―――――――――――――――
２８ Schenk，supra note２０，at７６．
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仕入税額控除と打ち消し合うので，新たな税負
担は生じないだろうと思います。

差が出るのは，現在の給与所得課税における
特定支出控除のように，給与を得るための支出
に係る消費税額の税額控除や，形成時点で繰り
延べられた仕入税額控除が，実現時点で行われ
ることです。

もっとも，このような制度は，消費税や多段
階付加価値税からはかけ離れている，と批判を
受けそうです。そこで，２段階消費課税の導入
も考えたいと思います。２段階消費課税とは，
事業に対するキャッシュ・フロー税と被用者に
対する賃金税を組み合わせた税制で，アメリカ
で Flat Tax や X Tax として提案されています。
資料９ページの図をご覧下さい。

Firm A が機械を生産し，Firm B に１００ドル
で販売します。Firm B は，その機械を使って
消費財を作り，消費者 Jones さんに６０ドル，
Smith さんに９０ドル分販売します。また，Jones
さんは Firm A の被用者として７０ドルを稼ぎ，
Smith さんは Firm B の被用者として４０ドルを
得ています。

小売売上税，VAT，２段階消費課税（Flat
Tax および X Tax），PET（直接消費税）の課
税の結果がどうなるかが書かれています。いず
れの税でも，消費の総額１５０が課税ベースの金
額になっていることに，まず注意して下さい。
しかし，２段階消費課税は，PET と比較して，
Jones と Smith の税負担が異なります。さらに，
賃金税部分については累進課税や所得控除があ
ります。ですから，少なくともその限りで消費
時点の中立性という消費課税の性質を失い，一
種の所得課税になっているとも見られます。け
れども，Firm A と Firm B に課されたキャッ
シュ・フロー税は，消費者に転嫁することが予
定されています。Firm A と Firm B が支払っ
た合計４０のキャッシュ・フロー税は，一種の間
接消費税ですから，Jones と Smith がそれぞれ
の消費金額に応じた９対６で分割して負担する
ことになります。つまり，Jones が２４，Smith

が１６です。最終的な負担は，Jones が９４，Smith
が５６です。課税ベースの配分が，PET に比べ
て累進化していることが分かります。したがっ
て，税制として再分配を行うのであれば，この
方式には検討に値すると思われます。

執行上の負担については，資料６ページ下で
比較していますが，ＸTax では，消費者（被
用者）による申告が，所得税と比較して，相当
程度簡素なものとなります。なお，所得税と法
人税を廃止することを前提としています。

移転，喪失
ヒューマン・キャピタルの移転に関するひと

つの論点は，消費税では，ヒューマン・キャピ
タルの価値が金融資産（株式）に反映されて移
転すれば非課税，実資産として移転すれば課税
となることです。

先に事業譲渡の例を出しましたが，訓練され
た人の組織などのヒューマン・キャピタルは実
資産として扱われており，課税の対象となりま
す。これに対して，株式の買収や株式交換によ
る企業の取得では，株式譲渡が課税の対象では
ないので，対価に含まれるヒューマン・キャピ
タルの価値にも課税がありません。さらに，合
併や分割による移転は，資産の譲渡等に該当し
ないと解されているようです。

株式を譲渡するか実資産を譲渡するかによっ
て違いが出るのは，ヒューマン・キャピタルの
移転に限られるものではありません。しかし，
事業譲渡や組織再編成は，ヒューマン・キャピ
タルの取得を目的に行われることも多いと思わ
れます。株式の譲渡を消費税の対象としていな
い理由は，株式を消費することが観念できない
ためと思われますが，株式が表章する資産など
が課税の対象とされていることから，ギャップ
が生じる可能性があります。

喪失について，通達は，資産の廃棄，盗難，
滅失が資産の譲渡等に該当しないとしています
（消基通５―２―１３）。また，通達は，土地収用
等の補償金を課税の対象とする施行令（消令２
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条２項）について，その範囲を限定しています
（消基通５―２―１０）。これらからは，資産の譲
渡等の範囲を狭く解する方向が見えます。ヒ
ューマン・キャピタルが価値を失う場合につい
ても，この方向でよいかどうかを検討する必要
がありそうです。なお，ヒューマン・キャピタ
ルについては，譲渡と損害賠償との区別も問題
となりえますが，ここでも，通達は譲渡の範囲
を制限的に捉えています（消基通５―２―５）。

おわりに

消費課税を捉える目
最後に，消費税をどのように考えていくべき

かということを述べます。多段階付加価値税は，
しばしば Money Machine といわれてきました。
税収確保の道具として見れば，打ち出の小槌の
ようなものだというわけです。税制を検討する
上では，これをどのようにコントロールし，使
いこなすかが大切です。

そのために，私は，Principle（原則）の議論，
原則が何かをはっきりさせることが一番大切だ
と考えます。消費税の性質を明確にせずに制度
を論じること，法の文言だけを見て解釈をする
ことは，Money Machine に呑まれてしまう恐
れがあります。

大切なことは，消費税が個人消費への課税で
あることを確認し，課税の理論と執行の便宜と
を峻別すること，そして，課税が人々や社会に

及ぼす効果を，法律論としてどう受けとめるか
にあると思います。

ヒューマン・キャピタル
このような角度から，消費税の原則，つまり，

消費税は個人消費を対象として消費者に負担を
求める租税であるという原則に基づき，ヒュー
マン・キャピタルに対する消費課税のあり方を
考えたのが本日の報告でした。報告の中では，
消費とは何かという原理的な問題を追究すべき
であると訴えたつもりです。

消費課税では，勤労や雇用，ヒューマン・キ
ャピタル向上へのインセンティブを阻害しない
こと，そうしたインセンティブを引き出してゆ
くことが，最も大切であると思います。報告で
は，仕入税額控除の繰延べや，給与所得者に対
する消費税の課税，２段階消費課税などのアイ
デアを出しました。課税事業者であっても，個
人であれば消費者としての顔を持っていますし，
消費者もまた，起業して課税事業者になるかも
しれません。本日は十分な検討が及びませんで
したが，人のライフサイクルを通じた税負担は，
ヒューマン・キャピタルとの関係でも問題とな
ります。ヒューマン・キャピタルの形成，実現，
移転と喪失という各フェーズには，時間差があ
りますから，税額控除を繰延べる方法が，有力
な手法となるものと思われます。

以上で，本日の報告を終わります。
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消費課税とヒューマン・キャピタル 
岡村 忠生（京都大学） 

 はじめに 
 ヒューマン・キャピタルの捉え方 

・ 人の所得獲得能力 
 一種の資産・・・将来の利益・過去の投資 
 生得の資産？・・Kaplow 

・ ３つのフェーズ 
 ① 形成（教育、研修） 
 ② 実現（生産活動） 
 ③ 移転、喪失（企業買収など） 

 消費課税の影響 

・ 形成のための支出主体 
 自己研鑽と企業研修 
 教育は消費か？ 

・ 実現と身分 
 雇用と請負（給与と外注費） 
 事業者 or  消費者（＝給与所得者）？ 

・ 形成と実現の時間差 
 キャッシュ・フロー課税 
 消費 ＝ 支出？ 

・ 移転 
 企業買収で認識された暖 に対する消費課税 
 廃業とみなし譲渡（消法４条４項１号） 

 適正課税、租税優遇 

・ ヒューマン・キャピタルの適正な扱い 
 非課税、ゼロ税率、軽減税率？ 
 資産化（税額控除繰延べ）？ 

・ これまでの租税優遇を、消費税シフトの中でどうするか。 
 雇用、研究開発、教育資金の一括贈与 
 法人税の後退により、租税特別措置の効き目は弱くなる。 

資 料

１／１２
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1 消費課税と人的役務 
1-1 個人消費への課税 

 特定段階課税（小売売上税、蔵出し税）から、 
多段階付加価値税（ＶＡＴ）へ 
最終消費者（消費）への課税 
生産段階で税の重畳（を避けるための垂直統合）を防止 
生産者と消費者（Ｂ２ＢとＢ２Ｃ）との区別困難 
インボイスによる前段階税額控除 
 小売売上税を事業者が分割して納付 
 事業者相互の牽連 
 脱税による被害の減少 

 課税売上と仕入税額控除のチェーン 

 
出所：James Mirrlees, et al., Tax by Design: the Mirrlees Review, at 169 . 

 課税ベースの拡大 

・ 役務提供を原則として包摂 
金融取引、給与、医療、教育などを除外 
 金融や保険のサービス部分への課税の方向 
拡大と除外の理由は？ 

・ 除外（非課税）の効果 
前段階で課されている税の負担 
 給与所得を得るための費用に含まれる消費税額 
 教育機関や医療機関が支払う消費税 

 
Table 7.1. A simple supply chain with 20% VAT 

 VAT charged 
on sales 

VAT reclaimed 
on input 
purchases 

Net VAT 
liability 

Analysis of transactions 

Sale from firm A to firm B for £100a £20 £20 £0 

Sale from firm B to firm C for £300a £60 £60 £0 

Sale from firm C to consumer for £500a £100 £0 £100 

Analysis of firms 
 

Firm A £20 £0 £20 

Firm B £60 £20 £40 

Firm C £100 £60 £40 

a Price excluding VAT, which is shown separately in the next column. 

２／１２
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1-2 直接課税と間接課税 
1-2-1 消費課税と転嫁 

 
出所：Joseph E. Stiglitz（訳・藪下史郎）『公共経済学〈下〉』 

・ 法律学の議論として、税の経済的負担をどこまで考えるべきか？ 
個人所得税（賃金税）でも、購買力の減少（所得効果）によ
り、生産者の不利益は生じる。 
直接税でも、税負担は対象納税義務者以外の者にも「帰着」 

1-2-2 消費への直接課税(Personal Expenditure Tax, PET) 

 所得税における消費への課税 

・ 包括的所得概念（消費 ＝ 所得 － 貯蓄）からの消費課税 
貯蓄（投資）控除型キャッシュ・フロー所得税 
Kaldor, Andrews,  
USA(Unlimited Savings Allowance) Tax 

現行所得課税の消費課税への接近 
特別償却などの租税特別措置 
研究開発費などの即時控除 

・ 企業へのキャッシュ・フロー税と賃金税のセット 
The Flat Tax, X-Tax 
企業にはＲ（Real, 実資産）ベースのキャッシュ・フロー税 
 支払給与は控除 
被用者には賃金税（資産性所得非課税） 
 基礎控除や累進課税ができる。 
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 消費の概念 

・ 所得税の苦闘 
消費とは何かが正面から問われる。 
必要経費と家事費 
 高度高等教育への配慮（米国での様々な措置） 

・ 消費税における所得税法の借用 
消基通 11 1 1、11 1 4、11 1 5 
日弁連副会長立候補費用事件 
  東京高判平成 24 年 9 月 19 日判時 2170 号 20 頁 
欧州司法裁判所先決裁定 ECoJ 11 July 1991, C-97/90 (Lennartz) 
  自家用車の事業目的使用（ドイツ） 

1-2-3 消費課税とは何か（経済学的定義） 

 現在の消費と将来の消費への課税が中立であれば、消費課税 

所得課税の税率を 3/10（100 の所得を獲得した場合，その中から 30 を税と
して支払う），消費課税の税率を 3/7（70 の消費をした場合，それとは別に
30 の税を支払う）とする。 
第 1 年度はじめに 100 の給与を獲得する納税者が、給与を直ちに費消した場

合，所得課税でも消費課税でも，第 1 年度に 30 の課税があり、使えるのは 70。 
利子率 10％で貯金し，第 2 年度のはじめに使う場合，所得課税では 70 を貯

金し，利子が 7，それに対する課税が 2.1 あるから，使えるのは 74.9。消費課
税では，100 全部を貯金することができ，利子 10 が加わって 110 となる。そ
こから 77 を使い，33 の税を支払う。 
1 年後の消費の現在価値を，利子率に等しい割引率 10％を使って計算すると，

所得課税では 74.9/1.1＝68.1 であるが，消費課税では 77/1.1＝70 となり，課税
は，消費のタイミングに対して中立的となる。 

 支出（キャッシュ・フロー）＝ 消費 といえるか？ 
・ 不動産（土地を含む）では、帰属家賃を消費 

保有期間中にキャピタル・ゲイン（ロス）が発生 

 税率の硬直化 
・ 中立性確保のためには、税率は変えられない。 

・ 超過累進税率は使えない。ただし、人によって異なる税率を設定
しても、この中立性は崩れない。 

・ 基礎控除、給付付き税額控除、社会保障給付による歪曲？ 

・ Tax Mix（所得税や財産税との組合せ）は？ 

 中立性論の限界・・・勤労意欲 (work incentive)の歪曲 

・ 消費課税が確保する中立性は、消費のタイミングのみ。 
しかし、働くかどうかの選択には歪曲が生じる。 
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 勤労の「逃げ足」も速い！ 
消費課税の（逆進性以外の）最大の問題点（特に中所得層） 
 Mirrlees Review も、育児施設などへの軽減税率は認める。 

・ 給付による逆進性緩和と勤労意欲の阻害 
税制の逆進性を、社会保障給付で是正できるか？ 
給付付き税額控除ならどうか？ 

1-2-4 賃金税と消費課税 

 消費課税と賃金税（投資（資産性）所得非課税）の等価性 

 毎年 100 の賃金を得る労働者が、賃金を直ちに消費する場合，賃金税で
も消費税でも，税負担は同じ 30 である。 
 第１年度の賃金を利回り 10％で投資し、第２年度に受け取ると、賃金税
では，第１年度に 30 の課税があり，70 が貯蓄され，第２年度に 77（その
年の課税後賃金 70 と合わせて 147）が消費される。消費税では，第１年度
は非課税，100 が貯蓄され 110（第２年度の賃金と合わせて 210）となり，
63 の課税を受けて，やはり 147 が消費される。 

 賃金税は、消費課税といえるか。 
賃金だけが消費されるのではないから、賃金税だけでは無理。金
融取引（貯蓄と借入れ）を課税ベースに入れる必要がある。 

 「賃金」の定義 
すべての人的役務提供（勤労）の対価を含むはず。 

 投資所得非課税の範囲 
非課税となるのは通常利益に限られる。超過利益には課税 
投資リスクの考え方 
 即時控除では、政府は自動的に共同投資者となる。 

 人（人的資源）への投資は？ 
上の例で、賃金を自己研修に充て、第 2 年度に 210 の賃金を獲得
すればどうか。 
独立事業者であれば、自己研修費用は課税仕入れ？ 

1-2-5 間接税（消費税、ＶＡＴ）における「消費」 

消費とは何か、が問われる場面を、制度的に限定している。 
人的役務提供（勤労）は、そのせいで捨象されていないか。 

 間接税における課税要件論 
担税者と納税義務者の不一致 
課税ベースと課税物件の不一致 
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所得概念が繰り返し議論されてきた所得税とは異世界 
租税政策論での扱い 

 課税事業者の身分 
しかし、実態としては、個人の事業者は消費者でもある。 
課税事業者でない者（人的課税除外）は、消費者のみ？ 
開業（消基通１１－１－７）、廃業（消法４条４項） 

 課税時期  

・ 消費に対する課税は、消費をした時点で課税するのが原則  
売上に対する課税への置換え 
譲渡（引渡）または役務提供時点での課税  

・ 無償取引（非）課税では、キャッシュ・フロー？ 

・ 不動産などの耐久消費財 
ＡＢＡ(American Bar Association)の消費課税提案 
 非課税事業者による譲渡にも VAT を課し、 
 譲渡時点で仕入税額控除（課税繰延べ） 
Mirrlees Review も、問題に言及 

 対象外取引 

・ 資産の譲渡等（消法４条１項、２条１項８号）以外 

・ 実定法上の非課税（消法６条） 

 課税仕入れ 
消費者や免税事業者からの仕入れ 
仕入税額控除の否定（前段階で課税されていないから） 
 日本は仕入税額控除を認める。 
 ただし、賃金（給与所得）は除外。 

1-2-6 執行上の負担 

 ＶＡＴ 
・ 課税事業者による申告とインボイス 

（日本では、申告と帳簿及び請求書の保存） 

 ＰＥＴ 
・ 事業者と消費者による申告 

 Ｘ Ｔax（後述） 
・ 事業者による申告と源泉徴収 
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2 歪曲の是正 
2-1 消費課税の今後 
2-1-1 消費税の性質の確認 

 個人消費に対する課税 

・ 課税ベースは個人消費、担税者は消費者 
特殊な事業者税や取引税ではない。 

 課税のチェーン 
なぜ、仕入税額控除をするのか。 
 前段階課税があるから。 
 必要経費があるから、ではない。 

2-1-2 課税ベース・納税義務者の拡大 

 非課税の縮小 

・ 金融、保険、ギャンブルへの課税 
サービスに対する課税 
 Ｆ（金融、Finance）＋Ｒ（実物、Real）ベース課税との類似 

 
出所：James Mirrlees, et al., Tax by Design: the Mirrlees Review, at 206. 

・ 給与は？ 
人的役務提供は、契約の法形式に拘わらず、実物取引 

 免税となる者の範囲の縮小 
仕入税額控除を適正化すれば、免税事業者は課税事業者より不利
になることがある。 
→ 課税事業者の選択と課税庁による確認行為 

・ 給与所得者は？ 

Table 8.2. Cash-flow and TCA approaches with a 20% tax rate and an 8% ‘pure’ 
interest rate 

 Deposit (5% interest rate) Loan (15% interest rate) Overall

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Cash 
inflow 

VAT TCA Cash 
inflow 

VAT TCA Cash 
inflow 

VAT TCA 

Year 1 £1,000 £200 – (£500) (£100) – £500 £100 – 

Year 2 (£50) (£10) £6 £75 £15 £7 £25 £5 £13 

Year 3 (£1,050) (£210) £6 £575 £115 £7 (£475) (£95) £13 

Present value £53.50 £10.70 £10.70 £62.41 £12.48 £12.48 £115.91 £23.18 £23.18 
Notes: Negative numbers in parentheses. Present value = Year 1 value + (Year 2 value / 1.08) + (Year 3 
value / 1.082). 

７／１２

― 79 ―



 
 

8 

2-1-3 課税時期 

 キャッシュ・フロー課税 
キャッシュ・フロー課税は、多段階付加価値税の必然？ 
 原則は、消費時に課税をすべき 
 なお、無償取引課税は不要か？ 
  現物配当、現物寄附、低額譲渡の扱い 
  免税事業者や消費者との取引 
  課税時期の問題が、課税ベースを浸食 

 仕入税額控除の繰延べについてのＡＢＡ提案 
ＶＡＴへの資産概念の導入 

 
出所：Alan Schenk & Oliver Oldman, Value Added Tax (Cambridge, 2007) at 430. 

 

2-2 解決の方向 

 形成 

・ 消費者、免税事業者における資産化（仕入税額控除の繰延べ） 

・ 課税事業者における仕入税額控除 
 課税売上との対応？ 

・ 範囲（個人消費との区別） 

 実現 

・ 給与の仕入税額控除 
 リバース・チャージが可能。 ＶＡＴでは、打ち消し合う。 

・ ２段階消費課税（Flat Tax, X Tax） 
 事業に対するキャッシュ・フロー税 
 被用者に対する賃金税 

８／１２

― 80 ―



 
 

9 

 
出所：Robert Carroll & Alan D. Viard, Progressive Consumption Taxation (AEI, 2012) at 23. 

 移転、喪失 

・ 消費課税における移転対価への課税 
金融資産に生じれば非課税、実資産であれば課税？ 
ヒューマン・キャピタルは？ 
組織再編成（合併、分割、株式交換など） 

 おわりに 
 消費課税を捉える目 

Money Machine を、どのようにコントロールするか。 
 Principle が必要 
 個人消費への課税 

課税の理論と執行の便宜との峻別 
納税義務者、課税物件といった課税要件論（規範論）には限界 
課税が人々や社会に及ぼす効果を、どう受けとめるか。 

 ヒューマン・キャピタル 
勤労、雇用、所得獲得能力向上へのインセンティブ 
人のライフサイクルを通じた公平さ 
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参 照 
消費税法 

(課税の対象) 
第４条 国内において事業者が行つた資産の
譲渡等には、この法律により、消費税を課す
る。 
２ 保税地域から引き取られる外国貨物に
は、この法律により、消費税を課する。 
３ 資産の譲渡等が国内において行われたか
どうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ当該各号に定める場所が国内にある
かどうかにより行うものとする。 
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該
譲渡又は貸付けが行われる時において当該資
産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空
機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株
券その他の政令で定めるものである場合に
は、政令で定める場所) 
二 役務の提供である場合 当該役務の提供
が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信
その他国内及び国内以外の地域にわたつて行
われるものである場合その他の政令で定める
ものである場合には、政令で定める場所) 
４ 次に掲げる行為は、事業として対価を得
て行われた資産の譲渡とみなす。 
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外

の資産で事業の用に供していたものを家事の
ために消費し、又は使用した場合における当
該消費又は使用 
二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第
十五号(定義)に規定する役員をいう。)に対し
て贈与した場合における当該贈与 
５ 保税地域において外国貨物が消費され、
又は使用された場合には、その消費又は使用
をした者がその消費又は使用の時に当該外国
貨物をその保税地域から引き取るものとみな
す。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料
又は材料として消費され、又は使用された場
合その他政令で定める場合は、この限りでな
い。 
６ 前三項に定めるもののほか、課税の対象
の細目に関し必要な事項は、政令で定める。 
 
(納税義務者) 
第５条 事業者は、国内において行つた課税
資産の譲渡等につき、この法律により、消費
税を納める義務がある。 
２ 外国貨物を保税地域から引き取る者は、
課税貨物につき、この法律により、消費税を
納める義務がある。 

所得税法 
(家事関連費等の必要経費不算入等) 
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次
に掲げるものの額は、その者の不動産所得の
金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しな

い。 
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの 
・・・ 

所得税法施行令 

(家事関連費) 
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要
経費とされない家事関連費)に規定する政令で
定める経費は、次に掲げる経費以外の経費と
する。 
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部
分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑
所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、か
つ、その必要である部分を明らかに区分する

ことができる場合における当該部分に相当す
る経費 
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を
提出することにつき税務署長の承認を受けて
いる居住者に係る家事上の経費に関連する経
費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産
所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務
の遂行上直接必要であつたことが明らかにさ
れる部分の金額に相当する経費 

消費税基本通達 
(課税仕入れ) 

１１―１―１ 課税仕入れとは、事業者が、事業と
して資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務

の提供を受けることをいうから、個人事業者が家事
消費又は家事使用をするために資産を譲り受け、若
しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、
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事業として行われるものではないから、課税仕入れ
に該当しないことに留意する。 
 
 (家事共用資産の取得) 
１１―１―４ 個人事業者が資産を事業と家
事の用途に共通して消費し、又は使用するも
のとして取得した場合、その家事消費又は家
事使用に係る部分は課税仕入れに該当しない
ことに留意する。この場合において、当該資
産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の
額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づ
く使用率、使用面積割合等の合理的な基準に
より計算するものとする。 
なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産
を一時的に家事使用しても、当該家事使用に
ついて法第４条第４項第１号((みなし譲渡))の
規定の適用はないのであるから留意する。 
 
(水道光熱費等の取扱い) 
１１―１―５ 個人事業者が支出する水道光
熱費等の支払対価の額のうち課税仕入れに係
る支払対価の額に該当するのは、所法令第９
６条各号((家事関連費))に掲げる経費に係る部
分に限られるのであるから留意する。 
 
(新規に開業をした事業者の仕入税額控除) 
１１―１―７ 法第３０条((仕入れに係る消費
税額の控除))の規定の適用があるのは、課税事
業者に限られるのであるから、新たに事業を
開始した個人事業者(法第９条の２第１項((前
年又は前事業年度等における課税売上高によ
る納税義務の免除の特例))、法第１０条((相続
があった場合の納税義務の免除の特例))の規定
の適用を受ける者を除く。)又は新たに設立し
た法人(法第９条の２第１項、法第１１条((合
併があった場合の納税義務の免除の特例))、第
１２条((分割等があった場合の納税義務の免除
の特例))又は第１２条の２第１項((基準期間が
ない法人の納税義務の免除の特例))の規定の適
用を受ける者を除く。)は、法第９条第４項
((小規模事業者に係る納税義務の免除の不適
用))の規定により課税事業者を選択しない限
り、課税仕入れ等の税額を控除することはで
きないのであるから留意する。 
 
(出張旅費、宿泊費、日当等) 
１１―２―１ 役員又は使用人(以下「使用人
等」という。)が勤務する場所を離れてその職
務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に
伴う転居のための旅行をした場合又は就職若
しくは退職をした者若しくは死亡による退職
をした者の遺族(以下１１―２―１において
「退職者等」という。)がこれらに伴う転居の
ための旅行をした場合に、事業者がその使用
人等又はその退職者等に支給する出張旅費、
宿泊費、日当等のうち、その旅行について通

常必要であると認められる部分の金額は、課
税仕入れに係る支払対価に該当するものとし
て取り扱う。 
(注) 
１ 「その旅行について通常必要であると認
められる部分の金額」の範囲については、所
基通９―３((非課税とされる旅費の範囲))の例
により判定する。 
２ 海外出張のために支給する旅費、宿泊費
及び日当等は、原則として課税仕入れに係る
支払対価に該当しない。 
 
(通勤手当) 
１１―２―２ 事業者が使用人等で通勤者で
ある者に支給する通勤手当(定期券等の支給な
ど現物による支給を含む。)のうち、当該通勤
者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交
通用具の使用のために支出する費用に充てる
ものとした場合に、その通勤に通常必要であ
ると認められる部分の金額は、課税仕入れに
係る支払対価に該当するものとして取り扱
う。 
 
(現物給付する資産の取得) 
１１―２―３ 事業者が使用人等に金銭以外
の資産を給付する場合の当該資産の取得が課
税仕入れに該当するかどうかは、その取得が
事業としての資産の譲受けであるかどうかを
基礎として判定するのであり、その給付が使
用人等の給与として所得税の課税の対象とさ
れるかどうかにかかわらないのであるから留
意する。 
 
(会費、組合費等) 
１１―２―６ 事業者がその同業者団体、組
合等に対して支払った会費又は組合費等(以下
１１―２―６において「会費等」という。)に
ついて、当該同業者団体、組合等において、
５―５―３((会費、組合費等))により、団体と
しての通常の業務運営のために経常的に要す
る費用を賄い、それによって団体の存立を図
るものとして資産の譲渡等の対価に該当しな
いとしているときは、当該会費等は課税仕入
れに係る支払対価に該当しないのであるから
留意する。 
５―５―４((入会金))に掲げる同業者団体、組
合等に支払う入会金についても、同様とす
る。 
 
(滅失等した資産に係る仕入税額控除) 
１１―２―１１ 課税仕入れ等に係る資産が
事故等により滅失し、若しくは亡失した場合
又は盗難にあった場合などのように、結果的
に資産の譲渡等を行うことができなくなった
場合であっても、当該課税仕入れ等について
法第３０条((仕入れに係る消費税額の控除))の

１１／１２
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規定が適用されるのであるから留意する。 
 
(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義) 
１１―２―１２ 法３０条第２項第１号((個別
対応方式による仕入税額控除))に規定する課税
資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資
産の譲渡等にのみ要するもの」という。)と
は、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要
な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げる
ものの課税仕入れ等がこれに該当する。 

なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間に
おいて当該課税仕入れ等に対応する課税資産
の譲渡等があったかどうかは問わないことに
留意する。 
(１) そのまま他に譲渡される課税資産 
(２) 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使
用される原材料、容器、包紙、機械及び装
置、工具、器具、備品等 
(３) 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣
伝費、支払手数料又は支払加工賃等 

 

東京高判平成 24 年 9 月 19 日（判時 2170 号 20 頁） 
(2) 争点(2)（本件各消費税関係支出が消費税
法２条１項１２号の課税仕入れに該当するか
否か。）について 
 （被告の主張） 
   ア 課税事業者は，原則として，その
課税期間における課税標準額に対する消費税
額から，課税仕入れ等の税額を控除すること
とされている（消費税法３０条１項）とこ
ろ，「課税仕入れ」とは，事業者が事業とし
て他の者から資産を譲り受け，若しくは借り
受け，又は役務の提供（給与等を対価とする
役務の提供を除く。）を受けることをいう
（同法２条１項１２号）のであるが，個人事
業者が家事消費又は家事使用をするために資
産を譲り受け，若しくは借り受け，又は役務
の提供を受けることは，事業として行われる
ものではないから，課税仕入れに該当しない
こととされている（消費税法基本通達１１－
１－１参照）。また，個人事業者が，資産を
事業と家事の用途に共通して消費し，又は使
用するものとして取得した場合は，その家事
消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに
該当しないものとされ（消費税法基本通達１
１－１－４参照），個人事業者が支出する水
道光熱費等の支払対価の額のうち課税仕入れ
に係る支払対価の額に該当するのは，所得税
法施行令９６条各号に掲げる経費（所得税法
上の必要経費）に係る部分に限られるものと
されている（消費税法基本通達１１－１－５
参照）。 
   イ 上記アのとおり，水道光熱費等の
一般対応の必要経費が課税仕入れに該当する
ためには，所得税法上の必要経費であること
が必要とされているところ，前記争点(1)に係
る被告の主張のとおり，本件各支出は，所得
税法３７条１項に規定する「所得を生ずべき

業務について生じた費用」として当該事業と
の関連性又は事業の遂行上の必要性が認めら
れず，家事費又は家事関連費として原告の事
業所得の計算上必要経費に算入できないと認
められるのであるから，これと連動して本件
各消費税関係支出も消費税法上の課税仕入れ
に該当しないことは明らかである。 
 （原告の主張） 
 争う。 
 
第３ 当裁判所の判断 
・・・ 
２ 争点(2)（本件各消費税関係支出が消費税
法２条１項１２号の課税仕入れに該当するか
否か。）について 
・・・ 
ところで，同号にいう「課税仕入れ」とは，
事業者が，事業として他の者から資産を譲り
受け，若しくは借り受け，又は役務の提供
（所得税法２８条１項に規定する給与等を対
価とする役務の提供を除く。）を受けること
をいうところ，このような仕入税額の控除が
認められているのは，税負担の累積を防止す
るためであると解されるから，「課税仕入
れ」に該当するのは，消費税額の課税標準で
ある課税資産の譲渡等の対価の額（消費税法
２８条１項），すなわち，事業として対価を
得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役
務の提供（同法２条９号）の対価の額を生じ
ることとなる事業と関連するものでなければ
ならないというべきである。そして，このよ
うな観点に立てば，所得税法上の一般対応の
必要経費に算入できないものについては，
「課税仕入れ」に該当しないというのが相当
である。 
 

 

１２／１２
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討論会 ９月１１日�・午後

国際課税を巡る現状と課題

●参加者（五十音順）

早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
東レ株式会社経理部税務担当部長（租研理事） 栗原 正明

財務省主税局参事官 日置 重人
一橋大学大学院国際企業戦略科准教授 吉村 政穂

司会 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 渡辺 裕泰

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編６５頁～９４頁」に掲載されています。
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はじめに

（渡辺） それでは，パネルディスカッション
「国際課税をめぐる現状と課題」を始めさせて
いただきます。パネリストの方は今ご紹介のご
ざいました，こちらの４人の方々でございます。
パネリストの方々はそれぞれ組織に所属されて
いるわけですけれども，本日はその組織の意見
というよりは個人としての資格でご発言いただ
きたいと思っておりますので，その点よろしく
お願いいたします。従いまして，ここではお名
前を肩書きなしのさん付けで呼ばせていただき
ますので，この点もどうぞよろしくお願いを申
し上げます。

本日のパネルディスカッションは全体が２部
構成になっております。第１部は「最近の国際
課税の動向と課題」についてでございます。国
際課税の世界ではここ数年大きな税制改正が続
きました。

平成２１年に外国子会社からの配当について間
接外国税額控除を廃止し，受取配当益金不算入
制度に改正しました。平成２２年には外国子会社
合算税制について資産性所得というものが新し
く加わったこと，それから，２３年には移転価格
についてベストメソッドルールが入ったこと，
それから，２４年には過大支払利子税制という所
得に対して利子の支払いが多い場合に損金算入
を認めない制度が入ったことというようなかな
り大きな改正が引き続き行われました。

今年については正直言うと大きな改正と言え
るほどのものはございませんが，幾つかの改正
が行われておりまして，後ほどご紹介があるか
と思います。ベリー比の導入とか，結構面白い
ものも入っております。

それから，税制改正の話題としましては，今
年の改正もさることながら，今後どういう改正
を行うかということが大問題になってきており
ます。以前から問題になっておりました総合主
義から帰属主義への変更という国際課税原則の

見直しがまさに差し迫った課題になってきてお
ります。そういうことで今日は総合課税から帰
属主義になるとどういうことになるのかという
ことが恐らくかなり話題になるのではないかと
思っております。これらの内容，それから，パ
ネリストの方が日ごろから疑問に思っておられ
ることについて議論させていただきたいと思っ
ております。

第２部は「国際協力に向けたトピックス」で
ございます。約１０年前に日米租税条約が改定に
なりまして以来，財務省の主税局はすごい勢い
で租税条約の改定交渉，それから，新しい国と
の締結交渉をやっておられます。また，タック
スヘイブン等々との情報交換協定もどんどん進
めておられます。このような租税条約ネット
ワークが今後どういうふうに拡充されていくの
かという点が１つの話題かと思います。

また，他方で，OECD 等では多国籍企業に
よる極端な租税回避が問題になっております。
新聞等でもスターバックスとか，アマゾンとか，
アップルとか，グーグルとかが問題になってい
ることは皆さんも既によくご存じのとおりでご
ざいます。BEPS（Base Erosion and Profit
Shifting）と呼ばれておりますが，これらにつ
きまして第２部で議論をしていきたいと存じま
す。

それでは，早速第１部の「最近の国際課税の
動向と課題」につきましてディスカッションを
始めさせていただきます。最初に日置さんから
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ご説明をいただきまして，その後，青山さん，
吉村さん，栗原さんからご意見，ご質問を頂戴
し，さらに日置さんからお三方の質問等にお答
えをいただくという順番で進めさせていただき
たいと思います。

それでは，日置さん，よろしくお願いいたし
ます。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．最近の国際課税の動向と課題

１．国際課税の現状
（日置） ただ今ご紹介にあずかりました主税
局参事官の日置と申します。今年で参事官とし
て２年目ということで，去年もこの講演に参加
させていただきました。

それでは，早速ですけれども，お手元の資料
をご覧ください。前半は比較的駆け足でご説明
させていただいて，帰属主義の話と BEPS の
話に時間をたくさんかけたいと思っています。
〔国際課税の基本的考え方〕

それでは，国際課税資料１をご覧ください。
図の下方に天秤がありますが，国際課税の基本
的な考え方の柱のうちの最初の２つ，わが国の
適切な課税権の確保とわが国経済の活性化を，
一見矛盾するような２つの目標ですけれども，
バランスを取っていくことが重要であるという
ことを示しています。
〔国内法に定める国際課税〕
国際課税資料２です。先ほど渡辺さんからも

ご説明がございましたが，わが国の国際課税に
ついては，年を追うごとにいろいろな制度を導
入してきております。これらの制度の導入にあ
たっての基本的な３つの視点を挙げております。

１つ目に経済活動の実態の変化への対応，２
つ目に税の公平性・中立性の確保／租税回避行
為への対応，３つ目に確実な執行の確保・手続
の整備です。国際課税としても経済活動を妨げ
ないような中立性を重視していこうということ

です。
〔わが国の課税権の範囲〕
国際課税資料３は，わが国の課税権の範囲を

図示しています。居住者・内国法人については
全世界所得課税をすることとしており，非居住
者・外国法人については国内源泉所得のみに課
税をすることとしています。
〔個人納税者の区分と課税所得の範囲〕
国際課税資料４は，個人納税者の区分と課税

所得の範囲を図示しています。
〔法人納税者の区分と課税所得の範囲〕
国際課税資料５は，法人納税者の区分と課税

所得の範囲を図示しています。
〔外国税額控除制度の概要〕
国際課税資料６は，外国税額控除です。外国

税額控除というのは国際的な二重課税の排除を
行うものであり，外国で納付した税額を，国外
所得に対してわが国で納付すべき所得税・法人
税額の範囲で，控除することを認める制度です。
これは国際課税資料１にもありましたように国
際課税の基本的な考え方として重要なものです。

平成２１年度税制改正において，渡辺さんから
も先ほどご説明がありましたように，間接外国
税額控除制度を廃止して，外国子会社配当益金
不算入制度を導入しております。
〔外国子会社からの受取配当に関する二重課税
調整措置の見直し（平成２１年度改正）〕
国際課税資料７は，間接外国税額控除制度を

外国子会社配当益金不算入制度に入れ替えたと
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いうことで，外国子会社からの配当所得につい
て課税を行わないこととなりました。ここに書
いてありますように，外国子会社が，税制に左
右されずに国内への配当支払いの時期やその額
を決められるようになったということが言える
かと思います。
〔外国子会社合算税制について〕

続きまして，国際課税資料８は，CFC，外
国子会社合算税制です。これは，わが国の内国
法人が税負担の著しく低い外国子会社等を通じ
て国際取引を行うことによって，直接に取引を
した場合よりも著しく税負担を軽減し，わが国
の課税を免れるという事態に対応する税制です。
〔外国子会社合算税制の概要〕
国際課税資料９は，外国子会社合算税制の概

要を示しております。基本的には３層構造の制
度となっておりまして，１つ目は，トリガー税
率による，すなわち税負担割合が２０％以下の国
又は地域に所在する外国関係会社にのみ適用さ
れるというスクリーニングです。２つ目は，個
別の企業について適用除外となるかどうかの判
定を行います。ここに４つの適用除外基準が書
かれています。そして，３つ目は，適用除外の
判定をされても資産性所得は合算するというこ
とになっています。
〔移転価格税制について〕
国際課税資料１０の移転価格税制というのは，

海外への所得の移転を防止するため，海外にあ
る関連企業との取引が通常の価格で行われたこ
ととして所得を計算し直して課税をする制度で
す。
〔過少資本税制の仕組み〕

続きまして，国際課税資料１１は，過少資本税
制です。配当は損金算入できませんが，利子は
損金算入できるということを利用して，借入に
よる資金調達を増やして利子の支払いを多くす
ることによって所得を圧縮し，税負担を軽減す
ることが想定されます。これを防止するため，
資本に対する一定の割合を超える利子の支払い
について損金算入を認めないこととした制度で

ございます。
〔関連者間の利子を利用した租税回避への対
応〕
このように利子の損金性を利用した租税回避

に対応する制度，すなわち利子の損金算入につ
いての制限をかける制度を，国際課税資料１２の
右下に示しております。利率が過大であるとい
うことについては移転価格税制が適用されます。
資本に比して負債が過大である場合は，先ほど
申しました過少資本税制が適用になります。

これに加えて，２４年度改正において，先ほど
渡辺さんからもご紹介のありました過大支払利
子税制が導入されました。これはフローに対応
する利子損金算入の制限です。
〔過大支払利子税制について〕
国際課税資料１３は，過大支払利子税制の仕組

みを図示したものです。先ほど申しましたよう
に所得に対応する損金算入を制限する制度です。

２．平成２５年度税制改正の概要
〔国際課税関係の主な平成２５年度税制改正事
項〕
国際課税資料１４は，国際課税関係の主な２５年

度改正事項です。主に４つ挙げておりまし
て，１つ目は，振替社債利子の非課税制度の恒
久化等です。２つ目は，外国子会社合算税制，
CFC 税制に係る外国税額控除の改正です。３
つ目が，移転価格税制におけるベリー比の導入
です。４つ目につきましては，条約の適用手続
きの簡素化が行われました。国際課税資料１５以
下でそれぞれをご説明したいと思います。
〔社債利子の非課税制度の恒久化等〕
国際課税資料１５です。振替国債，振替地方債

の非課税制度については，既に恒久化がなされ
ております。振替社債については２２年から２５年
までの期限付きの非課税措置だったのですが，
今回の改正において振替社債利子の非課税措置
の適用期限を撤廃しております。

イスラム債とレベニュー債の２つについては，
市場のニーズないしは政策の効果を見極める必
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要があるということで，それぞれの制度が導入
されたのが，イスラム債が２３年度，レベニュー
債が２４年度改正ですが，適用期限を平成２８年３
月３１日までと３年間延長の措置をとっています。

わが国の社債市場への投資を一層促進すると
いうこととわが国の企業の資金調達の円滑化を
図るということが目的です。
〔外国子会社合算税制に係る外国税額控除の見
通し〕
続きまして，国際課税資料１６は，CFC 税制

の改正です。多少ややこしいので，丁寧にご説
明します。

まずは，日本企業が無税国 X に外国子会社
A 社を持っています。A 社の支店が Y 国にあ
ります。Y 国は，税率が５０％の国です。X 国に
ある A 社と Y 国にある支店は同一の会社とい
うことで点線で囲まれています。A 社と A 社
の支店で所得は１００あります。そのうち，２０が
A 社で，８０が A 社の支店で稼得しています。
税率は，Y 国では５０％ですので，税は４０という
ことで，A 社の全体の所得１００のうち税が４０か
かっています。

改正前は，日本企業の外国税額控除について，
どのような考え方をしていたかといいますと，
無税国にある会社が稼いでいる所得については
非課税国外所得として考えていたということな
ので，A 社は無税国にあるため，外税控除の
限度額が設定されません。式を見ていただきま
すと，国外所得がゼロになっております。全世
界所得は X 国の２０と Y 国の８０との合計１００です
が，国外所得の計算はゼロとなってしまうこと
から，外税控除の枠がないということで，日本
で払っている２５．５から外税控除がされないこと
となっておりました。合算所得に対する税負担
は６５．５です。

そこで，改正後はどのようになったかといい
ますと，１００の合算所得のうちの４０は外国で課
税を受けているということで，外税控除の限度
額の設定では，国外所得１００を認識します。下
の式のところで網掛けのところが，ゼロから

１００に変更されておりますけれども，これによ
って２５．５が外税控除の限度額として設定されて，
日本で支払った２５．５が外税控除を受けるという
ことになります。合算所得に対する税負担は，
Y 国での税４０のみということになります。
〔移転価格税制による独立企業間価格算定にお
けるベリー比の追加〕
続きまして，国際課税資料１７は，移転価格税

制の算定方法の追加です。ここにございますよ
うに，独立企業間価格の算定方法には基本三法
とその他の方法があります。その他の方法の中
に取引単位営業利益法（TNMM）があります
が，この方法を用いて独立企業間価格を算定す
る際に使用する利益水準指標は，改正前は売上
高営業利益率と総費用営業利益率の２つでした
が，これらにベリー比と呼ばれている営業費用
売上総利益率を追加しました。

ベリー比というのは営業費用に対する売上総
利益の比率をいいます。主に問屋等の販売仲介
業者の行うサービスのように，その利益が営業
費用に比例するようなビジネスの利益率を検証
するのに有効な方法と考えられております。既
に OECD のガイドラインで利用が認められて
おり，諸外国でもこのようなベリー比を導入し
ているということで，これを追加することとし
ました。
〔上場株式等の配当等に係る租税条約適用手続
きの簡素化〕
国際課税資料１８は，上場株式の配当等に係る

条約適用の手続きの簡素化についてです。改正
前の手続きにおいては，上場株式の配当を受け
る際に条約の適用を受けたいというときは，支
払いを受ける配当の銘柄ごとに氏名等の配当に
関する事項等を記載した届出書を提出しなけれ
ばなりませんでした。

図の下の方にございますように，改正後はこ
の条約届出書を２部構成というか，２つに分け
て，特例届出書については氏名，条約の名称な
どの保有銘柄が変動しても変わらない情報を記
載して，別途，銘柄ごとに限度税率，支払者名
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称など，株式に関する情報を出すことになりま
した。しかも，これを電子化して所轄税務署に
提出するということで，金融機関の事務負担の
軽減につながるということです。

３．今後の課題
〔平成２５年度税制改正大綱（抄）〕

続きまして，国際課税資料１９は，平成２５年度
の自民党・公明党の税制改正大綱の記述です。
ここには，総合主義に基づく従来の国内法の規
定 を OECD 承 認 ア プ ロ ー チ（Authorized
OECD Approach），いわゆる AOA の考えに
沿って帰属主義に基づくものに変えていくこと
を具体的に検討していく旨が書かれております。
これを受けて，わが方としても鋭意検討をすす
めております。
〔総合主義と帰属主義の違い〕
国際課税資料２０は，総合主義と帰属主義の違

いについてです。今の総合主義がどのように帰
属主義に変わるかということを図示したもので
す。図の左側をご覧ください。外国法人の本店
が日本に支店を持っており，外国法人として括
られているということです。そこで，どのよう
な所得がどこに帰属しているのかということで
す。

日本の総合主義に基づく申告の対象範囲とい
うことで，支店が稼いでいる国内事業所得は申
告対象であり，本店が支店に帰属しない国内源
泉所得も，支店が日本にあるということで，申
告対象になっております。それに対して，支店
が第三国で所得を得るような場合については，
課税対象外となっています。

では，今回どのような改正を検討しているか
というと，考え方としては，支店に帰属する所
得について支店課税をしていくということです。
支店が稼いでいる国内所得は引き続き申告対象
となるわけですが，申告対象ではなかった第三
国源泉の所得も，支店に帰属をしているという
ことで，申告対象に入ってきます。

逆に，本店が日本で稼いでいた国内源泉所得

につきましては日本の PE，支店に帰属はしな
いということで，申告の対象外になります。こ
れは，この国内源泉所得について源泉課税はさ
れますが，申告課税の対象外になるという意味
です。わかりやすく言うと，支店に帰属する所
得を取り込む一方，支店に帰属していない本店
が稼ぐような国内源泉については申告の対象外
にするということを図示しています。

条約上は現在帰属主義が原則となっておりま
す。そして，内部取引は現在左側の図のように
認識をしていません。今度，帰属主義に変更す
るということで，これは OECD のモデル条約
新７条に基づくことになりますが，内部取引を
認識していくということです。

このように，基本的な考え方としては，本店
と支店を独立企業として擬制するというような
形で内部取引をアームズ・レングス・プライス
（独立企業間価格）に基づき，ちゃんと認識し
ようということです。
〔総合主義と帰属主義の違いの具体的なイメー
ジ〕
国際課税資料２１は，国際課税資料２０を詳細に

したものですので，説明を省略させていただき
ます。
〔外国法人及び非居住者に対する課税原則を帰
属主義に見直す場合の考え方の骨子（案）〕
国際課税資料２２をご覧ください。帰属主義の

考え方の骨子です。�２については，国内源泉に
ついて課税をするということが基本的な考え方
ですが，恒久的施設（PE：Permanent Estab-
lishment）に帰属する所得を国内源泉として位
置付けます。つまり，第三国で稼いだ PE に帰
属する所得についても国内源泉として位置付け
るということです。
�３の PE に帰属しない国内源泉所得，先ほど

申しましたように本店が稼いでいるような国内
源泉所得については，PE 帰属所得とは別にす
るということです。PE を有さない外国法人が
取得する国内源泉所得と同様の課税をするとい
うことです。
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�４についてですが，PE 帰属所得の算定につ
いてです。先ほども申しましたように，①は，
支店を本店から分離・独立した企業，子会社と
擬制した場合に得られる所得とするということ
です。②ですが，内部取引を認識するというこ
とです。③ PE を独立した企業として擬制した
際に必要とされる程度の資本を PE に配賦する
こととします。

これに伴いまして過少資本税制について見直
しを行い，これに吸収するということです。た
だし，過大支払利子税制については残そうと考
えております。

そして，�５二重課税の調整についてです。①
は，外国法人の PE 帰属所得の話であり，外国
で稼いだ所得についても申告対象ということに
なりますので，その所得についての外国税額控
除制度を創設するということを考えております。

②ですが，内国法人等が国外に PE を持って
いる場合に，それの帰属所得に対する外税控除
ということも考える必要があるのではないかと
考えております。結局のところ，内国法人等に
ついては，わが国の課税額は全世界所得課税を
している以上，課税額は変わらないですが，改
正後は内部取引を認識するということで，国外
の PE が稼ぐ所得の計算が変わりますので，そ
れに基づいて外税控除をしていくことが必要か
と認識しております。
〔帰属主義に見直すことの意義〕
国際課税資料２３です。帰属主義への見直しに

ついて，どのような意義があるかということが
書かれております。１つは，OECD が作った
共通のルールに従うということで，それぞれの
国の所得の認識がそろってくるということです。
PE 所在地国と本店所在地国の所得の認識がそ
ろいますので二重課税の排除ないしは二重非課
税の空白を減らすことにつながってきます。ま
た，先ほども申しましたように，OECD 租税
条約は，帰属主義に基づく規定となっています
ので，租税条約と国内法の整合性が図られます。

〔対比表（総合主義・帰属主義）〕
国際課税資料２４です。総合主義から AOA に

沿った帰属主義に変わった場合に，その帰属主
義の中で旧モデル７条と新モデル７条が適用さ
れることになります。現存の条約は基本的に旧
モデル７条を規定しております。今後新モデル
７条に改正していくということですけれども，
帰属主義の下で旧モデル７条と新モデル７条は
何が違うのかが対比されています。

主なものとして，４段目にある本支店間の内
部取引があります。先ほど申しましたように，
総合主義の場合では内部取引は認識しないとい
うことなのですが，旧モデル７条をよく見てい
ただくと，内部取引損益の認識を容認しており
ます。新７条では内部取引を認識することが必
要となるのですが，旧モデル７条でも認識はで
きるのです。ただし，括弧書きにございますよ
うに，旧モデル７条では，無形資産の内部使用
料と一般事業会社の内部利子は認識しないので
すが，新モデル７条ではこの２つも含め内部取
引損益全般を認識することになります。これを
認識しなければいけないか，そうでないかに違
いがあります。

もう１つは，単純購入のものについては旧モ
デル７条でも非課税ということですが，新モデ
ル７条では独立企業間価格で考えるので，単純
購入にかかる所得についても認識することにな
ります。括弧書きにございますように，購入代
理活動に対する受取手数料のようなものは，所
得としてはわずかであるかもしれませんが，認
識していく必要があるということです。

旧モデル７条と新モデル７条が並存するとい
うことになりますけれども，国内法が新モデル
７条に沿った改正をするということで，相手国
が旧７条でも，その AOA に沿った考え方の認
識をしていれば，先ほど申しましたような二重
課税や二重非課税の部分は縮小していくと考え
ております。
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〔総合主義（全所得主義）と帰属主義の課税方
式の違い（所得の種類別）〕
国際課税資料２５は，総合主義と帰属主義の課

税方式の違いについて，所得の種類別に何が変
わるかを図示しております。左側が総合主義の
場合，右側が帰属主義の場合になっていますが，
一番の違いは，PE ありの欄が PE 帰属所得を
対象にネット所得課税（国内事業所得）と書か
れている縦の部分が上から下まで一気通貫にな
っているところです。

これは，PE に帰属する所得については国内
源泉所得として課税するということで，従来国
外源泉所得とされている注３，注４のようなも
のについても，課税するということです。具体
的には，外国債券について受け取る利子で，支
店に帰属するものについては，支店帰属所得と
して課税するということになります。

そして，本店が稼いでいるような所得，例え
ばわが国で株式を譲渡したときの譲渡益などは，
現行では PE があれば課税をすることとなって
おり，左側（総合主義）の図では「PE あり」
の部分が全部黒塗りになっています。右側（帰
属主義）の図を見ていただきますと，これらの
所得は PE に非帰属ということで，課税対象外
として，例えば注５に当たる部分というのは白
抜きになっています。
〔内部取引の認識〕

続きまして，国際課税資料２６です。どのよう
なものが内部取引の対象にする必要があるのか
ということですが，ここに３つほど条件を書か
せていただいています。

１つ目は，独立企業間であれば，対価のやり
取りがあったであろう取引と同等のものです。
したがって，単なる帳簿での資産の付け替えみ
たいなものは含まれません。２つ目は，現実の
かつ認識可能な事象であるということです。３
つ目は，経済的に重要なものであるということ
です。このようなものが内部取引として認識さ
れます。

〔帰属主義へ移行した場合の内国法人のための
外国税額控除のイメージ〕
先ほど，国際課税資料２２（外国法人及び非居

住者に対する課税原則を帰属主義に見直す場合
の考え方の骨子）のところで，外国税額控除に
ついて内国法人の国外 PE 所得の計算方式が変
わるという話をしましたが，国際課税資料２７は，
その具体的な内容を図示しています。

１つ目は，国外支店の帰属所得を国外源泉所
得として認識するということです。下図にござ
いますように，従来国外支店が日本国内におい
て利子や配当を稼いでいた場合は，国内源泉所
得だったのですが，これを国外源泉所得として
認識します。

そして，前ページで申しましたように，内部
取引損益を認識するので，これを加えて計算し
た部分が国外支店帰属所得となるということで
す。また，従来どおり国外支店が稼いでいる所
得，ないしは本店が直接国外から稼ぐ所得とい
うものも国外源泉所得として認識していくとい
うことです。

第１部について，私からの説明は以上でござ
います。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 日置さん，どうもありがとうござい
ました。相当大量なものを大変要領よくご説明
いただき，感謝申し上げます。特に総合主義か
ら帰属主義への移行というこれから大問題にな
ります話につきまして，一般的には皆さんはご
存じだと思いますけれども，今日はその中でも
特に旧７条に基づくとどうなるのか。新７条に
基づくとどうなるのか。その違いは何かという
ようなことまできちんとご説明いただきまして
大変ありがとうございました。

それでは，パネラーの方から順次ご意見，ご
質問を伺いたいと存じます。最初に青山さんか
らお願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅱ．最近の国際課税の動向と課題
への意見

（青山） 日置さん，大変詳しい総合主義から
帰属主義への変更についてのご説明をありがと
うございました。私からは今回の改正のポイン
トについて若干のコメントさせていただき，質
問をさせていただきたいと思います。
〔２５年度改正及び今後の課題‐国内法への帰属
主義の導入について〕
まず OECD モデル条約改定を反映いたしま

した国内法の帰属主義への転換は，移転価格税
制に適用される独立企業原則を可能な限り外国
法人の PE の課税にも適用しようとするもので
すので，多国籍企業のグローバルビジネスの多
様化に対して国際租税ルールの一貫性と透明性
を高めるという効果を持つ適切な税制改正と考
えます。これは非居住者，外国法人によるイン
バウンド投資にとっての予測可能性を高めると
いう効果があると思います。ただし，次の３点
の課題を有していると考えます。
〔過渡期における対応〕

１つ目は，今回の国内法改正と合わせて先ほ
どおっしゃった AOA に沿った新７条の条約改
定が行われるわけですけれども，両者のタイミ
ングのずれによって過渡期における執行コスト
の負担が増すのではないかという意味での懸念
です。

すなわち AOA に沿った既存条約の改正や新
規の締結には何といっても時間がかかると思い
ます。もし国内法改正が済んでしまいますと，
当分の間は，国内法と条約とも AOA ベースで
帰属主義が適用できる相手国という１つ目のカ
テゴリーと，条約は相変わらず旧７条の下での
制限的帰属主義の対象となるけれども，国内法
は変わっているという状況のという２つ目のカ
テゴリー，そして，３つ目は，条約が未締結の
国で，国内法による AOA ベースの帰属主義の
みが適用されるものという３つのケースが想定
されます。

そうしますと，これは経過的なものかもしれ
ませんけれども，納税者や執行当局のコンプラ
イアンスコストは高まります。迅速な条約改定
等が必要と思われますけれども，当局はこの点
についてどのように対応されるお考えなのかと
いうことを，まず，お聞きしたいと思います。

なお，この点については，先ほど今回の国内
法改正が実現すれば二重非課税などが解消され
て，２国間で事業所得の按分に整合性が出てく
るというお話でしたけれども，AOA 原則に対
して留保している国連モデルに基づく租税条約
のポリシーを主張している国もございます。そ
のような国との間では条文上同じ文言が使われ
ていたとしても，先ほどご説明がありましたよ
うに，その条約の解釈の理解が当然違ってまい
ります。そうすると，本件ギャップの解消につ
いては相当な困難が伴うと思われます。
〔無形資産への対応〕

２つ目は，AOA に基づく PE 帰属所得の算
定ルールについてです。先ほどのご説明にもあ
りましたとおり，内部取引の認識や PE への資
本配賦などを踏まえて，技術的に精緻化された
独立企業原則の適用が予測されますけれども，
その分，現在無形資産取引への独立企業原則の
適用で苦労している移転価格税制が抱えている
問題点と共通する課題を本・支店間においても
抱えることにもなろうと思います。納税者にと
ってみますと，そのような状況を想定すると，
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単に法改正のみならず，具体的な解釈・適用を
どうするのかということについての適切なガイ
ダンスをより必要とするのではないかと予測さ
れます。

そこで，ここでは移転価格でも議論されると
ころですけれども，いわゆる比例原則に基づい
て例えば一定規模以下のケースでは AOA の厳
格適用を免除するといったようなある意味適切
に設計されたセーフハーバーの活用などのソフ
トロー面での工夫も必要ではないかと考えられ
ますけれども，この点についていかがお考えで
しょうか。

この問題をうまく解決しないと，今回外国支
店にも独立企業原則が広がり，かつその矛盾が
大きくなった場合，いわゆる定式配分方式導入
論への拍車をむしろ促進してしまうという可能
性もあると思いますので，そのような問題意識
でお尋ねします。
〔国外PEの外税控除について〕

３つ目は，新制度の課税要件の解釈に関する
課題の中から，本邦法人にかかわる最後にご説
明のありました二重課税解消方法としての新た
な外税控除についての問題点です。外国法人へ
の帰属主義の適用と内国法人の国外所得の扱い
は，基本的には理論的にシンメトリックである
べきですけれども，内国法人から見ると目的の
相違がございます。要は，二重課税を解消する
ため，どうしたらいいのかということです。

それを達成するためのアンバランスな事務コ
スト等をもし内国法人に要求するということに
なりますと，それも先ほど申し上げた比例原則
との関係でいかがなものかと思います。そうし
ますと，例えば従来行われていました費用配賦
方法の維持などによってある程度コンプライア
ンスコストに考慮した制度設計も望まれると思
いますけれども，この点はいかがお考えかとい
うことです。

また，みなし内部取引で認識された利得の中
には，まだ第三者取引によって企業としては最
終的に所得が実現していないものが多くなると

予測されますので，外税控除とのタイミングの
ずれが従来以上に問題化しようかと思います。
控除枠等の繰延期間の延長の必要性はいかがで
しょうか。

以上の点についてお伺いしたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に吉村さん，よろしくお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔外国子会社合算税制について〕
（吉村） 私はまず外国子会社合算税制につい
てお伺いしたいと思います。国際課税資料１６で
ご説明いただきましたように，平成２５年度税制
改正におきましては，無税国に外国子会社等が
所在する場合の取り扱いについて若干修正があ
った程度であり，外国子会社合算税制について
あまり大きな改正はなかったと認識しておりま
す。

しかしながら，最近の報道等を見ております
と，産業界をはじめとして，イギリス等の法人
税引き下げに対応したトリガー税制の見直しを
してほしいといった要望や M&A によって取
得した後の猶予期間を設定してほしいといった
要望が出ているように思います。このように，
ここ数年外国子会社合算税制に関しましては，
産業界を中心として適用を緩和する方向での要

― 94 ―



望が目に付くようになりました。
その一方で，今回の討論の後半で取り上げま

すけれども，BEPS と呼ばれるように，国際社
会におきましては外国子会社合算税制の国際的
な調和ないし強化という議論が行われていると
ころです。日本としては両方の議論を見ながら
今後の方向を決めていくことになるかと思いま
すけれども，当面の課題に対してどのような態
度で臨んでいくのかということを差し支えない
範囲でお教えいただければ幸いです。
〔帰属主義への変更について〕

次は帰属主義についてお伺いしたいと思いま
す。国際課税資料２３にありますように，今回の
帰属主義への変更は，PE 課税について，
OECD としての統一アプローチを採用するプ
ロジェクトが出発点となっていました。ご説明
にありましたとおり，加盟国における PE 課税
の調和を実現することによって二重課税，又は
課税の空白を排除するという大きな目的がある
と認識しております。

しかしながら，今回の改正立案作業にあたっ
ている担当者の方々が大変なご苦労をされたよ
うに，OECD の PE リポートにおいて複数の選
択肢が提示されていたり，或いはリポートにお
いては触れられていなかった論点というものが
多く存在しています。これらの論点に各国が個
別に判断して対応するということが生じますと，
結局は加盟国間の PE 課税には細かい相違が残
ることになるのではないかと思います。かつて
の状況に比べれば，もちろん大きな進歩ではあ
りますけれども，その次のステップとして，残
った相違点を調和するような努力が予定されて
いるのかどうか。又はそれを作り出す方向での
議論が行われているのかということをお教えい
ただければと思います。

とりわけ日本は OECD 加盟国の中で最も早
く帰属主義への変更を実現する立法作業に取り
組んでいる国の一つではないかと思いますので，
その経験を伝えるなど，日本の仕組みを発信し
ていくといったいい機会ではないかと考えてお

ります。
最後は質問というよりもお願いなのですけれ

ども，帰属主義への変更につきまして，その理
念として本・支店間での内部取引にアームズレ
ングス原則を及ぼすということは非常にわかり
やすいのですが，青山先生からもご指摘があり
ましたように，実際の制度の適用・運用に当た
っては多くの問題があるように思います。

例えば無償資本の配賦や，内部取引の認識を
前提に比較対象取引をどのように選定するかと
いうことを考えますと，一般の移転価格税制の
適用の場面と同じぐらい，或いはそれ以上に納
税者の負担が大きくなるように感じます。そこ
で，青山先生と重なることですが，新旧条約の
移行期を含めまして，企業の予測可能性に配慮
した制度設計・運用になることを期待しており
ます。

私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 吉村さん，どうもありがとうござい
ました。それでは最後に栗原さん，よろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（栗原） 東レの栗原でございます。私は実務
的な観点から，移転価格税制のベリー比，
APA 手続き，そして，帰属主義について質問
をしたいと思います。
〔ベリー比の使用方法について〕

１つ目はベリー比の使用方法についてです。
ベリー比は先ほどのご説明にございましたよう
に，粗利益割る営業費用という算式で求められ
ますので，計算は至って簡単で，わかりやすい
指標であると言えます。仲介業者に向いている
指標なので，私どもの会社でも海外子会社の移
転価格のリスク評価に使用しております。平成
２５年度改正で TNMM の利益指標の１つとして
追加されましたが，よく用いられております売
上高営業利益率とどのように使い分けられるの
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かご教示ください。
わかりやすい指標であるがゆえに適切でない

場合でも使用されるリスクもございまして，あ
らかじめ適用範囲をお示しいただくことで納税
者の利便性を高めることができると思います。
〔ベリー比の適正水準の開示〕

２つ目はベリー比の適正水準の開示です。仲
介業と言いましても，貿易実務のみを行う単純
な仕入れ再販の商社からマーケットインタンジ
ブルを保有するような会社までさまざまです。
マーケットインタンジブルが絡まない，もしく
はあっても影響が極めて小さい仲介業の場合は
ベリー比の数値はあまり変動せずに，把握しや
すいのではないかと考えています。

一方，移転価格の文書化作業につきましては，
最初は専門家に委託をいたしますが，２回目以
降は納税者自身で行う内製化を行い，文書化コ
ストを削減したいと考えている企業は多いと思
います。この内製化にベリー比が適しているの
ではないかと考えております。２回目以降は
データベース会社等から提供されるデータを活
用して，専門家に頼らなくても文書化できれば，
より多くの関連取引について文書化ができて，
税務コンプライアンスも向上すると考えていま
す。

他国における使用例なども参考にして，当局
から適正なベリー比について参考情報をお示し
いただけると助かります。むろんケースに応じ
て，ベリー比の具体的な数値をお示しいただけ

ることがベストですが，困難と思われますので，
参考となる情報でも構いませんので，適当な時
期に国税庁が出されている参考事例集などに加
える形でも構いませんから，ぜひお願いしたい
と思います。
〔APA手続きの簡素化について〕

３つ目は改正事項と直接関係ございませんが，
APA 手続きについてです。移転価格の２国間
APA 手続きについては，事前相談，申請，審
査，相手国との相互協議と手続きが多く，
APA が成立するまでにかなりの時間を要して
おります。納税者側の作業量及びコストも相当
の規模に上り，日本側と現地側の双方で発生し
ます。日本と現地の双方で起用する税理士法人
のプロフェッショナルな方々のコストもかなり
の金額に上りますが，内部コストの方が大きい
ように感じております。

日本側のコストも，きっちりとした国税局の
審査を受けておりますので，相当の規模に上っ
ておりますが，海外子会社サイドを見ますと，
派遣している日本人が他の業務をこなしながら，
現地の移転価格担当部局とのやり取りの他に日
本と現地の連絡調整なども受け持っております。

日本と現地国で APA をやっていきますと，
言葉の壁，考え方の差というのがございまして，
なかなか思ったとおりには進まないのが現実で
す。現地の工数不足をカバーするために，日本
の担当者ができる限り作業を負担しているとい
うのが実情だと思いますが，このような負担に
耐えられないために APA 申請を断念している
企業も多いと思います。

また，審査，相互協議における作業量がどの
程度になるのか，申請段階で把握し切れないこ
とも不安材料のひとつかもしれません。取引金
額の大きさ，リスクの評価状況によって手続き
が簡便なものになれば，コストが小さくなり，
より多くの企業が利用できるようになると思い
ます。むろん相手国における手続きがあります
ので，日本側のみの合理化でよいというわけで
はありませんが，ぜひご検討いただきたいと思
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います。
〔一時的にPEを持つケースについて〕

最後に，帰属主義についてコメントいたしま
す。先ほどのご説明でよくわかりましたが，冷
静に考えてみると，自社にどの程度影響がある
のかよくわからないというのが多くの方のご理
解ではないかと思います。私もそのとおりです
が，日本企業では，先ほどの資料ですと，海外
支店，又は海外 PE を持つ会社以外はあまり関
係しないように感じられました。皆さんはいか
がでしょうか。日本企業が海外に PE を持つ場
合について教えていただきたいと思います。

日本企業が海外に PE を持つ場合，日本の外
国税額控除の限度額計算に影響があると思いま
す。海外に PE を持つケースとして海外支店以
外には，１．ビジネスの都合で一時的に PE を
持つケース，２．現地の税務調査で PE が認定
されてしまうケースがございます。どちらも一
時的に PE を持つケースです。今回の変更は一
時的なものにも適用されるのかご教示ください。

特に２の現地の税務調査のケースは企業にと
っては予定していないものですから，文書化手
続きをしていないことも考えられます。海外支
店を持つような継続的なケースと先に示した一
時的なケースについて同列に扱うのは若干無理
があるように感じております。文書化，内部取
引，本社費の配賦など，一時的なケースについ
ては簡便な方法をお認めいただきたいと思いま
す。

また，施行までの準備期間を十分取っていた
だき，施行後も１～２年は移行期間として書類
の保存等についてはお手柔らかなご対応をお願
いいたします。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 栗原さん，どうもありがとうござい
ました。

ご質問の中で，ベリー比の採用についてのご
質問がありました。ベリー比というのはアメリ
カのプリンストン大学のチャールズ・ベリー教

授が提唱された比率で，それでベリー比という
名前が付いているわけです。個人的なことで大
変恐縮なのですが，私が大昔にプリンストン大
学に留学しましたときの指導教官がこのベリー
教授だったので，ベリー比の名前が出るたびに
なつかしい思いがいたします。

それでは，日置さん，今のお三方からのご質
問に対してお答えをよろしくお願い申し上げま
す。
―――――――――――――――――――――

（日置） それでは，３人の方々からのご質問
についてお答えさせていただきます。
〔過渡期における対応〕

まず青山さんからのご質問で，１つ目に国内
法の帰属主義への見直しに伴う条約改正の方針
についてのご質問がありました。ご指摘のとお
り，条約をどんどん改正していかなければなら
ないため，積極的に条約改正を各国に今後働き
かけていく必要があるかと思っています。ご指
摘のとおり，AOA の考え方について留保して
いるような国もありますので，全ての条約で
AOA を規定するということは難しいと考えて
おります。

旧条約の締結国の中でも，先ほど AOA の考
え方を容認している国があるという説明をさせ
ていただきましたが，それに基づいて内部取引
を認識しているという場合もありますので，わ
が国の国内法制が変わることによって旧７条で
容認されていた部分については内部取引を認識
することになり，新モデル７条の考え方と一致
するという面もあります。したがって，それに
より，二重課税や二重非課税の範囲が狭まるだ
ろうと思っております。いずれにしろ，条約改
正に向けて，努力していくということが必要と
考えております。
〔無形資産への対応〕

続きまして，２つ目のご質問として，帰属主
義への見直しにおける無形資産への対応につい
てです。無形資産への対応というのは，OECD
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の議論においても長年苦労してきたところです
が，AOA の考え方に基づく PE 帰属所得の算
定においても移転価格と共通の問題が確かにあ
るのかなと思います。

第２部でご説明しますが，BEPS プロジェク
トの中でも無形資産の取り扱いについて，議論
が行われる予定です。こうした議論を踏まえな
がら，今後検討していく方針です。
〔国外PEの外税控除について〕

続きまして，３つ目のご質問の帰属主義への
見直しにかかるコンプライアンスコストについ
て，及び外国税額控除の繰延期間を延長する必
要性があるのではないかについてです。

確かにコンプライアンスコストが高まるとい
うことは，十分に考慮して検討していく必要が
あります。特に内国法人に対する AOA の適用
は，国外 PE の外税控除の限度額の計算におい
てのみ必要となりますので，十分に実務に配慮
した制度設計が必要であると思います。

本店配賦経費については従来どおりの取扱い
にしていこうと考えておりますし，無償資本の
配賦についても，一般事業会社は金融機関より
も比較的簡易な算定手法を使えるようにしよう
と考えております。条約上の要請に合致する範
囲内で，できる限りコンプライアンスコストを
下げるよう検討していきたいと思います。

外国税額控除枠の繰延期間の延長については
現時点では考えていませんが，国内法の帰属主
義への見直しに際し，実務の状況をよく踏まえ，
今後も不断の見直しをしていく方針です。
〔外国子会社合算税制について〕

吉村さんから外国子会社合算税制（CFC 税
制）についての今後の見通しについてご質問が
ありました。渡辺さんからは，CFC 税制の適
用を緩くしてほしい産業界の要望がある一報で，
BEPS の問題により厳しくしていこうとする動
きがあるという話もございました。

我々としては，多くの国で CFC 税制の導入
が必ずしもきちんと BEPS に対抗できるもの
としてなされているわけではないという認識で

おりますし，それを受けて，BEPS プロジェク
トの中でも取り上げられています。基本的に
BEPS での議論を国際的にしていくということ
ですので，どの程度のバランスが必要なのかと
いうことも踏まえながら，CFC 税制について
は検討していくことが必要ではないかと考えて
います。
〔帰属主義への変更について〕

続きまして，AOA の１つの目的，PE 課税
の調和について，ご質問いただきました。また，
次のステップとして，残った相違点を調和，フ
ォローアップしていくのかということで，また，
そのような各国の立法をレビューする機会があ
るかというご質問がありました。

ご指摘いただいたように，PE レポートでは，
どこまで無償資本の配賦方法などを決めていく
のかということについて各国のポリシーに委ね
られている部分がございます。従って，ご指摘
があったように，相違点があることにより多少
の認識の違いが生じて，二重課税が生じるよう
なことはあり得ます。その際は，原則として，
相互協議に基づいて解決を図っていくことが必
要になると考えております。

また，OECD の場では，AOA について各国
がどういう立法をしたのかということについて
レビューすることは，今のところは考えていな
いと認識しています。AOA の導入について，
日本がどれだけ各国のお手本になるかは今後の
努力次第ですが，各国がそういうような制度を
導入することにより，世界的に見て，二重課税
や二重非課税のリスクが軽減されていくことを
期待しています。
〔ベリー比について〕

続きまして，栗原さんからのご質問です。１
つ目に移転価格税制のベリー比の使用方法につ
いて，ご質問がございました。ベリー比は，先
ほども申しました販売仲介業者の行う販売サー
ビスのように，機能とリスクが比較的限定的で，
その利益が営業費用に比例するような活動に係
る利益率を検証する場合に有用な利益水準指標
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と考えております。
例えば仲介業者ないしは単純な役務提供業者

を検証する場合のように，使用した資産や引き
受けたリスクを考慮して，国外関連取引に係る
棚卸資産の買い手又は売り手が果たした機能の
価値が，営業費用との間に関係があると認めら
れ，販売された製品の価値によって重要な影響
を受けておらず，売上との間に関係がないと認
められ，営業費用に反映されない機能を有して
いないと認められる場合に，有効な方法である
と言えるかと思います。

これに係る国税庁の指針については，平成２５
年６月２８日付で事務運営指針「移転価格事務運
営要領の制定について」が改正されております
ので，そちらをご覧ください。
〔APA手続きの簡素化について〕

続きまして，APA の簡素化について，ご意
見をいただきました。ご参考までに説明させて
いただきますと，事前確認を行う場合には「相
互協議を伴う事前確認」と「相互協議を伴わな
いわが国のみでの事前確認」という２つの選択
肢があります。

仮に外国当局から移転価格税制の発動を受け
るリスクが小さいと考える場合には，わが国の
みでの事前確認の申出，つまり相互協議を伴わ
ない事前確認の申出を行う選択肢もあります。
この場合には，移転価格税制を外国に発動され
る課税リスクはありますが，相互協議を伴う事
前確認に比べて，処理期間も短く，書類作成の
ための事務や費用等が軽減されます。
〔一時的にPEを持つケースについて〕

最後に，一時的に PE を持つケースについて，
AOA の適用はあるのかというご質問がありま
した。仮に，内国法人が国外 PE を認識してい
なかった拠点が海外にあって，その現地の税務
調査によって PE 認定課税を受けてしまった場
合，これが租税条約上認められた課税であると
きは，直ちに文書化がなされなくても，外国税
額控除は受けられます。ただし，その場合であ
っても，国税当局は文書化された内容を尊重す

ることが大原則ですので，より正確な外国税額
控除を算定する上でも，できる限り早く文書を
作っていただくことが望ましいと考えておりま
す。

なお，施行時期については，産業界の要望も
踏まえながら，今後検討していきたいと考えて
おります。

私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 日置さん，どうもありがとうござい
ました。第１部は総合主義から帰属主義への移
行というかなり理論的であり，かつ難しい問題
から移転価格の文書化というような相当実務的
な問題まで幅広く議論ができたように思います。

それでは以上で第１部を終わらせていただき
まして，第２部の国際協力に向けたトピックス
に入らせていただきます。最初に日置さんの方
から租税条約ネットワークの現状，BEPS の議
論にどう対応していくのか等につきまして，ご
説明をお願い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．国際協力に向けたトピックス
について

１．わが国の租税条約ネットワークの拡充等
〔租税条約の概要〕
（日置） 国際課税資料２８には，租税条約の主
な内容を書いています。OECD のモデル条約
が大体３０条ほどで構成されていますが，わが国
の租税条約は，基本的にこれに沿った形です。
それぞれの国の条約において，似たような条文
が並んでいます。

主な内容としまして，２つの柱があり，１つ
目は二重課税の排除です。２つ目は，脱税ない
しは租税回避への対応です。
〔わが国の租税条約ネットワーク〕
国際課税資料２９は，現在のわが国の租税条約
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ネットワークです。８月末現在で，５９条約
が，７０カ国・地域との間で適用されています。
５９と７０の数字が合っていないのは，旧ソ連，な
いしは旧チェコスロバキアの条約を継承してい
る国がそれぞれ複数あるためです。
〔租税条約交渉の現状〕

続きまして，国際課税資料３０は，最近の租税
条約の交渉状況です。平成１６年の日米租税条約
の全面改正は，実は４年間かけて作業をしたわ
けですが，この条約の締結を皮切りに，最近で
は数多くの条約が新規に締結又は改正されてい
ます。

資料中に※印が付いている条約がありますが，
これは後ほど説明いたします情報交換を中心と
する条約です。いわゆるタックスヘイブンとい
われる国・地域を中心に，加速度的に締結して
います。
〔日米租税条約の一部改正〕
国際課税資料３１です。先ほども申しましたよ

うに，平成１６年に日米租税条約を全面的に改正
しましたが，今般，その一部の改正を行いまし
て，本年１月２４日に署名されました。

改正の内容は下にあるように，配当の免税要
件である持ち株割合が５０％超から５０％以上，保
有期間が１２カ月以上から６カ月以上と緩和され，
利子については原則免税にすることで，源泉地
国免税が拡大されました。

２と３にありますように，仲裁制度の導入や
徴収共助の拡充も行われ，執行面の協調も図ら
れています。
〔最近の日本の租税条約締結本数の推移（基本
合意）〕
国際課税資料３２です。先ほど申しましたよう

に，加速度的に租税条約が締結されてきていま
す。１つの理由は，やはり日米租税条約を結ん
だときに，日本の条約ポリシーが一新されたこ
とがあります。ポリシーが原則として源泉地国
課税を抑制していく方向に変わったことを踏ま
え，先ほど申しました情報交換を中心とする条
約も含めて，拡充を図っているところです。

〔徴収共助について〕
国際課税資料３３です。徴収共助は，租税債権

を徴収する際に執行管轄権の制約がある中で，
お互いの租税債権を，お互いの税務当局が協力
して徴収する仕組みです。OECD においては，
徴収共助に関して多国間（マルチラテラル）の
条約があり，「税務行政執行共助条約」と呼ん
でいます。わが国も２０１１年に署名し，かつ，国
内法の措置を２４年度改正で行ったところです。
税務行政執行共助条約は，国会において本年
（２０１３年）６月に承認され，本年１０月１日に発
効する予定です。

徴収共助は，この絵の③のように，徴収がで
きないところに納税者が財産を移転したものを，
B 国の当局に徴収，送金してもらうイメージで
す。
〔税務行政執行共助条約の概要〕
国際課税資料３４は，税務行政執行共助条約の

概要です。税務当局間の協力の内容については
主に３つです。情報交換，徴収共助，文書送達
があります。先ほど説明したとおり，一昨年の
１１月に署名をして，来月発効します。

この条約に署名をしている国は急速に増えて
います。現在５６カ国が署名をしています。昨年，
私が，この場で同じ説明したときには署名国は
３８カ国でしたので，いかに急速に税務行政執行
共助条約が拡大しているかがわかると思います。

２．OECD等における国際的な議論の動向
１）OECDの組織等
〔租税委員会の組織と活動の概要（２０１３年７月
時点）〕
続きまして，国際課税資料３５は，OECD租税

委員会の組織についてです。この後，BEPS 等
を説明しますので，組織を概括しておきたいと
思います。まず OECD 租税委員会の中心にあ
るのは，租税委員会です。ここの議長は，財務
省の総括審議官である浅川です。

租税委員会には，下部組織として，いろいろ
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な組織がぶら下がっています。ワーキングパー
ティ（作業部会）と呼ばれていますが，１，２，
６，９，１０，１１があります。このうちワーキン
グパーティ１１が，今回 BEPS のプロジェクト
を踏まえて新設されたものです。

他に BEPS のプロジェクトとして新設され
たものが，資料の中で，ワーキングパーティ１１
の左側にある，電子経済タスクフォースです。
これは電子商取引，後ほど説明する行動１を検
討する組織です。

その下にあるのは，BEPS 多国間協定非公式
グループです。BEPS 対抗措置の策定が実現し
た場面において，２国間条約を２国間で修正す
るのではなく，多国間条約を結んで，一挙に２
国間条約を置き換えようという議論があります。
このようなことを検討するグループとして，多
国間協定非公式グループを新設しております。

後ほど説明する税の透明性，情報交換に関す
るグローバル・フォーラムでは，わが国がピ
ア・レビュー・グループの副議長を務めていま
す。

また，行動５の検討を行うための有害税制フ
ォーラムの議長を私が務めております。
〔グーグルの租税回避に関するイギリス下院決
算委員会報告書（２０１３年６月）〕
続きまして，国際課税資料３６は，グーグルを

巡る，イギリス下院の報告書の概要です。グー
グルの租税回避が，イギリスの議会で議論にな
っております。詳細の内容については，資料を
ご覧ください。
〔多国籍企業の租税回避が国際的な批判を浴び
ている（報道ベース）〕
国際課税資料３７にありますように，報道ベー

スではありますが，スターバックス，アマゾン，
アップルが国際的な批判を浴びております。
特に今回 G８，G２０で，かなり租税の議論がさ
れました。政治的な面ですが，多国籍企業であ
るスターバックスが税金を払っていないという
ことで，不買運動が展開され，キャメロン首相
が税の問題を取り上げるきっかけになりました。

他にもアップル，アマゾン等々が，議会に呼
び出される事態になっています。

２）BEPSへの対応
〔税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画〕）

続きまして，国際課税資料３８ですが，BEPS
行動計画がどういうものかを，説明していきた
いと思います。

このような BEPS（税源浸食と利益移転）の
議論が加速した理由の１つとして，リーマンシ
ョック後に各国の財政状況が悪くなり，国民に
負担を求めた，いわゆる増税の中で，グローバ
ル企業が税制の隙間や抜け穴を利用して，節税
対策をしているのはおかしいのではないかとい
う議論が盛り上がりを見せました。

OECD においては，先ほど説明した租税委
員会が，実を言うと G８，G２０の議論が盛り上
がる前の，昨年の年末ぐらいから議論を開始し
ていました。その議論については，７月１９日に
BEPS 行動計画として報告が出されています。
そして G２０諸国から，全面的な支持を得ている
ところです。

このプロジェクトの重要な点は，「OECD/G
２０BEPS プロジェクト」を設けた点であります。
そのメンバーには，OECD に加盟していない
G２０のメンバー，中国，インド，ロシア，アル
ゼンチン，ブラジル，インドネシア，サウジア
ラビア，南アフリカの８カ国が含まれています。

このような国々も平等に意見が言える
「OECD/G２０BEPS プロジェクト」が，ややも
すると OECD と国連が対立しているような状
況を克服して議論を進めていく場であると言え
ます。

このようなプロジェクトを進めていくことに
伴いまして，行動計画の各項目は１年から２年
半の検討を経て，各国に対して税制の調和を図
る方策を勧告することとなっています。
〔OECD租税委員会 BEPS行動計画（概要）〕
国際課税資料３９，４０には，１５の行動計画（ア

クションプラン）の内容が，簡単に書かれてい
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ます。本日は行動計画の１，３，４，６，８の
電子商取引課税，CFC 税制の普及，利子等の
損金算入制限，条約濫用の防止及び無形資産の
移転価格税制について，説明したいと考えてお
ります。
〔行動１ 電子商取引への課題の在り方を検討〕

それでは国際課税資料４１の行動１，電子商取
引の課税の在り方の検討について説明します。
これがどのようなケースかと申しますと，L 国
という軽課税国，ないしはタックスヘイブンに
L 社があります。A 国に顧客がおり，電子商取
引で音楽や書籍の電子コンテンツを購入し，L
社に代金の支払いをします。L 社に所得が生じ
てもタックスヘイブン，軽課税国なので，L 国
で課税はありません。A 国は，支店等の恒久
的施設（PE : Permanent Establishment）があ
る場合に課税ができます。OECD の考え方に
よれば，電子商取引においては，サーバーがあ
れば，それは PE となります。

A 国内にサーバーがあれば A 国も課税でき
ますが，L 社が A 国内にサーバーは置いてな
い場合，A 国での課税はできません。したが
って，A 国でも L 国でも課税ができない現象
になります。ここでは二重非課税が生じ，A
国では税源浸食が生じているということでござ
います。

A 国の課税権を確保するために，３つほど
案があります。１つ目は，PE の定義を変えよ
うというものです。例えばサーバーではなくて，
ウェブサイトを PE にしてしまいます。ウェブ
サイトは，いわばバーチャルショップのような
形でいろいろ宣伝もしているので，そういうも
のを PE としてはどうかという案です。

しかし，ウェブサイトでどれだけの所得を稼
いでいるのか，リスクや機能を分析して考えて
いきますと，より多くのビジネス機能は L 社
にあります。マーケティングや，商品をどのよ
うに手に入れているかなどを分析すると，なか
なかウェブサイトに所得が帰属しません。した
がって，２つ目の案として，売上のような外形

的な基準で，課税していくことが考えられます。
３つ目は電子商取引で，仮に消費課税を行っ

ている場合，この消費課税に A 国の所得課税
分を消費税として上乗せする考え方です。

OECD においては，このような３つの考え
方を中心に，議論をしていくことが考えられま
す。
〔行動３ 外国子会社合算税制の普及〕

続きまして，国際課税資料４２の行動３の，外
国子会社合算税制（CFC）の強化です。軽課
税国にある C 社が，A 社と B 社の所在する A
国と B 国のどちらの国の CFC 税制の適用を受
けるかが問題となります。

A 国の方は CFC 税制が厳しく，B 国は緩い
場合，Ｃ社は，CFC 税制の緩い B 国をビジネ
ス拠点に選びます。事業自体が A 国から B 国
に移ってしまいます。CFC 税制を世界的に同
じようなレベルにしていくことによって，こう
したビジネスの流出に伴う税源浸食を防いでい
くことを，行動計画３では謳っています。
〔行動４ 利子損金算入制限措置の普及〕

次に，同じような話でありますが，国際課税
資料４３の行動４は，利子の損金算入制限措置の
普及です。利子の損金算入が制限されて，利益
の圧縮ができない国が A です。利子損金算入
の制限が緩い，ないしは制限がなく利益の圧縮
ができる国が B です。この場合，B 国に同じ
ように事業が流出してしまいます。行動３と同
じように，事業流出に伴って税源についても浸
食されてしまうので，損金算入制限措置につい
ても同様のものを導入していきましょうという
ものです。
〔行動６ 租税条約の濫用防止規定の普及〕

続きまして，国際課税資料４４の行動６，租税
条約の濫用防止規定の普及です。

わが国の租税条約の濫用防止規定については，
本格的には日米租税条約（平成１６年）の全面改
正の際に規定されました。濫用防止規定とは，
どのようなものかと言うと，A 国と B 国の間
に租税条約があります。A 国の企業から B 国
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の会社に，配当，利子，使用料等の所得が支払
われます。本来であれば，A 国と B 国の間の
租税条約が適用されて，これらの所得が軽減税
率の適用を受けます。しかしながら，よくよく
見てみますと，B 国にある会社はペーパーカン
パニーであり，このような所得を実際に受けて
いる会社は，C 国に所在し，C 国と A 国との
間に租税条約がありません。ペーパーカンパ
ニーによって，A-B 条約を濫用して軽減税率
の適用を受けているということです。

したがって，このように条約の適用を受ける
ような所得について，濫用防止規定は，実体の
ない法人格を使っているような場合には条約を
適用しない，恩典を与えないこととするもので
あり，これを各国の租税条約に普及させていく
ことが行動６です。
〔行動８ 無形資産の移転価格ルールの策定〕
国際課税資料４５の行動８は，無形資産を移転

させることによって発生する，BEPS の例です。
無形資産，特許やブランドなどを，A 社が，
ある時点で，軽課税国にある L 社に移転しま
す。

子会社 L 社が孫会社との間で，ライセンス
契約を結びます。B 国にある孫会社は，ロイヤ
リティを L 社に払うことで，L 社においては超
過利潤が留保されます。

B 国では使用料に源泉課税されてないとしま
すと，B 国でも課税がなされません。さらに，
A 国については，無形資産の移転の段階で所
得が発生することがありますが，その後の特許
料等は入ってきませんので，A 社には利益が
行きません。したがって，A 国にて税源浸食
が起きています。このような BEPS に対して，
どのように対抗するかですが，無形資産の移転
に係る国際的なルールが不明確です。そもそも
何が無形資産なのかという無形資産の範囲の問
題と移転のタイミングの問題です。移転をした
後に特許がどんどん成長してしまうようなケー
スのときに，いつ特許が移転したのかを考えま
す。

また，特許のコンパラブルをどのように見つ
けて，独立企業間価格を算定するのかという問
題です。そもそも特許というのは独自のもので
すから，コンパラブルをどのように見つけるの
かは，難しい問題です。

この事例は，A 国，L 国，B 国で課税をして
いない，いわば三重非課税のケースです。

先ほど申しました無形資産の考えを整理して
いくことは，A 国の居住地国としての課税権
を確保することです。もう１つの考え方は，L
社に蓄積している超過利潤を合算課税します。
CFC 税制をきちっと発動することが，居住地
国としての課税権の確保なのだと考えておりま
す。居住地国の課税権の確保というのは，
OECD の今までの考え方に，非常に整合的な
ものだと思います。

ただし，今回 BEPS の議論で問題になるの
は，二重非課税の排除です。仮に居住地国で課
税権の確保ができないような場合について，B
国で，例えばロイヤリティに対する源泉課税を
するというような考え方もできるかと思ってい
ます。
〔BEPSの考え方について〕

情報交換の話に移る前に，BEPS の考え方に
ついて触れたいと思います。

１つは，多国籍企業の節税というのは，企業
は利益最大化を図るから当然ではないかという
意見があるかと思います。このような考え方は
恐らくアングロサクソン的で，かつ自由主義の
経済，資本主義の世界では当然のことなのかも
しれないと考えております。

ただし企業は，経済活動を単独でやっている
のではありません。国家が税を徴収して提供し
ているインフラや治安，衛生状態，ないしは教
育を受けさせることによって育った人材が行う
研究開発のレベルなど，いろいろなものを企業
は享受しています。BEPS の議論の根幹になっ
ているのは，企業は経済活動を行った場所で納
税をすべきということです。

それはどういうことかと言いますと，多国籍
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企業は，先ほど言ったようなインフラ等をフ
リーライドして利益を得ることができます。国
内に残された中小企業，ないしは国際的に活動
できない消費者など，国境の外に行けない人た
ちがコストを払って，多国籍企業がコストを払
わないのはおかしいのではないかということが，
考えの根底にあるかと思っています。

ここで１つ考えなくてはいけないと思ってい
るものは，税はモラルで払うものではないとい
うことです。BIAC（経済産業諮問委員会）と
いう，国際的なビジネスの団体があります。そ
この会長が，私たちに言っていたことは，税は
ルールであって，BEPS の議論では，ルール作
りをしてほしいということです。確かに現在 G
８，G２０について政治的な議論がかなりヒート
アップしていますが，感情論等に流されること
なくやっていく必要があるのではないかと思っ
ております。

結果的に税制というのは透明性が高く，予見
可能性がある制度でなければ，企業は恐らく安
心して活動できないと思います。企業活動は富
の源泉ですので，税はなるべく経済活動に悪影
響を与えることがないように，制度設計してい
くことが大事かと考えています。

２つ目ですが，去年この場で私が関税と税の
世界の違いに関して，少しご説明したかと思い
ます。この１年間 OECD 等々の議論に参加し
て感じたことですが，確かに貿易の世界は関税
率の引き下げが Win―Win 状態をもたらすのに
対し，税の世界は比較の問題ですが，税源の奪
い合いと言えるかと思います。

関税は間口の WTO から議論が始まって，バ
イの FTA に移行していきました。税の世界は，
有利なルールを OECD が作って，そのバイの
ルールを世界に広めていったという要素がある
かと思います。

その観察に，上乗せして感じていることがあ
ります。それは先ほども税の間口，税務行政執
行共助条約についてご説明しましたが，執行面
の協力は広まっています。執行共助条約につい

ては３８カ国から５６カ国に，１年間で急速に増え
ました。また，情報交換に関するグローバル・
フォーラムの加盟国は，２００９年以来１２０カ国に
なっており，加速度的に税の世界でも，執行面
での協力が進んでいると言えると思います。今
回の BEPS という議論においては，制度面の
調和を図るものと認識しています。

関税の問題においても，環境問題についても，
似たような世界だと思いますが，南北問題が起
きまして，WTO でもなかなか議論がまとまら
ず，バイに移行していってしまいました。今回，
税制における制度面での調和というのは，大き
なチャレンジだと認識しています。

先ほど申しました OECD/G２０BEPS プロジ
ェクトは，いよいよ税の世界でも OECD と国
連の考えを集約すべきタイミングになるかと，
いわば南北問題も乗り越えていくような場であ
ると考えています。

OECD 租税委員会の会合でも，G２０の OECD
非加盟国は OECD メンバーと同じ資格で参加
することになっていますので，このような協力
を図っていくことは可能だと思っていますし，
我々もそれに向けて努力をしなければいけない
と考えております。

以上 BEPS の考え方について，述べさせて
いただきました。

３）情報交換を巡る最近の動向
〔租税回避を巡る国際的議論の経緯〕

それでは国際課税資料４６にお戻りください。
ここから以降は，情報交換を中心に説明します。

情報交換の議論が高まったのは，タックスヘ
イブンを巡る議論がきっかけです。１９９８年では，
ここにあります４つがタックスヘイブンの判定
基準だったのですが，２００１年に見直しがあり，
タックスヘイブンとは無税，ないしは名目的な
課税をしているという基準で考えるのではなく
て，実効的な情報交換の欠如，ないしは税制の
透明性の欠如の２点を中心に考えることになり
ました。
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２００５年には OECD モデル租税条約の情報交
換の規定の強化として，銀行機密を否定する規
定，それから自国に課税利益がない場合にも情
報を収集して提供しなければならないとする規
定を追加する改定がなされています。

リーマンショックを受けて，２００９年の G２０ロ
ンドン・サミットにおいて情報交換を推進して
いき，非協力国には対抗措置を取ることが謳わ
れました。これを受けて，OECD では税の透
明性と情報交換に関するグローバル・フォーラ
ムを拡大・改組することで，税の透明性と情報
交換を推進していくこととなりました。
〔OECD事務局が公表している実効的な税の情
報交換基準に関する各国の実施状況リスト〕
このように，租税条約の情報交換規定に関し

てどんどん改正していこうという議論をしてき
たわけですが，国際課税資料４７にその議論の成
果を掲げております。

２００９年時点で，情報交換規定が入っている租
税条約が１２未満の国が３８カ国でした。実効的な
税の情報交換基準にコミットもしていない国が
４つで，合わせて４２でしたが，最新（２０１２年５
月）のリストには，この基準にコミットをして
いない国はなくなり，実施が十分でない国
も，３つしかありません。ということで，いか
に急速に情報交換について，制度を含めた取組
みを各国がしているかということです。
〔OECDモデル租税条約第２６条（２００５年改
訂）〕
続きまして国際課税資料４８ですが，先ほど言

いました OECD モデル租税条約第２６条の改正
として，追加されたパラ４，パラ５を挙げてお
ります。
〔グローバル・フォーラムについて〕

続きまして，国際課税資料４９でございます。
グローバル・フォーラムで行われている内容に
なります。

グローバル・フォーラムでは情報交換を推進
していくために，各国がどのような情報交換を
しているかを，制度面と執行面で審査していま

す。
制度面は Phase１，執行面は Phase２で，審

査が行われてきているところです。
〔ピア・レビュー報告書の評価（Ｇ７諸国）〕
国際課税資料５０は，Phase１において各国が

どのような評価を受けたかということでござい
ます。この表から分かりますように，必ずしも
全ての国がマルをもらっているわけではありま
せん。イギリスに至ってはバツをもらったりも
しています。わが国については，全て合格点を
頂いているということです。

下の方にありますように，Phase１の審査で
問題があった国が，１４カ国ほどございます。こ
れらの国は Phase１でもう少し努力をしないと，
Phase２に移行できないということとなってお
ります。旧タックスヘイブンが，ずらっと並ん
でいます。

Phase２につきましては，１１月に一挙に５０カ
国の審査の結果が発表される予定であり，わが
国もその５０カ国の中に入っております。
〔米国の外国口座コンプライアンス法（Foreign
Account Tax Compliance Act）の概要〕
国際課税資料５１は FATCA と呼ばれている，

米国の外国口座コンプライアンス法です。この
法律は，アメリカ人が外国で持っている口座の
情報を，アメリカの IRS が確保しようという
ものです。今年の１月から施行されています。
国際課税資料５２をご覧ください。外国にある

金融機関が，IRS と FFI 契約を結びます。契
約を結ばない場合には，アメリカ源泉の所得に
対して，懲罰的な源泉課税３０％が課されます。

FFI 契約とはどのような契約かと申しますと，
外国金融機関が，アメリカ人の情報について，
情報提供に同意する協力米国人口座については
口座保有者の名称や残高，利子・配当の受取総
額等を IRS に提供し，情報提供に不同意の非
協力口座については３０％の源泉徴収をし，ない
しは口座の閉鎖をするというものです。
〔日本の米 FATCAへの対応〕

この FATCA に，日本側はどのように対応
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してきたのかが，国際課税資料５３に書かれてお
ります。

日本の金融機関は，金融庁が出す要請文を守
って，アメリカ人の協力口座について IRS に
情報を提供します。一方，非協力口座について
は，資料にありますように口座残高の総額と総
件数を提供します。IRS はその情報に基づいて
日本の国税庁に，非協力口座の情報を細かく教
えてくださいという情報提供要請をし，国税庁
は条約に基づく要請に応える形で，金融機関か
ら情報を得ます。

そして，国税庁は６カ月以内に情報を IRS
に提供します。

こうすることで，日本の金融機関は FFI 契
約の締結を免除されます。具体的には，非協力
口座の３０％の源泉徴収義務や口座閉鎖義務は免
除されることになります。
〔欧州５カ国（英独仏伊西）の米 FATCAへの
対応〕
国際課税資料５４のような FATCA の対応を

国際的に行うことが，アメリカを中心に行われ
てきました。

FATCA の情報交換網の議論をきっかけとし
て，欧州５カ国は必ずしもアメリカとの間だけ
ではなく，このような情報交換を各国の間でも
広げていこうということになりました。既に欧
州５カ国以外で欧州１２カ国と，さらに加えてメ
キシコやノルウェーも，自動的に情報を交換す
るような作業をしようという議論に及んでいま
す（国際課税資料５５）。
〔自動的情報交換〕

このような議論は G８，G２０で急速に進展し
ています。今回 G２０のサンクトペテルブルク・
サミットでも，自動的情報交換の議論が加速度
的に進んでいます。

私からの説明は以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 日置さん，どうもありがとうござい
ました。今話題の BEPS につきまして，日置

さんご自身がどうお考えになるか，OECD の
会議等にご参加になった上での感想もお話しい
ただき，大変ありがたく思います。

それではお三方から順次ご意見，ご質問を頂
きたいと思います。最初に青山さん，よろしく
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．国際協力に向けたトピックス
への意見

（青山） 日置さん，詳しいご説明をありがと
うございました。そしてこの間，飛躍的に租税
条約について主税局が精力的に取り組んでおら
れることのみならず，OECD で日置さんや浅
川さんがリーダーシップの中に直接入って，国
際的なルール作りに関わっておられることを伺
って，大変心強く思いました。

私の方からは，BEPS について幾つかコメン
トを申し上げたいと思います。
〔BEPSプロジェクトを巡る課題について〕

今 回 の BEPS プ ロ ジ ェ ク ト は，過 去 の
OECD 租税委員会が取り組んだどのプロジェ
クトと比べてもカバー領域が極めて広く，かつ
各国の国内法制に深く関わるテーマであり，そ
の射程を含めて多国籍企業や国際税務専門家の
関心の的となっております。

そこで，まずプロジェクトの目的面での確認
をさせていただきたいと思います。恐らくきっ
かけは先ほどのご説明でもありましたように，
多国籍企業の度を越した租税計画に対して，本
社所在地国（主としてアメリカ）のみならず，
子会社所在地国（欧州のイギリス等）も，それ
ぞれ課税ベースを浸食されているとの問題意識
で，政治的なイニシャチブで，課税ルールの全
面的見直しを視野に入れたプロジェクトにまで
拡大したと見られます。

国別の課税主権に基づく国内法面での協調も
視野に入れたものであり，その射程が関心を呼
んでいました。先ほどご説明いただいた今回の
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１５項目は，電子商取引についての包括的な問題
提起は含まれていますが，その他は移転価格問
題については数項目，或いはハイブリッド・ミ
スマッチ，それから CFC 税制など，従来から
既に問題視されて，OECD でも取り組んでお
られた項目をパッケージしたものです。

もしこれらをうまく適切な提言で取りまとめ
ができれば，BEPS の趣旨である不当な国際租
税計画から，各国課税ベースを守る有効な方策
になると期待されると思います。すなわち先ほ
どのご説明がありましたように，不当な二重非
課税等のリスクを解消することになろうと思い
ます。
〔租税回避規定について〕

ただし，以下の２点の懸念がございます。１
つは，従来 OECD の場で国内法制に切り込む
のは，ある意味アンタッチャブルでありました。
特に法人課税を巡る従来の課税主権，課税高権
の尊重という線引きがございます。これとの関
係で，例えば一般的な租税回避否認規定が検討
対象から外されている点について，どのような
議論が行われ，今後どのような議論が予測され
るのかが１点目でございます。

なお，私自身の個人的な考えでございますが，
多国籍企業の経営戦略上，長年にわたって各国
法制がある意味事実上信任を与えてきた制度に，
国際的な協調の力でもって切り込もうとする場
合には，何と言っても予測可能性の確保という
問題もございますので，不当な租税計画に適正
にターゲットを絞った提言にとどめるべきであ
って，ある意味比例原則を越えた，健全な多国
籍企業の過去の蓄積や将来の行動に悪影響を及
ぼすような措置は，控える必要があるのではな
いかと考えます。この点は，移転価格等のテー
マに関する既存のプロジェクトの中でも，基本
的に踏襲されてきたと思われます。いずれにし
ても納税者は，恐らく BEPS 提言がもたらす
新たなコンプライアンスコストに対して，最も
関心を寄せているのではないかと思われます。

〔新興国を含めての議論について〕
２点目は，先ほどのご説明にありましたよう

に，G２０ベースにまで広がった参加者で，国際
的な新たな協調を生み出すという試みでござい
ます。それができてこそ，初めて国際的な，例
えば制度間の隙間を埋めた，適正な協調が実現
されると思います。

これは先ほどの１番目の議論でも少し申し上
げさせていただきましたが，現在のグローバル
税務の環境の下では，国連モデルと OECD モ
デルに，必ずしも調和の方向へのベクトルが働
いていると言えない環境が残されています。

そうしますと，そのような広いメンバーを対
象にした合意を得るためのプロセスは，現実に
は多大な困難が予測されると思います。BEPS
の場のみならず，例えば新興国が自らのルール
を作ろうとしている国連モデルの改定の場に対
して，OECD の側から働き掛けをしたり，或
いはそういった国が国内法ベースでどういった
改正をして，多国籍企業に対応しようとしてい
るかについてのモニタリングや問い掛けも必要
になってくるかと思われます。この点について，
どのようにお考えでしょうか。
〔自動的情報交換への取組みの方針について〕

最後に，情報交換についてのお尋ねです。先
ほどの FATCA の進展は，まさにいわゆる自
動的情報交換に本格的に取り組もうというポリ
シーを，ヨーロッパの取組みなどから教えてい
ただきました。

従来わが国は，個別的情報交換を中心に情報
交換をするのだという長い伝統がありました。
このような FATCA への取組みを契機として，
相手となる対象国をどのような範囲で見ていく
かも含めて，自動的情報交換へどのようなスタ
ンスや方針で取り組んでいかれるかについて，
お伺いしたいと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に吉村さん，よろしくお願
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いいたします。
―――――――――――――――――――――

（吉村） 今後数年間は，国際課税の世界にお
ける議論は BEPS 一色になると思われます。
これから議論が本格化するにあたり，OECD
の中での日本の役割ということに関してもご説
明いただき，大変参考になりました。

私から BEPS につきまして，まずは全体的
な感想を申し上げた上で，個別の行動計画につ
いて幾つか質問させていただきたいと思います。
〔BEPSと日本企業との関わりについて〕

まず BEPS プロジェクトに掲げられている
行動は，これまで OECD が現行の国際課税制
度における課題に対処する方策を検討してきた
延長線上にあると理解しております。

しかしながらその一方で，G８及び G２０にお
いて BEPS プロジェクトが広く政治的な支持
を得た要因としましては，国際課税資料３７でご
紹介いただきましたように，アメリカに本社を
置く IT 企業等による濫用的なタックスプラン
ニングが，メディア等で大きく報道されたこと
が影響しているのは否めないところかと思いま
す。アメリカの多国籍企業に比べて，これまで
タックスプランニングに消極的であったと言わ
れている日本企業の中には，巻き込まれてしま
ったと否定的に感じているところも多いのでは
ないかと思います。また，多国籍企業は適切な
納税をしていないとのイメージが先行して，い
たずらに規制が強化されるのも，制度設計とし
ては望ましくないと考えております。

こうした危惧をあらためて強調しますのは，
G２０の中には BEPS を源泉地国課税強化のプロ
ジェクトと理解しているように見える新興国も
存在しているからです。わが国企業が進出先に
おいて BEPS を名目とした過剰な課税を受け
る危険性も高まってくるように思っております。

もっとも一部の濫用的なタックスプランニン
グが可能な国，ないしは制度を利用し得る企業
のみが競争上有利になっている状況は，好まし

くありません。ですから，今回 OECD の BEPS
プロジェクトには，大いに期待するところです。

〔BEPSの検証について〕
そこで，関連して行動１１についてお尋ねした

いと思います。
行動１１におきましては，BEPS の規模や経済

的効果の指標を政府から OECD に集約し，分
析する方法を策定すると掲げられております。
先ほどの問題意識との関係ですと，具体的にど
のような形で BEPS の検証がなされるのか興
味があります。

また，スケジュール上は，検証よりも他の個
別の行動計画が先を走るように思われますので，
検証の成果が具体的にどのように利用されるの
かに関心を持っています。これは今後，ひょっ
としたら予定等変わるかもしれませんが，現時
点でどのような成果の利用が想定されているの
か，教えていただければと思います。
〔過剰な課税につながる懸念について〕

また，BEPS の問題提起につきましては，各
国ばらばらの対応を取ることにより生じる混沌
（caos）を回避するのが動機の１つであるとい
う，OECD の方の発言を耳にしたこともあり
ます。これは確かにもっともな話です。先ほど
のご説明の中でも言及がありましたように，国
際社会が調和の取れた解決を目指すことに
BEPS の意義があるとすれば，各国で足りない
部分を整理すると同時に，過剰な課税をもたら
す逸脱も好ましくないと評価されるように思い
ます。

青山先生からもご指摘がありましたが，多国
籍企業を送り出す国と，受け入れている国，と
りわけ新興国との間で，利害が大きく対立する
と予想される行動計画が多く存在しております。
BEPS プロジェクトというフォーラムが新たに
設定されることによって，今後どのような動き
があるのか。例えば国際的に合意された租税基
準（internationally agreed tax standard）のさ
らなる実質化であったり，過剰な課税を含めて
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国際基準から逸脱する税制をレビューし，調和
を高めていく作業も期待してよいのかをお伺い
できればと思います。
〔電子商取引について〕

次に，具体的な行動についてお尋ねします。
行動１におきましては，電子商取引によって他
国から遠隔で販売，サービス提供等の経済活動
ができることに鑑みて，電子商取引に対する直
接税・間接税の在り方を検討する報告書を作成
することとなっています。すなわち，もっぱら
国際的な法人税の配分基準に関係する他の行動
と異なり，間接税も含んでいるところが目を引
くと思います。

デジタル経済につきましては，先ほどのご説
明の中でありましたような，いわゆるバーチャ
ル PE といった新たな PE 概念を観念する主張
もあり，アメリカがこれに強く反対していると
も聞きます。率直に申し上げて，現行の枠組み
を離れ，近い将来に合意に達することも見込め
ないように思います。

しかしながら，間接税の効率的徴収が BEPS
プロジェクトの中で検討されることになります
と，今後の国際的な電子商取引を巡るビジネス
環境にも，広く影響を与えるのではないかと考
えております。日本でも既に電子商取引に関す
る消費税の取り扱いについて，研究会が立ち上
げられていましたし，国内的な関心も高いと思
います。

ご説明の中で，OECD において電子経済タ
スクフォースが新設されたという図がありまし
た（国際課税資料３５）。また，予定されている
行動１の実現期限が，２０１４年９月となっており
ます。まずはデジタルエコノミーのビジネスモ
デル分析や，課税上の問題を指摘する報告書の
公表にとどまることになっていますが，来年９
月以降，電子商取引についての課税上の枠組み
がまさに議論されていくのか，将来的な見通し
について差し支えない範囲で構いませんので，
教えていただければありがたいと思います。

〔外国子会社合算税制の強化の見通しについて〕
その次に，行動３についてです。行動３は，

外国子会社合算税制の強化でありますが，EU
加盟国につきましては，EU 条約に定められた
自由規定に抵触する規制措置を設けることが難
しいと認識しております。

思い付くところとしましては，キャドバ
リー・シュウェップス事件におきまして，EU
条約で保障された設立の自由とイギリスの外国
子会社合算税制との関係が争われました。欧州
司法裁判所は，その当時のイギリスの外国子会
社合算税制が，EU 条約に違反するという判断
を下しました（Cadbury―Schweppes plc and
CSO Ltd．v．Commissioners of Inland Revenue
（C―１９６／０４））。すなわち租税回避を目的とす
る立法によって，EU 条約上定められた自由を
制限するためには，「完全に人為的な取決め
（wholly artificial arrangements）」に対象を
限定していなければならないとの先例が存在し
ています。

その結果として，仮に EU が行動３で設定さ
れた基準を国内的に実施しようとした場合には，
まず EU で議論しなければ先に進めないことに
なるのではないかと思います。そうすると，行
動３に基づいて制度の具体的な内容まで踏み込
んだ基準を示しても，全ての加盟国が実施する
ことは非常に難しく，EU 条約の制約を抱えた
国々が存在している限りは，現在の世界と異な
った状態へ移行するのは難しいのではないかと
危惧しているところです。

一方でアメリカでは CFC 税制を含めて，海
外利益へ課税することが積極的に議論されてい
ますので，そういった利害の対立が予想される
かと思います。

そこでお伺いしたい点としては，行動３にお
いて予定される勧告の水準，具体性はどの程度
のものを想定されているか，差し支えのない範
囲でお教えいただければと思います。
〔移転価格税制の文書化について〕

最後の点は感想というか心配ですが，行動１３
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についてです。行動１３は，移転価格税制の文書
化に関する規定を策定することになっています。
多国籍企業に対し国ごとの所得，経済活動，納
税額の配分に関する情報を，共通様式に従って
各国政府に報告させることになっています。

この行動１３につきましては，文書化が共通化
されることによって，納税者の負担が軽減する
ことを目的にしたものだと認識しています。さ
らに文書化制度に関する白書（OECD，White
Paper on Transfer Pricing Documentation（３０
July２０１３））も７月末に OECD から公表されま
して，現行の文書化制度を改善する方向として，
マスターファイルと国別ファイルという，２段
階ストラクチャーが提示されているところであ
ります。

簡単に内容を紹介しますと，税務当局が重要
な移転価格リスクの存在を把握するため，多国
籍企業の①グループ情報，②事業説明，③無形
資産情報，④グループ企業間の金融活動情報，
および⑤財務状態と納税状況の情報，を備えた
マスターファイルと，重要な取引に関連する特

定の移転価格分析に重点が置かれた，国別ファ
イルへと現在の文書化制度を整理し，各国が協
調していく方向が示されています。このアプ
ローチの下では，国別ファイルは，マスターフ
ァイルを補完し，個別取引の独立企業性を確認
するために必要だと位置付けられています。

白書によれば，多国籍企業に求められる透明
性向上と，各国の移転価格文書の合理化で，バ
ランスを取っていくことが示されております。
また，多国籍企業のグローバルバリューチェー
ンが発展していく中で，事業の全体像を把握す
る必要性が高まっていることが最近特に指摘さ
れておりますので，こうした動きは自然の流れ
かと思います。わが国でもかねてより議論があ
るところですが，国際的な調和を図りながら，
文書化制度がさらに改善されていくのではない
かと見ています。

しかしながら一方で心配している点と申しま
すのは，先ほど BEPS の行動１３に関連して述
べましたように，国ごとの納税状況等に関する
カントリー・バイ・カントリー・リポートが重
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視されています。これは用途としては，納税者
及び課税当局によるリスクアセスメントに用い
るとされまして，特定の取引に係る移転価格関
係には直結しない資料だと考えられます。

確かにある程度均質な国同士であれば，それ
ほど心配する必要はないかもしれません。です
が，例えば市場を重視する国であれば，ある多
国籍企業の自国内での売上に注目して，当該企
業の自国に対する納税額が少ないかどうかを判
断するでしょう。逆に労働を重視する国であれ
ば自国内の従業員数等に注目して，納税額の多
寡を判断し移転価格にチャレンジすることが考
えられます。こうして国ごとに異なった要素を
過度に重視する傾向が生まれてしまうと，企業
にとっては紛争が増えることになるのではない
かと危惧されるところです。

言い換えれば，リスクアセスメントとして用
いられる合理性は理解できますが，結果として
定式配分法に近い運用を行う国も出てくるので
はないかという不安です。また，EU におきま
しては，多国籍企業の透明性が殊更強調されて
いるように感じます。例えば金融機関（G―SIIs
および O―SIIs）の国別納税状況レポートを公
表する方向で，制度改正（Capital Require-
ments Directive IV（CRD IV））が行われてい
ることも耳にします。

制度がまだ動いていない，具体化していない
段階であれこれ心配しても仕方がありませんが，
文書化，或いは企業に求められる透明性につい
て，今後どのような議論があるのかが気になっ
ています。

私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 吉村さん，どうもありがとうござい
ました。それでは最後に栗原さん，よろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔海外子会社の配当に係る源泉税の免税化につ
いて〕

（栗原） 海外子会社配当金に係る源泉税と，
BEPS についてコメントします。

海外子会社の配当金については皆さんご存じ
のように，平成２１年度から９５％益金不算入とな
っています。日本の所得状況を気にせず配当で
きるということで，非常に良い制度だと私は考
えています。

間接税額控除制度の頃は，親会社の外国税額
控除限度額に余裕枠があるかどうかで対応が異
なりました。欠損に陥った場合や，欠損から回
復しそうな場合，向こう数年間の所得をにらみ
ながら，税額控除でいくか，損金算入でいくか，
判断を迫られました。現在は計算上５％部分が
課税されていますが，配当金を送金する際に，
現地で源泉徴収される税金が，相対的に大きな
コストとなっています。

租税条約の改訂時に，免税化を進めていただ
いていると思います。先進国との間では免税化
がかなり進んでおりますが，新興国との条約で
は，依然源泉税が残っております。相手国のあ
ることなので，簡単にはいかないことは理解し
ておりますが，ご方針，進捗状況をご教示いた
だきたいと思います。
〔BEPS議論における認められない行為の特定
について〕
次は，BEPS についてです。私がメーカーの

人間なので，少しメーカー寄りのコメントにな
ることをお許しください。

これまでの報道を見ますと，先ほどの資料に
もございましたが，外国のごく限られた多国籍
企業の事例であり，租研の会員企業で，特に今
日おいでの皆様には，あまり関係しないように
感じられます。

また，ブランドの許諾や IT 関連の無形資産
の場合はあり得るかもしれませんが，通常の
メーカーの場合は日本で技術開発を行い，日本
を含めて適切な地域を選定して，製造技術の実
施許諾をしております。製造地域が増えて多様
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化することで新たな需要が生まれて，必要な技
術が明らかになってまいります。技術が生み出
す収入を原資のひとつとして，次の技術開発，
又は既存技術の改良を行っております。そのサ
イクルを繰り返して多くのメーカーがこれまで
技術力を高めてきたと思います。今後もその考
えは変わらないと思っています。政府にもその
考えをご理解いただいて，研究開発促進税制な
どでご支援いただいていると理解しております。

無論資金が足りなくなれば，留保した利益か
ら配当させれば良いという考えもあるかもしれ
ません。ですが，収入は軽課税国，費用は日本
負担という仕組みでは，企業自身が管理しにく
いですし，また研究開発促進税制などの政府の
ご支援を得られなくなってしまいます。税金の
ためだけにそのような仕組みを選択することは，
日本では考えにくいのではないでしょうか。

BEPS の問題提起後，専門家の方からは，こ
れは脱法行為ではなく，合法的なスキームであ
ることをお聞きました。いろいろなご意見があ
ると思いますが，合法であれば何をやっても良
いというわけではないという当たり前のことが，
今回あらためて確認できた次第です。

ただし，今回やり玉に挙げられた多国籍企業
をかばうわけではございませんが，利益追求集
団である民間企業が，法律が認める範囲の中で
税金を節約しようとする行為は，これもまた当
たり前のことでございます。言葉は難しいです
が，節度ある範囲の中で，税金の節約に最大限
努めるべきであると考えております。

そのためにも，税務当局におかれましては各
国当局と連携を取られ，民間企業がしてはいけ
ない範囲，線引きをお願いしたいと思っていま
す。ただ，各国との連携は重要ではありますが，
網を掛けることを優先するあまり，包括的否認
規定のようなご対応は，避けていただきたいと
思います。

ご説明にございましたように，全てこれから
のご対応と思われますが，現時点でのお考えを
お聞かせいただきたいと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 栗原さん，どうもありがとうござい
ました。

お三方からいろいろなご意見が出ました。
BEPS にはいろいろな国が関わるけれど，果た
してどのような方向に行くのかという基本問題
や電子商取引，CFC といった BEPS の個別問
題はどうなるのか，更には移転価格の文書化や
海外子会社の配当金の源泉税の問題等々，いろ
いろ出ました。

ただ今のお三方のご意見，ご質問について，
日置さんどうぞご発言をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔租税回避規定について〕
（日置） それではご質問にお答えいたします。
最初に青山さんから，包括的租税回避否認規定
についてのご質問がありました。

この包括的租税回避否認規定は「GAAR
（ガー）」（General Anti―Avoidance Rule）と
呼ばれています。この規定についての議論は，
OECD でも各国の規定を付き合わせて，どの
ようなやり方をしているのか，盛んに研究して
いるところです。

BEPS の行動計画の５項目を見ていただきま
したが，GAAR は直接の検討対象とはされて
おりません。そういうことで，議論は別途
BEPS と離れて行われていることと認識してお
りますので，議論は続いていくと思いますが，
BEPS としては議論しないという整理になって
おります。
〔新興国を含めての議論について〕

続きまして，新興国などを交えて議論すると，
いろいろ困難な局面が生じるのではないかとい
うご指摘を頂きました。確かに先ほど南北問題
という形で，WTO や環境問題でそのような問
題があることを申しました。

今回，居住地国課税，源泉地国課税のバラン
スという観点で，対立するリスクがないとは言
えません。ですが，今回 G２０のメンバーが，
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OECD において加盟国と対等な立場で議論が
でき，かつ，OECD/G２０BEPS プロジェクトと
いうことで，かなり結束力，求心力を持って議
論をする体制ができたのではないかと感じてお
ります。

また，BEPS プロジェクトをこのように進め
ていこうということで，一定の合意を得たこと
は，画期的なことだと思っております。今回，
新興国であるインド，中国，ロシア等が，グ
ローバル経済活動に乗り出していく上でのルー
ル作りに参加しますが，彼らの参加がないと，
きちっとしたルール作りができないとも思いま
す。従って，チャレンジングではありますが，
今後努力をしていく必要があると考えておりま
す。
〔自動的情報交換への取組みの方針について〕

続きまして，自動的情報交換の取組みの方針
についてのご質問がありました。

わが国も従来から自動的情報交換を行ってき
ており，昨年も数十万件の情報を提供し，受け
取ったということでございます。しかしながら，
今までの情報交換というのは，基本的に，わが
国は自らの課税のために，法定調書で入手した
情報を交換していただけです。

今回 FATCA 等々を契機に議論が行われて
いる情報交換は，非居住者関係の情報を自動的
情報交換のために金融機関から集め，それを関
係国に送るということです。先ほどもご紹介し
ました欧州５カ国の FATCA の対応を基盤と
して，米国との間に限らず，各国間でも情報交
換をしていこうというものです。

従いまして，今後各国においてこのような自
動的情報交換の対応をしていくことかと思いま
す。このような対応をしていく際に，国民の
方々や金融機関の事務的な負担に配慮する必要
がございます。OECD においても，その方策
について議論して，対応策を模索しているとこ
ろです。

このような取組みは，BEPS とともに G８，
G２０でも支持をされていますので，わが国とし

ても積極的に取り組んで，国際的な租税回避を
防止するための，グローバルな情報交換のネッ
トワークに参画して参りたいと思っております。
〔BEPSの検証について〕

続きまして，吉村さんからのご質問にお答え
したいと思います。最初に BEPS の検証，行
動１１についてのご質問がありました。

行動１１というのは BEPS の規模が，BEPS の
個別のプロジェクトがどのような経済的な影響
を与えるかを検討していくアクションプランと
認識しています。

具体的には，２種類の例があります。マクロ
のデータで，例えば直接投資の額や，国際収支
のデータなどの分析とともに，個別のアクショ
ンがどのような影響を与えるか，ミクロレベル
のデータで，税務申告書とか財務報告書などを
活用して，それぞれの行動計画について分析を
していこうというものです。

どのような手法を取っていくかは今後議論す
るということですが，目的としては先ほど申し
ましたように，価値を創造する経済活動が行わ
れている場所と，税が納付されている所との乖
離が，どのような形で広がっているのかを分析
していきます。これはマクロ的な分析でござい
ます。また，個別のアクションがどのような影
響を与えるかというミクロ的な観点で，議論が
行われると考えています。

OECD のみならず，スピルオーバーと呼ば
れておりますが，BEPS のマクロ経済に与える
影響の広がりについては，IMF も関心を持っ
て参画しようとしているように聞いております。
〔過剰な課税につながる懸念について〕

続きまして，青山先生と似たご質問でござい
ましたが，新興国の独自の判断が過剰な課税に
つながっていくのではないか，それを抑制でき
るのかどうか，BEPS プロジェクトへの期待感
のような形でのご質問がありました。

先ほどの繰り返しになりますが，今回はやは
り BEPS プロジェクトを進めていこうという
ことで，G２０メンバーが一致団結したと認識し
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ております。したがって，このプロジェクトを
着実に推進していくことが，必要だと思ってお
ります。

新興国に限らず途上国との連携については，
OECD の場では税と開発に関するタスクフ
ォースや，対外経済プログラム（グローバル・
リレーションズ・プログラム）等もございます。
付加価値税に関するグローバル・フォーラム等
や情報交換に関するグローバル・フォーラムを
通じて OECD 非加盟国との連携も図って，ア
ウトリーチ活動を充実させていくことも，併せ
て議論しているところです。特に G８の議論な
どでも，このようなアウトリーチ活動の重要性
は強調されているところとの認識です。

そして，各国の実施状況のレビューについて
ですが，BEPS の計画におきましては，まずは
現在１５の行動計画を実施することを目標として
おり，各国の実施状況をレビューする仕組みに
ついては，まだ議論なされておりません。
〔電子商取引について〕

続きまして，行動１，電子商取引についての
日本における今後の議論のスケジュールについ
てです。

今後の電子商取引の議論のあり方については，
OECD の場において，タスクフォースを新設
し，この中で議論を行っていくこととしていま
す。先ほど私の説明の中でも触れましたが，こ
こでは消費税についても取り上げます。消費税
を議論している WP９のグループとの連携も図
って，議論をしていくことになっています。

わが国としても新たに設けられた場での国際
的な議論を踏まえつつ，しかるべきタイミング
で，税制調査会等の場において議論を深めてい
くことになろうかと思います。
〔外国子会社合算税制の強化の見通しについて〕

続きまして，行動３の外国子会社合算税制の
強化について，今後の見通しのご質問がありま
した。

多くの国で CFC 税制が導入されていますが，
必ずしも BEPS に対応できるような包括的な

方法では設計されていないことから，BEPS 行
動計画では CFC 税制の設計に関する勧告を策
定することとしています。先ほども言いました
ように，CFC 税制をそろえていく発想で，行
動３に入っております。

具体的な議論は，今後行っていくということ
ではありますが，制度としてばらつきがないよ
うに，税制として実効性を持てるような形で勧
告が策定されていくのではないかと考えており
ます。
〔海外子会社の配当に係る源泉税の免税化につ
いて〕
続きまして，栗原さんのご質問にお答えした

いと思います。配当益金不算入制度を導入した
けれど，現地の源泉課税はまだ残っていること
の問題点です。

わが国としては，租税条約で定める投資所得
に対する限度税率につきましては，２００３年に署
名されました日米租税条約以降，それぞれの条
約交渉で引き下げる努力を行っているところで
す。先ほど説明いたしましたように，日米租税
条約では配当の免税要件を緩和したり，利子の
免税を導入したりしております。

基本的に限度税率を引き下げる努力をしてい
るところですが，ご指摘のとおり途上国との間
の議論は，なかなか難しいところもあります。
やはり交渉事ということもあり，必ずしもわが
国の思うように交渉が終わっていないのが現状
ですが，我々としては，なるべく免税を目指し
ているところです。
〔BEPSの議論における認められない行為の特
定と包括的租税回避否認規定について〕
次に BEPS の議論において，民間企業がし

てはいけない範囲の線引き及び包括的否認規定
（GAAR）の考え方について，ご質問がありま
した。

先ほど申しましたように，BEPS におきまし
ては民間企業の意見を BIAC という経済産業
諮問委員会からいろいろ聞いて，それを踏まえ
て議論を進めているところです。
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ご指摘がありました GAAR につきましては，
先ほど申しましたように議論はしていますが，
BEPS 行動計画には含まれておりませんので，
BEPS として議論することはないと思っており
ます。

いずれにしろ，BEPS 行動計画を今後実施し
ていくことにつきましては，いろいろな関係者
の意見を聞きながら，透明性が高く，かつ，包
括的な協議プロセスをつくりながら，議論を進
めていきたいと考えています。

私から以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 日置さん，どうもありがとうござい
ました。BEPS につきましてはいろいろな企業，
いろいろな国が，いろいろな思いで眺めていま
すので，恐らくいろいろな議論が出てくるので
はないかと思います。それにつきまして，短い
時間ではありますが，ディスカッションできて
良かったと思っております。

以上で第２部を終わらせていただきたいと思
います。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） 本日主税局から頂きました資料は，
新しいものが随分入っておりますので，いろい
ろな所でお使いいただけるのではないかと思っ
ております。

本日ご参加のパネリストの皆様にはそれぞれ
のご体験，ご見識に基づきまして，貴重かつ活
発なご意見，ご質問を頂きまして，誠にありが
とうございました。

国際課税の世界は，すごい勢いで動いており
ます。少し目を離すと，一体どうなっているか
訳がわからなくなってしまいますので，これか
らも皆様と一緒に，遅れないように注目をして
まいりたいと存じます。

それでは以上をもちまして，本日のパネルデ
ィスカッション「国際課税を巡る現状と課題」
を終わりにさせていただきたいと思います。ご
協力，大変ありがとうございました。
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第６５回租税研究大会大阪大会開催にあたり
副会長挨拶

公益社団法人日本租税研究協会副会長

宇野 郁夫
（日本生命保険相互会社相談役）

本日は，回を重ねて第６５回の租税研究大会に
なりますが，これ迄同様多数の皆様と講師の
方々にご参加を頂き，誠に有難うございます。

特に，財務省の藤井審議官殿，総務省の濵田
企画課長殿には，業務ご多忙の中，パネリスト
を務めて頂きます。心より御礼申し上げます。

また，ご出席の皆様方には常日頃，当協会の
事業活動にご支援・ご協力を頂き，あらためて
深く感謝申し上げます。

さて，昨年１２月の安倍政権の発足以降，我が
国経済は，市場や家計，企業のマインドが，着
実に持ち直しに転じております。

その影響は実体経済にも及び，個人消費など
の支出の増加が生産の増加につながり，それが
国民所得の増加をもたらすという好循環のサイ
クルの芽ばえに確実に繋がる流れができようと
しています。

先週には，２０２０年のオリンピックおよびパラ
リンピックの開催地が 東京に決定致しました
が，この経済波及効果は約３兆円，道路や鉄道
の整備等も含めれば，さらに大きいとも言われ
ています。成長の追い風として大いに利用すべ
きビックプロジェクトです。

このチャンスを逃すことなく，持続的な成長
につなげていくことこそが，今後の我が国の存
在感を決めるといっても過言ではありません。
今，最も大事なことは，国民の力を結集して，
我が国経済を再浮上させる挑戦的な体制を作り

上げることだと思います。

当協会では，長年，民間の中立的な立場から，
税・財政の問題を調査・研究し，あるべき税制
改革について，提言を行っておりますが，再浮
上の鍵は大きく２つあると考えております。

１つ目は，政府が６月に取りまとめた「日本
再興戦略」でも盛り込まれている「企業活力の
復活」です。

企業は成長のエンジンです。企業収益が拡大
すれば，雇用，所得，配当が増大し，その結果，
消費や投資が促進され，更なる企業収益の拡大
につながります。但し，このような企業は，常
に挑戦的な技術革新の行動力をもっている企業
に限ります。

持続的な経済成長とは，たえざる技術改新を
実践していくことです。こうした望ましい「正
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のスパイラル」を実現する企業にこそ，その能
力を存分に発揮させる法人税施策の実行が不可
欠であると考えています。

そのためにも，政府には，企業の革新的な投
資意欲を高め，我が国の競争力を先行して画期
的に強化する施策を，迅速かつ大胆に実行して
頂くことを目指さねばなりません。

２つ目は「財政再建」です。
我が国の財政は，国および地方の長期債務残

高が，今年度末には９７７兆円，GDP 比で２００％
に達し，歴史的にも，国際的にも，前例を見な
い常識を逸した最悪の水準です。

その解消に向けては，「２０１５年プライマリー
バランス赤字の対 GDP 比半減，２０２０年プライ
マリーバランス黒字化」といった目標は決まっ
ています。しかし，具体的な改革案と実行スケ
ジュールは，未だに明確になっていません。財
政に大きな影響を与える社会保障制度改革につ
いても，結局，年金の支給開始年齢の引き上げ
は先送りがされる等，抑制策は踏み込み不足が
目立ちます。

健全な財政は，経済成長の基盤です。財政再
建を行い，金利急騰や社会保障の持続可能性等
への不安が払拭されれば，国民や企業は，安心
して消費や投資ができるようになります。

政府には，一刻も早く，健全化に向けた具体

的な道筋を，国民や国際社会に対し明示し，確
実に実行して頂く勇気ある決断力を期待します。

また，来月初めにも消費税率の引き上げの是
非についての最終判断がなされると聞いていま
す。これも，分かり切ったことではございます
が，税制抜本改革法通りの実施を決断するだけ
であると考えております。

消費税率を上げれば，消費が減るといった
「いいわけ」は，消費税を着実に引き上げてき
た欧米各国とも全く同じ条件下におかれた問題
ではないのか。求められるのは勇気ある決断力
のみであると，私は考えております。

本日の大阪大会におきましては，午前中に田
中教授に「研究のご報告」を頂きました。午後
からは「税制を巡る現状と課題」をテーマに討
論会を予定しております。ご担当頂くのは，税
制，財政に精通された先生ばかりです。午前に
引き続き，大変有意義なお話を伺えるものと考
えております。是非，午後のプログラムも，ご
清聴頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

最後になりましたが，ご出席の皆様方のご発
展を心からお祈り申し上げますとともに，当協
会の活動に，今後ともご支援，ご協力を頂きま
すよう切にお願い申し上げまして，私の挨拶と
させて頂きます。有難うございました。
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１．はじめに

（田中） おはようございます。これからお話
をさせていただきますが，まずこの大阪大会で
このような報告の場を与えていただいたことを
大変光栄に存じております。

これからのお話は，基本的にお手元にお配り
している原稿に沿って，そのポイントを指摘す
る形でお話しさせていただければと考えており
ます（本誌掲載省略）。

今日お話しさせていただく「過年度の誤った
課税処理の是正方法」というこの問題は，私は
租税法の領域で非常に重要な問題の１つだと思
っています。ところが，それにもかかわらず，
どの所得をどの年度に帰属させるかについての
基本ルールは，法律の規定でははっきりとは定
められていないと言っていいと思います。

では法律の明確な規定がないのになぜ今まで
動いているのかというと，私に言わせると，何
となく動いているように見えます。つまり，そ
れなりの合理性があって，税務署が文句さえな
ければそれで動く。それと，取引はいろいろ複
雑な形態を持っていますので，たった１本の基
準で処理をするというのは，やはりある種の無

理がある。そうすると，法律で年度帰属の基準
を決めるとしても，どうしても原則と例外とい
う，そういうような決め方にならざるを得ない。

このような事情もあって，年度帰属の基本
ルールを立法で決めるというのは，技術的にも
難しい点があります。しかしそうは言っても，
一方では明確な基準がないと，やはり取引をす
る人，行為をする人にとっては，不安で仕方な
い。このように考えると，いろいろ難しさはあ
るとしても，年度帰属のルールをできるだけ明
確に法定することが望まれるわけです。

また，この種の問題については，重要な裁判

報告 ９月１９日（木）・午前

過年度の誤った課税処理の是正方法
－過年度遡及修正の可否－

同志社大学法学部教授

田中 治
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例もいろいろありまして，今日のお話の中で話
をさせていただきたいと思っています。これか
ら，報告原稿に沿う形で，多少はしょりながら
もお話をさせていただければと思っています。

ある所得がどの年度に属するものとして課税
がされるかという問題は，納税者の税負担を大
きく左右します。特にこれは，所得税において
顕著です。超過累進税率の適用がある関係で，
どの年度に，その問題の所得が属するかによっ
て，非常に大きな税負担の差が生じてくる場合
があります。

法人税の場合には，基本的には，いわゆる比
例税率ではありますが，法人税の税率も，これ
も当然変動があり得ますので，どの年度に属す
るかによって，その税負担というのは多少とも
変わってきます。

今日させていただくお話は，大きく２つの事
例を取り扱います。最初は，当初の申告に基づ
く所得が結果として過少となったという例で，
その１つは，「年金裁定事件」というふうに私
が名前を付けていますが，これは，もともとは，
過去において給付されるべきであった年金が，
後日一括して追加給付された場合に，どのよう
に課税処理をすべきか，という問題です。

もう１つは，第三者のミスが原因となって，
過去の費用を過大に申告していたことが後日明
らかになるとともに，その払い過ぎた費用が一
括して返金されるという場合において，どのよ
うに課税処理をすべきか，という問題です。こ
れも一応私が勝手にネーミングをして「過大電
力料金事件」というふうに書いています。

これらの場合において，どのような税務処理
をすべきなのか，その法的根拠は何なのかとい
うことが問題になってきます。

大きな２つ目の事例は，計算の誤りによって
当初申告が過大となる場合や，後の裁判によっ
て後発的に当初申告が過大となる場合，こうい
う場合において，更正の請求は，どういう要件
の下で認められるのかという問題です。ここで
取り上げるのは，いわゆる特別の更正の請求を

めぐる問題です。国税通則法上，特別の更正の
請求として，通常の更正の請求の期間が終わっ
た後でも，一定の法定の要件を満たした場合に
は，なお過去の年度の遡及是正が認められてい
ます。このような特別の更正の請求が，いつど
のような形で認められるかという問題がありま
す。

裁判例で問題になりうる例として，特に法人
の所得や個人の事業所得については，その是正
を過去にさかのぼらせないという今までの，あ
る種慣行といいますか，いわゆる前期損益修正
ということで，当期で全部処理をするのだとい
う，こういう考え方が支配的で，課税実務はこ
のような考え方で処理をしてきました。しかし
ながら，その法的根拠は何なのかというと，こ
れを支える明文の根拠規定はない。このような
取扱いは，通達（法基通２―２―１６）において便
宜的に認められてきたにすぎない。

とはいえ，もともと所得税・法人税等の納税
義務は，納税申告によって確定をするものです
し，その申告の誤りについては，当初申告を直
すというのが基本原則です。国税通則法は，そ
のような組立てをしています。一般に，事業は
継続的なものですし，その限りにおいて，上記
のような便宜的な取扱いはそれなりの合理性を
持っていますが，そうではなく，法人の所得等
について，このような原則に立ち返る必要が時
として生じます。例えば，当該事業者が当期で
損失として損金処理をするとしても，休業中で
あるとか清算中であるとかの理由によって，そ
れに対応する益金や収入金額がない場合におい
て，過去の年度にさかのぼることは許されない
のか，それはなぜなのか，という問題が生じて
きます。

以上のような事例を素材に，今日特にお話を
したいのは，１つは，そもそも所得課税の基本
的な特性として，それが期間税であるというこ
とです。そしてその上で，当初申告の誤りを是
正する場合の基本原則，基本的な処理手続は何
なのかを理解することが重要です。
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２つ目は，課税のタイミングの問題と所得の
年度帰属の問題とを明確に区別をして論じる必
要があるということです。いつ課税が可能にな
るのかという問題と，そのことによって，例え
ば収益や収入金額が認定される場合でも，それ
は，課税が可能となったその年度に全て帰属さ
せるのではなく，所得の性格，基因，背景等を
考慮して，過去の複数の年度においてそれが生
じたものと考え得る場合，或いは考えるべき場
合には，それを過去のそれぞれの年度に帰属さ
せるべきであると私は考えます。

この問題は，今日支配的ないわゆる権利確定
主義という考え方の持っている限界に関するも
ので，この限界を克服する必要があると私は考
えています。

というのは，権利確定主義というのは，権利
が確定したその日が属する年度・年分に全て所
得を帰属させよという考えです。これはシンプ
ルで，わかりやすいといえばわかりやすいので
すけれども，後でお話をしますように，複数の
年度に及ぶ所得の問題を適正に処理できない。
例えば，消えた年金があり，過去の５年分を払
えと社会保険庁長官に裁定を求め，めでたくそ
の裁定がされ，５年分を一括してもらった場合
に，その年金の全てを，もらった年度のものと
して一括課税すべきか，ということが問題とな
ります。

従来の権利確定主義の考えでいうと，そのよ
うに一括課税せよ，ということになると思われ
ます。基本的に，権利確定主義の考え方は，権
利が確定した年分において課税せよとするから
です。しかしながら，このような結果は，現実
妥当性を欠いているのではないか，それぞれの
期間における正しい担税力の測定という要請か
らみて，問題はないのか，ということが問われ
るべきだと考えます。

３番目は，特に事業性所得に関する前期損益
修正について，今日，企業会計においても大き
く考え方が変わりつつある，要するに，過去の
会計の誤りについて修正再表示せよというふう

に企業会計原則が変わりつつある状況で，租税
法が，従前のように前期損益修正に固執するこ
とは相当の問題があると考えます。また，たと
え会計の考え方がどうであれ，期間税としての
所得課税において，その期間について正しい所
得を算定すべきであるという法的要請は，ます
ます重視されるべきではないかと考えます。

なお，問題をわかりやすくといいますか，あ
る程度数字があった方がわかりやすいと思いま
して，資料には，事例として３つ書いています。

１つは，今申し上げました年金裁定事件とし
て，消えた年金が５年分ある。それを社会保険
庁長官に裁定請求して，それで５年分一括給付
された場合に，これをどう課税処理するのかと
いう問題です。給付されたその年度に２５万円一
括して課税をするべきか，それとも，それぞれ
の年分について課税をするべきか，という問題
です。

２番目は，これは過大電力料金事件で，これ
はもう公知の事実となっているから名前も言っ
ていいと思いますが，いわゆる東北電力事件と
して知られている事件です。ある会社が，電力
会社の計量装置の設定誤りを原因として電気料
金を，実際の例は１２年間ですけれども，ここで
は１０年間にわたって過大に支払っていたが，そ
の原因が判明し，電力会社との確認作業を経て，
過大電力料金１０年分として１億円の支払，返金
を受けた。

この場合の課税処理をどうすべきか。返金の
額が仮に１億円としますと，納税者の権利が確
定して１億円をもらったのであるから，その権
利が確定した年度の益金として計上すべき（税
務署側の主張）か，それとも，この返金の結果，
過去の年度の費用が過大であった，つまりその
分だけ過去の年度の所得が小さいということが
明確になったのだから，過去５年にさかのぼっ
て修正申告をすべき（納税者側の主張）か，と
いう問題です。

３番目の例としては，ある会社が所有する土
地を売却し，未収の代金につき当該土地を引き

― 121 ―



渡した年度の益金に計上したが，相手が代金を
支払わないため契約を解除した。その売買代金
債権が消滅した年度においては，会社は清算中
であって，収益がないため，売買代金相当額を
貸倒損として損金に計上しても，実質的に救済
を受けることができない。こういう場合の課税
処理をどうすべきか。これは，事業性所得に関
する，遡及修正の可否をめぐる問題です。

以下，順次お話をさせていただきます。

２．期間税としての所得課税と当
初申告の誤りの是正方法

最初に，所得課税に関する基本的な組立てと
して，期間税としての所得課税につき，まず当
初申告がある。当初申告に誤りがある場合，そ
れを誰が，どのようにして是正するかが問題に
なってきます。これについては，基本的に国税
通則法が定めています。

その基本的な組立てとしては，まず原則とし
て，申告納税制度の下では，納税者は，ある年
度の正しい所得を法定申告期限までに申告する
義務がある。これが第１の原則です。第２の原
則としては，当初申告が誤っている場合は，原
則的には，当該誤った年度につき是正をすると
いうのが通則法の基本的な考えです。

国税通則法は，名前のとおり，各税目を通し
たといいますか，一般的な原則を書いていると
いうところから，恐らくこれが紛争処理の基本
原則と言うべきだろうと思います。納税者の側
からは，当初申告が過少であった場合について
は修正申告をする。そして，過大申告について
は更正の請求によって処理をする。或いは，課
税庁は，納税者の請求又は自らの職権によって
増額更正処分や減額更正処分或いは決定処分を
する。こういうような組立て及び処理方法が基
本原則であるということです。

このように，納税者の側からの修正にしても，
或いは，課税庁の側からの修正にしても，問題
の当初申告が法に照らして誤っているというの

を正しく直す。これが恐らく申告納税制度の下
における是正の基本原則或いは大原則といって
いいだろうと思います。

とはいえ，第３にお話ししたいのは，既にお
話をしているとおり，法人所得或いは事業所得
については，全部ではありませんが，その一部
については，便宜的に，その事実が生じた年度
において前期損益修正として処理をするという
取扱いが，これまで長い間なされてきています
し，法人税についてはその旨が基本通達にも定
められているという状況が続いています。

しかしながら，近時，遡及修正に関する企業
会計の考え方それ自身が，大きく変わっていま
す。今日の企業会計基準においては，基本的に
は前期損益修正を排除ないし否定をしていると
いってよいと思います。そうすると，従来，法
人税法２２条４項の一般に公正妥当な会計処理の
基準に依拠して，企業会計が前期損益修正で特
別損益を出しているのだから，それに沿って税
法も処理をすればいいのだという，そのような
考えは，恐らく基本的には否定されるか，ない
し，相当限定されるべきだろうと思います。後
の方で触れますが，このような企業会計の考え
方の変化が，税務処理に影響を与えるのか，或
いは与えないのかという問題は，やはり重要な
論点になるのではないかと思っています。

３．課税のタイミングと年度帰属
との関係

３―１．概要

課税のタイミングと年度帰属との関係につい
てお話をします。これまで裁判で紛争になった
事例を取り上げます。恐らく企業会計の現場の
感覚では，権利確定主義などというよりは，い
わゆる実現主義といった方がわかりやすいし，
いちいちこの取引によって権利が確定している
かといったようなことを考慮して会計帳簿に記
帳するなどというのは，まずあり得ないことだ
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と思います。しかし法的な紛争になった場合，
裁判所は，通例，これまでの判例・学説に従っ
て，権利がいつどういう形で確定したのかとい
うことで争いの決着をつけようとします。

このような意味で，租税法の世界においては，
いわゆる権利確定主義というのは，支配的です。
これは一般に判例・学説において承認されてい
る考えで，それは，現実の収入がなくても，収
入すべき権利が確定した金額は，その年度のも
のとして課税すべきである，という考え方です。

つまり，納税者にとっては，権利が確定した
時点をもって益金或いは収入金額に計上すべき
ことになります。今まで主として問題になって
きたのは，ではその権利の確定というのは一体
いつか，ということです。私はその問題も重要
だと思いますが，さらにその前提として，明確
にすべき基本的な別の論点があると考えていま
す。

第１は，法的な観点から見て，なぜ権利が確
定することを求めるのかという点は，実はそれ
ほどはっきりしていません。所得税法３６条の規
定は収入金額を定めている規定ですが，収入金
額とは，「その年において収入すべき金額とす
る」という，文言上はこの規定しかありません。

所得税法が定める「収入とは収入すべき金額
とする」というのは，一種何かの判じ物のよう
で，この言葉を聞いただけで，問題の収入金額
をどの年分に帰属させるかというのは，すぐに
は出てこない。ただ，文言上は，「収入すべき」
という「べき」という言葉を使って，「収入し
た」という言葉を使っていないというところか
ら，少なくとも現金主義を基本原則とはしてい
ないというくらいしかいえません。では現金主
義は全面的に排除されているかというと，そう
まではいえない。恐らく恒常的といいますか，
継続的にやってさえいれば，それは課税上の問
題を直ちに引き起こす，とまではいえそうにあ
りませんし，そこまでの極端な見方を立法者が
しているとまではいえません。

文言上必ずしもはっきりしていないという問

題に加えて，さらに，これもご承知のように，
判例・学説は「収入すべき金額」という文言を
「収入すべき権利が確定した金額」としてさら
に言葉を補って読んでいます。こういう言葉の
補い方が，いわば当たり前のことを補ったのか，
当たり前でないことを補ったのかというのが実
は問題になってきます。

それが問題になるというのは，これもご承知
のように，課税実務では，権利が確定した日の
属する年分を基準にする，といった文言は，通
達にはどこにもありません。あるのは，それぞ
れの取引の実態或いは類型・態様に応じて，例
えば商品等については，それを引き渡した日と
か，役務については，その役務を提供した日と
いう形で，行為や取引の具体的な類型・態様に
応じて，その日の属する年分で処理をするとい
う決め方をしています。

立法論としては，通達におけるこのような決
め方が，より明確で合理的な基準ではないかと，
私は思っています。もちろん，全ての行為や取
引がそれで言い尽くせるかという問題はなお残
るにしても，権利が確定した日をいうのだとか，
或いは，実現した日をいうのだという言い方も，
もちろんそれはそれで原則的な基準としてはい
いとは思いますが，通常の納税者が，ある取引
をした場合，いつの年度で課税があるのかを判
断するには，基本的には行為類型や行為の態様
に応じて決めるのがより適切ではないかと私は
思っています。

ともあれ，課税実務は，いつ権利が確定した
のか，という判断基準を主軸に年度帰属を決め
てはいない，といってよいと思います。所得税
においてはこのことはより明確です。

では法人税はというと，法人税は，収益の認
識に関しても，２２条４項を媒介にして，一般的
には，所得がいつ実現したかという，いわゆる
実現主義を基本に判断しているといっていいと
思います。

このようなことを加味した結果だと思います
が，法人税の領域では，権利確定主義というの
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は実現主義と同じなのだと，こういうような説
明が一般にはされています。しかしながら，そ
うだとはいえ，両者が文字通り同じものかどう
かは，もうひとつはっきりしません。仮に両者
が文字通り同じものであるとするならば，それ
は通常会計で使われている実現主義によって収
益を認識するという言い方に加えて，或いは，
これに代えて，権利確定主義が法人税の世界で
も通用するのだという言い方をあえてする必要
は，私はないと思います。

これは金子先生の考え方とちょっと違ってい
るかもしれませんが，私はやはり，権利確定主
義という意味の積極的な面と否定的な面の両面
を考えると，あえて法人税の世界において，こ
ういうような言い方を積極的にする必要がある
のかどうかという点に関しては，疑問を持って
いるところです。

第２の論点としては，権利確定主義それ自身
が，完結的ではない，すなわち，いつ権利が確
定したのかという，これ一本で判断しているか
というと，実はこれ一本では判断していません。
これ一本で判断ができない場面があるのだとい
う言い方をしています。別の例外的基準として，
管理支配基準といって，いつ当該納税者が問題
の収益或いは収入金額を管理し，支配をしてい
るのかということで判断します。

なぜこういうような管理支配基準が出てくる
のかという背景として，一番わかりやすい例は，
違法行為に対する課税の問題です。戦後の日本
の税法は，課税をするに際して，問題の行為が
適法か違法かを問いません。戦前は違いました。
正反対だったのですが，戦後は，包括的所得概
念の下，経済力の増大がある限り，課税におい
ては，行為の適法・違法を問いません。

そうすると，ある人が，銀行強盗をして３億
円を手に入れた。普通，そういう人が３億円も
うけましたといって，申告するはずはないです
けれども，少なくとも課税理論上は，違法な所
得であったとしても，それがその者の経済力の
増大につながる以上は，「申告せよ。課税せよ」

というのが一応の教科書的な言い方です。
そうしますと，その際に，当該銀行に押し入

った者の権利が，そのことによって確定したと
までは，通常の権利概念からは言いにくいとこ
ろがある。当該銀行強盗に，法的に正当に守ら
れるべき権利があるかというと，それはないと
しかいいようがない。そういう場合には，権利
確定主義という言い方，基準は使いにくいので，
それに代えて，管理支配をしているかどうかで
判断しましょうということになるのではないか
と思います。

しかしながら，このような管理支配基準とい
う考え方を別に作らないと説明ができないのか
というと，私は必ずしもそうではないと思いま
す。先ほど申し上げましたように，租税法は行
為の適法・違法を問わず，経済力の増大に着目
して課税するものであって，租税法にいう権利
確定主義は，私法上の純粋な権利概念とは違っ
て，それを超えて，より実質的な意味で使うの
だということです。要するに，租税法は，権利
の中核的要素である実質的な支配に注目して課
税するのだと説明すればすむ話で，あえて２つ
の基準を使わなくても，私はいいと思います。

それは，２つの基準を使うと，一番の問題は，
場面によって，税務署の方から見て，これは早
い段階で課税をするのが適切とされて，２つの
基準が使い分けられる，という危険性が生じる
からです。

具体的な裁判例でお話しします。１つは，矯
正歯科医が，矯正装置の装着の日に一括して矯
正料を受領した事件です。別の事件は，交通事
故の受傷者に係る診療報酬の支払について争い
があって，後日その一部を受領することで決着
した事件です。それぞれの事件について，税務
署の処理方法は全く違います。もちろん地域は
全く違います。

最初の矯正歯科医については，極めて単純な
言い方をしますと，ある矯正歯科医が，１年目
には５０万円の矯正装置を取り付けます。２年目
には，それがちゃんと機能しているかどうかチ
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ェックします。２年目の分としては５０万円です。
「両方合わせて一括して１年目に１００万円をく
ださい」と言って，患者から１００万円もらいま
した。

その歯科医が１年目には５０万円，２年目には
５０万円という申告をしたところ，その地域の税
務署は「駄目です」と言ったのです。「１年目
に１００万円と申告しなさい。理由は，あなたは
１００万円を管理支配しているでしょう。つまり，
実質，あなたの手元に１００万円あるでしょう。
では１年目のものとして申告しなさい」。これ
で裁判になって，その納税者は負けています。

もう１つの交通事故のケースというのは，あ
る外科医が，１年目に交通事故による救急で患
者が運び込まれて，１００万円相当の緊急手術を
しました。それが１年目です。「その代金を払
ってくれ」と言ったら，その患者は払えません。
それに対して，加害者に払えと言ったら，「払
いますが，しかし，１００万円はあまりにも高過
ぎる。５０万円だろう」と言うので，すったもん
だして，やっと２年目に５０万円を相手から払っ
てもらった。

このお医者さんはどう申告したかという
と，２年目に５０万円の収入金額がありましたと
いって申告したところ，税務署は「駄目だ」と
言いました。「あなたは１年目に１００万円の収入
金額があったというのを，まず申告しなさい。
あなたは１年目に１００万円の権利が確定したで
しょう。つまり，１００万円相当の役務を，事実
として患者に提供しているでしょう。まず１年
目に，相手から現金をもらうかどうか関係なく，
まず申告しなさい。それで，取りっぱぐれがあ
ったというのであれば，後で更正の請求をしな
さい」。これが税務署の判断で，その事件の裁
判所は，それでよい，と判示しています。

そうすると，最初の方の事案は，いつ管理支
配をしているかという，それしか言っていませ
ん。いつ権利が確定したかなどということを一
言も言っていません。後の事案は，いつ権利が
確定したかということしか言っていなくて，あ

なたは５０万円をいつ管理支配したということは
全く言っていません。

こういうふうに，一応，原則は権利確定主義
で，これで通すのが無理な場合，不都合な場合
には，管理支配基準でいくのだと言いながら，
結果としては，その現場の税務署員から見て，
税収確保につながる方向に判断が傾くのでしょ
う。

こういう紛争になった場合には，税務署の方
が恣意的に使い分けているとまでは言いません
が，結果としては，なぜこのケースには原則が
当てはまり，なぜこのケースは例外が当てはま
るのかという基準の振り分けが，もうひとつは
っきりしません。このような紛争事案が結構あ
ります。権利確定主義を使う場面において，こ
のような使い分けの問題は，十分には克服され
ていないように思います。

第３の問題というのは，先ほども少し触れま
したように，権利確定主義という問題と年度帰
属の問題をどのように考えるかということです。
権利確定主義は，権利が確定したときにその金
額の全てを，その確定した時点の年度に帰属さ
せるという考えです。しかしながら，複数の年
度が関係している場合に，そういうふうに一括
して処理をするのが適切かどうかというのは，
非常に大きな問題として残っているということ
です。

後で触れますように，やはり私は，権利確定
主義ということを議論する際に，それと関連す
るものが複数の年度にわたる場合は，それに対
応して，もともと所得税や法人税等が期間税と
して作られていて，その一定の期間における正
しい所得を算定することを法が求めているのだ
という，そういう考え方を併せて考える必要，
或いは各年度における正しい所得の追求という
要請を重視する必要があると考えます。

そうすると，所得税法３６条のいう，その年に
おいて収入すべき金額というのは，現実に受領
することが可能な，或いは権利が確定したとさ
れるものを一括してその年分において収入すべ
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きものだと理解することは相当ではありません。
そうではなく，その受領が正当といい得る，或
いは，その受領を正当視し得るそれぞれの年分
で収入すべきだと思います。

３―２．裁判例の対立と不統一

�１ 年金裁定事件－権利確定主義の過度の抽象
性の例
今お話をしている権利確定主義と年度帰属と

の問題に関連して，裁判例も不統一といいます
か，対立的な考えを示しています。問題を明確
にするために，そのような事案を示します。

１番目は年金裁定事件です。これは権利確定
主義のあまりにも抽象的な使い方をした例だろ
うと思います。これは，今お話をしたとおり，
年金の過去５年分が一括して支払われたという
事案です。この事案そのものにおいては，納税
者の妻が，社会保険庁長官に対して過去５年分
の裁定請求をしまして，それが認められて，過
去５年分，２６万円が一括支給されました。

これに関して税務署は，それは各年分のもの
として課税されるべきだと主張しました。この
事案の特徴の一つは，問題の年金というのは妻
の年金です。本件納税者は，裁定前の平成１２
年，１３年については，その妻は所得が３８万円以
下，つまり３４万円だということで配偶者控除の
適用をし，配偶者特別控除の適用も併せて申告
をしていましたが，税務署は，その納税者の妻
が平成１４年中に一括受領した年金は，厚生年金
保険法に定められた支給日の属する各年分の収
入金額とすべきだと主張しました。もしそうだ
とすれば，妻の所得金額は，問題の年分で
は，３８万円を超えて３９万円になるということで，
配偶者控除は使えなくなり，結果的に，この納
税者の支払うべき税金は増大することになりま
す。

そういうことで，この争点というのは，一括
受領した２６万円について，実際に年金の支給を
受けた平成１４年分のものとして一括して課税す
べきかどうかです。納税者は，一括課税を主張

しました。納税者にとっては，こちらの方が有
利だからです。納税者にしても，税務署にして
も，自分に有利なことを主張するというのは，
これは人情としてやむを得ないことでしょう。
それぞれの立ち位置から，条文がそういうふう
に見えてくるわけです。ともあれ，納税者は，
一括して１４年分の年金として扱うべきだと言っ
たのに対して，税務署の方は，厚生年金法の定
める支払期月の属するそれぞれの年分，要する
に，毎年毎年のものとして扱うべきだと言いま
した。

これに対して，裁判所がどういうふうに言っ
ているかというと，まず社会保険庁長官の行う
裁定というのは，受給者の権利の存在を公に確
認する行為だということです。そういうもので
あるにすぎず，裁定を受けることによって具体
的に請求できるとされているのも，そのことが
画一的公平な処理によって無用な紛争を防止す
るという，ただそのためのみだということで，
結局，この受給権というのは，同法の定める受
給要件を満たした時点で基本権が発生し，その
支給日が到来することにより支分権が発生し，
受給権者が裁定の請求さえすればいつでも年金
の支給を受けることができる状態にあるから，
その支払日が到来した時点で年金の支給を受け
る権利が確定したものと解されると言っていま
す。

裁判所はまた，収入すべき時期を，納税者が
言うような当該裁定時としたのでは，受給権者
が裁定の請求を遅らせ，所得の帰属年度を人為
的に操作する余地が生じるなど，納税者の恣意
を許し，そのことによって課税の公平を害する
と，こういう言い方をしています。

この判決の検討として，ごく簡単に触れたい
と思いますが，まず，第１に，厚生年金法３６条
が決める支払期月において，どのような権利が
どのような意味で確定するかというのは，判決
文では明らかではありません。判決をご覧いた
だいたらおわかりのように，実は，判決そのも
のが，支払期日が到来することによって支分権

― 126 ―



が「発生」すると言い，同じ文章の中で，その
支給期日が到来した時点で年金の支給を受ける
権利が「確定」すると言っています。権利はそ
もそも，発生するのか，確定するのか，明確で
はありませんし，両者は明確に区別されていま
せん。

しかしながら，判決が言うように，例えば平
成１３年の支払期月において，それが，自動的に
とまでは裁判所は言っていませんが，いわば自
動的に権利が確定するという，こういう解釈を
することは，実はかなりの不都合が生じる。納
税者が自分の権利として，当然それに気付いて
いないといけないということではないにしても，
納税者は，この事案では，従前の「消えた年
金」といわれているような状況の下で，自らの
権利性に全く気が付いていない。ましてや，年
金それ自体を手に入れているものでもない。

普通はこういうことはあり得ませんが，たま
たま税務署が何かの拍子に，この納税者には消
えた年金があって，支給期月がすでに到来して
いるという事実を知り，それのみを根拠に，当
該納税者に対して，あなたは年金を得ているは
ずだとして課税処分ができるかというと，恐ら
くそれはできないと思います。厚生年金法は，
社会保険庁長官の裁定がないと，個別具体的な
権利が生じないという，そういう決め方をして
いますので，いくら支払期月が客観的に到来し
ても，それでもって権利が確定すると言うのは，
相当の無理があると私は思います。

次に，第２に，判決は，いつ事実として権利
が確定したかという問題と，いつ権利が確定し
たと法的に評価すべきかという問題とを区別を
していないと思います。

本件納税者の妻が，いつ過去の年金に対する
権利を確定させたかという問いに対しては，そ
れは社会保険庁長官による裁定時，或いは裁定
によって支給が確定的となった日だとするのが，
普通の権利論でいうと，それが一番素直であろ
うと思います。

問題は，そうであるからといって，５年分を

年金として一括課税してよいかということです。
５年分を一括して課税すると，そのことによ
り，１つは，累進税率の適用の結果，場合によ
っては，当該個人所得者に対する税負担が理由
なく上がりかねません。

もう１つは，何度も申し上げているように，
それぞれの年度の正確な所得を算定するという
のが税法の基本的な役割であるとすると，問題
の年金は，本来，それぞれの年分の年金として
受領すべきであったものが，たまたま社会保険
庁の内部の処理等の問題があって，うまく機能
していなかった。それが後になって発覚し，是
正を受けたと考えることができる。そうすると，
適正な暦年課税をするという見地からは，当該
年金は，過去の各暦年の所得だと考えるべきだ
ろうと思います。

第３に，それぞれの支払期月の到来によって
権利が確定するのだという判決の結論は，それ
を明確に意図したかどうかはよくわからないと
ころがありますが，客観的に見るとそれは，あ
る意味では権利が最も弱いと見える時点で，つ
まり，普通，社会保険庁長官の裁定を得ていな
い段階では，恐らくそこには権利の姿も形もな
いというべきだと思いますが，権利が最も弱い
状態において権利が「確定」するという結果を
もたらします。そうだとすると，法的に権利が
ある，というのはどのよう状態にあることを指
すのかという点で，不合理な結論を導くことに
なりかねない。

権利確定主義の「確定」というのは，これは
一般には，単なる権利の発生ではなくて，権利
の対象となる収益を手に入れることの蓋然性，
或いは，その収益を手に入れる強度が相当大き
くなっている状態をいうものと思われます。権
利の「確定」という言葉には，それなりの実体
を持ち，経済的支配の強度があることが前提さ
れているといってよいと思います。このように
考えると，それぞれの支払期月の段階で権利が
確定するという言い方は，従来の権利確定主義
の考えから見ても，随分と非現実的で抽象性が
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あまりにも大きいといえると思います。そうだ
とすれば，このような権利の「確定」の使い方
は，相当ではないと考えます。

判決はさらに，返す刀で，社会保険庁長官が
裁定した段階では，権利が確定したとは見られ
ませんと言っています。では，なぜ社会保険庁
長官の裁定段階で権利が確定したと見るのは好
ましくないのか，相当ではないのかという理由
として，そういうことを認めるとすると，納税
者が，裁定を遅らせるなどの恣意的な操作をす
るということを挙げています。

しかし，本当にこのようなことが言えるでし
ょうか。何百万人もいる年金受給者の中には，
相当の経済的余裕があり，年金はなくても十分
に生活できる人がいることからすると，そのよ
うな恣意的操作をする者が皆無とまでは言えな
いかもしれません。しかしながら，圧倒的多数
の人は，自分がもらうべき権利があるかもしれ
ないと思ったら，一目散に社会保険庁に駆け込
むのが普通だし，それを前提にしてものごとを
考えるのが，私は法解釈の基本だろうと思いま
す。

納税者による恣意的行為の可能性があるとか，
それを許すことによって課税の公平が損なわれ
るとかの言説は，一般論としても，私は言うべ
きではないと思います。もし言うのであれば，
それを具体的に示さないといけない。問題のこ
の事案のこの納税者は，こういう点で悪質な行
為をしたということを具体的，説得的に言わな
いといけない。裁判所には専門家として，より
厳格かつ抑制的な態度が望まれます。

それはそれとして，今何度も申し上げている
ように，何よりも，暦年課税を前提とするなら
ば，各年分の正しい所得を算定するという課税
の基本的要素が最も重視されるべきであろうと
思います。権利が確定したときに，その全額を
確定時の年度に一括して帰属させるのではなく，
当該金員を帰属させるにふさわしい，しかるべ
き年分に帰属させるべきだろうと思います。

なお，これは今日のお話の本筋ではありませ

んが，平成１９年の年金時効特例法によって，年
金記録訂正の結果，５年を超えてなお年金が支
払われることとなっていますが，この当該年金
については，通則法によって時効消滅するため
に所得税は課されませんし，源泉徴収の対象で
もありません。

�２ 過大電力料金事件－権利確定主義と年度帰
属の混同
次に検討するのは，権利確定主義と年度帰属

の問題を，裁判所が混同した例です。なお，私
には裁判所がこれら２つの問題を混同したよう
に見えますが，そのように考えない方もいます。

この事案というのは，極めて単純な話で，先
ほど来申し上げていますように，自動車の製造
業を行っているある会社が，電力会社に対して
電力料金を支払い続けていたところ，この事案
では１２年間に，電力会社による計量装置の設定
誤りの結果，１億数千万円の過大支払をしてい
ました。

その計量装置が誤りであったことが１２年後に
発覚し，今まで払い過ぎていたものを返します
ということで，双方の間で一定の確認書の交換
等があって返金がありました。

返済の内訳には何種類かありますけれど，話
を単純にするために，全て払い過ぎた部分の返
戻金が１億円ということで話を進めたいと思い
ます。納税者の側はどういう主張をしたかとい
いますと，担税力を適正に測定することを目的
とする法人税法にあっては，過年度の損益計算
に誤りがある場合には，その損益の本来属する
事業年度にまでさかのぼって経理処理をしなけ
ればならない。その結果，過去の年度の所得が
過少となるため，５年にさかのぼって修正申告
をすべきだとしました。もう１つは，本件確認
書は，当事者間で新たな合意をなしたものでは
なく，過去の客観的に存在する金額を確認した
ものであるにすぎず，過去の年度の修正をする
ことに問題はないとも主張しました。

それに対して税務署はどう言ったかという

― 128 ―



と，１つは，過去の過払いについては，それが
民事法上はさかのぼって法律関係に影響を及ぼ
すことがあったとしても，企業会計上は，継続
事業の原則に従い，返戻を受けた事業年度の収
益に加えるべきである。２つ目は，双方当事者
の間で交わされた確認書は，新たに発生した会
計事実というべきであって，本件事業年度にお
いてそれは収益として計上されるべきものであ
ると主張しました。

これに対して最高裁判所はどう言ったかとい
うと，過去については，電力会社でさえ，その
徴収が多過ぎたという事実を発見できなかった
のであるから，X が過収電気料金等の返戻を受
けることは事実上不可能であった。そうであれ
ば，電気料金の過大支払の日が属する各事業年
度に返るのは相当ではないのだとして，この返
還請求権は，昭和６０年の本件の合意が成立した
その年度に権利が確定したと考えて，その合意
が成立した年度に一括して収益に計上すべきで
ある，と言っています。

この最高裁判決には反対意見が付いています。
味村反対意見はというと，過年度の各事業年度
においては，電気料金等の過大支払に起因する
原価の過大計上ひいては損金の過大計上という
違法があるというべきであり，したがって，そ
の更正は，問題の各事業年度の所得について行
うべきであるとしています。

この反対意見は，過収電気料金等の額は，そ
の過大支払のときに客観的に確定しており算定
可能であって，税務署長は，本件の合意に拘ら
ず，所定の権限を行使し，これに基づいて更正
を行うべきであるとしています。私は，基本的
に反対意見の考えが妥当であると考えています。

この問題に関しては，まず，第１に，関連す
る規定は何かが問題となります。基本的には法
人税法２２条の４項しかないということになりま
す。一般に公正妥当な会計処理の基準で処理を
するのだということになるわけですが，法人の
処理としても，先ほど申し上げましたように，
権利確定主義によるのだというように一般的に

いわれています。とはいえ，権利確定主義とこ
の公正妥当な会計処理の基準とがどういう関係
にあるのかは，必ずしも明らかではありません。

次に，第２に，権利の確定の意味が問題にな
ってくる。権利の確定については，いつ確定す
るかというタイミングの問題と，その確定した
所得をどの年度に属せしめるかという年度帰属
の問題というのは，区別することが可能ですし，
私はそれを区別すべきだと思います。

では，この両当事者の間で合意が成立する，
そのことによって納税者が払い過ぎた電気料金
を返還し得る権利が実際的に確定したというこ
と自体は，問題はないといってよいと思います。
問題は，そうであれば，その返戻金の全額が，
その返還の日の属する年度の益金に算入される
べきかどうかということです。その返還金の性
質とか，原因とか，背景を考えると，そのよう
なことになるのかどうか，が問われると思いま
す。

第３に，裁判所は，いわゆる権利概念を使っ
て，昭和６０年の合意によって権利が確定したの
だと言っていますが，このような権利概念を用
いた説明の方法が適切かどうかが問題になりま
す。

多数意見は，もともと払い過ぎた電気料金の
返還を受けるというのは事実上不可能であった。
このような理由から，結局，合意によって返還
請求権が発生したのだと言っています。

権利確定主義という考え方の下では，いつ現
実にその現金を手に入れるかではなく，現金で
はなくて，いつ権利が確定したかということを
基本に考えるということになる。このように，
権利実現の蓋然性とか，或いはその強度を要請
することになりますので，どうしても，現実的
支配に限りなく接近したところでその権利の確
定を認識しがちになると思われます。

このように，権利確定主義は，結局，一体ど
の年度において権利を行使することが可能にな
ったのかということを判断するのに適した概念
であって，それは必ずしもどの年度について当
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該権利を帰属させるかを判断するのに適した概
念とはいえないように思われます。

第４に，権利の考え方ではなくて，それに代
えてといいますか，それを使わずに課税年度と
いう言い方を使った説明が可能かということで
す。私は，説明の仕方ということでいくと，課
税年度における正しい所得を算定する，という
言い方が最も適切であろうと思います。それは，
法人税法２２条は，基本的には各事業年度の所得
に対する法人税額を正確に算定することを求め
ているからです。加えて，申告納税制度を前提
とすれば，一体どの年度の正確な所得と言い得
るか，というのが，最終的な決め手になると考
えるべきだろうと思います。

他方で，それぞれの事業年度についての正確
な課税所得を算定すべしという原則は，便宜の
観点から，つまり一定の範囲で継続的な取引が
ある限りで，また，納税者が一定の範囲につい
て継続的に処理をしている限りで，あえて遡及
して適用することまでは求めない，という考え
方も一部支持されています。これは法人税の基
本通達２―２―１６の示しているところです。

このような便宜の観点，或いは継続取引を条
件としているという要件がポイントであって，
これとは違う場合，例えば，売上げの計上誤り
などの事実があるといったこと，要するに客観
的な事実が決算書に正確に反映されていないと
いうことが，後の年度において発見された場合
には，さかのぼって過年度の正確な税額を求め
るべきだということになると考えます。

合理的な継続取引と，これを正確に反映する
会計処理という前提がないのであるから，税法
がこれを尊重すべき理由はないと思いますし，
課税所得を正確に測定し，負担の公平を求める
ためには，当然に遡及して是正すべきものであ
ろうと考えます。

先ほど申し上げましたように，この味村反対
意見の考え方，つまり，結局のところ，電気料
金を多く払い過ぎたということが原因となって，
それぞれの年分の課税所得計算が結果として違

法となるため，それぞれの過去の事業年度の誤
りを是正すべきであるというように説く，この
反対意見の考え方が，私は結局のところ妥当で
あると思います。

それとの関連で，平成２１年における企業会計
基準２４号の定立を契機に，会計の考え方が大き
く変わりつつあるということは注目すべきこと
だと思います。会計の領域において，従前は遡
及処理に対して否定的な考えであったのを改め
て，基本的には過去の会計情報の誤謬について
は遡及処理をする，修正再表示するという方向
に大きく今方向性が変わっています。

会計の方でそのような変化があった理由とし
ては，基本的には利害調整よりも投資意思決定
の促進が財務報告の優先的な目的であるという
ことで，財務諸表の本体同士を比較して，ちゃ
んと正確な情報を与え得るようにすべきだと考
えられたようです。また，国際会計の考え方も
反映して，このように変わったとも言えます。
また現に，会社計算規則にも，遡及是正を前提
としたルールが定められています。

第５に，現行法下では，５年を超えた修正申
告というのは想定されていませんので，この事
例でいいますと，１０年分の修正申告は到底認め
られない。そうすると，税務署側から言わせる
と，修正申告の対象とならない５年分の５，０００
万円に対応する部分は，課税対象から外れてし
まう，それは不公平，不公正だろうと，こうい
うことになるのでしょう。恐らくそのような考
慮もあって，返戻金の全部を一括して，１億円
なら１億円につき，合意が形成された日のその
年度の益金に入れるべきだというのが税務署の
考えだと思います。

しかし，まず原則的には，どの年度に属せし
めるべきか，つまり，正確な課税所得計算とい
う観点からは，どの年度に属せしめるのが正し
い所得計算の要請に応え得るのかをまず決める
べきだと思います。その上で，時効という制度
の適用の可否を考える。時効は，別個の観点か
ら作られた法制度ですし，かつ，時効の制度が
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適用されるというのは，制度上の約束であると
いう，ただそれだけの話です。納税者が，結果
として５年分の修正申告しかできないというの
は，確かに課税庁から見るとある種のいらだち
のようなものを覚えるというのは，それは理解
が可能ですけれども，それは時効等の制度があ
る以上はやむを得ないと思います。

通常そういうのがあるかどうかというのはよ
くわかりませんが，この事案とは反対に，例え
ば，納税者側の何らかの責めによって電気料金
の支払が１０年間少な過ぎた。その事実が判明し
た場合，当該納税者の方が時効の援用等をしな
いで，その過少分を全部支払ったとする。その
結果，それぞれの過去の年度の所得が，これま
で，より多く計算されていたことになったとい
うところから，１０年間の全ての所得が更正の請
求の対象になるかどうかが問題になってきます。

この場合，通常の場合の更正の請求は，現行
法の下では最大５年ですから，それを超えれば
もはや，いくら客観的にこれは費用としてあり
ましたといっても，課税上は考慮されませんし，
これは制度上やむを得ない。

国税通則法の下での申告の誤りをどのように
是正するかという観点から作られた制度に対す
る時間的制限，例えば修正申告に対する年限の
制約，或いは更正の請求に対する年限の制約，
これらがあればそれに従うしかない。たまたま
その制度から結果的に事実上の利益または不利
益を受けるかどうかは，それは法的考慮の対象
外とすべきあって，解釈論としては，それ以上
のことは考えても意味がないだろうと私は思い
ます。

このように考えると，修正申告によって納税
者は過去５年分のものしか是正していない，さ
らにそれを超える５年分については，納税者の
方が利益を得ているということを理由に，合意
が形成された年度に全額を益金算入することは，
到底許されるものではないと思います。

４．後発的違法と特別の更正の請
求

特に事業性の所得，個人の事業所得や法人の
所得に関して，後発的違法を理由に過年度の所
得の誤りを是正し得るかどうかが問題になって
きます。

４―１．基本的な仕組み

�１ 後発的違法の是正方法
第１に，通則法の基本的な仕組みとして，ま

ず後発的違法の是正の要件を満たす限りにおい
て，当初申告それ自身を是正することが基本で
す。

第２としては，通則法は，現行法でいいます
と，５年の通常の期間が過ぎた後でもなお当初
申告の誤りについて後発的な是正の手段を認め
ています。通則法は，後発的事由に基づく更正
の請求を２３条２項で定めています。この種の規
定は，通則法のみならず，それぞれの個別税法
においても決められています。

こういう観点から見ると，従前一般的に行わ
れてきた，或いは現在も行われている，いわゆ
る法人税等の世界における前期損益修正という
のは，むしろ本来の是正方法とは違った，便宜
的で限定的で例外的な処理方法であるというべ
きです。前期損益修正は，これが認められると
しても，限定的，例外的な存在であるという認
識を持つべきだろうと思います。

第３に，当初申告の誤りを是正する場合につ
いては，当初申告の原因となった申告の効果だ
とか，或いはその後の増額更正処分等，これに
ついての効果をまず消すということが先決問題
であって，いきなり国に対して不当利得返還請
求をするということを法は認めていない。当初
申告の誤りの是正としては，原則として，更正
の請求を必ず経る必要がある。

ただ，このように当初申告の誤りの是正の手
続があるのは事実ですが，これまで更正の請求
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ですとか，まして特別の更正の請求，こういう
ものはそう簡単には認められてきていない。し
かも，事業性の所得については，前期損益修正
で今まで処理をしてきたという経緯もあって，
会計の領域での考え方の変化にもかかわらず，
それが変わるのか変わらないのか，或いは，ど
の範囲で変わるのか変わらないのかというのは，
現時点では必ずしも予測がつきにくい。

�２ 更正の請求の位置付け
更正の請求には通常の５年間の更正の請求が

あり，そして，５年を超えてもなお一定の場合
には特別の更正の請求が認められていますが，
これらの制度の説明は省きます。

�３ 特別の更正の請求と通常の更正の請求との
関係
特別の更正の請求と通常の更正の請求との関

係ということで，基本は，通常の更正の請求の
要件，つまり，当初申告が税法の規定に従って
いなかった，或いは当初申告の計算に誤りがあ
るという，こういう要件は特別の更正の請求に
おいてもなお維持する必要があるというのが支
配的な見解です。

４―２．前期損益修正との関係

前期損益修正との関係について，補充的に触
れます。これまでの通説・判例によりますと，
取引に関する後発的な瑕疵については，前期損
益修正をせよというのが基本的な考えです。裁
判例の中にも，昭和６０年の横浜地裁判決がこの
ような考え方を示しています。

この事案は，ある宗教法人が，その所有する
土地を売却した。どうもこのときバブル期で，
この宗教法人も土地を買い集めることをやった
ようなのですが，この宗教法人が，後に，その
所有する土地を売却したが，相手が代金を支払
わないために契約を解除した。その際，契約を
解除した事業年度において損失が生じたとして
も，十分な益金がないため救済の実を挙げ得な

い場合に，過年度にさかのぼって損金処理をす
ることが許されるかどうかが争いになりました。

原告は，地価のバブル期に一連の土地を売買
したが，その後，不動産取引はせず，また当該
土地を売却するにも買い手が見つからないとい
う状況に陥ってしまい，相手との関係で契約を
解除したとしても，それに対応して課税所得計
算で，その損失を処理できない状況にあったよ
うです。

それに対して裁判所はどういう判断をしたか。
おおむね次のように言います。法人の場合には，
企業会計上，継続事業の原則に従い，当期にお
いて生じた収益と，当期において生じた費用・
損失とを対応させて損益計算をしていることか
ら，既往の事業年度に計上された譲渡益につい
て，当期において当該契約の解除等がなされた
場合には，右譲渡益を遡及して修正するのでは
なく，解除等がなされた事業年度の益金を減少
させる損失として取り扱われていることが認め
られる。

以上の事実によれば，法人の所得の計算につ
いては，当期において生じた損失は，その発生
事由を問わず，当期に生じた益金と対応させて，
当期において経理処理をすべきものであって，
その発生事由が既往の事業年度の益金に対応す
るのであっても，その事業年度にさかのぼって
損金としての処理はしないというのが一般的な
会計の処理であるということができる，と述べ
ています。

裁判所のこの判決の論理の面白さというのは
２つあると思います。１つは，こういう事実が
ある，以上の事実があることから，このように
処理をせよと言っているわけです。しかし，事
実があるということと，その事実が妥当かどう
かということとは，本来別の話です。規範とし
て，このように処理をすべきだということを言
い切って初めて意味があるのですが，そこまで
は言い切っていない。

判決の論理は，今までは，事実としては全て
前期損益修正でやっていましたね，だからその
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ように今回もやってくださいねということを言
っています。そういう点で，本来裁判所に求め
られている，当該事実が妥当か適切かという法
的判断が，必ずしも明示されていないというの
が１つの特徴です。もう１つは，「その発生事
由を問わず」という文言です。判決は，どうい
う原因で当該損失が生じたとかの原因ないし具
体的な状況を一切問うことなしに，前期損益修
正をせよと，こういう言い方をしているのです。

でも，法的規範として，しかも，例外を認め
ない，という強い言い方をするのは，それはそ
れで一つの考えだとは思いますが，その根拠が
はっきりしない。前期損益修正は，継続事業を
前提とするものであって，かつ，便宜的な措置
である。取引にはいろいろな事情があるのだし，
所得課税は担税力に即して課税することを重視
することが基本かと思います。そうだとすれば，
それぞれの個別の合理的な事情，背景等を十分
考慮して，しかるべき例外は例外としてきちん
と扱うことが重要だと思います。

要するに，個別の合理的な事情があって，納
税者の恣意や，或いは，そのことによって課税
の公正を損なうということがないのであれば，
個別の事情に応じて，当該納税者の担税力に即
した課税を追求することがむしろ税法の要請す
るところと考えるべきだということです。

改めて，前期損益修正について幾つか申し上
げます。第１に，前期損益修正は，事業の継続
性を前提にしているということです。というこ
とは，事業が継続していない場合には違うルー
ルがあり得るし，その場合には，所得課税の基
本原則である，問題の年度の正しい課税所得を
追求するという基本原則に返るべきです。

これに関連して，学説として，例えば金子先
生のおっしゃっていることを紹介します。要す
るに，こういう継続事業性の前提を欠いた場合
ですとか，会計上の便宜ということが，かえっ
て不都合になる，或いは，そのことによってか
えって納税者の権利が損なわれるような場合に
ついては，形式的或いは画一的に前期損益修正

をせよというのは適切ではなく，一定の土地等
の取引を行って，そしてその後に相手が代金を
払わないといったような場合に契約を解除し，
そしてその後の判決で，従前の所有権を回復し
たという場合において，その勝訴判決時におい
ては，休業中ないしそれに近い状況にあるため，
代金債権の消滅損を当該年度の損金に算入して
も救済を得ることができない場合には，所得の
ないところに課税するのを避けるという観点か
ら，その場合については特別の更正の請求が認
められるべきであると主張されています。この
考え方は，大変合理的で適切な考えだろうと思
っています。

第２に，法人税法２２条４項と当初申告の是正
に関する一連の規定との関連ですが，基本的に
は後者が優先すべきだろうと思います。一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準そのもの
は，必ずしもその内容がはっきりしませんし，
かつ，その会計慣行が常に公正妥当とまで言い
切れるかとどうかについては，そこまでは恐ら
く言い切れないのではないかと思います。

第３に，仮に公正妥当な会計処理の基準の適
用があったとしても，これが法的救済を妨げる
というような場合であったら，それはその要請
を後退させるべきであろうと思います。

第４に，前期損益修正に関する会計の考え方
が大きく変わってきているところから，近時の
課税実務も，それに対応して一定の方向性を示
しています。その方向性には，必ずしもはっき
りしないところがありますが，一定の示唆を得
ることも可能です。

国税庁のホームページにおいて，いわゆる
「情報」という形で，「法人が『会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した
場合の税務処理について」という文書が示され
ています。そこに問１というのがありまして，
それに対する回答として，遡及処理が行われた
場合でも，確定決算主義の考え方から，その過
年度の確定申告において誤った課税所得の計算
を行っていたのでなければ，過年度の法人税の
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課税所得の金額や税額に対して影響を与えない
と言っています。これのポイントは，その「過
年度の確定申告において誤った課税所得の計算
を行っていたのでなければ」ということかと思
います。その反対解釈としては，過年度の課税
計算において誤っていればそれを直せ，或いは
直してよい，ということを言っているのだろう
と思います。

問７という項目の問答がありまして，ではど
ういう項目が直し得るのかということですが，
過年度の売上げの計上漏れ，或いは費用の過大
計上というのは，税務上も課税所得金額を是正
すべきものであると，このような問答が示され
ています。

一体どこまでの範囲のものを，どの程度直す
かというのは，ちょっとこの短い「情報」から
は，わかりにくいところはありますが，ただ，
繰り返し申し上げているように，過年度におい
て誤った課税所得計算になっている，後発的に
誤りになってしまった，という場合については，
それを是正すべきだろうと思います。

特に，この過年度修正の問題は，今後大きな
議論を呼ぶかもしれません。いわゆるサラ金の
過払金に関して，平成１８年の最高裁判決に端を
発して，例えば，武富士は膨大な過払金の支払
を求められるなどして，現在，清算会社になっ
ています。管財人がその処理の中で，これまで
武富士が国に対して法人税として納付してきた
税額は，後発的に債権者から過払いを求められ
た結果，過大となってしまい，これに関して特
別の更正の請求をしたところ，これが認められ
ず，その取消し等をめぐって争っています。継
続中の会社であればともかく，清算中の会社は，
いくら損失を計上してもそれに見合う益金が存
在しない。そうすると，結果的に，過去に国に
払い過ぎた税金で過払いとなってしまったもの
については返せという主張です。国は前期損益
修正をせよと主張しているようですが，先ほど
述べたように，私は，このような国の主張には
説得力はないと考えています。今後，こういう

形での後発的な所得の喪失をめぐる紛争が起き
ていくのではないかと思います。立法等の整備
を含めて，検討する必要のある重要な問題だと
考えています。

５．おわりに

最後，少し時間をオーバーして恐縮ですが，
終わりの部分について，ごく簡単に話させてい
ただきます。

今お話をしたとおり，３つの事例については，
私の考え方でいくと，次のように処理すべきこ
とになると考えます。事例１に関しては，これ
は年金の事案ですが，これについては，年金の
行使がいつ可能かという問題と，それによって
得た年金について，どの年度にそれを属せしめ
るかという問題とは，全く別個の問題であると
いうことです。繰り返し述べたように，それぞ
れの各年度の所得としてそれぞれの年度に帰属
させて課税計算をすべきであると思います。

事例２についても，１億円の受領をしたこと
をもって権利が確定し，収益を得たとすること
それ自体が，私は適切ではないと思います。そ
れは，過去の電力料金の過大支払分が，後日判
明して一括して支払われたということでして，
それは結果的には過去の課税所得が過少であっ
たということを意味するにすぎません。そうだ
とすれば，納税者は過去５年間につき修正申告
をすることが求められます。事実として，それ
がたとえ５年間の是正にとどまるものであった
としても，それは時効等の制度上の制約による
ものであって，やむを得ないものというべきで
す。

事例３については，前期損益修正の範囲とい
うのは，税法上これが認められるとしても，こ
れは相当限定された，かつ，相当便宜的な措置
とみるべきだと考えます。当初の申告の誤りを
是正する方式としては，原則的には当初申告そ
のものを直すという，課税所得の是正の基本原
則に立ち返ることが求められると思います。
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これも何度も申し上げているように，事業性
所得についても，当該納税者が休業中或いは清
算中で，救済の実を上げ得ないというような場
合については，特別の更正の請求を適用して，
当初申告それ自体を是正するというのが基本的
な方向性だということができます。

なお，やや抽象的な言い方になりますが，さ
らに３点ほどまとめとして述べさせていただき
ます。第１は，権利確定主義の意味内容につい
てですが，その意味内容は非常に多義的で，い
ろいろな使い方がされています。その具体的な
場面と結びつけて，細心の注意が必要です。

人はどうしても，自分の利益になるような言
い方をしてしまいがちですが，そのような実践
的な考慮があり得るということを考えてもなお，
電力料金の事件の場合において，納税者が最終
的に返戻金を手に入れたことをもって権利が確
定したという事件もあれば，その反対に，年金
に関する権利について，その支払期月が客観的
に到来すれば，それで権利が確定するのだとい
う，権利の蓋然性や強度が小さい時点について
権利が確定するとする事件もあるというように，
権利確定主義の考え方や使い方の振れ幅があま
りにも大きい。

このような問題については，何度も申し上げ
ているように，権利確定主義という言い方が本
当にいいのかどうかも含めて，改めて検証する
必要があるのだろうと思います。

第２に，もともと法人税・所得税といった一

定の期間を対象にして課税をするという，この
ような期間税については，それに対する修正申
告や更正の請求の制度が用意されているように，
基本的には当初の課税期間に関し，当初申告を
是正するのが，本来の姿であると考えるべきで
す。

このような観点からは，所得税法３６条の「収
入すべき金額」の解釈においては，「べき」と
いう文言について，収益等をしかるべき年分に
適正に配分す「べき」ことをも含んでいると読
むべき場合があると考えます。それは実現した
金員を，その実現した年分に全て帰属させるの
ではなく，事案によっては，その金額につき適
正な年度に適正に帰属させることを意味します。

第３に，前期損益修正の考え方は，仮に，今
後も，税法の世界で一定の範囲で維持されるべ
きだとすれば，事業の継続性が前提であるし，
事業の継続性がない場合については，これを適
用せず，原則的な当初申告の是正をすべきもの
と考えます。結果として，所得のないところで
課税を強いるということにならないよう，合理
的な判断が一層強く求められると思います。

かなりスピードを上げてお話をしたため，多
少ともわかりにくいところがあったかもしれま
せん。お詫び申し上げるとともに，先生方の今
後の仕事等で何らかのお役に立つのであれば大
変うれしく存じます。

ご静聴どうもありがとうございました。
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はじめに

（林） それでは，早速討論を始めたいと思い
ます。先ほど宇野副会長からもお話がございま
したように，日本の経済は上向きであると感じ
ていらっしゃる方が比較的多いと思います。こ
れからはこれをさらなる発展・成長につなげて
いく必要があり，そのためにも構造改革をしな
ければいけません。構造の中には税制をはじめ
としたソフト・インフラを成長にふさわしいも
のにしていかなければいけないという認識が租
研の税制改革要望の１つの大きな柱です。そう
いう意味で，日本の経済が変わりつつあるとい
うこと，消費税率の引き上げが決定され，それ
以外にもさまざまな税制改革が行われてきてい
ますが，経済の活性化，そして財政の健全化と
いう目標に対しての道のりはまだ半ばだと思い
ます。

今日は，その道のりの先を見据えた形で，日
本の税制はどういう問題を抱えているか，今後
の税制はいかにあるべきかについて，幅広に議
論させていただければと思っております。先ほ
どご紹介いただきましたように，４人の討論者
の方々に忌憚のないご意見を頂きながら，前半
部分で総論的なお話をし，後半で各論に入りた
いと思います。時間が限られております。本来
ならば，フロアの方々から質問を頂くというこ
とも考えられるのでございますが，多分それは
難しいのではないかと思っています。それでは，
始めさせていただきます。

第１ステージ財政・税制の現状と課題につい
て，まず財務省の藤井審議官からお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．財政・税制（総論）の現状と
課題

（藤井） 財務省の主税局審議官の藤井でござ
います。租研の皆さまには日ごろから税務行

政・税制にいろいろご理解，それからご指導ご
支援いただきまして，ありがとうございます。
この場をお借りいたしまして，厚く御礼申し上
げます。

それでは早速でございますが，お手元の「財
務省主税局」と書いてある資料で，まず財政と
税制の総論についてお話しさせていただきたい
と存じます。

１．財政の現状

財政の問題は，社会保障の問題と密接に結び
付いております。資料①でお示ししております
のは，社会保障給付費が高齢化の進展とともに
非常に大きく伸びております。２０１３年度の予算
ベースで，年金・医療・介護などの給付費は
１１０兆円でございます。これを保険料，それか
ら国税負担，地方税負担で賄っているという構
図でございます。社会保障給付費１１０兆円に対
しまして，保険料収入は６２兆円でございます。
残りの四十数兆円を税負担で社会保障は賄われ
ているということでございます。
資料②の国の一般会計全体に目を転じます。

一般会計の歳出が税収を大幅に上回っている状
態が続いております。バブル期にいったんこの
差は縮まりましたが，その後大きく離れている
というワニの口が開いている状況が続いており
ます。この差額を公債発行，借金で埋めていま
す。下の棒グラフが借金の額でございます。２５
年度は４３兆円を借金で賄ったという状況でござ
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います。
資料③は，平成２５年度の一般会計予算の歳出

と歳入を並べたものでございます。左が歳出，
合計は９２兆６，０００億円でございますが，その３
分の１が社会保障２９兆円でございます。それか
ら４分の１が国債費，国債の利払い，それから
償還の費用が２２兆円でございます。あと大きな
項目は地方交付税交付金で，これが１６兆円です。
この３つの経費で，７割以上を占めているとい
う状況でございます。

これに対しまして歳入ですが，左側の公債金
が半分近く，４３兆円（４６．３％）でございます。
租税で賄っているのは４３兆円（４６．５％）にすぎ
ないということでございます。すなわち，５割
弱が将来世代の負担となる借金に依存している
状況ということでございます。

昭和５０年に初めて特例公債，いわゆる赤字国
債を発行しております。それ以降，国債残高は
どんどん積み上がりまして，現在７５０兆円に達
しております。これは税収約１７年分に相当いた
しまして，将来世代に大きな負担を残している
という状況にございます（資料④）。

これだけ公債発行額が積み重なっても財政破
綻に至っていない１つの理由といたしまして，
金利水準の低下がございます。資料⑤を見てい
ただきますと，金利水準はずっと下がっており
まして，例えば平成９年はまだ国債の金利は
４％だったわけでございますが，２３年度で
１．２％，今，足元で１０年もの国債の金利は０．８％
ぐらいでございます。このように金利が低下し
たものですから，利払い費は残高の増加にも拘
らず増えずに来たということでございます。し
かしながら，今後，物価の上昇につれて金利も
徐々に上がっていくということが通例というか
見込まれますので，金利が上昇すると利払い費
がどんどん増えていくということで，先ほど国
債費が国の歳出の４分の１というのを見ていた
だきましたが，これの金利が上がればこれがど
んどん増加していって財政の圧迫要因になると
いう危険な状況でございます。

２．税制抜本改革法

こういう財政状況，それから冒頭申し上げま
した社会保障の状況を両方勘案いたしまして，
資料⑥でございますが，昨年の８月１０日に成立
いたしました税制抜本改革法におきまして，消
費税率の引き上げと使途の明確化というのが法
定されているわけでございます。消費税率の引
き上げは，平成２６年，来年の４月１日に５から
８％に，それから２７年の１０月１日に８％から
１０％になるということが法定されております。

それから，消費税収の使途の明確化といたし
まして，消費税の収入については，交付税以外
のものは毎年度制度として確立された年金・医
療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処
するための施策に要する経費に充てるものとす
るということで，社会保障目的税として消費税
収が規定されております。
資料⑦に見るとおり，実は以前から消費税収

は社会保障に使うということが予算の中で決め
られておりました。それは平成１１年からでござ
いまして，基礎年金・老人医療・介護という高
齢者３経費に消費税収を充てるということにな
っておりました。平成１１年，その制度が始まっ
たときは高齢者３経費の国が出していた費用は
８．８兆円でございまして，消費税収との差額は
１．５兆円でございました。これが２５年度には高
齢化に伴いまして１７．８兆円に高齢者３経費が膨
らむ一方，消費税収は７．５兆円でございますの
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で，実に１０．３兆円のギャップになっていたとい
うことでございます。消費税によりまして，社
会保障を安定的に運営していくというためには，
こうしたギャップの解消が急務という状況だっ
たわけでございます。

先ほど申し上げたとおり，消費税の引き上げ
というのが法定されておるわけですが，資料⑨
の税制抜本改革法の附則１８条におきまして，消
費税率の引き上げの検討条項というものがござ
います。この１８条の３項という規定に基づきま
して，総理が最終的に消費税率を法律どおり引
き上げるかどうかの判断を下されるということ
になっておるわけでございます。

３．消費税率引上げと今後の経済財政
動向等

それに先立ちまして，８月の最終週６日間か
けまして，今後の経済財政動向についての集中
点検会合が開かれました。資料⑩―１から３ま
でがその概要でございます。予定どおりの引上
げにつきまして，有識者・専門家，総勢６０人の
方から，ご意見を聞いたということでございま
す。その７割を超える有識者・専門家から予定
どおりの引上げが適当あるいはやむを得ないと
する意見が述べられたということであります。
そして，１割超の有識者・専門家からは，予定
を変更して実施すべきとの意見が述べられたと
いうことでございました。

この予定変更の意見に対しまして，デフレ脱
却まで消費税率引上げを待つと，金融財政同時
引締めのリスクが高いという意見，あるいは政
府に対する信認の低下，成長戦略実施に対する
懸念・疑念，財政再建への支障を懸念するとい
うような考え方が述べられたということでござ
いました。

それから，地方自治体や社会保障の現場では
予定どおりの実施を見込んでいるというご意見
もありました。それから，既に民間企業や市場
は引上げを織り込んでおり，予定変更が経済活
動の混乱，特に市場の混乱，国債の格下げを生

じさせることを懸念する意見も多くあったとい
うことでございます。
資料⑩―２で，引き上げるとした場合の景気

対策についても有識者の方々からいろいろなア
イデアが提示されたところでございます。こう
いうヒアリングなどを参考にしながら，総理が
判断されるという段階に至っているところでご
ざいます。

気になるのは，やはり経済動向でございます。
今年の第２四半期，４―６月の GDP２次速報が
９月９日に公表されました（資料⑪）。それに
よりますと，実質 GDP は前期比プラスの
０．９％伸び，年率換算で３．８％のかなり高い伸び
を示したところでございます。特に内需の民間
消費，それから設備投資も，民間投資は比較的
高い伸びが続いています。設備投資は，心配さ
れておりましたが，プラスに転じたということ
でございます。また，名目 GDP はプラス０．９，
年率３．７％でございます。

有識者の会合でもございましたが，かなり意
識されておりますのが，前回の消費税率引上げ
は３％から５％に消費税が引き上げられた際，
経済が非常に悪くなったということを幾人かの
有識者の方々は非常に気にし，重視されていた
ということがございます。この９７年の消費税率
引き上げの後，経済が落ち込んだということは
あるわけですが，その原因が何だったかという
ことを GDP の項目で見てみたものが資料⑫の
グラフでございます。消費税が直接影響を及ぼ
すと考えられていますのは，左上の民間の最終
消費支出でございます。これを見ていただきま
すと，９７年の１～３月は駆け込み需要で民間最
終消費支出は非常に増えております。これが，
消費税率が４月１日に上がりまして，４―６月
期ではマイナス３．５％と落ち込んだわけでござ
います。いわゆる駆け込み需要と反動減が起こ
ったということでございます。それで，そのま
ま消費支出の水準が落ちていったかといいます
と，そうではなくて，７―９月期にはプラスに
回復しております。その後，若干のでこぼこは
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ありますが，横ばいから徐々に右上がりという
のが最終消費支出の推移でございました。

右側の設備投資でございますが，設備投資は
平成９年（９７年）の１０―１２月まで増え続けてお
ります。その後，９８年になりまして大きく落ち
込むという事態になっております。これにつき
ましては，この平成９年７月にアジア通貨危機
があり，さらに１１月から金融システム不安，三
洋証券の破綻，北海道拓殖銀行の破綻，山一證
券の廃業ということがございまして，その後９８
年は貸し渋り，貸しはがしということが社会問
題となったわけでございます。従いまして，そ
うした中で投資が落ち込んでいったと考えられ
るわけでございます。輸出につきましても，概
ね投資と同様な動きでございまして，１０―１２月
期をピークに９８年は落ち込んでいたという姿で
ございます。７月に起こりましたアジア通貨危
機が影響を及ぼしたものと考えられるわけでご
ざいます。

一方，９７年がそうした消費税以外の要因，金
融システム不安等によってその後経済が変調を
来したということでございますので，今，民間
の経済状況がどうかというのをチェックしたの
が資料⑬でございます。

右上でございますが，過剰債務問題はご覧の
ように解消された状況にございます。左下不良
債権問題も，不良債権の比率，金融機関の不良
債権の比率というのは低く安定しておるわけで
ございます。法人企業の経常利益でございます
が，９７年と比べますと，非製造業は非常に経常
利益が出る体質になっております。金融機関は
不良債権処理を終えて，これも利益が出る体質
です。製造業は，リーマンショックの前まで好
調を続けておりました。その後，リーマンショ
ックからまだ完全には回復しきれない状況とい
うことですが，全体的に見て法人企業はかなり
筋肉質な体質になったということがいえようか
と思います。

一方で左上ですが，財政リスク，国債リスク
は相当大きなものがございます。結局，平成９

年当時では，市中金融機関が保有しておりまし
た国債残高が１１３兆円ということだったのでご
ざいますが，今６３５兆円ということで，巨額に
上っております。そして平成９年当時は日本国
債の格付けはいずれも AAA だったわけでござ
いますが，現在は AA が２社，それから A が
１社ということでございます。こういう形で，
国債・財政のリスクは相当高まっているという
ことがいえようかと思います。

４．財政健全化

国債の信認を確保するためには，財政規律が
求められております。このため，今年の夏に閣
議決定されました骨太方針におきまして，財政
健全化の目標が閣議決定されております。２０１５
年にプライマリーバランスについて２０１０年度に
比べて赤字の対 GDP 比を半減，２０２０年度まで
に黒字化，その後の債務残高対 GDP 比の安定
的引下げを目指すという目標を掲げて財政運営
をやっているわけでございます。

２０１０年のトロントサミットで，結局各国とも
財政運営の失敗から非常に世界経済に影響を与
えるということがございました。リーマンショ
ック後，各国とも非常に財政出動いたしまして，
それでリーマンショックが世界大恐慌になるの
を防いだということがあるわけですが，財政を
健全化しなければまたその世界経済のリスクを
抱え込むということで，トロントサミットにお
きまして各国とも財政健全化の目標を立てて，
その目標に沿って財政を健全化していこうとい
うようなことが共通の理解となったわけでござ
います。

各国は２０１３年に目標を置いて，財政赤字を半
減させるというのを目標年度としているわけで
すが，日本は，財政状況が他国に比べて非常に
悪いということを勘案されまして２０１５年度にな
ったということ，それから目標も緩やかという
違いがございました。
資料⑯では，日本を除く各国は，基本的にこ

の目標を概ね達成した状況にございますが，日

― 140 ―



本だけがなかなかまだその道筋が完全には見え
てきていないという状況にございます。

８月８日の閣議了解で，中期財政計画という
のを決めております（資料⑱）。これにおきま
して，財政健全化に向けた目標は先ほどの閣議
決定と変わりません。それを達成するための具
体的なプロセスというものを閣議了解しておる
わけでございます。

国の一般会計におけるプライマリーバランス
を，平成２５年度予算は２３兆円の赤字であったも
のを，平成２６年度予算で１９兆円，平成２７年度予
算で１５兆円とそれぞれ４兆円程度改善するとい
うのが目標となっております。
資料⑲の左側のグラフですが，国・地方の基

礎的財政収支の GDP 比は歳入面の努力，それ
から歳出面も歳出抑制という努力をすることに
よってぎりぎりプラマリーバランス赤字の半減
というのが２０１５年に達成できるという姿になっ
ているものでございます。

５．我が国の税収の現状

資料㉑以降，税制がどういう推移をしたかと
いうのを概観したものでございます。資料㉑は
比較的大きな税制改正をプロットしたものでご
ざいます。ご参考にしていただければと思いま
す。
資料㉒が国民負担率です。結局累次の税制改

正で所得税や法人税を中心に，かなりな減税措
置をやってきております。そうしたこともござ
いまして，資料㉒をご覧いただきますと，租税
負担率はアメリカよりも低い水準，社会保障負
担率を足した国民負担率もかなり低い水準でご
ざいます。いわば中福祉低負担と言われる状況
になっておるわけでございます。
資料㉓，㉔，㉕，それから資料㉖では，諸外

国における租税負担率，それから税ごとの
GDP に対する負担率というのをプロットした
ものでございます。資料㉓は全体の租税負担率
でございますが，日本は基本的に右下がりにな
っているということがわかると思います。

資料㉔は法人所得課税でございます。確かに
日本は法人所得課税の割合というのは，ご覧の
ように高かったわけでございます。近年かなり
税率の引下げなどもございまして，諸外国並み
になっております。

２点，注意すべき点がございます。ドイツは
GDP 比１．５％と非常に低い水準なのですが，人
的会社分，日本であれば法人課税に入っており
ます人的会社に対する課税というのを加えます
と２．１４％になるということでございます。それ
から，アメリカも日本であれば法人課税に入っ
ているスモール法人という制度がありまして，
そこの課税を含めると３．４％になるということ
で，大体今の日本の負担率はスウェーデン，イ
ギリス，米国とほぼ同じような水準になってき
ているということでございます。

個人所得課税は，日本はほぼ一貫して各国よ
りも低い状態でございます（資料㉕）。

最後，資料㉖の付加価値税，消費税収でござ
いますが，ご覧のとおりの水準でございます。

今後の税収の見通しでございますが，資料㉗
に一般会計税収の推移を付けております。これ
は内閣府の試算で示されたものでございます
が，２６年度以降アベノミクスが成功するという
前提で，かなり高い３％台の名目成長率を見込
み，その中で税収も相当な伸びを見込んでいる
ところでございます。
資料㉘をご覧いただきますと，法人税収につ

いて見たものでございますが，この青の折れ線
グラフが法人所得でございます。実はバブル期
よりもリーマンショック前の法人所得というの
は多くて，６５兆円までいっておりました。それ
がリーマンショック後，４３兆円まで落ちており
ます。法人税率は何度か引下げを行っておりま
すが，現在，平成２３年度の税制改正で引き下げ
て２５．５％でございます。仮にこの２５．５％の法人
税率の水準でリーマンショック直前の６４．８兆円
の法人所得が発生した場合の税収は，現在９兆
円弱でございますが，１２兆円に増えるという計
算でございます。その場合，法人所得が４３．６兆
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円から６４．８兆円まで増えるという前提を置きま
すと，１２兆円の税収が生まれるということでご
ざいます。

先の内閣府の試算は，やり方は違いますが，
私どもなりに税目ごとに分けて考えてみますと，
かなり急激に法人所得が上がって税収が増える
という，いわばそういう想定がされているもの
でございます。経済運営が非常にうまくいって
こういうふうになることを現在期待しておると
ころでございます。

以上が総論の説明です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。国家財政及び
国税の状況についてご説明いただきました。や
はり日本の財政は，受益と負担の乖離が非常に
大きく，これをどうするかは非常に大きな課題
であり，税制の在り方をマクロにお話しいただ
きました。

それでは，濵田様，お願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と
課題（総論）

１．税制抜本改革法

（濵田） 総務省自治税務局企画課長の濵田で
ございます。よろしくお願いいたします。先ほ
どご紹介いただきましたように，本日，本来で
すと審議官の平嶋がお伺いいたしまして皆さま
にお話しする予定でございましたが，ご案内の
ように，今年は税制改正の一部，設備投資減税
などを前倒しをして，いわゆる秋の陣で今月中
に一定の結論を出していこうということになっ
ておりまして，その関係もございまして，今日
は私がピンチヒッターで参りました。よろしく
お願いいたします。座って失礼いたします。

資料といたしましては，平成２６年度地方税制
改正の課題と書きました資料に沿いまして，地

方税制或いは地方財政を巡ります総論的な課題
につきまして，簡単にご紹介したいと思います。

地方税制におきましても，当面する最も大き
な課題は，消費税率・地方消費税率の引き上げ
を含みます税制抜本改革の実現・実施というこ
とだと思います。このための法律は昨年の８月
に通っておりますが，この地方税の方の法律の
改正理由を資料❶に掲げてございます。アン
ダーラインを引いておりますように，地方にお
きます社会保障の安定財源の確保，それから地
方財政の健全化を同時に達成することを目指し
ます。これは国の法律とパラレルでございます
が，この観点から，地方消費税収の使途の明確
化，いわゆる社会保障財源化するということ，
それから税率の引き上げを行う，こういう内容
で既に法律が昨年通っておりまして，これを実
施していくということが当面の一番大きな課題
だろうと思っております。
資料❷は，具体的な数字的なイメージでござ

いますが，確認までという感じでございます。
一番左側に現行の，いわゆる消費税５％の内訳
を書いてございます。国分が（A）の４％，地方
消費税が１％ということでございますが，国分
の４％のうち，地方交付税の原資に法律に基づ
いて繰り入れられるものが１．１８％真ん中にござ
いますので，地方の実質的な取り分はこの交付
税分（α）と地方消費税の１％を足しました
２．１８％分ということでございまして，現行俗に
言う５％のうち２．１８％，４割以上は地方の取り
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分になっているというのが実態でございます。
これがご案内のように，一番上にありますよ

うに段階的に再来年の１０月にかけまして
８％，１０％に上げていくということが法律で決
まっておりまして，この中で地方消費税は下か
ら２つ 目 で ご ざ い ま す が，現 行 の１か ら
１．７，２．２と引き上げていくということ，それか
ら真ん中の α の交付税に回る部分も増やしま
して，トータルで地方の取り分，現行２．１８から，
最終的に右下でございますが，１０％になりまし
たときにはそのうちの３．７２％分は地方税財源に
なるという形での法律が既に成立しているとい
うことでございます。

２．地方財政の現状

資料❸をご覧いただきますと，これは先ほど
藤井審議官からご紹介がありました国の財政で
ございます。ワニの口が開いたようなことにな
っておりまして，歳出・歳入のギャップを国債
で埋めているということでございますが，これ
とまったくパラレルな状況が，資料❹をご覧い
ただきますと，地方財政についても言えます。

この資料❹のグラフは，地方財政計画を毎年
作りますときに，この財源不足がどの程度ある
かということ，それを結局下にありますような
地方債を増発しましたり，交付税の増額，これ
も国の方もお金が余っているわけではございま
せんので，結局かなりの部分は赤字国債を出し
ていただいて地方交付税に上乗せするという形
で埋めてきているという図でございます。昨今，
リーマンショック直後に比べますと若干は改善
しておりますが，一番右にありますように，８０
兆円ぐらいの地方財政を運営していく上で毎年
１３兆円ほど穴が開いています。これを国なり地
方なりで借金して埋めているという状況にある
ということでございます。
資料❺をご覧いただきますと，これは同じよ

うに上が国の公債発行の毎年の規模，それから
依存度をグラフにしたもので，下が先ほどご覧
いただいた地方財政の財源不足の状況でござい

ます。ちょうどパラレルな形で国の財政が悪い
ときには地方の財政も足並みをそろえるように
悪くなっているということがおわかりいただけ
ると思います。

国の財政と地方の財政という観点から幾つか，
特に諸外国と比較して注意していただく必要が
あるのではないかという点について，ご紹介し
ておきたいと思います。
資料❻は，右側の国内総生産なり，この関連

いたしますいわゆる民間の部門に対しまして，
公的支出において地方がかなりの比重を占めて
いるということでございます。左側の政府部門
のうち，GDP 比で１１．６％が地方政府の支出に
なっています。中央政府は４．７％ということに
なっておりまして，俗に言う財政規模は今は国
の方が若干大きいわけでございますが，こうい
った GDP 計算で民間に対して，国・地方のど
ちらが最終的に支出しているかということを考
えますと，例えば教育・福祉・公共投資，国の
方から地方に補助金などが来ますが，最終的に
は地方の県・市町村から国民の皆さん・住民の
皆さんに支出するものというのが現実には多う
ございますので，この民間への支出割合という
ベースで見ますと，地方の GDP 比というのが
地方の政府支出の GDP 比１１．６％と，国をかな
り大きく上回る規模になっているということで
ございます。
資料❼をご覧ください。行政分野別にこの国，

地方，どちらから最終的に民間部門にお金が出
ているかということでご覧いただきますと，右
側の黒塗りが国の部分でございます。グレーの
部分が地方でございますが，上にありますよう
な衛生関係，教育，それから民生，福祉関係
等々，かなりの行政分野では地方の政府，県・
市町村から民間に支出される部分が多いという
ことでございまして，国分が比較的多いのは下
の方から３分の１ぐらいのところにあります公
債費，それから下からすぐのところにあります
年金，防衛といったところは国がかなり専権的
にやっておりますが，それ以外の行政サービス
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は現実には県・市町村を通じて民間に提供され
ているということを言いたい資料でございます。

これをさらに各国比較ということで見ますと，
資料❽の左側の枠囲みが日本の姿でございます。
先ほどご紹介しましたように，GDP 比で見ま
すと地方が１１．１％，国が４．０％というような数
字になってございますが，この地方が GDP 比
で１１．１％の最終支出をしているというこの比重
は，その下にありますアメリカ・カナダ・ドイ
ツといった連邦制の国の州ないし市町村レベル
の支出の規模にほぼ匹敵するということでござ
います。日本はどちらかといいますと右側にあ
りますイギリス・フランスのような単一国家と
いうふうに分類はされる部類だと思いますが，
財政支出における地方の占めるポジションとい
う意味では，アメリカ・カナダ・ドイツといっ
た連邦制の国に匹敵するような支出をしている
ということを言いたい資料でございます。

一方で，そういった形で国，地方を並べまし
たときに，地方の最終支出の割合は大きいわけ
でございますが，資料❾は，では地方がいわば
地方の判断で国の施策とは全く無関係に自由に
支出できているかというと，そうでもないとい
うことを言いたい資料でございます。この地方
財政計画の支出の中で，色塗りをしているとこ
ろが直接的にいわば国の判断で支出の内容が決
まってしまう部分ということでございまして，
上にありますような例えば小中学校の先生を何
人置くかとか，警察官を県ごとに何人置くかと
か，これは国の法令で基準ががっちり決まって
おりますし，いわゆる一般行政経費にあります
ような福祉関係の経費等々も国の方がいわゆる
負担金，補助金という形で支出して，地方が一
定割合をお付き合いします。お付き合いという
言葉はよくないかもしれませんが，そういうふ
うに制度的に決まっているものは多うございま
す。下の投資的経費，公共事業関係も同じよう
な構造にございまして，こういった物を考えま
すと，地方の支出は規模は大きゅうございます
が，かなりの部分は国の施策を実現するために

ということで，国の施策にかなり左右されてい
るという構造にあるというのが日本の地方財政
の大きな特色だと思います。

その中で特に社会保障に関しましては，例え
ば資料10の右上の生活保護なんかは一番ご案内
だと思いますが，国が３，地方１とか，左下に
あります介護保険も若干制度的には違いますが，
在宅だと国が２，県１，市町村１というふうに
法律で負担の割合が決められまして，これに基
づきまして，いわば国の予算に連動して地方も
お金がかかっていくという関係にございます。

従いまして，この資料11の真ん中から上にご
ざいますように，よく社会保障関係の国費が自
然増などで毎年１兆円ずつ増えていくというの
はよく知られておりますが，これにほぼ連動す
る形で，地方の負担も毎年７，０００億円ぐらい増
えていくというような構図にあります。こうい
う中で，消費税率の改定とあわせて，地方消費
税率の引き上げもお願いしていくということに
なっているということでございます。
資料12は，国・地方の税収構造でございます

が，国税は，上にございますように，個人所得
に対する所得税，法人所得に対する法人税，そ
れから消費税といったものが柱になっておりま
す。地方の方も同じように個人所得，法人所得
とございますが，地方消費税の割合は比較的小
そうございますが，固定資産税というのが市町
村の基幹税になっているということが，２つ目
のグラフでご覧いただけるかと思います。地方
の内訳で見ますと，県レベルは比較的法人課税
の黒いところの割合が大きいというのが３つ目
の帯でございまして，一番下にありますように
市町村は個人住民税と固定資産税が２本柱にな
っているという構造でございます。

この税収の収入の安定性というのを見ていた
だくのが資料13でございます。この４つに大き
く分けました地方税の中で，何といっても安定
しておりましたのは一番下にあります地方消費
税でございます。いわゆる１％分はほぼ判で押
したように２．６兆円前後で推移しておりますし，

― 144 ―



左下から伸びています固定資産税も平成の初め
のころは地価の評価を適正化していくとかござ
いましたので上がってきておりますが，平成１０
年ぐらいからは大体９兆円弱ぐらいのところで，
これも安定して推移しているということがわか
っていただけると思います。

これに比べますと，右側に吹き出しを付けて
おります地方法人二税でありますとか個人住民
税，これらはかなり景気に左右されて，でこぼ
こがあるという構造にあるということでござい
ます。

それからもう１つ，地方財政を語る場合には，
地方財政は１，８００あります地方団体の集合体で
ございますので，この税源の偏在性，地域的な
偏りという問題が避けて通れない部分でござい
ます。資料14の左側にございますように，地方
税全体３５兆円を税収が上がります各県別に分け
まして人口１人当たりで比べますと，最大の東
京と最少の沖縄で下にありますように２．５倍の
格差がございますが，この中でも特に真ん中に
ありますいわゆる地方法人二税は経済力の強い
東京都にどうしても集中する傾向がございまし
て，この最大最少差は法人二税でございますと
５．３倍にもなっているということでございまし
て，われわれ地方税の税体系を考えていく場合
に，住民の皆さまに対する直接の行政サービス
を担っておるわけでございますので，景気に対
しては収入が安定的，それで地域的に見ますと
こういった地域的な偏りが少ないものをできる
だけ多くしていきたいというのが長年の課題で
あるというのが地方財政の状況でございます。

こういった税源の偏在の中で必要な行政サー
ビスをしていただくために，資料15にあります
ような交付税の制度があるということでござい
ます。

あと，今日は経済界の方も多いと思いますの
で，幾つか，地方もいろいろ努力しているので
すということをご紹介したいと思います。いわ
ゆる行革の努力につきまして，資料16にござい
ますように，右側の上にございますように，平

成６年以降２０年弱でございますが，地方公務員
の数は３３０万人近くおりましたのが５０万人ほど，
ここ十数年で１６％減らしているということでご
ざいます。
資料17にありますような公務員給与の水準も，

ここの足元は国家公務員の方が７．８％の削減を
２年間時限で行っているということで，いわゆ
るラスパイレス指数が跳ね上がった形になって
おりますが，それ以前のいわゆる実力ベースで
見ますと，ラスパイレス指数で国家公務員１００
とした場合に１００を切るような水準まで抑制さ
れてきているというのが地方の状況であります。

それから，資料18では，行革という意味でい
わば最大のものは市町村合併でございまして，
市町村の数，それから首長さんの数もそうです
し，真ん中の方にあります市町村議会の議員さ
んの数も，いずれもここ１０年ぐらいで見ますと
約半分ぐらいに減っているということでござい
まして，地方の市町村の皆さんには非常に行革
の努力はしていただいているのが昨今の姿です
ということでございます。

３．地方消費税率引上げと今後の経済
財政動向等

以下，先ほどの藤井審議官の話と重なります
ので，ちょっと飛ばしていただきまして，資料
24をお願いしたいと思います。

これは後ほどの各論にも関わりますが，資料
24の下の方に書いてございますように，目下，
地方消費税含めました消費税の引き上げを控え
まして，低所得者の対策，それから転嫁の対策，
それから医療・住宅・車体の対策，それから地
方固有では地方法人課税の在り方といったもの
が当面の来年度に向けて大きな課題になってい
ると思います。消費税率の引き上げに関わる景
気の判断につきましては，先ほどお話がござい
ました私どもの資料26にも付けておりますよう
に，官邸で６０名の有識者からご意見を聞くとい
うことが行われておりますが，１つだけこれに
関連して紹介しておきますと，資料37まで飛ん
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でいただきます。
ちょうどこの時期と同じくしまして，国の予

算の概算要求が行われておりましたので，地方
六団体が連名で自民党の総務部会にご要望され
たときの文書でございます。これの一番上の丸
にございますように，地方六団体全体といたし
ましても，先ほど申し上げましたように，今回
の消費税率引き上げ分のうち相当部分が地方の
貴重な財源になると予定されておりますので，
来年４月におけます消費税・地方消費税の確実
な引き上げの実現を図れるように，着実に経済
状況の好転を図ることというのが，六団体名で
の要望の筆頭に掲げられております。地方とし
ても国と協力して今回の税制抜本改革をちゃん
と実現していきたいというスタンスで臨まれて
いることをご紹介したいと思います。以上でご
ざいます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。国と同様，
地方の財政も高齢化とともにますます厳しさを
増していきます。とりわけ地方の場合には国の
義務付けがありますので，その辺りも考えなが
ら地方財政の将来を見通していけなければなら
ないというお話でした。

それでは，ただ今から財政学の専門家であり
ます戸谷さんと橋本さんに，税制に関するお考
えを聞きながら，今お話がありました国税・地
方税についてご質問がありましたら，お願いし
たいと思います。

では戸谷さん，お願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．財政・税制の総論への意見

（戸谷） 大阪産業大学の戸谷と申します。よ
ろしくお願いいたします。お２人のご議論を踏
まえまして，私の方から幾つか議論をしてみた
いと思います。

〔消費税〕
まず国税ですが，やはり現在の段階では消費

税増税という問題が，国税における一番重要な
テーマになっていると私は考えます。この消費
税増税について，それに反対する或いは引き延
ばすべきだという議論の根底にあるのは，先ほ
ども審議官のお話にありましたが，「９７年のト
ラウマ」があります。ご案内のように，１９９７年
４月，消費税は３％から５％に上がりました。
ところが，その上がった９７年度以降，日本経済
はガタガタになってしまっています。それは，
とりもなおさず消費税の影響ではないか，消費
税は景気の足を引っ張る原因になるというもの
です。そのために，今も消費税は上げるべきで
はないという議論が，どうしてもトラウマのよ
うに残っていると思うのです。

しかしながら，これも先ほどの審議官のご説
明にありましたが，現在は経済成長率が年率で
３．８％ですからかなり高い状態です。来年４月
に消費税は８％に上がるということは，もうほ
ぼ既定路線ではないかと私は思っております。
例えば，消費税増税に強く反対されていた浜田
宏一先生も，もう諦められたのではないでしょ
うか。或いは，静岡県立大学の本田悦朗先生の
毎年１％ずつ上げるという案も，最近はあまり
言ってはおられないようです。こういう状態で，
逆に今を外せば消費税はいつ上げることが可能
なのかとさえ思います。それこそ，今のはやり
の言葉で言うと「今でしょ」ということです。
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それで，仮にそれが上がるとして，税収が増
えます。しかしながら，一体幾ら増えるかとい
いますと，ざっくり考えると，現在消費税の税
収が約１１兆円ですから，倍になったとしてもも
う１１兆円増えるだけなのです。８％だともっと
少ない。そうすると先ほどの議論から，日本の
巨額の財政赤字，毎年１兆円ずつ増加する社会
保障，経済活性化のため，あるいは地方分権の
ためと，使い途はいろいろあって，増収分を一
体何に使うのかということがこれからの議題に
なっていく。或いはすでに水面下では議論が始
まっているのではないかという気がいたします。

それこそ，オリンピックを東京で開催するこ
とになって，お金が要ります。国立競技場はど
うやって建て替えるのかなとか，リニア新幹線
もお金が要ります。そういうことを考えていっ
た場合に，その消費税８％あるいは１０％で足り
るのか，という気がしています。極端に言いま
すと，来年４月から１０％に前倒ししてもいいの
ではないかというぐらいに私は考えております。

こんなわずかな増税で日本の巨額の財政赤字
が解消できるわけはありません。ただ，国際社
会に対しては「アナウンスメント効果」がある
と思います。つまり「日本は何も決められない
国だ」，「何も決められないまま赤字だけがどん
どん増えていく国だ」という海外からの評価を
払拭し，「日本は増税できるのだ」ということ
をアナウンスする。そうすれば，海外ヘッジフ
ァンドに売りたたかれて日本国債が暴落すると
いう危険は，少し回避できるのではないかなと
いう気はいたしております。

〔地方税〕
次に，地方税に関して申し上げます。地方税

の抱える根本的な問題は何かと言いますと，
「地方分権」と「地域間格差の是正」というト
レードオフの基準に挟まれているということで
す。地方分権というのは，各地方は，自分たち
の税収で自分たちの行政サービスを賄いなさい
といいます。ところが，これをやってしまうと

何が起こるかというと，豊かな市町村に税収が
集まって，そうではない市町村に税収が入りま
せん。具体的に言うと，東京の独り勝ちになっ
てしまう。しかし，それが駄目だと言って地域
間格差を是正しようとすると，今度は地方分権
が成立しなくなってくる。このトレードオフの
関係の中で，地方税というのはいつも苦慮する
と思うのです。

そしてその点が最も顕著に表れるのが，先ほ
ど企画課長のお話にありました「地方法人二
税」つまり「法人住民税」と「事業税」です。
平成２０年１０月から，法人事業税の半分は地方特
別法人税として，人口，従業員に案分するとい
う方法になっております。ただ，これは消費税
を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫
定措置ということになっている。消費税増税に
伴いこの問題も先送りすることは出来ないと私
は理解しております。結局，地方税体系全体の
なかで，議論して行かざるを得ないと思います。

例えば，法人二税を国に返してしまう，すな
わち国税にして，その代わりに地方消費税を同
額の税収分だけ引き上げるという案があります。
これは１つの極端な議論かもしれませんが，そ
の辺で少しご意見を伺えればなと思います。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。来年４月が
「今でしょう」ということですが，８％へのア
ップは確実に予定通り実施すべきというご意見
でした。税率の水準は，最終的に１０％では不十
分ではないか，ただアナウンスメント・エフェ
クトはあるだろうというお話しをいただきまし
た。それから，地方税に関しては地域間格差と
地方分権のバランスをどのように取るのかとい
う話と，場合によっては法人二税と消費税の
バーターをするということも選択肢に入れてい
いのではないかということで，ご質問というよ
りも戸谷先生の自説を展開されました。それで
は橋本さんお願いします。
―――――――――――――――――――――
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（橋本） 関西大学の橋本です。先にまとめて
私の方からも意見させていただいた方が，お答
えの時間が効率化できると思いますので，先に
意見を述べさせていただきます。

〔消費税〕
戸谷先生のお話，或いは審議官のお話の中に

もありましたように，非常に厳しい財政状況の
中で消費税率が，８％，１０％と上がるのは確実
だと思うので，もう少し将来の話をしたいと思
います。仮に１０％まで上がったとしても，ほと
んど財政から見ると焼石に水に近いような状況
です。２０２０年度にプライマリーバランスを黒字
化するという目標は，１０％だけで到底足りませ
ん。当然歳出削減も必要なのでしょうけど，そ
の話をすると話が大きくなりますので税制面に
限定します。税制面から見ると審議官の資料の
中にあったように，GDP 比で見た税負担率が
かなり下がってきています。これを欧米並みに
上げていかないと，欧米並みの福祉をやろうと
しているわけですから，税収が不足するのが当
たり前です。税を調達する場合，消費・所得・
資産という課税バランスに分けて考えたときに，
これから何を上げていくのかというのが１つの
ポイントなのかなと思います。消費税率につい
ては EU が標準で１５％ですから，その程度まで
は本来は上げるべきだとは思うのですが，最近
のどたばたした状況を見ていると消費税率を上
げても財政再建に役立つのかなという気がして
きています。

１つは，消費税率を上げるに至って国民を納
得させるためということで，消費税の使い道は
福祉に限る，社会保障に限りますとしたことの
弊害です。なお，予算総則では社会保障に使う
ということになっていますが，あれは実は使う
気持ちになっているだけです。消費税の税収は
一般会計に入ります。お金に色は付いていない
ので，社会保障に使うと想定すれば，余ったお
金の部分は財政再建に使えます。そこが本音の
ところなのでしょうけれど，それは政治家的に

は言えないので，こういう不明確な形でやって
います。これも不正直なことで，お金が足りな
いので，財政再建に使うと本来は正面から政治
家が国民に問うべきだったと思っています。な
ぜ社会保障に使うという想定が弊害を生じるか
というと，社会保障に使うという話をすると，
その分だけ余分に歳出が増える危険性があるか
らです。これは国についても地方についてもそ
うです。

それともう１つ，先ほど戸谷先生のお話にあ
ったトラウマです。前回の消費税率引き上げ時
には，景気が悪くなったのではないかというこ
とで，今回は，消費税率の１％分の景気対策を
するとか，法人税を減税するという話が出てき
ています。消費税を上げるときには，そんな話
がこれからもつきまとうのなら，あまり財政再
建には役立たないのかなという気もします。や
はり所得税なり資産課税といった面も少し見直
していくべきだと思います。

〔地方消費税の決め方〕
今回，消費税引き上げと同時に，地方消費税

も上がります。私は大学の試験で「日本の消費
税の国税の税率は５％である。○か×か」とい
う問題をよく出します。講義の中で教えている
のですが，不正解者が多数出ます。みんな５％
だと思っています。その原因の１つを作ったの
は，総務省に責任があるのではないかなと思い
ます。国税の税率は４％，地方消費税の税率は
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１％「相当分」です。国税の方は消費税法に税
率４％と書いてあるのに，地方税法には，消費
税額の２５％と書いてあります。地方税法に税率
１％と明記したほうが国民にはわかりやすいと
思います。授業の中では，地方税法に税率１％
と書かずに，消費税額の２５％となっている理由
は，消費税が将来倍になるときは自動的に地方
の取り分が増えるようにしたかったためではな
いかと説明してきました。

ところが，今度１０％に上がるときに地方消費
税の税率は幾らになるかというと２．２％相当分
になります。０．２％分おまけが付いています。
この０．２％のおまけの部分は，消費税の引き上
げ分は，社会保障に使うという話が関係してき
ます。地方も社会保障の負担が増えてきたので
２％では足りない，だから２．２％で，０．２％おま
けをよこせというバトルをされたのではないか
と思います。

それはそれで理屈としてわかるのですが，そ
れだったらなぜ地方税法にきちんと書いてくれ
なかったのでしょうか。実は２．２％相当分にな
るということで，今日の総務省の資料の中の資
料24で地方税法では７８分の２２になります。とて
も暗記できないような細かい数字になっていま
して，もうやめてほしいなと思います。地方税
法に２．２％と明記して欲しいと思います。

〔三位一体改革の総括〕
それから，もう１つ長期的な課題として，国

と地方の税源配分の話があります。この話を考
えるには，小泉政権下で行われた三位一体改革
の総括が必要かなと思います。三位一体改革で
税源移譲したのですが，そのときの税源移譲の
対象が所得税から個人住民税という形で３兆円
規模となりました。

総務省資料13に個人住民税税収のグラフがあ
ります。平成１８年に３兆円ほどいったん上がる
のですが，その後右下がりに下がっています。
リーマンショック以降，景気が悪くなったため
です。だから，税源移譲の効果は，かなり薄れ

てきてしまっています。これは国全体で見てい
る話なのですが，実は地方だともっと悲惨なこ
とがあって，ちょうど今私は夕張について調べ
ているのですが，夕張市の個人住民税は，実は
税源移譲前とほぼ同じ水準ぐらいまで落ち込ん
でいます。これは，財政破綻以降に人口が流出
した関係もあるのですが，人口流出自体は，過
疎市町村ではどこでも生じていることです。三
位一体改革で税源移譲の対象を所得税に限って
しまったところがこのような問題を引き起こし
ているので，もう少し頑張って地方消費税も税
源移譲の対象にして欲しいと言ってもよかった
のではないかなという気がしています。時間も
押していますので，以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。広範囲にわ
たって，しかも詳細な部分のご意見もあったよ
うですので，時間の範囲の中でお答えいただけ
ればと思っております。それでは藤井審議官，
お願いします。
―――――――――――――――――――――

〔消費税の使途〕
（藤井） 戸谷先生，橋本先生お２人から税の
使い道についてご質問ご意見を頂戴いたしまし
た。消費税につきましては，法律で社会保障に
使うということが法定されておりますので社会
保障に使うということなのですが，資料⑳に付
けておりますが，今回消費税率を引き上げて社
会保障に使うといったときにどうするのかとい
うことです。先般まとまったものですが，具体
的に社会保障のこういうところを充実していく
のだということが取りまとめられました。

これが資料⑳で，子ども・子育て支援の充実
ですとか，医療・介護サービスの提供体制の改
革，保険制度の改革，それから年金につきまし
ては低所得者・高齢者への福祉的給付ですとか
受給資格期間の短縮ということで，社会保障の
充実強化を図っていこうという方針となってお
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ります。中身を説明する時間がちょっとないの
ですが，この充実策の中には併せて効率化もし
ていくということが入ってございます。効率化
しつつ，必要なところを充実していくという内
容になっております。

もう１つ社会保障については，別な資料でお
示ししたように，社会保障給付のうち国が負担
している部分に対して消費税収の方が全く足り
ない状態でございまして，借金で賄っていると
いう状態でございます。これは，今，福祉を受
けているわれわれの世代が，子や孫にその負担
を先に送っている，いわば子や孫のキャッシュ
カードで買い物をしているという状況に当たる
わけです。社会保障を安定的に運営するために
は，借金で賄うのではなくて，安定した財源で
やらなければいけないという考え方がございま
す。

従いまして，ざっくり申し上げますと，この
一体改革をまとめたときの考え方として，５％
のうち，充実には１％分を充てる，そして安定
のために４％を充てるという枠組みで構想され
ました。この安定化のためというのは，今，借
金で賄っている部分を消費税収，つまり同じ世
代の負担で賄っていこうということでございま
す。ですから，この社会保障の安定化のために
消費税収を使うという部分は，同時に財政健全
化のためにもなるという姿になっております。

両先生がおっしゃるように，将来消費税率を
どんどん上げるということは難しい以上，併せ
て社会保障も効率化していかなければいけない
ということでございます。それは，今回のこの
充実策という中にも入っておりますし，今後も
やるべきことをやっていくという方向で，政府
或いは与党で議論がなされているところでござ
います。

こうして社会保障に消費税収を充てるという
ことですから，反面，その他の歳出については
それ以外の税制で賄うという枠組みに必然的に
今なっているというところでございます。そう
すると，所得税ですとか法人税の動向がその他

の歳出，これには公共事業ですとか防衛ですと
か或いは教育関係，科学技術の振興というもの
があるわけですが，そうした歳出に影響を与え
るという財政の枠組みに今なっているというこ
とでございます。

〔１０％で足りるか〕
１０％で足りるのかという戸谷先生からのご指

摘でございますが，今の政府・内閣府の試算で
は，２０２０年まで展望した場合に，プライマリー
バランスの赤字を黒字化するというのが目標な
わけですが，２０１５年に半減までは行きます
が，２０２０年に黒字化というところまでは至らな
いというのが現在の試算の結果でございます。
その示すところは，引き続き歳出の効率化に努
める，それから歳入の確保に努める，その両方
の努力が必要だということでございます。

従いまして，消費税率が上がった後さらにそ
ういう議論をして実行に移していかなければい
けません。歳出・歳入両面の努力が必要だとい
うことだろうと思います。

それから，国際社会との関係，国際経済との
関係で，日本国債が信認されているのかどうか
というご質問も頂きました。これにつきまして
は，G２０に麻生大臣が何度か行って，日本は与
野党で消費税率の引き上げという非常に難しい
課題について法律を衆参それぞれ３分の２の賛
成多数でもって通した民主主義の非常に成熟し
た国なのだ，他の国ではなかなかできないこと
をやっているのだという説明をしております。
それは１つの政治的なメッセージですし，IMF
などは日本はまだ増税余力があるという診断を
していますので，そういう中で，国債の信認は
保たれているということだろうと思っておりま
す。

それから橋本先生から所得課税や資産課税に
ついてのご指摘を頂きました。これは後ほど各
論のところで触れたいと思います。私からは以
上です。
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―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では濵田課長，
お願いします。
―――――――――――――――――――――

〔地方法人二税の在り方〕
（濵田） まず戸谷先生から，分権と地域間格
差の是正ということに関してまして，特に地方
法人二税の在り方についてご指摘がありました。
これはご指摘のとおりでありまして，方法論と
してわれわれもまさしくお話があった地方法人
特別税を作りました。これは後ほど各論のとこ
ろでもお話しようと思っておりましたが，作り
ましたときに，１つの処方箋として地方の地域
間の偏りをなくす意味では地方法人課税の比重
を下げて代わりに，地方消費税の比重を上げる
ということです。そのためには国との間で税源
交換でやるというのも有力な手ではないかとい
うことを提唱したりもしていますので，そうい
う意味でそういう方法も含めて大きな課題だと
思っております。

ただ，では地方法人課税はゼロでいいかとい
うとそうも思っておりませんで，地方の法人も
地域でちゃんと存在感を持って活動されており
ますし，行政サービスを受けておられますから，
それに応じて税をお支払いいただくということ
は恐らく自治体と企業の関係を良好にするとい
いますか，いい関係を作っていくためにも意味
があるというふうに思っております。もう１つ
国との税源交換ということに関しましては消費
税が社会保障財源という位置付けをされたとい
うことでございますとか，国の方からご覧にな
ると国の方と交換を持ちかける前に地方の中で
もっと何か創意工夫が考えられないかという宿
題も頂いておるということでございますので，
これは検討会を設けまして先般林先生にもご出
馬いただいてアドバイスを頂戴したところでご
ざいます。今回の８％への引き上げ前にどうい
う見直しをするのかという方向を出したいと思
って，今，検討しているところでございます。

〔地方消費税〕
それから橋本先生から２点，１つは地方消費

税率のアップに関しまして国分の１００分の２５と
いう税率の在り方を変えてはどうかというお話
がございました。これは，別に税率が上がると
き自動的にスライドして地方消費税もくっつい
ていこうというよりは，納税者の方にできるだ
けご面倒かけないために今のような国税の４％
分に対して１００分の２５という税率を決めている
というのが本当のところでございます。つまり，
消費税の場合は各事業者の方が売り上げの４％
から仕入れに係る４％を引いたものを国の税務
署に納めるという仕組みになっておりまして，
それに対して地方消費税に乗せるためには，そ
の国の税務署に納める額の４分の１を納めてく
ださいというのが一番簡単だということでござ
います。これは，普通に済むときは一緒ではな
いかとおっしゃるかもしれませんが，例えば還
付の問題や追徴の問題とかが出た場合には，そ
うしておくことが一番納税者の方に，事業者の
方に納税の事務の負担をかけないという意味で
そういうやり方をしているということでござい
ます。これは今回もその方式は踏襲したという
ことでございます。

未来永劫これでいいと思っているかというと，
われわれも中長期の課題としては問題意識をも
ちろん持っておりまして，現状そういうやり方
でやりますと全国一律の地方消費税率というの
がビルトインされてしまうということになるの
ですが，カナダの例なんかを見ますと州ごとに
多段階の付加価値税の税率が違うというような
ことも現に出てきております。そういうことも
ございますので，先々を視野に入れますと先生
がおっしゃったような資産の譲渡等というのを
課税標準にして，今でいうと１％が地方消費税
で，並行して国の消費税とかかっていくような
やり方というのも，それは可能性の問題として
はありだろう，研究しなければいけないだろう
と思っているというところでございます。
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〔三位一体改革の総括〕
それから，三位一体改革の総括をという話が

ございまして，個人住民税でということになっ
た大きな理由は，三位一体改革が国から補助金
で，国経由で地方に回ってくるのではなくて，
直接納税者の方と向き合ってご負担いただくと
いう形で改革しよう，それが税源移譲だとした
場合に，やはりそこは住民の皆さんから住民の
いわば地域の会費として頂くような住民税とい
うのが税源移譲の税目としては一番いいのだろ
うという判断があったということでございます。
地方消費税の場合は，先ほど申しましたように，
これも先々全くないとは申しませんが，やはり
現状の枠組みでいいますと地域ごとで，県ごと
で地方消費税の税率の差をつけるとかなかなか
できないわけでございますが，住民税の方でご
ざいますといわゆる超過課税もできるというよ
うな仕組みでもあるので，受益と負担を一致さ
せていくという三位一体改革の理念からします
と住民税の方がベターだという判断があって，
住民税を選択したというふうな経緯だったとい
うことでございます。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。予定より時間
が押しておりますので，早速各論に入らせてい
ただきます。

現在，法人税と消費税が脚光を浴びておりま
すが，それ以外の税目はこのままでいいのかと
いうようなこともあります。それでは前半と同
様，財務省の藤井審議官から各論についてお話
しいただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．個別税制の現状と課題

１．消費税

（藤井） 資料㉚から各論の資料でございます。
目下，消費税関係でのテーマですとか論点につ

いてご紹介したいと思います。
資料㉚ですが，低所得者への配慮，いわゆる

逆進性ということが言われております中で，低
所得者への配慮ということが検討課題に上って
おります。給付付き税額控除，複数税率，簡素
な給付措置といったものでございます。

そのうち，複数税率につきましては資料㉛で
ございます。軽減税率につきまして，自民党と
公明党の間で消費税率の１０％引上げ時に導入す
ることを目指す，そのための協議をする，協議
すべき課題は対象，品目，軽減する消費税率，
財源の確保，インボイス制度などとそこに掲げ
てあるような課題が共通認識となって協議され
ているところでございます。
資料32で複数税率に関する事実関係的なもの

をお示ししております。世界各国，単一税率の
国も複数税率の国もあるわけですが，総じてい
えばヨーロッパ，いわば付加価値税の第１世代
の国々は歴史的な経緯もあって複数税率を入れ
ている国が多いということでございます。これ
に対しまして，後発国，第２世代は単一税率の
国が多いという姿となっております。諸外国の
食料品の税率はどうかといいますと，平均する
と実は軽減税率を取っていても１０％程度の水準
になっているということがございます。諸外国
で複数税率を採っている国でも，軽減税率なの
か，標準税率なのかというのはかなりいろいろ
議論があるようでございます。

例えばフランスですとキャビアは標準税率，
フォアグラ・トリュフは軽減税率ということで，
同じ高級食材でも違っています。これは，恐ら
くは国産品は軽減税率で輸入品は標準税率にな
っているように見えます。あるいは，イギリス
でも同じように総菜なり食べ物をテークアウト
するのですが，温かいテークアウト商品は標準
税率でデリカテッセンなどのスーパーの総菜と
いうのは軽減税率です。こういう線引きの問題
は必ず出てきますということでございます。

それから，右側で軽減税率は高所得者の方に
も負担軽減効果が及びますので，税収の減少幅
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も大きくなるというようなことが論点になって
いるところでございます。

消費税率に関しましては，デフレという状況
もありますので転嫁対策を求める声が非常に強
くございました。
資料34―１では，これを受けまして，転嫁対

策特別措置法という法律が成立しておりまし
て，１０月１日から施行されます。その内容につ
きましては，簡単にご紹介いたしますと，事業
者間取引で弱い取引相手先に買いたたきなどが
起こることを防ぐための措置というのが盛り込
まれております。独占禁止法や下請法よりも広
い取引関係をカバーして，なおかつ迅速に勧
告・公表ができるような枠組みを作る，そうい
う法律の仕組みとなっております。
�２では，消費税を転嫁していない旨の表示で

すとか消費税をおまけしますといった表示につ
いては，行ってはいけないというようなことが
法律に規定されております。
資料34―２で価格表示です。消費者に対して

今，総額表示の義務付けがなされておりますが，
その義務を緩和するものでございます。４月に
税率が変わったときに，値札の付け替えなどに
ついてある程度弾力的な対応ができるという措
置を定めるものでございます。
資料34―２下からは，これらの法律の措置を

実効あらしめるためのいろいろな政府の取り組
みについて記載しておりますので，ご参考にし
ていただければと存じます。

２．法人課税

資料35からは法人課税です。いろいろ報道で
取り沙汰されておりますが，現時点で具体的に
何か決まっているということではございません。

その上で，資料35以降法人課税及びそれをめ
ぐるいろいろな法人の状況を分析しております
ので，ご参考にしていただければと存じます。
法人実効税率自体は平成２３年の税制改正で５％
の引き下げをいたしております。ただし，復興
財源に充てるため復興特別法人税が平成２４年度

から２６年度まで課税するということになってご
ざいますので，現在は２％程度の低下にとどま
っております。これが平成２７年度になりますと
５％の引き下げになるというものでございます。
資料36で各国の法人所得課税の実効税率を比

較しております。日本もかなり積極的に下げて
きてはおりますので，アメリカよりも低く，フ
ランスと同程度でございます。ただ，アジアの
新興国あるいはイギリスと比べると高いという
ところが議論になっております。法人税率１％
引き下げるのに必要な財源は４，０００億円でござ
います。総論のところでお話しいたしましたよ
うに，財政リスクが非常に高まっている中で，
その財源をどう見つけていくかも議論しなけれ
ばいけません。そうしないと財政への信認が保
てないのではないかというのが１つの論点だと
思っています。さらに，国外に企業が出ていっ
てしまうのか，或いは海外からどういう企業が
進出してくるのか，法人税率の引き下げが雇用
や賃金に好影響を与えるのかどうか，設備投資
にはどういうふうに効くのか，内部留保を増や
すだけではないかといったさまざまな論点があ
るわけでございます。
資料37以下，法人税収とか企業の状況を幾つ

かの指標でご覧いただきたいと思います。資料
37は法人所得と繰越欠損の関係でございます。
バブル崩壊に伴いまして非常に大きな赤字を出
したり，あるいは特別損失を出したりした企業
がございます。実に繰越欠損が２０００年には９４兆
円まで高まりました。グラフの上の赤側ですが，
平成９年以降の法人所得の動向をご覧いただき
ますと，IT バブルが崩壊いたしました２０００年
代初頭を除きまして，リーマンショック直前ま
で，実は順調に法人所得は増えてきておりまし
た。一方で，繰越欠損というのはなかなか減ら
ず，７０兆円台まで来ていたのですが，リーマン
ショックによって９０兆円まで再度増えたという
状況でございます。実は，今後の法人税収を考
える上では，この繰越欠損金額の存在というの
が非常な重しになっているというのが税収動向
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の現状でございます。
資料38は，法人数と欠損法人割合の推移でご

ざいます。ご覧いただきますと，欠損法人割合
は，全法人ベースでは７割でございます。大企
業でも５割が欠損法人ということで，日本の企
業の収益構造をどのように高めていくかという
ことを考えていく必要があるということでござ
います。
資料39ですが，業種別の法人税額を並べてお

ります。いわば国際競争のど真ん中にされてい
る製造業の法人税額は，法人税収全体の２６％と
いうことで，その内訳もございます。ちょっと
まだ分析が追い付いておりませんが，いろいろ
今後の法人税を考える上で分析材料の１つにな
るのではないかと思っております。
資料40は，法人の設備投資の推移を見たもの

でございます。２０００年代に入ってからはキャッ
シュ・フローよりも低い水準で設備投資をする
という状況にございます。特に最近は減価償却
費よりも低い水準にとどまっているということ
で，いわば法人にお金がたまっている状態にな
っているわけでございます。従いまして，企業
の設備投資の意欲を引き出して，企業の成長に
つながる設備投資につなげるというのが日本経
済，企業が活性化するということのポイントだ
という問題意識でございます。この積極的な設
備投資が賃金の上昇につながるという循環を作
るというのが，日本経済の課題だというのが共
通の認識でございます。
資料41で，そういう認識の下に６月に閣議決

定されました日本再興戦略におきまして，設備
投資減税についての検討ですとか幾つかの税制
上の検討課題がございます。目下，それを与党
の税制調査会を中心に，具体策を取りまとめる
プロセスにあるというのが現状でございます。

３．所得税

資料42からは所得税ですが，ごく簡単に触れ
させていただきます。

所得税での最近の改正は，最高税率の見直し

をいたしました。所得再分配機能の低下という
ことが言われる中で，課税所得４，０００万円超に
ついて４５％の税率を設けるという改正をして，
一部所得再分配機能の回復を図ったところでご
ざいます。

結局，個人所得課税の実効税率がどうなって
いるか各国と比較してみますと，２，０００万円以
下の層においては日本の所得税の負担率が一番
低いというのが特徴かと思います。

４．国際課税

続きまして，資料45から国際課税です。
国際課税につきましては，首脳レベルでも取

り上げられるということでございます。その問
題意識は，一番上の丸です。リーマンショック
後，各国が財政再建を求められている中で，グ
ローバル企業が税制の隙間や抜け穴を利用した
節税対策により税負担を軽減している問題につ
いて，国際的な租税回避に対する批判が非常に
高まっているという状況を受けて，G８サミッ
トでも英国のキャメロン首相が主導されまして，
議題の１つとして取り上げられました。OECD
の租税委員会が中心になって，税源浸食と利益
移転に関するプロジェクトを立ち上げておりま
す。この OECD 租税委員会は，議長を財務省
の総括審議官の浅川が務めております。
資料46で，その G８サミットでの安倍総理の

発言を載せておりますが，安倍総理からも税制
が多国籍企業に対して公平かどうか，払うべき
ところで税金を払っているかという点が問題で
あり，払うべきところで税金を払うことが重要
だ，だからこの問題に各国が真剣に取り組んで
ルールを作ることが公平な税制や公平な社会の
建設に役立つということを非常に強く述べられ
ております。
資料48，49は，報道ベースやイギリスの動き

でございます。グーグルですとか，或いはス
ターバックス，アマゾン，アップルといったと
ころについての報道などが相次いでいるところ
でございます。
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そして資料50で，その OECD 租税委員会で
今後どういう動きになるかということを示して
おります。わかりやすいのは，電子商取引課税
です。例えば，音楽配信なんかを受けるときに，
今，日本の消費税制度ですと外国のサーバーか
ら音楽を買う場合には消費税が課税されていま
せん。日本の国内の場合には課税事業者が国内
におられますので，消費税が課税されていると
いう状況にございます。こういうものについて，
きっちりやっていこうというのがこの行動１で
ございます。ほかにも多くの課題があるわけで
す。こういうものに，国際的に取り組み始めて
いるという現状でございます。以上，各論の説
明とさせていただきます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは濵田
課長，お願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題

１．秋の税制改正における検討項目

（濵田） それでは，地方税の方の資料28―１
をお願いいたします。今最もホットな話題とい
たしまして，先ほど申しましたように今年は年
末の税制改正に先立ちまして秋の陣というのが
自民党の税調でも動いておりまして，この中で
これらの項目が一応範囲として決められている
わけですが，特に１番にありますが，先端設備
の投資を促す税制の関連で，固定資産税の償却
資産課税が議論の対象になっています。

経団連の方から秋の税制改正の議論におきま
してこの資料29の真ん中辺ですが，２．�１⑦の
ところでございます。法人税の減免措置を受け
た資産については，償却資産に係る固定資産税
を免除にするなど，地方税についても整合性を
図るというようなご注文を頂いております。一
方で，経済界ないし経済産業省の方から，ここ

２年ほどの税制改正の中で，実質的にこの固定
資産税の償却資産課税を段階的に廃止していく
ようなかなり抜本見直しをしろというようなご
注文が出ておりまして，地方団体の方々にご心
配をかけているところでございます。

固定資産税の税収は，全体で９兆円弱のうち，
工場の機械とかを思い浮かべていただければい
いのですが，大体１兆６，０００億円ぐらいがこの
償却資産の税収でございます。設備投資の水準
そのものは景気の動向ででこぼこありますが，
これはストックベースの課税になりますので，
毎年１．６兆円ぐらいのかなり安定した税収が得
られる安定財源だということがございます。
資料31で各団体別に見ますと，当然のことで

すが，こういう大きな償却資産がある団体にか
なり偏っている税源でございます。左側にあり
ますように，ダムや発電所があるようなところ
では，この小さな町村で償却資産の固定資産税
が税収の８割９割を占めているようなところも
かなりございますし，右側にあります当然のこ
とながら工業地帯などを抱えておられるところ
では，地元の大阪市さんも右側の３番目にあり
ますように，３３０億円以上の税収が年間この償
却資産分で入っておりますし，この９番にあり
ます四日市市さんのように人口がそんなに政令
指定都市ほどは大きくないところでもあのよう
なコンビナート的なものがあるところでは１３０
億円も税収があるということで，特にこういう
地方団体，市町村の方から大変ご心配いただい
ているところでございます。
資料32は，２５年度の税制改正を議論したとき

に，地方６団体からかなり強い声を頂いたもの
でございます。一言でいいますと，知事会のと
ころに書いてあります現行制度堅持で頑張れと
われわれも尻をたたかれているところでござい
ます。

経産省の方からは，この償却資産への固定資
産税への課税というのは諸外国にもあまり類を
見ないとかまれだとか言われますが，資料33の
左側一番端にアメリカ全５０州のうち３８州ではこ
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ういった機械設備に関する課税があるというふ
うに書いてありますように，もともと今の償却
資産課税はシャウプ勧告におきましてアメリカ
の税制を手本に作ったという経緯がございます
ので，そういう意味でまれと言われるほどのこ
ともないのだろう，アングロサクソン系の国で
は一般的にある税制だというふうに考えていた
だいていいいと思います。

それから，資料34で書いてございますのは，
経団連の皆さまも含めてでございますが，法人
税と固定資産税の考え方が違うのはどうもけし
からんというお叱りを頂くのですが，端的に言
いますと，下にありますように法人税の償却を
即時償却とか特別償却で早くやるかどうかとい
うのは，法人税をいつ払っていただくかという
時期の問題だけでございますが，固定資産税の
償却資産課税を全く財産を減価してしまいます
と，固定資産税は財産税ですので，納税の時期
の問題でなくて税収そのものがなくなってしま
うという意味で，法人税の償却を早くかけると
いうのとはちょっとインパクトにおいて天と地
ほどの差があるということでありまして，市町
村の皆さんも大変心配しておられるということ
でございます。

参考として真ん中のところに書いております
ように，平成１９年度に法人税の償却の方法が変
わったときにもこれは大議論になったわけでご
ざいますが，与党の税調，政府の税調でも議論
していただいた上で，固定資産税はいわば財産
税で法人税と性格が違うので，法人税の減価償
却方法が変わっても固定資産税については従前
のとおりでいい，というお沙汰がいったんつい
た問題が，変な言い方ですが，蒸し返されてい
るというような側面があるということでござい
ます。

２．地方法人課税

それから，今後年末に向けまして，償却資産
の課税の問題も場合によってはまた引きずる可
能性もなくはないと思いますが，大きな問題と

いたしまして，先ほどお話がありました実効税
率の問題を含めた法人課税の問題，それから自
動車車体課税の問題，それからゴルフ場利用税
といったところが，平成２５年度の改正でも議論
になりましたが，また大きな焦点になってくる
のではないかと思います。

そのときわれわれが申し上げておりますのは，
皆さん，消費税率の引き上げがあると，地方も
先ほどの話ではないのですが，潤うのだろう，
その分多少減税しろと言われるわけでございま
すが，冒頭申しましたように１３兆円も年間お金
が足りないという状況の中で，消費税率引き上
げ分で地方の増収分は，交付税分まで含めて
１０％の時点で，資料36の２つ目の丸に書いてい
ますが，４兆円ぐらい，そのうち１兆円ぐらい
は子育ての充実なんかに回そうということでご
ざいますから，もともと１３兆円穴が開いている
ところが３兆円ぐらいは今回の地方消費税率の
引き上げで多少緩和されるという程度の話でご
ざいまして，消費税率引き上げ分が地方に回る
から減税できるようになるというような話では
全然ないということを一生懸命申し上げている
ところでございます。

個々の問題で簡単に一言ずつコメントいたし
ますと，資料39をご覧いただきますと，先ほど
戸谷先生からもご指摘ありました地方法人特別
税の制度が税制抜本改革までの暫定措置という
のが法律上の位置付けになっておりますので，
東京都をはじめとして大都市部の都府県からは
これは見直ししてください，元に戻してくださ
いというような声を頂いているところでござい
ます。この税の仕組みは，先ほど戸谷先生から
もご紹介ありましたように，もともと都道府県
税であります法人事業税の半分弱，消費税率で
いいまして当時の１％相当の２．６兆円を便宜上
国税という形に切り替えました，地方法人特別
税です。ただ，国が使ってしまうわけではあり
ませんで，同額をそのまま地方法人特別譲与税
として各都道府県に戻すわけですが，戻すとき
の基準が右側にあります人口・従業者という地
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方消費税を市町村に配るときの基準で戻します
ので，端的に言いますとこの法人事業税ですと
東京都の全国シェアが２５％ぐらいですが，この
右側の人口・従業者で配り直しますと東京都は
１３％とか１４％ぐらいに落ちてきますので，その
隙間分だけ，端的に言いますと大都会の東京都
から少し財源をはがして田舎の県の方に持って
くることが，ちょっと言葉は品がないですが，
できるような仕組みになっております。当時，
石原都知事から，消費税を上げるときには地方
全体としてもまた財源が豊かになるのだから，
そのときまでの暫定措置だということでしょう
がないと言っていただいた経緯もあり，今回年
末に見直していかないといけないという宿題事
項になっているということでございます。
資料40にありますような検討会も，昨年の秋

から立ち上げていろいろ検討いたしております
し，そうした中では資料41にありますように，
経団連の方にも意見陳述していただきまして，
経団連の方では地方の法人課税のうち所得ベー
スである国の法人税と課税ベースが同じような
ものは，国税に吸い上げていく形にして，段階
的に縮小したらどうかというようなご提言を頂
きました。

同友会の方からは，われわれはこういう話が
あると代替財源を示せ，と言うものですから，
そこもご提案いただいた形になっていまして，
この地方法人課税の分を第１段階は減税して代
わりに個人住民税ないし固定資産税の土地分を
増税しろ，２段階目は地方消費税を増税して減
税すればいいではないかというようなご提言を
いただいております（資料42）。１つの考え方
ではありますし，筋は筋ではあるのですが，現
実の政治過程の中で企業の税をまけるために個
人の住民税を上げてください，固定資産税を上
げてください，或いは地方消費税を上げてくだ
さいというのはなかなか政治過程として大変な
のではないかという感想を持っているところで
ございます。

３．車体課税

資料43は，われわれは「そうではない」と言
っておるのですが，自動車の関係業界の方々か
らは，特にこの真ん中の上にある（イ）の自動
車取得税について，消費税との二重課税だとい
うそしりを頂いていまして，今年の年初の平成
２５年度改正でも廃止運動のやり玉に上がってし
まいました。これもいろいろ議論がありました
が，お沙汰としましては，この真ん中の（イ）
のところにありますように，自動車取得税を２
段階で引き下げて消費税１０％時点で廃止だとい
う大きな方向が出てしまったということでござ
います。われわれは，これだけでは立つ瀬がな
いので，代わりに代替財源がないと今の財政状
況では地方もうんと言えませんという話を言い
ましたので，（ロ）のところを書いていただき
まして，消費税１０％で取得税廃止だという段階
には自動車税において，これは同じ県税で保有
段階で毎年５月にお支払いいただいている税で
ございますが，環境性能に応じた課税を，意味
としては新たな課税をということですが，実施
することとし，他に確保した安定的な財源と合
わせて地方財政へは影響を及ぼさないというこ
とです。平たく言うと，取得税はなくすけれど
も，保有課税である毎年払っていただく自動車
税で代わるような課税を，環境性能に応じた課
税を考えて，他でも財源を考えて，地方財政に
穴を開けないようにするのだという大方針は決
めていただいて，これは今年の年末に具体的な
中身は決めようということになっているという
のが大きな姿でございます。

地方財源の問題ももちろんあるのですが，資
料47のような問題をわれわれはお訴えしており
ます。エコに優しい税制という観点から問題で
はないかということでございまして，A とい
う高級輸入車は１，３００万円ぐらいしますので，
今の取得税５％では５９万円ぐらい払っていただ
いております。燃費はよくないのでエコカー減
税の対象になりませんで，今，５９万円ほど取得

― 157 ―



税を払っていただいているわけです。
一方で D が国産ハイブリッドの大衆車でご

ざいますが，これは２１０万円ぐらいで，本来で
すと５％，９万３，０００円ぐらいの取得税を払っ
ていただくのですが，これはエコカーだという
ことで既に減税になっていまして，今，この D
の車を買うときには取得税はかかっていません。
０円ということでございます。ということは，
消費税が上がるからといって取得税を廃止した
ときに喜ぶのは高級輸入車を買う方であって，
ハイブリッドの大衆車を買う方は今もともと取
得税がかかっていないので，取得税を廃止して
も恩典がありません。言い換えますと，取得税
を廃止した場合にエコカーの普及を図っていく
という政策目的には逆行するようなことになる
のではないかという点を一生懸命われわれは訴
えているところでございます。

４．ゴルフ場利用税

最後に一言だけ，資料49のゴルフ場利用税と
いうのも，ゴルフをやる方は払っていただきた
いなというのが私の気持ちでございますが，ゴ
ルフを愛好される議員さん方等を中心に，これ
も二重課税だとかなぜゴルフだけ課税するのだ，
テニス・スキーは課税しないではないかという
ようなことを言われまして，この機会に廃止す
べきだというご議論が今年の年初もされました
し，また年末も行われると思います。地方団体
の方からは，ゴルフ場があるような山林原野の
多いような市町村に貴重な財源になっているの
で，廃止は困るという声を頂いている状況でご
ざいます。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。残された時間
が１０分足らずになってしまいました。各論につ
いて戸谷さんから，少し短か目でお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅵ．個別税制の現状と課題につい
ての討論

（戸谷） はい，わかりました。それでは絞り
まして，まず法人税についてご議論したいと思
います。

〔法人税率引き下げ競争〕
法人税に関しては，税率そのものを引き下げ

るのか，それともいわゆる投資減税という投資
をする企業に減税するのか，２つに議論が分か
れております。今朝の日経新聞の一面に，安倍
首相は税率を下げるべきだと言われたという記
事が出ていました。安倍首相は一月か二月前は，
むしろ政策減税を主張されていたのではないか
と私は記憶しております。いずれにせよ法人税
については，常にこの問題があってこれをどう
するかということが１つ議論になると思います。

それともう１つ，これは法人税について漠然
とした私自身の疑問なのですが，どこの国も法
人税を下げて他国の企業を呼び込もう，或いは
自国の企業が出ていかないようにしようと，い
わゆる「税金引き下げ競争」が起こっているよ
うです。これは一体どこまで行くのだろうか。
極端に言いますと，どこの国も最終的に法人税
がなくなるという事態が起こりかねない。これ
がゲーム理論でいうところの，いわゆる「レー
ス・トゥ・ザ・ボトム」，日本語では「底辺へ
の競争」という現象です。これに対処するには
結局，各国間の協調というか話し合いしかない
のですが，そういうことが行われているのか，
お聞かせいただければと思います。

〔外形標準課税〕
地方税に関しましては，今日ご議論がなかっ

たのですが，法人事業税の外形標準課税という
問題があります。現在これは，資本金１億円超
の企業にのみ，利益ではなく外形標準に課税す
るものですが，非常に中途半端な状態になって
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しまっています。そもそも，外形標準課税を入
れる際の最も大きな根拠は，赤字企業に対して
も税金を払ってもらおうというものでした。と
ころが１億円企業の大企業というのはむしろ黒
字企業が多く，赤字企業に課税しようとすると
その基準を引き下げないといけない。にもかか
わらず，結果的には１億円超の大企業のみにか
かっています。これをどうするかという問題が
あると思います。

〔償却資産課税の在り方〕
あとは既にご説明がありましたが，償却資産

課税の問題です。もちろん地方団体にとっては
税収が減るから困るのですが，企業の方は当然
負担になっています。よく企業の税負担という
形で国際比較をしたりしますが，あれはいわゆ
る利益ベースのみで，要するに法人税と法人住
民税と法人事業税，これだけなのです。しかし
企業の税負担はそれだけではありません。固定
資産税の負担が非常に大きい。

しかも償却資産課税について１つ言えること
は，これは重厚長大産業にかかるということで
す。経済のソフト化が進行し，IT 取引等が行
われると，そんなに大きな店舗や設備を要しま
せん。そういう企業には現行の償却資産課税は
比較的軽い課税しかされません。このような税
負担の不公平をどのように解決するかというこ
とについて，もし何かお考えがあればお聞きし
たいと思います。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。では橋本さ
ん，お願いします。
―――――――――――――――――――――

〔所得税〕
（橋本） ますます時間がなくなってしまった
ので，２点だけお話しさせていただこうと思い
ます。まず所得税ですが，最高税率を見直しま
した。課税所得４，０００万円から最高税率４５％と

したということですが，課税所得が４，０００万円
のサラリーマンはほとんどいないので，再分配
効果としてはあまり意味がありません。政治家
的には金持ちだけ増税して，対象者がいないか
ら反対する人もほとんどいないということで結
構なことなのかもしれませんが，税収にも寄与
しないと思います。

それと，実は今所得税の税率表はほとんど覚
え ら れ な い よ う な 刻 み に な っ て い ま し
て，５，１０，１５，２０，２３……で し た か。昔 は
１０，２０，３０，４０，……課 税 所 得 の 区 分 は
３００，６００，１，０００，２，０００と覚えやすかったので
すが，今は全然覚えられません。このように複
雑な刻みになったのは，地方税を比例税率化し
たときからです。そのときに，各家計の負担が
変わらないように国税の刻みを変えました。そ
れ自体は正しいと思うのですが，国税の方にし
わ寄せがきてしまって，今の形になりました。

この際，先ほどお話になったように２，０００万
円以下は諸外国に比べて所得税の負担が低いの
で，所得税を上げるしかないと思います。昔，
石先生が税調で，納税者のほとんどがサラリー
マンなので，基幹税としての所得税を見直す必
要があるという当たり前の話をしたら，「サラ
リーマン増税」だとバッシングされた事件もあ
りました。そういうトラウマもあるのでしょう
が，やはり所得税について税率表を見直してあ
る程度中堅から上の人について，少し増税をお
願いするということを考えてもいいのではない
かと思います。増税の際に，課税所得の区分と
税率を見直せば，所得税もだいぶすっきりしま
す。

〔償却資産課税の在り方〕
それから，地方税に関してはいろいろ聞きた

かったのですが，本当に時間がないので１つだ
けにしておきます。先ほどの償却資産のところ
の説明が気になります。固定資産税での償却資
産の取り扱いを法人税と同様に，減価償却を最
後には１円にしてしまうわけにはいかない，固
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定資産税は財産税だからという話でした。固定
資産税での償却資産の扱いを法人税と同じ基準
でやると税収が入ってこないから地方団体が減
収になり苦しいというのはわかるのですが，税
収確保だけが目的ですという説明は苦しいと思
います。税の論理は，地方公共サービスから利
益を受けているので課税するという話でないと
いけないと思います。償却資産の価値がほぼゼ
ロになったものに対して課税するというのはや
はり問題だと思います。償却資産の存在が企業
に収益を発生させていて，その企業が当該地方
団体から公共サービスを受けているので収益に
見合った負担をお願いするということでないと
いけないはずです。例えば，ここは関電ビルで
すので，原子力発電所の例で考えてみたいと思
います。活断層がみつかり，再稼働できない原
発も固定資産税を払っているのが現状です。資
産価値ゼロというか，廃炉の費用を見るとマイ
ナスみたいなイメージです。そういうものにつ
いても，地方団体の財政が苦しいので財産税だ
からかけますと言い続けていくというのはどう
かと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） 特にこれに関しては言っておかなけれ
ばいけないということがございましたら，藤井
審議官，そして濵田課長，お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔法人税率引下げ競争〕
（藤井） 法人税率，税率の引き下げなのか，
投資減税などのそういうやり方なのかという問
題提起がございました。これにつきましては，
そもそもどういう産業政策を取るのかというこ
とがもともと土台にございます。ターゲッティ
ングポリシーと言われるものなのか，なるべく
自由放任がいいのかという，産業政策の在り方
と結び付いていると考えております。必ずしも
ターゲッティングポリシー，要するにこの産業
を日本で伸ばしていくのだというのを，キャッ

チアップ型経済が終わった後，そういう分野を
役所の側とか政府の側が明確に見いだせない状
況の中で，基本的に自由放任的な産業政策が志
向されてきたということで，どちらかというと
法人税率の引き下げというのが志向されてきた
ということだろうと思っております。

もう１つは，戸谷先生もおっしゃったような
国際的な税金引き下げ競争というものに日本も
近隣アジア諸国との関係がございますので，そ
こに巻き込まれてきたという，その２つの側面
があろうかと思います。税金引き下げ競争につ
きましては，ここでまた先般の G８で BEPS と
いう観点から，グローバル企業についてはちょ
っと課税の在り方を考えなければいけないとい
うことが首脳レベルでも提起されていますので，
そういうことも今後の動きとしては重要な要素
なのだろうということです。単に引き下げ競争
だけしていては各国とも困ることになるので，
そういう意味でかなりハイレベルで問題提起が
なされていますので，今後国際的な議論になる
のだろうというふうに思っております。

〔所得税〕
それから，橋本先生から所得税についての問

題提起がございました。最高税率は先ほどお話
ししたとおりなのですが，もう１つ重要な改正
をやっていまして，給与所得控除につきまして
２４５万円で控除額頭打ちという改正をやってお
ります。これも１つの所得再分配機能の強化で
す。日本の給与所得控除というのが世界で類を
見ない状況でございまして，非常に水準が高く，
この改正をするまで青天井で給与所得控除がで
きたという特徴があります。サラリーマンのい
わば必要経費控除でございますので，各国こう
いう大きな控除を認めている例はございません。

こういう給与所得控除の在り方も含めまして，
所得税につきましては課税ベースが非常に小さ
くなっているとか，さまざまな問題がございま
す。従いまして，税率の刻みの点につきまして
も，その課税ベースの問題などと併せて所得税
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の在り方を考えていくということだろうと思っ
ております。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，濵田課
長お願いします。
―――――――――――――――――――――

〔外形標準課税〕
（濵田） まず，戸谷先生からの外形標準課税
の問題でございます。これはご指摘のとおりで
ございまして，現状は法人事業税のうちの大企
業の４分の１相当の部分だけがいわゆる外形課
税になっているということでございますが，も
ともとわれわれは世に原案を問うた時点では，
事業税の中の半分を中小企業も含めて外形標準
課税に切り替えたいということでお諮りしてい
ました。その後，いろいろな政治過程のある中
で，まさしく赤字企業にもご負担いただく制度

であればこそ，当面導入していくにはこういう
姿しかないということで現在の姿になったとい
うことでございますので，今後，先ほど来のお
話がありました実効税率の問題等々大きく全体
を議論していく中では，この外形課税は方向と
してはわれわれは広げていくということも視野
に，ご議論をぜひいただきたいと思っておると
ころでございます。

〔償却資産課税の在り方〕
それから，両先生から償却資産課税の在り方

についてございました。特に橋本先生からちょ
っと私は先ほどわかりやすくと思ってかなりラ
フな物言いをしたのでお叱りを頂きましたが，
課税の根拠といたしましてはあくまで現に使用
して行政サービスを受けている以上は，その対
価として税をお支払いいただきたいということ
でございますが，いずれにいたしましても，事
業活動に関しまして一種の外形課税的な形態と
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いうふうな見方ができるのだと思います。そう
いう意味では，在り方そのものはあまり部分を
捉えて外国とどうこうというよりは，全体の，
事業税の外形標準課税とかを含めました，企業
の税負担全体の中でどうご負担いただくのが一
番公平かという観点の位置付けを持って議論し
ていくというような視点が必要なのではないか
なと思っております。以上でございます。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（林） ありがとうございました。時間が参り
ました。いろいろな課題がまだ残されておりま
す。税制改正は，やはり政治の問題も踏まえな
がら考えていかなければなりませんし，制度設

計の中で原理原則を大事にする方と，もう少し
柔軟に考えなければいけないという方がおられ
ます。これはもしかすると世代間の考え方の相
違なのかもしれません。こうした点を踏まえな
がら，税制のあるべき姿を求めていくというの
は非常に悩ましい問題です。租研の税制改正に
関する意見は租研の総力を挙げて非常にバラン
スの取れた客観的な税制の改正の在り方を示し
たものとなっています。今日の議論の答えもか
なりの部分そこで見つかるのではないかと思っ
ていますので，ぜひお読みいただきたいと思い
ます。

司会の不手際で時間が少し延びてしまいまし
たが，討論者４人の方々に拍手をお願いしたい
と思います。ご清聴どうもありがとうございま
した。
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